
一

は
じ
め
に

　

令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
冬
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（C

O
V
I
D
-
1
9

）
が
世
界
中
の
人
々
の
命
と
生
活
を
脅
か
し
て
い
ま
す
。
「
歴

史
は
繰
り
返
さ
れ
る
」
と
言
い
ま
す
が
、
人
類
が
築
き
上
げ
て
き
た
叡
智
と
科
学
を
も
っ
て
し
て
も
な
お
、
私
た
ち
は
こ
う
し
た
脅

威
と
対
峙
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

埼
玉
県
立
文
書
館
で
は
、
国
・
埼
玉
県
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対
策
に
基
づ
き
、
利
用
者
の
皆
様
の
安
全
・
安
心
を

確
保
す
る
た
め
、
感
染
防
止
対
策
を
徹
底
し
て
、
館
を
運
営
し
て
お
り
ま
す
。

　

当
館
は
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
の
開
館
以
来
、
埼
玉
県
に
関
す
る
歴
史
的
・
文
化
的
に
価
値
の
あ
る
行
政
文
書
、
古
文
書

及
び
地
図
な
ど
の
記
録
資
料
を
収
集
整
理
し
、
県
民
の
共
有
財
産
と
し
て
大
切
に
同
資
料
を
保
存
・
活
用
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を

後
世
に
確
実
に
伝
え
て
い
く
こ
と
を
使
命
と
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、
職
員
が
日
常
の
業
務
の
中
で
得
ら
れ
た
新
た
な
知
見
を
基
に
調
査
研
究
を
行
い
、
考
察
し
て
執
筆
し
た
論
考
を
『
文
書

館
紀
要
第
三
十
五
号
』
と
し
て
ま
と
め
、
発
刊
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
号
に
掲
載
し
た
論
考
は
、
我
が
国
のC

O
V
I
D
-
1
9

の
感
染
防
止
対
策
が
始
ま
っ
た
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
か
ら
令
和
三
年

（
二
〇
二
一
）
の
期
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

本
紀
要
が
県
民
の
皆
様
に
御
活
用
頂
き
、
歴
史
的
通
過
点
の
足
跡
と
し
て
県
民
文
化
の
向
上
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

末
筆
に
あ
た
り
、
文
書
館
の
事
業
に
対
し
御
支
援
・
御
協
力
を
頂
い
て
お
り
ま
す
関
係
各
位
に
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
と

も
に
、
今
後
と
も
一
層
の
御
支
援
・
御
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
四
年
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

埼
玉
県
立
文
書
館
長　

山
田　

恵





三

渋
沢
栄
一
の
関
東
人
撰
御
用

大　

橋　

毅　

顕

は
じ
め
に　

日
本
資
本
主
義
の
父
と
呼
ば
れ
た
渋
沢
栄
一
は
、
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）

に
武
蔵
国
榛
沢
郡
血
洗
島
村
（
現
深
谷
市
）
に
生
ま
れ
た
。
栄
一
が
生
ま
れ
た

「
中
の
家
」
は
、
染
物
に
使
う
藍
葉
や
養
蚕
を
手
掛
け
る
有
力
な
農
家
で
あ
っ
た
。

栄
一
は
、
藍
葉
の
買
い
付
け
や
、
加
工
し
た
藍
玉
の
販
売
な
ど
を
手
伝
い
な
が
ら
、

従
兄
の
尾
高
惇
忠
か
ら
学
問
を
学
ん
だ
。
栄
一
は
、
惇
忠
の
影
響
を
受
け
、
尊

王
攘
夷
を
志
し
て
同
志
を
集
め
た
。
そ
の
後
、
御
三
卿
一
橋
家
に
仕
え
る
こ
と

に
な
る
。

　

渋
沢
栄
一
に
つ
い
て
は
、
土
屋
喬
雄
（1）

、
白
石
喜
太
郎
（2）

、
幸
田
露
伴
（3）

、
渋

沢
秀
雄
（4）

、
韮
塚
一
三
郎
・
金
子
吉
衛
（5）

な
ど
が
伝
記
・
評
伝
を
著
し
て
い
る
。

ま
た
、
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
（6）

や
『
渋
沢
栄
一
滞
仏
日
記
』
（7）

な
ど
史
料
が

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
渋
沢
栄
一
の
活
動
を
広
く
紹
介
す
る
博
物
館
と
し
て
、

渋
沢
史
料
館
（
東
京
都
北
区
）
、
渋
沢
栄
一
記
念
館
（
埼
玉
県
深
谷
市
）
が
あ
り
、

展
示
や
調
査
研
究
（8）

が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
『
新
編
埼
玉
県
史
』
（9）

、
『
深

谷
市
史
』
（10）

、
『
蓮
田
市
史
』
（11）

、
『
幸
手
市
史
』
（12）

、
『
久
喜
市
栗
橋
町
史
』
（13）

な

ど
の
自
治
体
史
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
県
内
に
お
い
て
も
、
博
物
館
等

で
渋
沢
栄
一
に
関
す
る
展
示
が
開
催
さ
れ
て
い
る
（14）

。

幕
末
期
の
軍
制
改
革
や
兵
賦
に
つ
い
て
は
、
保
谷
（
熊
澤
）
徹
が
分
析
を
し

て
お
り
、
旗
本
知
行
所
や
御
料
所
か
ら
の
兵
賦
徴
発
、
下
層
の
武
家
奉
公
人
を

抱
え
込
む
こ
と
、
市
中
か
ら
の
直
接
抱
え
入
れ
る
な
ど
の
徴
発
方
法
を
示
し
て

い
る
（15）

。
一
橋
徳
川
家
の
軍
事
編
成
に
つ
い
て
は
、
加
藤
弘
之
（16）

の
研
究
が
あ
り
、

一
橋
家
の
軍
事
増
強
や
関
東
人
撰
御
用
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
渋
沢
栄
一
を
取
り
上
げ
、
渋
沢
喜
作
と
共
に
一
橋
家
に
仕
え
て

か
ら
関
東
人
撰
御
用
な
ど
家
臣
と
し
て
任
務
を
遂
行
す
る
過
程
を
論
じ
て
い
く
。

ま
た
、
武
蔵
国
内
に
点
在
す
る
一
橋
領
に
も
触
れ
て
い
く
。
史
料
は
、
地
方
文

書
や
後
年
に
聞
き
取
り
を
し
て
編
さ
ん
し
た
史
料
な
ど
を
使
用
す
る
。

一　

深
谷
で
生
ま
れ
育
っ
た
渋
沢
栄
一

（
1
）
渋
沢
栄
一
・
喜
作
と
尾
高
惇
忠

　

渋
沢
栄
一
は
武
蔵
国
榛
沢
郡
血
洗
島
村
に
生
ま
れ
た
。
幼
名
は
市
三
郎
、
六
歳

の
時
に
栄
治
郎
と
名
付
け
ら
れ
た
。
渋
沢
家
は
、
本
家
筋
に
あ
た
る
の
が
「
中
の

家
」
で
、
中
の
家
を
中
心
に
、「
前
の
家
」、「
東
の
家
」、「
新
屋
敷
」、「
古
新
宅
」

な
ど
と
呼
ば
れ
る
分
家
が
出
て
い
た
（
図
1
参
照
）。
渋
沢
栄
一
は
本
家
筋
の
「
中

の
家
」
で
生
ま
れ
た
。
当
主
は
代
々
、
市
郎
右
衛
門
を
名
乗
り
、
名
字
帯
刀
を
許

さ
れ
て
お
り
村
内
で
も
有
力
な
家
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
農
耕
や
養
蚕
、
藍
玉
製
造

と
販
売
を
生
業
と
し
、
栄
一
の
父
の
代
に
は
荒
物
商
も
営
ん
で
い
た
（17）

。

渋
沢
栄
一
の
関
東
人
撰
御
用
（
大
橋
）



四

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

　

栄
一
は
家
業
の
畑
作
、
藍
玉
の
製
造･

販
売
、
養
蚕
を
手
伝
う
一
方
、
幼
い
頃

か
ら
父
に
学
問
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
従
兄
の
尾
高
惇
忠
か
ら
本
格
的
に
「
論
語
」

な
ど
を
学
ん
だ
。
「
尊
王
攘
夷
」
思
想
の
影
響
を
受
け
た
栄
一
た
ち
は
、
高
崎
城

乗
っ
取
り
、
横
浜
居
留
地
焼
き
討
ち
の
計
画
を
立
て
た
が
中
止
し
、
京
都
へ
向

か
っ
た
。
そ
の
後
、
渋
沢
喜
作
と
と
も
に
一
橋
家
に
仕
え
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）

に
一
橋
慶
喜
の
徳
川
宗
家
相
続
に
伴
い
幕
臣
と
な
っ
た
。
慶
応
三
年
に
慶
喜
の

弟
徳
川
昭
武
（
民
部
公
使
）
に
従
っ
て
渡
欧
し
た
が
、
明
治
維
新
の
た
め
、
明

治
元
年
（
一
八
六
六
）
に
帰
国
し
た
。
明
治
維
新
後
は
、
大
隈
重
信
の
勧
め
に

よ
り
明
治
政
府
に
出
仕
し
、
貨
幣
、
税
制
、
度
量
衡
、
銀
行
、
郵
便
な
ど
新
制

度
の
導
入
に
携
わ
っ
た
。
政
府
を
辞
し
た
後
は
民
間
に
戻
り
、
第
一
国
立
銀
行

や
地
元
深
谷
で
日
本
煉
瓦
製
造
会
社
（
上
敷
免
工
場
）
を
創
業
す
る
な
ど
、
実

業
家
と
し
て
多
数
の
会
社
設
立
に
関
わ
っ
た
。
ま
た
、
埼
玉
学
生
誘
掖
会
の
設

立
や
日
米
平
和
外
交
な
ど
に
携
わ
り
、
教
育
や
社
会
福
祉
事
業
に
も
力
を
尽
く

し
た
。
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
一
一
月
一
一
日
飛
鳥
山
の
自
邸
で
死
去
し
た
。

享
年
九
一
歳
。
墓
は
東
京
都
台
東
区
の
谷
中
霊
園
に
あ
る
。
戒
名
は
泰
徳
院
殿

仁
智
義
讓
青
淵
大
居
士
。

　

渋
沢
喜
作
は
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
三
代
目
渋
沢
宗
助
（
誠
室
）
の

弟
渋
沢
文
左
衛
門
（
文
平
）
の
子
と
し
て
血
洗
島
村
に
生
ま
れ
た
。
渋
沢
家
の

分
家
で
あ
り
、
「
新
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
た
（18）

。
栄
一
の
従
兄
で
二
歳
年
長
で
あ
る
。

元
治
元
年
二
月
に
一
橋
家
の
家
臣
と
な
り
、
慶
応
二
年
に
幕
臣
と
な
る
。
戊
辰

戦
争
で
は
頭
取
と
し
て
彰
義
隊
を
結
成
し
、
さ
ら
に
振
武
軍
を
組
織
し
て
飯
能

で
新
政
府
軍
と
戦
っ
た
（
飯
能
戦
争
）
。
飯
能
戦
争
で
破
れ
て
函
館
に
赴
き
五
稜

郭
に
立
て
籠
っ
た
が
、
降
伏
し
て
入
牢
と
な
る
。
明
治
四
年
（
一
八
七
二
）
に

赦
免
さ
れ
た
。
そ
の
後
は
一
時
新
政
府
に
出
仕
し
た
が
職
を
辞
し
、
実
業
界
で

活
躍
し
た
。
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
八
月
三
〇
日
死
去
し
た
。
享
年
七
五
歳
。

墓
は
東
京
都
目
黒
区
の
祐
天
寺
墓
地
に
あ
る
。
法
名
、
秀
徳
院
節
誉
崇
義
大
居
士
。

　

渋
沢
栄
一
に
影
響
を
与
え
た
尾
高
惇
忠
は
、
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
に
下

手
計
村
（
現
深
谷
市
）
で
名
主
を
つ
と
め
た
父
勝
五
郎
、
母
や
え
の
長
男
と
し

て
生
ま
れ
た
。
栄
一
の
従
兄
で
、
通
称
新
五
郎
と
い
い
、
藍
香
と
号
し
た
。
学

問
は
伯
父
の
渋
沢
宗
助
（
誠
室
）
に
学
び
、
剣
は
大
川
平
兵
衛
に
学
ん
だ
。
自

宅
に
尾
高
塾
を
開
き
、
近
隣
の
子
ど
も
に
学
問
を
教
え
た
。
栄
一
も
尾
高
塾
で

学
ん
で
い
る
。
栄
一
と
喜
作
と
と
も
に
高
崎
城
乗
っ
取
り
、
横
浜
居
留
地
焼
き

討
ち
を
計
画
し
た
が
弟
長
七
郎
の
意
見
を
受
け
入
れ
断
念
し
た
。
喜
作
と
と
も

に
彰
義
隊
・
振
武
軍
と
し
て
戦
っ
た
。
明
治
政
府
の
民
部
省
に
入
り
、
官
営
富

岡
製
糸
場
の
設
立
に
携
わ
り
、
初
代
場
長
を
つ
と
め
た
。
場
長
を
退
任
し
た
後
は
、

民
間
事
業
に
も
参
加
し
て
い
っ
た
。
明
治
一
〇
年
に
は
国
立
第
一
銀
行
に
入
り
、

岩
手
県
盛
岡
支
店
の
支
配
人
と
し
て
同
地
で
一
〇
年
勤
務
し
た
（19）

。
明
治
三
四
年

（
一
九
〇
一
）
に
死
去
し
た
。
享
年
七
二
歳
。

（
2
）
血
洗
島
村
と
領
主
安
部
家

　

渋
沢
栄
一
と
喜
作
が
生
ま
れ
た
武
蔵
国
榛
沢
郡
血
洗
島
村
を
図
2
に
示
し
た
。

図
2
は
、
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
に
作
成
し
た
二
万
分
の
一
の
迅
速
測
図

（20）

で
あ
る
。
血
洗
島
村
は
、
深
谷
宿
の
北
に
あ
り
、
利
根
川
の
南
に
位
置
し
た
。

利
根
川
を
挟
ん
だ
北
側
は
上
野
国
新
田
郡
・
佐
位
郡
（
現
群
馬
県
）
と
な
る
。

文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
か
ら
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
に
幕
府
が
編
纂
し

た
武
蔵
国
の
地
誌
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

［
史
料
1
］
（21）　

血
洗
島
村
も
郷
庄
及
江
戸
へ
の
行
程
等
前
村
に
同
じ
、
当
村
の
里
正
今
よ
り
十
四

代
の
先
祖
、
和
泉
と
云
も
の
、
天
正
の
頃
開
墾
せ
し
と
云
、
此
頃
は
家
数
纔
五



五

軒
な
り
し
が
、
今
は
五
十
に
及
べ
り
、
東
南
は
上
下
手
斗
の
二
村
、
西
は
南
北

阿
賀
野
の
二
村
に
て
、
北
は
横
瀬
村
な
り
、
東
西
四
丁
余
、
南
北
十
九
町
正
保

の
頃
は
皆
畑
な
り
し
が
、
今
は
水
田
も
少
し
く
交
れ
り
、
御
入
国
の
後
蘆
田
右

衛
門
大
夫
康
直

（
マ
マ
）

及
安
部
彌
市
郎
信
勝
に
賜
は
れ
り
、
其
後
蘆
田
の
分
は
上
り
て
、

一
圓
に
安
部
氏
に
賜
ひ
、
今
子
孫
摂
津
守
領
す
、
検
地
は
天
正
十
八
年
改
あ
り

と
云血

洗
島
村
は
、
和
泉
と
い
う
者
が
天
正
期
（
一
五
七
三
〜
一
五
九
二
）
頃
に

開
墾
し
た
と
伝
わ
る
。
こ
の
頃
は
村
内
の
家
数
は
五
軒
で
あ
っ
た
が
、
文
化
文

政
期
に
は
五
〇
軒
に
及
ん
だ
。
血
洗
島
村
の
周
辺
は
、
東
南
は
上
下
手
計
村
の

二
村
、
西
は
南
北
阿
賀
野
村
の
二
村
で
、
北
は
横
瀬
村
で
あ
る
。
東
西
は
四
町
（
約

四
三
六
ⅿ
）
、
南
北
一
九
町
（
約
二
〇
七
二
ⅿ
）
で
、
縦
長
の
村
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
正
保
頃
（
一
六
四
五
〜
一
六
四
八
）
は
畑
で
あ
っ
た
が
、
文
化
文
政

期
に
は
水
田
も
少
し
あ
っ
た
。
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
徳
川
家
康
が
関

東
入
国
後
に
芦
田
康
真
（22）

、
安
部
信
勝
（23）

に
知
行
を
与
え
た
。
そ
の
後
、
芦
田
領

は
上
地
と
な
り
、
一
円
を
安
部
氏
に
与
え
ら
れ
た
。
今
は
安
部
摂
津
守
が
治
め

て
い
る
。
検
地
は
天
正
一
八
年
に
行
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

史
料
2
は
、
安
部
家
の
系
譜
で
あ
る
。
安
部
家
は
戦
国
時
代
に
は
大
名
今
川

家
の
家
臣
で
あ
っ
た
が
、
今
川
家
の
滅
亡
後
は
、
徳
川
家
康
に
従
っ
た
。
こ
の

系
譜
は
、
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
一
二
月
に
安
部
摂
津
守
信の

ぶ
み
ち亨

（24）

の
時
代
に

ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

［
史
料
2
］
（25）

一
天
正
十
八
年
寅
之
暮
、
関
東
御
入
国
之
時
分
武
蔵
国
榛
澤
郡
岡
部
領
九
ヶ
村

ニ
テ
知
行
四
千
三
百
七
拾
七
石
八
斗
、
下
野
国
梁
田
郡
久
保
田
村
友
野
郷
二
ヶ

村
ニ
テ
八
百
七
拾
四
石
三
斗
、
合
五
千
弐
百
五
拾
石
致
拝
領
候

　

史
料
は
、
安
部
信
勝
に
関
す
る
記
述
の
一
部
で
あ
る
。
武
蔵
国
榛
澤
郡
岡
部
領

九
か
村
に
お
い
て
知
行
四
三
七
七
石
八
斗
、
下
野
国
梁
田
郡
久
保
田
友
野
郷
二

か
村
に
お
い
て
八
七
四
石
三
斗
、
合
計
五
二
五
〇
石
拝
領
し
た
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
。
そ
の
後
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に
安
部
信
盛
が
大
坂
定
番
と
な
り
、

摂
津
四
郡
の
う
ち
一
万
石
を
与
え
ら
れ
、
一
万
九
二
〇
〇
石
余
を
領
し
て
大
名
と

な
っ
た
。
そ
の
後
も
加
増
が
な
さ
れ
て
、
安
部
信
峯
の
代
に
は
二
万
二
二
〇
〇

石
を
領
し
、
そ
の
う
ち
二
〇
〇
〇
石
を
弟
信
方
に
分
地
し
て
二
万
石
と
な
っ
た
。

以
後
、
幕
末
ま
で
存
続
し
て
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
信
発
の
時
に
三
河
国

半
原
（
現
愛
知
県
新
城
市
）
へ
藩
庁
を
移
し
半
原
藩
と
な
っ
た
（26）

。

　

岡
部
に
は
代
官
の
陣
屋
が
あ
り
、
た
び
た
び
領
内
に
御
用
金
を
賦
課
し
て
い

た
。
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
栄
一
が
父
渋
沢
市
郎
右
衛
門
の
名
代
と
し
て

出
頭
し
た
。
役
人
は
、
安
部
家
姫
様
の
輿
入
れ
に
あ
た
り
物
入
り
の
た
め
、
渋

沢
宗
助
に
一
〇
〇
〇
両
、
市
郎
右
衛
門
に
五
〇
〇
両
を
言
い
渡
し
た
。
栄
一
が

晩
年
に
こ
の
話
が
出
た
時
に
、
「
親
が
な
け
れ
ば
代
官
を
ナ
グ
リ
飛
ば
し
て
出
奔

し
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
の
と
き
は
、
本
当
に
腹
が
立
っ
た
よ
」（27）

と
語
っ
た
と

い
う
。

（
3
）
栄
一
の
江
戸
遊
学

文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
、
栄
一
は
父
市
郎
右
衛
門
に
江
戸
遊
学
を
し
た

い
と
願
い
出
た
。
江
戸
に
出
た
栄
一
は
、
儒
者
の
海
保
漁
村
が
開
い
た
塾
に
通
い
、

千
葉
周
作
が
開
い
た
千
葉
道
場
で
剣
術
を
学
ん
だ
。
文
久
二
年
正
月
に
は
、
坂

下
門
外
の
変
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
は
、
数
名
の
志
士
が
老
中
安
藤
信
正
の
登
城

を
坂
下
門
で
待
ち
伏
せ
し
て
斬
り
付
け
た
事
件
で
あ
る
。
文
久
三
年
に
は
、
高

渋
沢
栄
一
の
関
東
人
撰
御
用
（
大
橋
）
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文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

崎
城
（
現
群
馬
県
高
崎
市
）
を
乗
っ
取
り
、
鎌
倉
街
道
を
南
下
し
て
横
浜
の
外

国
人
居
留
地
を
焼
き
討
ち
に
す
る
計
画
を
立
て
た
。
喜
作
ら
は
文
久
三
年
一
一

月
に
決
起
を
予
定
し
て
い
た
が
、
京
都
の
情
勢
を
み
て
き
た
尾
高
長
七
郎
よ
り

決
起
の
中
止
を
勧
め
ら
れ
決
起
を
取
り
や
め
た
（28）

。
同
年
一
一
月
八
日
、
栄
一

は
喜
作
と
と
も
に
伊
勢
参
宮
と
称
し
て
嫌
疑
を
避
け
て
深
谷
を
出
て
、
江
戸
を

経
由
し
て
一
橋
家
用
人
平
岡
円
四
郎
の
家
来
の
名
義
を
も
っ
て
京
都
に
赴
い
た
。

一
一
月
二
五
日
に
京
都
に
入
り
、
志
士
と
交
流
し
、
年
末
に
伊
勢
神
宮
に
参
拝

し
た
。

栄
一
と
喜
作
が
一
橋
家
用
人
平
岡
円
四
郎
の
家
来
の
名
義
を
持
っ
て
い
た
背

景
と
し
て
は
、
江
戸
遊
学
し
て
い
る
際
に
、
一
橋
家
の
用
人
平
岡
円
四
郎
と
出

会
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
平
岡
円
四
郎
は
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）

に
旗
本
岡
本
忠
次
郎
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
後
に
平
岡
文
次
郎
の
養
子
に
な

る
。
円
四
郎
が
三
一
歳
の
時
に
一
橋
慶
喜
に
仕
え
、
側
近
と
な
っ
た
。
栄
一
と

喜
作
は
、
平
岡
に
尊
王
攘
夷
の
必
要
性
や
幕
府
の
政
治
の
在
り
方
に
つ
い
て
意

見
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
際
、
円
四
郎
は
二
人
に
一
橋
家
の
家
臣
に
な
ら
な
い

か
と
勧
め
て
い
た
。

二　

一
橋
家
へ
の
仕
官
と
関
東
人
撰
御
用

（
1
）
一
橋
家
の
領
知

御
三
卿
の
一
橋
家
は
徳
川
吉
宗
の
四
男
徳
川
（
一
橋
）
宗
尹
に
始
ま
る
。
延

享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
一
〇
万
石
を
与
え
ら
れ
た
。
石
高
は
関
東
（
武
蔵
国
・

下
総
国
・
下
野
国
）
二
三
％
、
甲
斐
国
二
九
％
、
上
方
（
播
磨
国
・
和
泉
国
）

四
八
％
と
三
分
割
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
数
回
の
領
地
替
え
が
行
わ
れ
た
。

幕
末
期
の
一
橋
領
は
、
摂
津
国
・
和
泉
国
・
播
磨
国
・
備
中
国
・
武
蔵
国
・

下
総
国
・
下
野
国
・
越
後
国
の
八
か
国
に
存
在
し
、
約
一
二
万
石
の
所
領
を
有

し
て
い
た
。
摂
津
国
・
和
泉
国
・
播
磨
国
に
全
体
の
四
六
％
、
備
中
国
を
加
え

る
と
約
七
五
％
が
西
国
に
所
領
が
集
中
し
て
い
た
（29）

。
こ
れ
は
、
御
三
卿
へ
の
経

済
的
な
優
遇
措
置
で
あ
る
（30）

。

表
1
は
、
武
蔵
国
内
に
所
在
す
る
一
橋
領
の
村
々
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
に
よ
れ
ば
、
東
京
都
江
東
区
、
埼
玉
県
久
喜
市
、
幸
手
市
、
白
岡
市
、
宮
代
町
、

蓮
田
市
、
加
須
市
、
飯
能
市
、
日
高
市
に
領
地
が
あ
り
、
埼
玉
県
の
東
部
地
域

と
西
部
地
域
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
二
月
に
、
渋
沢
栄
一
と
従
兄
の
喜
作
は
、
一
橋
慶

喜
側
近
の
平
岡
円
四
郎
の
推
薦
で
、
一
橋
家
の
家
臣
と
な
っ
た
。
ま
た
、
平
岡

よ
り
栄
一
は
「
篤
太
夫
」
、
喜
作
は
「
成
一
郎
」
と
命
名
さ
れ
た
。

一
橋
家
に
仕
え
た
当
初
の
栄
一
と
喜
作
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
つ
い
て
は
次
の
史

料
か
ら
分
か
る
。

［
史
料
3
］
（31）

元
治
元
年
二
月
（
五
十
三
年
前
）
京
都
の
一
橋
家
の
用
人
平
岡
円
四
郎
に
勧
め

ら
れ
、
喜
作
と
共
に
節
を
屈
し
て
一
橋
家
に
奉
公
す
る
や
う
に
な
つ
た
時
に
は
、

住
居
だ
け
は
御
長
屋
を
当
て
が
は
れ
た
の
で
別
に
不
自
由
も
な
か
つ
た
が
、
自

炊
を
や
ら
う
に
も
鍋
釜
を
買
ふ
銭
が
無
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
、
ホ
ト
ホ
ト

困
り
果
て
た
の
だ
。
何
と
か
法
の
無
い
も
の
か
と
、
喜
作
と
私
と
は
二
人
で
話

合
つ
た
末
、
こ
の
際
什
麽
し
て
も
誰
か
ら
か
金
を
借
り
る
よ
り
外
に
道
が
無
と

い
ふ
事
に
な
り
、
誰
に
頼
ん
だ
も
の
か
と
協
議
し
た
と
こ
ろ
が
、
番
頭
の
猪
飼

正
為
と
い
ふ
人
は
両
三
度
遇
つ
た
こ
と
も
あ
り
、
情
の
深
さ
う
に
見
え
る
人
だ

か
ら
と
て
同
氏
に
頼
ん
で
見
る
と
、
早
速
承
諾
し
て
呉
れ
た
の
で
、
前
後
三
回

ば
か
り
二
十
五
両
を
喜
作
と
二
人
で
同
氏
よ
り
借
り
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

私
の
生
れ
て
か
ら
初
め
て
し
た
借
金
と
い
ふ
も
の
だ
。
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史
料
3
は
「
実
験
論
語
処
世
談
」
で
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
六
月
か
ら

大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
一
一
月
ま
で
雑
誌
『
実
業
之
世
界
』
に
一
三
三
回

連
載
さ
れ
た
渋
沢
栄
一
の
談
話
筆
記
で
あ
る
。

住
居
は
長
屋
を
用
意
さ
れ
た
た
め
不
自
由
は
無
か
っ
た
が
、
自
炊
を
す
る
に

も
鍋
釜
を
買
う
金
が
無
い
た
め
困
っ
た
。
栄
一
と
喜
作
は
何
と
か
な
ら
な
い
か

話
し
合
っ
た
末
に
、
金
を
借
り
る
し
か
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
誰
に
借

り
る
か
協
議
し
た
と
こ
ろ
、
番
頭
の
猪
飼
正
為
は
二
・
三
度
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
、

情
け
深
い
人
に
み
え
る
た
め
頼
ん
で
み
る
と
、
承
諾
し
て
く
れ
た
。
金
二
五
両

を
二
人
で
借
り
た
。
栄
一
が
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
借
金
を
し
た
と
振
り
返
っ
て

い
る
。

ま
た
、「
雨
夜
譚
」
に
は
、
朝
夕
の
食
事
は
汁
の
実
や
沢
庵
を
買
い
出
し
に
行
っ

た
こ
と
、
飯
の
炊
き
方
を
覚
え
た
が
始
め
の
う
ち
は
粥
の
よ
う
な
も
の
や
硬
い

飯
が
で
き
て
い
た
が
だ
ん
だ
ん
慣
れ
て
き
た
こ
と
、
蒲
団
三
枚
を
借
り
て
二
人

で
背
中
合
わ
せ
に
な
っ
て
寝
る
よ
う
な
始
末
で
あ
っ
た
こ
と
、
金
二
五
両
の
借

金
返
済
の
た
め
に
非
常
の
大
倹
約
を
実
行
し
て
四
、
五
か
月
の
間
に
返
済
し
た
こ

と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
（32）

。

元
治
元
年
三
月
二
五
日
に
一
橋
慶
喜
は
、
朝
廷
か
ら
禁
裏
守
衛
総
督
、
摂
海

防
禦
指
揮
に
直
接
任
命
さ
れ
就
任
し
た
。
四
月
七
日
は
松
平
容
保
が
京
都
守
護
職

に
再
任
さ
れ
、
四
月
一
一
日
に
は
容
保
の
実
弟
で
桑
名
藩
主
松
平
定
敬
が
京
都
所

司
代
に
就
任
し
た
。
こ
の
時
期
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）

三
月
二
〇
日
に
徳
川
慶
喜
は
、
兜
山
事
務
所
（
現
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
兜
町
）

に
お
い
て
談
話
を
残
し
て
い
る
。

［
史
料
4
］
（33）

当
時
島
津
大
隅
守
が
総
督
た
ら
ん
こ
と
を
希
望
す
る
の
風
説
あ
り
て
、
山
階
宮

頻
に
心
配
し
給
ふ
由
を
平
岡
円
四
郎
聞
き
つ
け
て
、
是
非
当
方
へ
仰
せ
付
け
ら

表１　武蔵国一橋領村名

郡名 村名 現自治体名 旧県名
1

葛飾郡

海辺新田 東京都江東区 小菅県
2 永代新田 東京都江東区 小菅県
3 千田新田 東京都江東区 小菅県
4 外国府間村 幸手市 葛飾県
5 惣新田村 幸手市 葛飾県
6 下和田村 幸手市 葛飾県
7 松長村 久喜市（旧栗橋町） 葛飾県
8 間鎌村 久喜市（旧栗橋町） 葛飾県
9 佐間村 久喜市（旧栗橋町） 葛飾県
10 埼玉郡 栗原村 久喜市 浦和県
11 江面村 久喜市 浦和県
12 太田袋村 久喜市 浦和県
13 除堀村 久喜市 浦和県
14 河原井村 久喜市（旧菖蒲町） 浦和県
15 三ヶ村 久喜市（旧菖蒲町） 浦和県
16 台村 久喜市（旧菖蒲町） 浦和県
17 西久米原村 宮代町 浦和県
18 太田新井村 白岡市 浦和県
19 高岩村 白岡市 浦和県
20 上野田村 白岡市 浦和県
21 下野田村 白岡市 浦和県
22 上平野村 蓮田市 浦和県
23 上蓮田村 蓮田市 浦和県
24 外野村 加須市 浦和県

郡名 村名 現自治体名 旧県名
25

高麗郡

下直竹村 飯能市 韮山県
26 上畑村 飯能市 韮山県
27 大河原村 飯能市 韮山県
28 下畑村 飯能市 韮山県
29 原市場村 飯能市 岩鼻県
30 曲竹村 飯能市 岩鼻県
31 唐竹村 飯能市 岩鼻県
32 赤沢村 飯能市 岩鼻県
33 梅原村 日高市 韮山県
34 栗坪村 日高市 韮山県
35 清流村 日高市 韮山県
36 高岡村 日高市 韮山県
37 高岡新田 日高市 韮山県
38 高岡新田 日高市 韮山県
39 平沢村上組 日高市 韮山県
40 平沢村中組 日高市 韮山県
41 平沢村下組 日高市 韮山県
42 田波目村 日高市 韮山県
43 横手村 日高市 韮山県
（注）木村礎校訂『旧高旧領取調帳』関東編（近藤出版社、

1969 年）より作成。

渋
沢
栄
一
の
関
東
人
撰
御
用
（
大
橋
）



八

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

れ
た
し
と
内
願
し
た
る
に
よ
り
、
遂
に
之
に
決
し
た
る
な
り
。
薩
州
の
折
田
要

蔵
と
い
ふ
者
、
他
日
大
隅
守
が
総
督
た
ら
ん
時
の
用
意
に
や
、
摂
海
防
禦
の
方

法
に
つ
い
て
種
々
の
取
調
を
な
し
、
且
山
階
宮
へ
も
屢
参
殿
し
て
周
旋
す
る
所

あ
り
し
と
聞
け
り

　

島
津
大
隅
守
久
光
（34）

が
摂
海
防
禦
の
総
督
に
な
る
こ
と
を
望
む
風
聞
が
あ
り
、

山
階
宮
晃
親
王
（35）

が
し
き
り
に
心
配
し
て
い
る
こ
と
を
平
岡
円
四
郎
が
聞
き
つ
け

た
。
薩
摩
の
折
田
要
蔵

（36） 
と
い
う
者
が
島
津
家
の
総
督
に
就
任
し
た
際
の
用
意
の

た
め
摂
海
防
御
の
方
法
に
つ
い
て
取
調
を
し
て
、
山
階
宮
に
も
た
び
た
び
参
殿

し
て
取
り
持
ち
を
し
て
い
る
と
聞
い
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

（
2
）
関
東
人
撰
御
用

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
一
橋
慶
喜
は
、
江
戸
幕
府
第
一
四
代
将
軍
徳
川

家
茂
の
将
軍
後
見
職
と
な
っ
た
。
次
い
で
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
三
月
に

将
軍
家
茂
と
と
も
に
京
都
へ
上
っ
た
慶
喜
は
、
朝
廷
か
ら
新
た
に
禁
裏
守
衛
総

督
と
い
う
京
都
御
所
警
護
の
最
高
責
任
者
を
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
当
時
の

一
橋
家
に
は
、
慶
喜
を
護
衛
す
る
兵
し
か
な
く
、
ほ
と
ん
ど
軍
事
力
を
持
っ
て

い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
仕
官
し
て
間
も
な
い
渋
沢
栄
一
は
、
こ
の
ま
ま
で

は
御
所
を
守
れ
な
い
の
で
自
分
に
歩
兵
の
募
集
を
命
じ
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
、

こ
の
意
見
が
認
め
ら
れ
た
。
同
年
五
月
末
に
旅
立
ち
、
渋
沢
喜
作
と
と
も
に
関

東
の
一
橋
家
領
知
の
村
々
を
巡
る
こ
と
に
な
っ
た
。

［
史
料
5
］
（37）

一
橋
殿
今
般
御
守
衛
総
督
指
揮
等
被
仰
出
候
ニ
付
、
関
東
筋
領
知
村
々
、
幷
右

村
之
内
、
身
元
慥
人
物
堅
固
之
者
相
撰
、
歩
兵
組
立
ニ
付
、
徒
渋
沢
成
一
郎
・

渋
沢
篤
太
夫
と
申
者
、
為
人
撰
被
差
遣
候
積
、
御
老
中
方
へ
も
申
上
置
候
、
就

而
ハ
自
然
御
領
所
往
復
も
致
候
間
、
当
御
時
節
柄
之
義
付
、
最
寄
之
御
代
官
へ

も
為
心
得
御
達
し
相
成
候
様
致
し
度
、
此
段
及
御
掛
合
候

　
　

五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
井
伯
耆
守

　
　
　

御
勘
定
奉
行
衆

　

史
料
は
、
一
橋
慶
喜
が
禁
裏
御
守
衛
総
督
を
命
じ
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
関
東

に
あ
る
一
橋
領
の
村
々
で
身
元
が
確
か
な
人
物
を
選
ん
で
歩
兵
に
組
み
立
て
る

た
め
、
渋
沢
成
一
郎
と
渋
沢
篤
太
夫
を
派
遣
す
る
予
定
で
あ
り
、
老
中
方
へ
申

し
上
げ
て
い
る
。
御
料
所
の
往
復
も
す
る
た
め
、
最
寄
り
の
代
官
へ
も
心
得
て

お
く
よ
う
掛
け
合
う
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
酒
井
伯
耆
守
忠
堅
か
ら
勘
定
奉
行

あ
て
に
書
か
れ
て
い
る
。
勘
定
奉
行
は
幕
府
直
轄
領
や
代
官
の
支
配
を
管
轄
し

て
い
た
。

［
史
料
6
］
（38）

　
　
　
　
　
　

差
上
申
御
請
証
文
之
事

一
此
度
歩
兵
御
組
立
ニ
付
、
私
共
村
々
江
渋
沢
誠
一
郎
・
同
篤
太
夫
様
御
廻
村

被
成
候
ニ
付
、
御
用
可
相
成
者
共
者
、
無
差
支
御
取
調
受
可
申
候

一
右
御
両
人
様
御
廻
村
御
先
触
披
見
候
ハ
ヽ
、
御
休
泊
并
ニ
御
継
立
人
馬
等
無

差
支
様
可
仕
候
、
尤
木
銭
米
代
御
受
取
可
奉
申
上
、
人
馬
之
義
ハ
村
役
ニ
而
差

出
可
申
候

一
御
撰
人
相
成
候
者
共
有
之
候
節
、
帯
刀
致
し
江
戸
表
郷
宿
江
差
出
方
之
義
ハ
、

右
御
両
人
様
御
差
図
を
請
、
其
段
之
御
届
可
申
上

一
御
撰
人
之
内
、
常
々
行
跡
不
宜
、
往
々
無
心
元
見
込
を
以
、
差
出
方　

御
免

願
等
、
右
御
両
人
様
江
差
出
候
義
御
座
候
者
、
其
段
も
委
細
可
奉
申
上
候
、
勿



九

論
紛
敷
義
等
を
以
差
出
方
御
免
等
相
願
候
様
成
義
一
切
仕
間
敷
候

一
他
領
村
々
江
御
廻
村
之
上
、
人
物
御
撰
被
成
候
間
ニ
付
、
被
仰
渡
奉
承
知
候
、

尤
他
領
御
休
泊
ニ
就
而
者
、
御
旅
籠
之
儀
者
御
領
知
村
々
ニ
而
、
御
賄
方
等
者

御
構
不
申
上
心
得
之
旨
、
是
又
奉
承
知
候
、

右
之
趣
被
仰
渡
承
知
奉
畏
候
、
其
餘
都
而
右
御
両
人
様
御
差
図
次
第
御
用
御
差

支
無
之
様
、
是
又
被　

仰
渡
奉
承
知
畏
候
、
依
之
、
御
請
證
文
差
出
申
処
、
如

件
　

子
五
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
州
埼
玉
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
八
ヶ
村
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

臺
村
金
左
衛
門
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除
堀
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉
右
衛
門

　

御
領
知

　
　

御
役
所

史
料
6
は
蓮
田
市
域
の
旧
家
の
古
文
書
で
あ
る
。
元
治
元
年
五
月
二
七
日
に

埼
玉
郡
一
八
か
村
惣
代
で
あ
る
台
村
（
現
久
喜
市
菖
蒲
町
台
）
名
主
金
左
衛
門

と
除
堀
村
（
現
久
喜
市
除
堀
）
組
頭
嘉
右
衛
門
が
領
知
役
所
に
差
し
出
し
た
請

書
で
あ
る
。
一
つ
書
き
の
内
容
は
以
下
の
六
点
で
あ
る
。

①
歩
兵
組
立
を
す
る
た
め
、
私
ど
も
の
村
々
へ
、
渋
沢
成
一
郎
（
喜
作
）
様
と

渋
沢
篤
太
夫
（
栄
一
）
様
が
廻
村
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
御
用
を
勤
め
る
者

た
ち
は
、
支
障
が
無
い
よ
う
取
り
調
べ
を
受
け
る
こ
と
。

②
渋
沢
成
一
郎
と
篤
太
夫
が
廻
村
す
る
旨
の
先
触
（39）

を
見
れ
ば
、
渋
沢
両
名
の
休

泊
と
人
馬
継
立
な
ど
支
障
が
無
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
木
銭
米
代
金
は
受
け
取

る
こ
と
を
申
し
上
げ
、
人
足
と
馬
は
村
負
担
で
準
備
す
る
こ
と
。

③
歩
兵
に
選
抜
さ
れ
た
者
が
い
れ
ば
、
帯
刀
を
し
て
、
江
戸
の
郷
宿
へ
の
差
出

方
法
は
、
渋
沢
両
人
の
指
示
を
受
け
て
、
そ
の
旨
を
届
け
る
こ
と
。

④
選
ば
れ
た
者
の
内
、
日
頃
の
素
行
が
宜
し
く
な
く
、
往
々
に
し
て
頼
り
な
い

こ
と
を
見
込
ん
で
、
差
出
の
免
除
願
い
な
ど
を
渋
沢
両
名
へ
差
し
出
す
こ
と
が

あ
れ
ば
、
詳
細
を
申
し
上
げ
る
こ
と
。
勿
論
紛
ら
わ
し
い
理
由
で
、
差
し
出
し

免
除
を
願
う
よ
う
な
こ
と
は
一
切
し
な
い
こ
と
。

⑤
他
領
の
村
々
へ
廻
村
し
て
、
人
物
を
お
選
び
に
な
る
こ
と
は
承
知
し
た
。
も
っ

と
も
、
他
領
で
休
泊
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
旅
籠
は
領
地
の
村
々
で
用
意
を
し
、

食
事
等
は
気
遣
い
を
し
な
い
よ
う
心
得
る
旨
承
知
し
た
。

⑥
仰
せ
ら
れ
た
右
の
内
容
は
、
承
知
し
た
。
そ
の
他
、
す
べ
て
渋
沢
両
名
の
指

図
に
従
い
、
御
用
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
と
の
仰
せ
も
承
知
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
渋
沢
両
名
の
廻
村
に
あ
た
り
、
休
泊
や
人
足
と
馬
の
用
意

な
ど
支
障
が
無
い
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
の
心
得
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

史
料
に
「
篤
太
夫
」
と
「
誠
（
成
）
一
郎
」
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
史
料
に
書
か
れ
て
い
る
埼
玉
郡
一
八
か
村
は
、
太
田
新
井
村
、
彦
兵
衛

新
田
、
下
野
田
村
、
上
野
田
村
、
下
高
岩
村
、
上
高
岩
村
、
粂
原
村
、
太
田
袋
村
、

栗
原
村
、
江
面
村
左
原
太
組
、
同
村
善
蔵
組
、
除
堀
村
、
河
原
井
村
、
台
村
左
内
組
、

同
村
金
左
衛
門
組
、
上
平
野
村
、
上
蓮
田
村
、
川
島
村
で
あ
る

（40）

。

［
史
料
7
］
（41）

　
　
　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
御
訴
奉
申
上
候

渋
沢
栄
一
の
関
東
人
撰
御
用
（
大
橋
）



一
〇

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

稲
垣
銊
之
丞
様
御
知
行
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
州
葛
飾
郡
惣
新
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
清
八
忰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

龍
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
子
二
十
三
才

右
之
も
の
至
極
実
体
成
も
の
ニ
付
、
当
子
宗
門
御
改
後
六
月
中
厄
介
ニ
貰
請
候

間
、
此
段
御
届
ヶ
奉
申
上
候
、
已
上

　

元
治
元
子
年
八
月　
　
　
　
　
　
　

武
州
葛
飾
郡
高
須
賀
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貰
請
人　与

頭　
　

忠
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

八
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　
　

又
兵
衛

御
領
知

　

御
役
所

　

史
料
7
に
よ
る
と
、
旗
本
稲
垣
銊
之
丞

（42）

知
行
所
の
武
州
葛
飾
郡
惣
新
田
村

（
現
幸
手
市
）
の
百
姓
清
吉
に
は
龍
吉
と
い
う
息
子
が
お
り
、
年
齢
は
二
十
三
才

で
あ
っ
た
。
龍
吉
は
ま
じ
め
で
正
直
で
あ
り
、
宗
門
改
め
を
し
た
後
に
、
高
須

賀
村
の
組
頭
忠
左
衛
門
が
厄
介
に
貰
い
受
け
る
こ
と
を
届
け
出
た
も
の
で
あ
る
。

［
史
料
8
］
（43）

　
　
　
　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
御
届
ヶ
奉
申
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
州
葛
飾
郡
高
須
賀
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
左
衛
門
厄
介
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

龍
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
子
二
十
三
才

右
は
此
度
歩
兵
御
組
立
ニ
付
、
人
撰
為
御
用
渋
沢
成
一
郎
様
・
同
篤
太
夫
様
私

共
村
方
江
御
廻
村
被
成
、
書
面
之
者
人
撰
相
成
候
ニ
付
、
村
役
三
判
御
請
書
御

両
人
様
江
差
上
、
其
後
当
人
ヲ
も
御
引
渡
申
上
候
間
、
此
段
御
届
奉
申
上
候
、

以
上

　

子
八
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　

右
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭　

忠
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

八
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　
　

又
兵
衛

御
領
分

　

御
役
所

　

続
い
て
史
料
8
は
、
高
須
賀
村
組
頭
忠
左
衛
門
の
厄
介
と
な
っ
た
龍
吉
が
、

歩
兵
組
立
の
人
撰
御
用
と
し
て
渋
沢
成
一
郎
・
篤
太
夫
が
廻
村
し
た
際
に
希
望

し
た
た
め
、
村
方
三
判
の
請
書
を
渋
沢
両
人
に
差
し
出
し
て
、
龍
吉
本
人
の
引

き
渡
し
に
つ
い
て
届
け
出
た
も
の
で
あ
る
。

［
史
料
9
］
（44）

　
　
　
　

以
書
付
奉
申
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
州
葛
飾
郡
高
須
賀
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭
忠
左
衛
門
厄
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

龍
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
子
二
十
三
才

右
は
今
般
歩
兵
御
組
立
御
用
ニ
付
御
出
役
被
成
下
、
書
面
之
も
の
人
撰
被
仰
渡



一
一

奉
畏
候
処
、
生
得
慥
成
者
ニ
而
相
違
無
之
ニ
付
御
請
申
上
候
、
尤
差
出
方
之
儀

は
御
差
図
次
第
取
計
可
申
候
、
此
段
以
書
付
奉
申
上
、
以
上

　
　

元
治
元
子
年
八
月　
　
　
　
　
　

右
村
引
受
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
頭　
　

忠
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

八
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　
　

又
兵
衛

　

渋
沢
誠
一
郎
様

　

渋
沢
篤
太
夫
様

史
料
9
は
、
龍
吉
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
確
か
な
る
者
で
間
違
い
な
い
た
め
、

今
回
の
歩
兵
徴
募
を
引
き
受
け
る
と
高
須
賀
村
引
受
人
が
渋
沢
成
一
郎
と
篤
太

夫
に
宛
て
て
届
け
出
て
い
る
。

　

龍
吉
の
事
例
は
、
一
橋
領
内
の
村
出
身
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
高
須
賀
村
組

頭
の
厄
介
と
な
り
、
歩
兵
徴
募
に
応
じ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
加
藤
弘
之
に
よ
り
、
歩
兵
徴
募
に
応
じ
た
関
東
の
有
志
は
二
二
名
で

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（45） 

。

　

史
料
10
は
、
渋
沢
成
一
郎
と
篤
太
夫
が
関
東
の
人
撰
御
用
で
廻
村
し
た
際
に

か
か
っ
た
費
用
の
割
合
帳
で
あ
る
。
元
治
元
年
九
月
に
上
蓮
田
村
（
現
蓮
田
市
）

の
名
主
飯
野
磯
右
衛
門

（46） 

が
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

［
史
料
10
］
（47）

「　
　

元
次

（
マ
マ
）

元
歳

　

渋
沢
成
一
郎
様

　

同
苗
篤
太
夫
様　

御
廻
村
御
旅
宿
入
用
割
合
帳

　
　
　

甲
子
九
月
日　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

磯
右
衛
門　
　

」

　
　
　

覚

渋
沢
成
一
郎
様

同
名
篤
太
夫
様

七
月
三
日
高
岩
村
会
所
ゟ
渡
ス　
　
　
　
　
　
　

十
八
ヶ
村

金
弐
両
三
朱
ト
弐
百
三
拾
三
文　
　
　
　
　
　
　

割
合

九
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
足

　

壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
岩
村
参
会　

安
次
郎

三
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ろ
う
そ
く
共

同
人
様
分

一
永
九
百
三
拾
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

面
割

一
永
壱
貫
百
四
拾
三
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
割

当
金
弐
両
ト
六
百
九
拾
文

是
ハ
八
月
三
日
割
合
再
廻
村
ニ
付
掛
り

一
金
壱
両
弐
分
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

是
ハ
栗
原
村
、
太
田
新
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
助
合
金
、
河
原
井
村
村
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
衛
門
江
渡
ス

弐
口
分
同

　

壱
貫
百
廿
四
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
分

八
月
三
日

　

壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
岩
村
参
会

同
月
五
日

　

壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断　

安
次
郎

　

六

　

五
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
入
用

六
月
六
日

渋
沢
栄
一
の
関
東
人
撰
御
用
（
大
橋
）



一
二

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

　

壱
人

同
月
六
日

　

壱
人

同
月
七
日

　

壱
人

七
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

臨
時
諸
入
用

六
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

渋
沢
様
御
家
来
壱
人
泊
り

五
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

泊
り
入
用
分

三
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
代

金
弐
朱
ト
弐
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
吉
病
死

八
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
麗
郡
出
張
ニ
付

〆
金
五
両
弐
分
三
朱
ト

　
　
　

銭
六
貫
七
百
八
拾
壱
文　
　
　
　
　
　
　

是
迄
山
ノ
内
分

　
　
　

覚

壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
岩
村
参
会

壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栗
坪
村
同

金
三
朱
ト　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渋
沢
様
出
差
引

　
　
　
　

六
百
四
十
八
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

其
外
入
用
分

壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

台
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
機
嫌
御
伺

壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
田
新
井
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
機
嫌
御
伺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
之
丞

外
ニ
四
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

臨
時
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
割
分

七
月
廿
二
日

　

壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
高
岩
村
罷
出　

吉
之
丞

三
百
四
十
八
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

臨
時
入
用
分

壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渋
沢
様
中
閏
戸
御
継
立
ニ
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
槻
町
迄
罷
出　

吉
之
丞

壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　

信
吉

七
百
四
十
八
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
槻
町
ニ
而
臨
時
分

弐
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
替
分

〆
金
三
朱
ト
三
貫
弐
百
文

四
百
七
拾
弐
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ろ
う
そ
く
其
外
臨
時
割
合
分

壱
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
人
分

惣
〆
金
四
両
三
分
弐
朱
ト
銭
拾
壱
貫
四
百
五
十
七
文

当
銭
四
拾
弐
貫
六
百
十
一
文

同
銭
四
拾
弐
貫
八
百
廿
七
文

　
　

高
壱
石
ニ
付
九
拾
八
文
三
分

　

七
月
三
日
に
高
岩
村
（
現
白
岡
市
）
会
所
に
渡
し
た
金
二
両
三
朱
・
銭
二
六
三

文
に
つ
い
て
は
、
一
八
か
村
で
負
担
し
た
。
人
足
に
銭
九
〇
〇
文
か
か
り
、
高

岩
村
の
安
次
郎
が
加
わ
っ
た
。
ろ
う
そ
く
代
は
三
〇
〇
文
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

渋
沢
両
人
に
か
か
っ
た
費
用
で
銭
九
六
〇
文
は
人
数
で
割
り
（
面
割
）
、
銭
一
貫

一
四
三
文
は
農
民
の
持
高
の
比
率
で
割
っ
た
（
高
割
）
。
七
月
三
日
以
外
に
も
、

日
に
ち
は
前
後
し
て
い
る
が
、
八
月
三
日
・
五
日
、
六
月
六
日
・
七
日
、
七
月

二
二
日
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。
渋
沢
の
家
来
が
一
人
宿
泊
し
た
際
に
は
五
〇
〇



一
三

文
、
酒
代
三
〇
〇
文
が
か
か
っ
て
い
る
。
台
村
と
太
田
新
井
村
は
一
人
を
御
機

嫌
伺
い
に
行
か
せ
て
い
る
。
ま
た
、
高
麗
郡
栗
坪
村
（
現
日
高
市
）
に
出
張
し

た
こ
と
、
岩
槻
宿
（
現
さ
い
た
ま
市
）
へ
移
動
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
た
び
た
び
臨
時
で
費
用
が
発
生
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

［
史
料
11
］
（48）

京
都
ゟ
来
状
之
写
、
一
橋
殿
家
老
並
平
岡
円
四
郎
変
死
之
事

長
州
浪
士
多
人
数
上
京
致
し
、
禁
裡
江
願
書
差
出
し
候
風
聞

前
文
略
之
、
此
度
禁
裡
御
守
衛
、
摂
海
防
禦
等
被
為
仰
蒙
候
に
ニ
付
、
何
分
ニ

も
急
速
御
備
館
も
無
之
、
京
地
御
永
住
ニ
も
相
成
候
風
聞
有
之
候
、
且
市
中
は

穏
ニ
候
得
ど
も
、
兎
角
堂
上
方
混
雑
之
様
子
ニ
御
坐
候
、
さ
て
兼
て
御
咄
申
候

一
橋
御
屋
形
附
、
平
岡
円
四
郎
・
黒
川
嘉
兵
衛
之
両
人
、
此
度
円
四
郎
方
は
御

家
老
並
新
御
番
頭
格
、
嘉
兵
衛
ハ
御
側
御
用
人
番
頭
並
被
仰
付
、
誠
以
珍
敷
事

ニ
御
坐
候
、
然
ル
処
円
四
郎
事
、
去
ル
十
六
日
夜
六
時
少
々
前
、
三
条
通
町
奉

行
支
配
組
屋
舗
之
内
、
渡
辺
甲
斐
守
と
申
御
家
老
下
宿
江
参
り
、
帰
り
候
途
中
、

被
討
果
申
候
、
侍
一
人
・
主
従
両
人
即
死
、
其
外
四
五
人
怪
我
有
之
、
右
討
候

人
ハ
水
戸
二
番
御
床
机
廻
り
ニ
而
、
一
橋
江
附
置
れ
候
江
端
彦
三
・
林
忠
四
郎

と
申
者
ニ
而
、
右
円
四
郎
義
、
中
納
言
様
御
側
御
附
ニ
相
成
居
候
て
は
、
御
為

不
宜
と
種
々
書
置
致
し
、
円
四
郎
討
果
し
候
後
、
両
人
と
も
差
違
へ
相
果
申
候
、

右
之
次
第
ニ
て
は
、
黒
川
嘉
兵
衛
も
行
々
ハ
六
ヶ
敷
様
子
ニ
御
坐
候
、
此
後
ハ

京
都
之
振
合
も
替
り
候
と
被
存
候
間
、
当
年
中
ニ
ハ
江
戸
表
江
帰
府
ニ
相
成
候

事
と
、
楽
し
ミ
居
り
申
候
、
将
亦
此
節
ハ
江
戸
表
ニ
而
も
御
人
減
等
相
始
り
候
由
、

風
聞
承
り
申
候
、
江
戸
・
京
共
内
心
混
雑
之
趣
、
甚
心
配
之
義
と
奉
存
候
、
（
略
）

　

六
月
廿
三
日
認
メ
置

　
　

平
岡
ニ
円
く
行
か
な
ひ
変
死
節

　
　
　
　

諸
黒
川
も
渡
り
あ
ぶ
な
し

　
　

平
岡
に
あ
ら
ぬ
難
処
な
死
出
の
山

　
　
　

閻
魔
の
帳
へ
記
す
諸
大
夫

添
て
申
上
候
、
昨
廿
四
日
ゟ
、
長
州
浪
士
之
由
、
山
崎
辺
ニ
四
十
人
程
屯
致
居
、

其
外
五
百
人
程
ハ
、
伏
見
辺
迄
参
り
居
候
由
注
進
有
之
、
尤
今
般
右
浪
士
ゟ
禁
裡
・

大
樹
江
之
願
書
、
御
老
中
稲
葉
美
濃
守
へ
差
出
候
処
、
何
分
受
取
兼
候
趣
、
被

相
答
候
得
共
、
中
々
承
知
不
致
候
ニ
付
、
右
願
書
受
取
届
、
此
後
如
何
相
成
候

哉
、
此
度
は
余
程
之
異
変
ニ
付
、
先
得
其
□
候
も
難
計
、
此
段
御
深
察
可
被
下
候
、

猶
平
穏
次
第
追
々
可
申
上
候
、
（
略
）

史
料
11
は
『
藤
岡
屋
日
記
』
（49）

の
記
事
で
あ
る
。
京
都
よ
り
届
い
た
書
状
の
写

し
で
、
一
橋
殿
家
老
格
の
平
岡
円
四
郎
が
死
亡
し
た
内
容
を
伝
え
る
も
の
で
あ

る
。一

橋
家
の
屋
敷
で
平
岡
円
四
郎
は
御
家
老
並
新
御
番
頭
格
、
黒
川
嘉
兵
衛
は

御
側
御
用
人
番
頭
並
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
珍
し
い
人
事
で
あ
る
と
書
か

れ
て
い
る
。

平
岡
円
四
郎
は
、
六
月
一
三
日
夜
六
つ
時
よ
り
少
し
前
に
、
三
条
通
の
町
奉

行
支
配
組
の
屋
敷
内
で
、
一
橋
家
家
老
渡
辺
甲
斐
守
孝
綱
の
旅
宿
へ
赴
い
て
、

そ
の
帰
る
途
中
に
討
ち
取
ら
れ
た
。
侍
一
人
と
従
者
は
即
死
で
あ
り
、
そ
の
他
四
、

五
人
は
怪
我
を
し
た
。
平
岡
を
討
ち
取
っ
た
者
は
水
戸
徳
川
家
に
仕
え
る
者
で
、

一
橋
家
に
附
け
ら
れ
て
い
た
江
端
彦
三
・
林
忠
四
郎
と
い
う
者
で
あ
っ
た
。
円

四
郎
が
中
納
言
（
一
橋
慶
喜
）
の
側
近
と
し
て
い
る
こ
と
は
宜
し
く
な
い
と
書

置
き
を
し
て
、
円
四
郎
を
討
ち
取
っ
た
。
江
端
と
林
は
刺
し
違
え
て
絶
命
し
た
。

「
平
岡
ニ
円
く
行
か
な
ひ
変
死
節
、
諸
黒
川
も
渡
り
あ
ぶ
な
し
、
平
岡
に
あ
ら
ぬ

難
処
な
死
出
の
山
、
閻
魔
の
帳
へ
記
す
諸
大
夫
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

渋
沢
栄
一
の
関
東
人
撰
御
用
（
大
橋
）



一
四

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

六
月
二
四
日
に
、
長
州
藩
浪
士
が
山
崎
あ
た
り
に
四
〇
人
程
詰
め
て
お
り
、

そ
の
他
五
〇
〇
人
程
は
伏
見
あ
た
り
ま
で
来
て
お
り
注
進
を
し
た
。
浪
士
た
ち

は
禁
裏
・
将
軍
あ
て
の
願
書
を
老
中
稲
葉
美
濃
守
へ
差
し
出
し
た
が
、
受
け
取
っ

て
も
ら
え
な
か
っ
た
。

［
史
料
12
］ 

（50）

千
葉
の
塾
生
な
ど
は
、
水
戸
の
藩
に
内
訌
が
起
り
藩
士
の
一
味
が
筑
波
山
に
立
籠

る
と
云
ふ
騒
ぎ
に
往
い
て
一
人
も
居
な
い
。
其
他
の
友
人
は
多
く
四
方
へ
離
散

し
て
行
衛
不
明
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
一
橋
の
領
地
内
か
ら
は
三
四
十
人
と
江
戸

に
て
剣
術
家
が
九
人
、
漢
学
生
の
二
人
を
合
せ
て
都
合
五
十
人
ば
か
り
は
、
出

来
た
か
ら
同
伴
し
て
中
山
道
筋
か
ら
、
舊
藩
主
岡
部
の
陣
屋
附
近
を
通
過
し
た
。

陣
屋
で
は
我
々
を
領
内
の
百
姓
で
あ
る
か
ら
捕
縛
し
て
獄
へ
投
ぜ
よ
と
言
ふ
て

居
た
さ
う
で
あ
る
が
、
我
々
は
一
橋
公
の
家
来
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
、
意
気
揚
々

と
し
て
通
過
し
た
。
私
の
故
郷
は
此
近
く
に
在
る
の
で
、
僅
か
の
時
間
を
割
い

て
立
寄
り
た
か
っ
た
け
れ
ど
も
陣
屋
か
ら
の
故
障
で
其
れ
も
出
来
な
か
っ
た
。

け
れ
ど
も
父
と
は
妻
沼
で
密
会
し
、
先
妻
と
当
時
二
歳
に
な
る
娘
と
は
宿
根
村

で
深
夜
密
に
会
見
し
た
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
江
戸
へ
入
り
再
び
京
都
へ
帰
っ

た
の
は
九
月
の
中
旬
で
あ
っ
た
。

　

史
料
12
の
内
容
と
し
て
は
、
千
葉
道
場
の
塾
生
は
、
水
戸
藩
の
内
訌
に
よ
り

藩
士
が
筑
波
山
に
立
て
籠
も
っ
た
た
め
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
そ
の
他
の
友
人

の
多
く
は
離
散
し
て
行
方
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
橋
領
内
か
ら
は
三
、
四
〇

人
と
江
戸
で
剣
術
家
九
人
、
漢
学
生
二
人
を
合
わ
せ
て
合
計
五
〇
人
ほ
ど
は
徴

募
で
き
た
。
歩
兵
選
抜
し
た
者
を
引
き
連
れ
て
中
山
道
か
ら
京
都
に
向
か
う
途

中
で
、
岡
部
藩
の
陣
屋
付
近
を
通
過
し
た
。
岡
部
陣
屋
で
は
渋
沢
両
名
を
領
内

の
百
姓
で
あ
る
か
ら
捕
縛
し
て
獄
へ
投
ぜ
よ
と
言
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

渋
沢
栄
一
・
喜
作
は
一
橋
公
の
家
来
で
あ
る
と
言
う
の
で
、
意
気
揚
々
と
し
て

通
過
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
少
し
の
時
間
で
も
故
郷
に
立
ち
寄
り
た
か
っ

た
が
、
岡
部
陣
屋
が
あ
る
た
め
叶
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
父
市
郎
右
衛
門
と

妻
沼
村
（51）

（
現
熊
谷
市
妻
沼
）
で
密
会
し
、
妻
千
代
と
娘
宇
多
と
は
深
夜
に
宿
根

村
（52）

（
現
深
谷
市
宿
根
）
で
密
か
に
会
っ
た
。

　

当
時
は
水
戸
天
狗
党
騒
動
の
最
中
で
徴
募
に
は
大
層
苦
心
し
た
よ
う
で
、
誠

実
に
説
諭
し
て
歩
い
た
が
思
う
よ
う
に
い
か
な
か
っ
た
（53）

。
ま
た
、
人
撰
御
用
の

目
的
の
一
つ
と
し
て
、
尾
高
長
七
郎
の
幽
閉
を
救
う
た
め
便
宜
を
求
め
よ
う
と

い
う
私
情
も
あ
っ
た
が
、
救
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

［
史
料
13
］
（54）

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

武
州
埼
玉
郡
拾
八
ヶ
村
惣
代
左
之
名
前
之
者
共
奉
申
上
候
、
此
度
御
軍
立
御
用

人
足
与
し
て
武
芸
等
心
得
候
者
幷
好
候
者
者
勿
論
、
血
気
壮
健
之
者
相
撰
当
村

ニ
而
人
数
拾
六
人
、
当
月
廿
九
日
迄
召
連
可
罷
出
候
旨
被　

仰
触
承
知
奉
畏
候
、

然
ル
処
右
御
用
人
足
之
義
者
、
非
常
御
用
夫
人
幷
御
上
京
御
供
人
足
与
者
事
替

候
、
兼
而
被　

仰
渡
も
御
座
候
義
ニ
而
、
旁
以
右
御
日
限
通
迚
も
人
撰
方
行
届

キ
間
敷
与
奉
存
候
、
尤
只
今
ゟ
早
々
帰
村
仕
、
村
々
相
談
之
上
精
々
人
撰
致
し

召
連
可
罷
出
候
得
共
、
前
書
申
上
候
次
第
柄
ニ
付
、
何
卒　

御
慈
悲
ヲ
以
来
月

五
日
迄
御
日
延
御
猶
余
奉
願
上
候
、
尤
右
日
限
聊
無
遅
滞
人
数
召
連
罷
出
候
間
、

此
段
御
聞
済
被
成
下
置
度
奉
願
上
候
、
以
上

亥
九
月
廿
四
日　
　
　

金
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

雄
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
三



一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
右
衛
門

御
領
知
御
役
所

前
書
之
通
奉
願
上
候
処
、
当
月
廿
九
日
着
不
仕
候
ニ
而
者
御
差
支
ニ
相
成
候
趣

ヲ
以
、
厳
敷
御
利
解
之
上
願
書
御
差
戻
ニ
相
成
、
何
共
奉
恐
入
候
得
共
、
前
書

奉
申
上
候
通
り
余
日
も
無
之
殆
与
当
惑
仕
候
、
尤
御
日
限
御
聞
済
ニ
不
相
成
候

ハ
ヽ
、
何
卒
格
別
之
以　

御
慈
悲
来
月
三
日
迄
御
猶
余
被
成
下
置
度
、
此
段
以

継
添
御
歎
願
奉
申
上
候
、
以
上

亥
九
月
廿
四
日　
　
　

右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
日

御
領
知
御
役
所

　

史
料
13
は
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
亥
年
の
も
の
で
あ
る
。
一
橋
領
で
は
、

関
東
人
撰
御
用
以
外
に
も
、
た
び
た
び
軍
立
御
用
人
足
の
差
出
が
命
じ
ら
れ
て

い
た
。
領
知
役
所
で
は
、
武
州
埼
玉
郡
一
八
か
村
の
惣
代
で
あ
る
台
村
名
主
金

左
衛
門
ら
に
、
軍
立
御
用
人
足
と
し
て
武
芸
な
ど
心
得
が
あ
る
者
は
も
ち
ろ
ん
、

血
気
壮
健
の
者
を
一
六
人
選
ん
で
、
二
九
日
ま
で
に
連
れ
て
く
る
よ
う
命
じ
た
。

文
久
三
年
九
月
二
四
日
の
願
書
に
お
い
て
、
惣
代
ら
は
、
軍
立
御
用
人
足
は
江

戸
詰
め
の
臨
時
人
足
や
上
京
御
供
人
足
と
は
異
な
る
た
め
、
早
々
に
帰
村
し
て

相
談
の
上
、
人
選
を
す
る
た
め
、
来
月
五
日
ま
で
日
延
べ
し
て
ほ
し
い
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
領
知
役
所
は
願
書
を
差
し
戻
し
し
た
た
め
、
来
月
三
日
ま
で

の
日
延
べ
を
願
い
出
て
い
る
。

　

一
橋
慶
喜
が
上
京
に
伴
う
陣
夫
の
徴
発
に
つ
い
て
は
、
領
内
村
々
で
は
人
選

が
期
日
に
間
に
合
わ
な
い
事
情
を
訴
え
、
回
避
の
姿
勢
を
見
せ
な
が
ら
領
知
役

所
と
や
り
と
り
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

お
わ
り
に

　

こ
こ
で
は
、
本
稿
の
課
題
に
即
し
て
論
点
整
理
を
し
、
残
さ
れ
た
課
題
を
提

示
し
た
い
。

　

渋
沢
栄
一
と
喜
作
は
、
平
岡
円
四
郎
の
推
薦
に
よ
り
御
三
卿
一
橋
家
の
家
臣

と
な
っ
た
。
家
臣
と
な
っ
た
最
初
は
自
炊
す
る
に
も
難
渋
し
、
借
金
及
び
倹
約

を
し
て
切
り
抜
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
時
期
に
一
橋
慶
喜
が
禁
裏
守
衛
総
督
と
な
り
、
京
都
御
所
警
護
に
当
た

る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
一
橋
家
の
兵
力
が
少
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

渋
沢
栄
一
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
御
所
を
守
れ
な
い
の
で
自
分
に
歩
兵
の
募
集
を

命
じ
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
、
こ
の
意
見
が
認
め
ら
れ
た
。
渋
沢
栄
一
は
喜
作

と
と
も
に
関
東
の
一
橋
領
の
村
々
を
巡
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
橋
領
の
村
名
主

の
家
に
は
廻
村
の
際
の
旅
宿
入
用
割
合
帳
が
残
さ
れ
て
お
り
、
現
地
で
発
生
し

た
費
用
や
宿
泊
費
な
ど
を
村
々
に
割
り
当
て
、
負
担
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
。

　

人
撰
御
用
の
成
果
は
、
同
時
期
に
水
戸
藩
の
筑
波
騒
動
が
発
生
す
る
な
ど
、

思
う
よ
う
に
歩
兵
が
集
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
約
五
〇
名
を
集
め
て
京

都
に
連
れ
て
行
っ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
。
一
橋
領
で
希
望
す
る
者
ま
た
、
一

橋
領
以
外
の
村
で
希
望
を
す
る
者
は
、
一
橋
領
内
の
村
の
厄
介
に
な
っ
た
上
で
、

歩
兵
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
た
。

　

そ
の
後
、
渋
沢
栄
一
は
、
年
貢
米
の
販
売
や
硝
石
の
生
産
、
藩
札
発
行
な
ど

一
橋
家
の
財
政
再
建
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
は
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

県
内
の
地
方
文
書
に
は
渋
沢
栄
一
に
関
す
る
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
人
撰

御
用
に
お
け
る
廻
村
の
様
子
な
ど
周
辺
資
料
か
ら
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
き

た
い
。

渋
沢
栄
一
の
関
東
人
撰
御
用
（
大
橋
）



一
六

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

註（1）
土
屋
喬
雄
『
渋
沢
栄
一
伝
』
（
改
造
社
、
一
九
三
一
年
）
、
同
『
渋
沢
栄
一
』
人
物
叢
書
新
装

版
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
。

（2）
白
石
喜
太
郎
『
渋
沢
栄
一
翁
』
（
刀
江
書
院
、
一
九
三
三
年
）
。

（3）
幸
田
露
伴
『
渋
沢
栄
一
伝
』（
渋
沢
青
淵
翁
記
念
会
、
一
九
三
九
年
）
、
同
『
渋
沢
栄
一
伝
』（
岩

波
書
店
、
一
九
八
六
年
）
。

（4）
渋
沢
秀
雄
『
渋
沢
栄
一　

実
業
の
父
』（
ポ
プ
ラ
社
、
一
九
五
一
年
）
、
同
『
父
渋
沢
栄
一
』
上
・

下
（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
五
九
年
）
、
同
『
渋
沢
栄
一
』
（
時
事
通
信
社
、
一
九
六
七
年
）
。

（5）
韮
塚
一
三
郎
・
金
子
吉
衛
『
埼
玉
の
偉
人　

渋
沢
栄
一
』（
さ
き
た
ま
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）
。

（6）
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
一
～
五
八
巻
（
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
刊
行
会
、
一
九
五
五
～

六
五
）
、
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
別
巻
第
一
～
一
〇
巻
（
渋
沢
青
淵
記
念
財
団
竜
門
社
、

一
九
七
一
年
）
。

（7）
日
本
史
籍
協
会
編
『
渋
沢
栄
一
滞
仏
日
記
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
年
）
。

（8）
『
常
設
展
示
図
録　

渋
沢
史
料
館
』
（
渋
沢
史
料
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
井
上
潤
『
渋
沢
栄
一

─
近
代
日
本
社
会
の
創
造
者
─
』
（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
、
渋
沢
雅
英
『
渋
沢
栄
一
、

奇
跡
の
１
０
年　

近
代
日
本
国
家
建
設
へ
の
序
章
』（
公
益
財
団
法
人
渋
沢
栄
一
記
念
財
団
、

二
〇
二
〇
年
）
。

（9）
『
新
編
埼
玉
県
史
』
通
史
編
４
（
埼
玉
県
、
一
九
八
九
年
）
。

（10）
『
深
谷
市
史
』
（
深
谷
市
役
所
、
一
九
六
九
年
）
。 

（11）
『
蓮
田
市
史
』
通
史
編
１
（
蓮
田
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（12）
『
幸
手
市
史
』
通
史
編
１
（
幸
手
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（13）
『
久
喜
市
栗
橋
町
史
』
第
一
巻
、
通
史
編
上
（
久
喜
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
五
年
）
。

（14）
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
で
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
特
別
展
「
青
天
を
衝
け
～
渋

沢
栄
一
の
ま
な
ざ
し
～
」
が
令
和
三
年
三
月
二
三
日
（
火
）
か
ら
五
月
一
六
日
（
日
）
ま
で

開
催
さ
れ
た
。
ま
た
、
埼
玉
県
立
文
書
館
で
は
、
埼
玉
一
五
〇
周
年
記
念
企
画
展
「
埼
玉
の

黎
明
─
渋
沢
栄
一
が
目
指
し
た
社
会
─
」
を
令
和
三
年
九
月
二
八
日
（
火
）
か
ら
一
一
月

二
八
日
（
日
）
ま
で
開
催
し
た
。

（15）
保
谷
（
熊
澤
）
徹
「
幕
末
維
新
期
の
軍
事
と
徴
兵
」（
『
歴
史
学
研
究
』
六
五
一
号
、
一
九
九
三
年
）
、

同
「
幕
末
の
軍
制
改
革
と
兵
賦
徴
発
」
（
『
歴
史
評
論
』
四
九
九
号
、
一
九
九
一
年
）
、
同
「
幕

末
維
新
の
動
乱
と
田
無
─
民
衆
の
軍
事
動
員
と
の
関
わ
り
で
─
」
（
『
た
な
し
の
歴
史
』
二
、

一
九
九
〇
年
）
、
同
「
幕
末
維
新
期
の
軍
事
と
徴
兵
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
六
五
一
、
一
九
九
三

年
）
、
同
「
近
世
近
代
以
降
期
の
軍
隊
と
輜
重
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
八
八
二
、
二
〇
一
一
年
）

な
ど
。

（16）
加
藤
弘
之
「
幕
末
期
に
お
け
る
一
橋
徳
川
家
の
軍
事
編
成
ー
夫
人
・
歩
兵
の
登
用
を
中
心

に
ー
」
（
『
国
史
学
』
第
一
七
八
号
、
二
〇
〇
二
年
）
、「
元
治
元
年
一
橋
徳
川
家
関
東
領
知
に

お
け
る
有
志
徴
募
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
一
〇
八
巻
五
号
、
二
〇
〇
七
年
）
、「
一
橋
徳
川
家
の

草
莽
登
用
と
彰
義
隊
の
結
成
」
（
『
国
史
学
』
第
二
〇
六
・
二
〇
七
合
併
号
、
二
〇
一
二
年
）
。

（17）
土
屋
喬
雄
『
渋
沢
栄
一
』
（
前
掲
註
１
）
。

（18）
澁
澤
幸
子
「
渋
沢
喜
作
と
い
う
男
」（
『
青
淵
』
八
六
九
、
渋
沢
栄
一
記
念
財
団
、
二
〇
二
一
年
）
。

（19）
荻
野
勝
正
『
尾
高
惇
忠　

富
岡
製
糸
場
の
初
代
場
長
』
（
さ
き
た
ま
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
。

（20）
「
迅
速
測
図　

深
谷
駅
」
（
埼
玉
県
立
文
書
館
収
蔵
・
迅
Ｈ
17
）
。

（21）
「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿 

榛
沢
郡
」
（
埼
玉
県
立
文
書
館
収
蔵
・
古
沢
家
文
書
二
一
三
）
、
『
新

編
武
蔵
風
土
記
稿
』
一
一
巻
、
二
五
七
頁
。

（22）
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
六
─
二
一
三
頁
に
よ
れ
ば
、
芦
田
（
依
田
）
康
眞
は
、
初
め

武
田
家
に
属
し
、
そ
の
後
徳
川
家
康
に
仕
え
た
。
天
正
一
八
年
に
武
蔵
国
榛
沢
、
下
野
国
緑

埜
郡
の
う
ち
に
お
い
て
三
万
石
を
領
し
た
。

（23）
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
六
─
一
八
九
頁
に
よ
れ
ば
、
安
部
氏
は
駿
河
の
出
身
で
、
安

部
信
勝
は
、
初
め
今
川
義
元
・
氏
真
に
仕
え
、
そ
の
後
、
徳
川
家
康
に
仕
え
戦
功
を
立
て
た
。

（24）
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
六
─
一
九
二
頁
に
よ
れ
ば
、
安
部
信
亨
は
天
明
二
年

（
一
七
八
二
）
に
父
信
允
の
致
仕
に
よ
り
家
を
継
ぎ
摂
津
守
に
叙
任
さ
れ
た
。

（25）
「
系
譜
」
（
埼
玉
県
立
文
書
館
収
蔵
・
安
部
家
文
書
一
〇
七
）
。

（26）
大
石
学
編
『
近
世
藩
制
・
藩
校
大
事
典
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
三
九
一
頁
。

（27）
渋
沢
秀
雄
『
父
渋
沢
栄
一
』
（
実
業
之
日
本
社
、
二
〇
一
九
年
）
。

（28）
加
藤
弘
之
「
一
橋
徳
川
家
の
草
莽
登
用
と
彰
義
隊
の
結
成
」
（
前
掲
註
16
）
七
一
・
七
二
頁
。

（29）
岩
城
卓
二
「
幕
末
期
の
畿
内
・
近
国
社
会
─
摂
津
国
一
橋
領
に
お
け
る
御
用
人
足
・
歩
兵
徴

発
を
め
ぐ
っ
て
─
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
八
八
号
、
二
〇
〇
四
年
）
一
二
八
頁
。

（30）
竹
村
誠
「
御
三
卿
の
領
知
変
遷
」
（
大
石
学
編
『
近
世
国
家
の
権
力
構
造
』
岩
田
書
院
、

二
〇
〇
三
年
）
。



一
七

（31）
渋
沢
栄
一
『
実
験
論
語
処
世
談
』
（
実
業
之
世
界
社
、
一
九
二
三
年
）
。

（32）
渋
沢
栄
一
述
・
長
幸
男
校
注
『
雨
夜
譚
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）
六
八
・
六
九
頁
。

（33）
渋
沢
栄
一
編
大
久
保
利
謙
校
訂
『
昔
夢
會
筆
記
』
（
平
凡
社
、
一
九
六
六
年
）
二
八
頁
。

（34）
島
津
斉
興
の
子
。
兄
の
島
津
斉
彬
と
の
家
督
争
い
に
敗
れ
る
が
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）

に
斉
彬
が
没
し
、
自
身
の
長
子
忠
義
が
襲
封
す
る
と
、
国
父
と
し
て
藩
の
実
権
を
握
っ
た
。

（35）
伏
見
宮
邦
家
親
王
の
第
一
王
子
。
山
階
宮
と
称
し
た
。

（36）
薩
摩
藩
士
。
西
洋
砲
術
家
。

（37）
「
尾
高
惇
忠
筆
記
」
（
『
徳
川
慶
喜
公
傳
』
史
料
編
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
復

刻
）
所
収
。

（38）
「
差
上
申
御
請
証
文
之
事
（
渋
沢
成
一
郎
外
歩
兵
取
立
廻
村
ニ
付
）
」
（
埼
玉
県
立
文
書
館
収

蔵
・
篠
崎
家
文
書
四
八
〇
八
）
。

（39）
予
め
触
れ
知
ら
せ
て
お
く
こ
と
。

（40）
『
蓮
田
市
史
』
通
史
編
１
（
前
掲
註
11
）
。

（41）
『
幸
手
市
史
』
近
世
資
料
編
Ⅱ
（
幸
手
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
八
年
）
七
七
三
・
七
七
四
頁
。

（42）
稲
垣
銊
之
丞
は
、
常
陸
・
武
蔵
国
内
に
一
〇
〇
〇
石
の
知
行
を
持
つ
旗
本
。
万
延
二
年

（
一
八
六
一
）
一
二
月
五
日
に
御
実
紀
書
継
御
用
出
役
と
な
る
。
（
『
寛
政
譜
以
降
旗
本
家
百

科
事
典
』
東
洋
書
林
、
一
九
九
七
年
、
三
二
七
頁
）
。

（43）
『
幸
手
市
史
』
近
世
資
料
編
Ⅱ
（
前
掲
註
41
）
七
七
三
・
七
七
四
頁
。

（44）
『
幸
手
市
史
』
近
世
資
料
編
Ⅱ
（
前
掲
註
41
）
七
七
三
・
七
七
四
頁
。

（45）
加
藤
弘
之
「
元
治
元
年
一
橋
徳
川
家
関
東
領
知
に
お
け
る
有
志
徴
募
」
（
前
掲
註
16
）
。

（46）
『
銚
子
口
区
有
文
書
・
飯
野
家
文
書
目
録
』
（
埼
玉
県
立
文
書
館
、
二
〇
〇
五
年
）
。

（47）
「
渋
沢
成
一
郎
様
同
苗
篤
太
夫
様
御
廻
村
御
旅
宿
入
用
割
合
帳
」
（
埼
玉
県
立
文
書
館
収
蔵
・

飯
野
家
文
書
七
七
九
）
。

（48）
『
近
世
庶
民
生
活
史
料　

藤
岡
屋
日
記
』
（
三
一
書
房
、
一
九
九
二
年
）
五
七
九
頁
。

（49）
外
神
田
で
古
本
屋
を
営
む
須
藤
由
蔵
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
日
記
。
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）

か
ら
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
ま
で
の
六
五
年
間
に
わ
た
っ
て
由
蔵
の
目
を
通
し
て
記
録
さ

れ
た
出
来
事
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（50）
『
青
淵
先
生
世
路
日
記　

雨
夜
物
語
』
（
択
善
社
、
一
九
一
三
年
）
二
五
頁
。

（51）
幡
羅
郡
妻
沼
村
は
、
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
よ
り
旗
本
大
久
保
氏
と
内
藤
氏
と
の
相
給

村
落
。

（52）
榛
澤
郡
深
谷
領
。
天
保
郷
帳
で
は
三
九
七
石
余
。
化
政
期
の
家
数
八
五
軒
。

（53）
『
幸
手
市
史
』
通
史
編
Ⅰ
（
前
掲
註
12
）
。

（54）
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
農
兵
取
立
日
延
ニ
付
）
」
（
篠
崎
家
文
書
四
七
八
二
）
。

渋
沢
栄
一
の
関
東
人
撰
御
用
（
大
橋
）



一
八

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

!宗安"

渋沢宗助

東東..家家

!宗休"

宗助

12
市郎右衛門

中中..家家

尾高勝五郎

=1
文左衛門

新新屋屋敷敷

!誠室"

宗助

市郎
E2

FG
栄栄一一!!篤篤太太夫夫""

KL
平九郎

長七郎

QK

!藍香"

惇忠

!成一郎"

喜作

!長政"

宗助

!長徳"

宗助

元治
秀雄

愛
正雄

武之助

篤二
de

宇多

（
注
）
土
屋
喬
雄
『
渋
沢
栄
一
』
（
吉
川
弘
文
館
、
1
9
8
9
年
）
よ
り
作
成
。

図
1
　
渋
沢
栄
一
関
係
図

（
註
）



一
九

渋
沢
栄
一
の
関
東
人
撰
御
用
（
大
橋
）

  

利利根根川川  

下下手手計計村村  

血血洗洗島島村村  

上上敷敷免免村村  

岡岡部部村村  

宿宿根根村村  

深深谷谷駅駅  

（注）「迅速測図深谷駅 二万分一」（迅 H17）  

図２　血洗島周辺の地図

（註）「迅速測図　深谷駅」（迅 H17）。縮尺は 2万分の 1。

　　　明治 18 年測量、明治 21 年陸地測量部作成。



二
〇

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

差上申御請証文之事（渋沢成一郎外歩兵取立廻村ニ付）

子 [元治元 ]年（1869）年　篠崎家文書 4808

　一橋家の家臣となっていた渋沢成一郎（喜作）と篤太夫（栄一）が歩兵取り立て人撰御用とし

て関東に下った。これは、徳太夫の献策が一橋家用人の平岡円四郎に認められて実現したもので

ある。選ばれた者は、帯刀して江戸の郷宿（農民が江戸へ出た時の定宿）に出頭することになっ

ていた。

写真 1（史料 6）

写真 2（史料 10）

渋沢成一郎様同苗篤太夫様御廻村御旅宿入用割合帳

元治元年（1864）年 9月　飯野家文書 779

　渋沢成一郎（喜作）と篤太夫（栄一）が歩兵取り立て人撰御用とし

て関東に下った際にかかった費用の割合帳。村々の負担となった。



二
一

写真 3

[ 血洗島諏訪神社社前 渋沢栄一写真 ]

大正 3年（1914）年　青木家文書 9209

　血洗島にある諏訪神社の社殿の前に立つ渋沢

栄一の写真。大正 3 年 (1914)10 月 10 日に深谷

の八柳写真館が撮影した。この日、栄一は諏訪

神社の祭典に参列し、渋沢市郎（栄一の妹の夫）

の家に一泊したという記録が残っている。

写真 4

[ 尾高惇忠古稀祝当日写真 ]

明治 6年（1873）年　青木家文書 8927

　尾高惇忠の古稀祝いの日に撮影されたとみら

れる写真。尾高惇忠は渋沢栄一の従兄にあたり、

学問の師でもあった。幕末には水戸学を熱心に

学び、戊辰戦争では彰義隊、続いて振武軍とし

て戦った。維新後は民部省に入り、富岡製糸場

の初代場長として蚕糸業の発展に尽力した。

渋
沢
栄
一
の
関
東
人
撰
御
用
（
大
橋
）



二
二

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

渋沢栄一略年表

年号 年齢 出来事
天保 11年 (1840) 0 2 月 13 日、武蔵国榛澤郡血洗島村 ( 現在の埼玉県深谷市血洗島村 ) に誕生。幼名は市三郎。
弘化 4年 (1847) 7 尾高惇忠から漢籍を学び始める。
安政元年 (1854) 14 初めて江戸に出る。
安政 5年 (1858) 18 尾高千代と結婚。名を栄一郎と改める。

文久 3年 (1863) 23 高崎城、横浜外国人居留地襲撃を企てるが、計画を中止する。
渋沢喜作とともに京都へ逃れる。

元治元年 (1864) 24 平岡円四郎の伝手で御三卿一橋家当主徳川慶喜の家臣となる。名を篤太夫と名乗る。
慶応 2年 (1866) 26 徳川慶喜の征夷大将軍就任により、幕臣となる。
慶応 3年 (1867) 27 徳川昭武の随行でパリ万博使節団として渡仏。

明治元年 (1868) 28 5 月に養子の平九郎が飯能戦争に振武軍として参加し、入間郡黒山で自刃。
明治維新のため、12月に帰国。

明治 2年 (1869) 29 11 月に明治政府に出仕し、民部省租税正となる。
民部省改正掛長も兼任。

明治 3年 (1870) 30 官営富岡製糸場建設建議、設置主任となる。
明治 4年 (1871) 31 新貨幣発行。大蔵大丞、大蔵省紙幣寮紙幣頭を兼任。
明治 5年 (1872) 32 大蔵省三等出仕を仰せつけられ、大蔵少輔事務取扱を命ぜられる。
明治 6年 (1873) 33 明治政府を辞める。第一国立銀行設立、総監役に就任。抄紙会社設立。

明治 12年 (1879) 39 元第 18代アメリカ大統領グラント将軍歓迎会東京接待委員長を務める。
飛鳥山邸にも招待。東京市養育院院長となる。

明治 15年 (1882) 42 千代夫人、コレラ罹患により死去。

明治 16年 (1883) 43 大阪紡績会社工場落成、相談役となる。共同運輸会社 ( 日本郵船 ) 設立。
伊藤兼子と再婚。

明治 17年 (1884) 44 浅野セメント ( 太平洋セメント ) 設立。
日本鉄道会社理事委員、後に取締役となる。

明治 20年 (1887) 47 日本煉瓦製造株式会社設立、理事、後に取締役会長となる。
帝国ホテル創立、発起人総代、後に取締役会長となる。

明治 21年 (1888) 48 札幌麦酒会社 ( サッポロビール ) 設立、発起人総代、後に取締役会長となる。
東京女学館開校、会計監督、後に館長となる。

明治 23年 (1890) 50 貴族院議員に選出。
明治 27年 (1894) 54 熊谷銀行設立に尽力する。
明治 33年 (1900) 60 男爵を授けられる。日本興行銀行設立委員に任命。

明治 34年 (1901) 61 日本女子大学校開校に尽力、会計監督、後に校長となる。
王子飛鳥山邸を本邸とする。

明治 35年 (1902) 62 埼玉学生誘掖会設立、会頭となる。
兼子夫人と欧米旅行、アメリカでルーズベルト大統領と会見。

明治 37年 (1904) 64 病のため長期療養。
明治 40年 (1907) 67 帝国劇場創立、取締役会長となる。

明治 42年 (1909) 69 数えで古希となるのを機に、第一銀行と東京貯蓄銀行を除く会社役員を辞任。
渡米実業団団長として渡米。タフト大統領やエジソンと会見。

明治 44年 (1911) 71 勲一等に叙し、瑞宝章を授与される。

大正 4年 (1915) 75 パナマ太平洋万国博覧会視察のため渡米。ウィルソン大統領と会見。
勲一等に叙し、旭日大綬章を授与される。

大正 5年 (1916) 76 数えで喜寿となるのを機に、第一銀行頭取などを退任し、実業界から引退。
血洗島村諏訪神社拝殿造営を援助。『論語と算盤』刊行。

大正 7年 (1918) 78 『徳川慶喜公伝』刊行。
大正 9年 (1920) 80 子爵を授けられる。
大正 10年 (1921) 81 ワシントン軍縮会議視察のため渡米。ハーディング大統領と会見。
大正 12年 (1923) 83 関東大震災で兜町渋沢事務所全焼、飛鳥山邸被災。大震災善後会副会長となる。
大正 15年 (1926) 86 日本放送協会創立、顧問となる。

昭和 2年 (1927) 87 日本国際児童親善会会長となる。親善人形歓迎式を主催、青い目の人形が全国の小学校等に配布
される。

昭和 3年 (1928) 88 勲一等に叙し、旭日桐花大綬章を授与される。
昭和 6年 (1931) 91 11 月 11 日永眠。東京谷中霊園に埋葬。

（註）『新編埼玉県史図録』（埼玉県、1993 年）、埼玉県立歴史と民俗の博物館編『NHK 大河ドラマ特別展「青天を衝け～渋沢栄

一のまなざし～」展示図録』2021 年、『埼玉の黎明－渋沢栄一が目指した社会－』（埼玉県立文書館、2021 年）をもとに作成。



二
三

安
政
期
に
お
け
る
疫
病
除
け
の
様
子

―
林
家
文
書
の
祈
祷
記
録
か
ら
―

木　

暮　

咲　

樹

は
じ
め
に

令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
よ
り
猛
威
を
振
る
う
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
（C

O
V
I
D
-
1
9

）
の
影
響
で
、
私
た
ち
の
生
活
は
一
変
し
、
日
々
手
探
り
で

難
局
を
打
開
す
る
道
を
模
索
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
感
染
症
へ
の
恐
怖
の
中

で
注
目
が
高
ま
っ
て
き
た
の
が
人
々
の
疫
病
と
の
向
き
合
い
方
の
歴
史
で
あ
る
。

コ
レ
ラ
や
ス
ペ
イ
ン
風
邪
、
麻
疹
や
疱
瘡
な
ど
様
々
な
感
染
症
が
存
在
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
に
で
き
る
限
り
の
医
療
や
民
間
療
法
、
ま
じ
な
い
な
ど
多
様
な

試
み
を
し
て
、
人
々
は
病
の
克
服
を
目
指
し
て
き
た
。
そ
の
歴
史
を
伝
え
る
資

料
は
現
代
の
私
た
ち
に
も
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

文
書
館
の
収
蔵
資
料
の
中
に
も
疫
病
関
係
の
資
料
は
存
在
し
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
流
行
の
状
況
の
中
で
そ
う
し
た
資
料
が
注
目
さ
れ
る
機
会
も
あ
っ

た
。
特
に
関
心
を
寄
せ
ら
れ
た
の
が
、
小
室
家
文
書
の
中
の
麻
疹
絵
で
あ
る
。

麻
疹
絵
は
加
藤
光
男
の
「
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
の
麻
疹
流
行
に
伴
う
麻
疹

絵
の
出
版
と
そ
の
位
置
づ
け
」
で
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
（1）

、
当
館
の
特
色
あ
る
資

料
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
種
痘
の
記
録
な
ど
に
着
目
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
の
少
な
か
っ
た
資
料
に
、
疫
病
流

行
時
の
祈
祷
の
記
録
が
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
徐
々
に
医
療
の
発
達
が
進
ん
だ

と
い
っ
て
も
、
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
部
分
も
多
く
、
神
仏
へ
の
祈
祷
は
現

代
以
上
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
近
の
世
上
を
反
映

し
、
各
地
で
研
究
が
進
み
、
疫
病
関
連
の
展
示
が
行
わ
れ
た
り
、
紀
要
論
文
等

で
扱
わ
れ
た
り
す
る
機
会
が
増
え
、
そ
の
中
で
神
仏
へ
の
祈
祷
に
つ
い
て
触
れ

て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
埼
玉
県
内
の
疫
病
関
係
の
祈
祷
に
つ
い
て
は
、

あ
ま
り
ま
と
ま
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
資
料
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
当

館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料
の
う
ち
、
疫
病
除
け
の
祈
祷
の
様
子
が
具
体
的
に

記
さ
れ
て
い
る
林
家
文
書
の
日
記
を
主
題
と
し
て
、
埼
玉
県
内
で
の
疫
病
と
の

向
き
合
い
方
の
一
端
を
紹
介
し
、
ま
た
当
館
の
疫
病
関
連
の
資
料
を
新
た
な
角

度
で
知
っ
て
い
た
だ
く
機
会
と
し
た
い
と
思
う
。

一　

江
戸
時
代
の
コ
レ
ラ
流
行
と
そ
の
先
行
研
究

　

江
戸
時
代
に
流
行
し
た
感
染
症
と
し
て
は
、
主
に
麻
疹
、
疱
瘡
、
コ
レ
ラ
に

つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
病
は
し
ば
し
ば
大
流
行
を
起
こ

し
、
広
く
社
会
を
混
乱
さ
せ
、
感
染
し
て
亡
く
な
る
人
も
多
く
い
た
。
今
回
は

安
政
期
に
お
け
る
疫
病
除
け
の
様
子 

― 

林
家
文
書
の
祈
祷
記
録
か
ら 

―
（
木
暮
）



二
四

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

主
題
と
し
て
扱
う
林
家
文
書
の
日
記
の
書
か
れ
た
時
期
に
流
行
し
て
い
た
コ
レ

ラ
に
つ
い
て
の
概
説
と
、
そ
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
触
れ
る
に
と
ど
め
た
い
。

　

は
じ
め
に
、
江
戸
時
代
の
日
本
に
お
け
る
コ
レ
ラ
の
流
行
状
況
に
つ
い
て
、『
日

本
疾
病
史
』
（2）

、
『
日
本
コ
レ
ラ
史
』
（3）

を
も
と
に
ま
と
め
て
お
く
。
コ
レ
ラ
は
、

コ
レ
ラ
菌
の
感
染
に
よ
る
感
染
症
で
、
飲
食
物
や
食
物
に
つ
い
た
菌
が
体
内
に

入
る
こ
と
で
感
染
す
る
。
下
痢
や
嘔
吐
、
脱
水
症
状
が
主
な
症
状
と
な
る
。

　

コ
レ
ラ
が
日
本
に
初
め
て
到
来
し
た
の
は
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
と
さ

れ
る
。
そ
の
年
の
二
月
ご
ろ
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
の
ブ
ロ
ム
ホ
フ
は
桂
川
甫
賢
、

大
槻
玄
沢
、
佐
々
木
中
沢
ら
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
ジ
ャ
ワ
で
流
行
す
る
コ
レ
ラ

に
つ
い
て
伝
え
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
半
年
ほ
ど
の
う
ち
に
日
本
で
も
流
行
が
始

ま
っ
た
。
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
の
コ
レ
ラ
は
八
月
下
旬
よ
り
突
然
発
生
し
、

九
月
に
ピ
ー
ク
と
な
り
、
十
月
に
は
収
束
し
て
い
っ
た
。
地
域
と
し
て
は
ま
だ

西
国
に
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
流
行
で
あ
り
、
対
馬
、
九
州
、
中
国
、
近
畿
地
方

の
被
害
が
大
き
く
、
東
は
現
在
の
静
岡
県
沼
津
辺
り
ま
で
達
し
た
と
さ
れ
る
。

　

次
の
流
行
は
安
政
期
に
起
こ
っ
た
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
長
崎
か
ら

流
行
が
始
ま
り
、
六
月
下
旬
に
東
海
道
、
七
月
に
は
江
戸
に
も
到
達
し
、
文
政

の
と
き
と
異
な
り
ほ
ぼ
全
国
に
広
が
っ
た
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
江
戸

に
お
け
る
コ
レ
ラ
の
死
者
数
は
様
々
な
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
記
録
に
よ
っ

て
数
値
が
異
な
り
、
ど
れ
が
確
実
な
情
報
と
い
え
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。
『
武

江
年
表
』
で
は
、
「
八
月
朔
日
よ
り
九
月
末
迄
、
武
家
市
中
社
寺
の
男
女
、
こ
の

病
に
終
れ
る
者
凡
弐
萬
八
千
餘
人
、
内
火
葬
九
千
九
百
餘
人
と
云
」
と
し
（4）

、『
安

政
箇
労
痢
流
行
記
』
で
は
人
別
有
無
両
方
を
合
わ
せ
る
と
三
万
千
二
百
二
十
九

人
と
し
て
い
る
（5）

。
ま
だ
病
気
の
知
識
も
広
ま
っ
て
い
な
い
中
、
日
々
多
く
の
死

者
が
出
る
状
況
は
当
時
の
人
々
に
大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。
安
政
の
コ
レ

ラ
流
行
の
状
況
を
記
し
た
書
と
し
て
知
ら
れ
る
『
安
政
箇
労
痢
流
行
記
』
に
は
、

病
に
罹
る
の
を
憂
い
、
門
に
御
札
を
張
る
、
魔
除
け
の
八
つ
手
の
葉
を
吊
る
す
、

鎮
守
の
神
輿
を
担
ぐ
、
獅
子
舞
を
舞
う
、
幣
帛
を
振
っ
て
家
々
を
祓
い
清
め
る

な
ど
、
ま
じ
な
い
や
縁
起
の
良
い
も
の
を
総
動
員
し
て
救
い
を
求
め
、
混
乱
す

る
人
々
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
（6）

。
ま
た
、
『
武
江
年
表
』
に
は
、
魚
類
が
コ

レ
ラ
の
原
因
と
さ
れ
、
魚
屋
が
職
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
こ
と
も
書
か
れ

て
い
る
（7） 

。

　

そ
の
後
、
数
年
は
夏
季
を
中
心
に
小
規
模
な
流
行
が
見
ら
れ
た
が
、
一
旦
収

束
し
、
三
度
目
の
大
流
行
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
の
が
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）

で
あ
る
。
こ
の
年
は
コ
レ
ラ
同
様
江
戸
時
代
に
恐
れ
ら
れ
た
感
染
症
の
一
つ
で

あ
る
麻
疹
が
流
行
し
た
年
で
も
あ
る
。
麻
疹
が
流
行
し
た
後
の
八
月
ご
ろ
に
コ

レ
ラ
が
流
行
し
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
後
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
も

コ
レ
ラ
は
度
々
流
行
し
、
人
々
は
社
会
制
度
の
整
備
も
伴
い
、
そ
の
対
応
を
模

索
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　

コ
レ
ラ
の
流
行
が
何
度
も
起
こ
る
こ
と
で
、
後
述
す
る
よ
う
な
療
治
法
や
、

治
療
法
も
だ
ん
だ
ん
と
研
究
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
人
々
の

多
く
に
と
っ
て
、
得
体
の
し
れ
な
い
不
可
思
議
な
病
気
と
い
う
印
象
は
強
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
、
コ
レ
ラ
の
原
因
を
妖
怪
の
よ
う
な

も
の
と
す
る
説
で
あ
る
。
そ
う
し
た
言
い
伝
え
に
は
地
域
な
ど
に
よ
っ
て
差
異

が
あ
る
が
、
一
例
を
挙
げ
る
と
、
細
い
管
を
通
っ
て
人
間
の
体
内
に
侵
入
す
る

こ
と
が
で
き
る
「
く
だ
狐
」
の
伝
承
と
結
び
付
け
、コ
レ
ラ
の
正
体
も
「
く
だ
狐
」

で
、
そ
の
よ
う
な
狐
が
侵
入
す
る
の
で
、
体
に
こ
ぶ
が
生
じ
て
亡
く
な
っ
た
の
だ
、



二
五

な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
る
（8）

。
ま
た
、『
藤
岡
屋
日
記
』
の
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）

八
月
の
記
録
に
は
コ
レ
ラ
を
引
き
起
こ
す
も
の
と
し
て
獣
の
よ
う
な
妖
怪
の
絵

が
描
か
れ
て
い
る
（9）

。
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
三
峯
神
社
（
秩
父
市
）
は
狐
の

妖
怪
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
御
犬
様
を
祭
る
神
社
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
コ

レ
ラ
流
行
時
に
は
御
犬
様
を
借
り
る
と
い
う
こ
と
で
、
御
眷
属
の
御
札
を
借
り

に
行
く
人
々
も
多
か
っ
た
（10）

。
正
確
な
情
報
が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
故
の
想
像

で
は
あ
る
が
、
現
実
に
目
の
前
で
起
こ
る
不
可
解
な
現
象
に
つ
い
て
、
耳
に
し

た
こ
と
の
あ
る
言
い
伝
え
な
ど
を
元
に
し
、
な
ん
と
か
理
解
し
、
立
ち
向
か
お

う
と
し
た
当
時
の
人
々
の
姿
が
垣
間
見
え
る
。

　

江
戸
時
代
に
こ
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
る
コ
レ
ラ
だ
が
、
江
戸
時
代
の
コ
レ

ラ
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
代
表
的
な
も

の
に
触
れ
て
お
く
。
医
学
史
研
究
の
中
で
は
、
富
士
川
游
の
『
日
本
疾
病
史
』
（11）

、

山
崎
佐
の
『
日
本
疫
史
及
防
疫
史
』
（12） 

が
大
き
な
研
究
成
果
と
さ
れ
て
お
り
、
山

本
俊
一
の
『
日
本
コ
レ
ラ
史
』
（13）

、
酒
井
シ
ヅ
の
『
病
が
語
る
日
本
史
』
（14） 

な

ど
続
く
主
要
な
研
究
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
医
学
史
の
研
究
で
は
、
医
師
や

治
療
法
の
発
展
に
焦
点
が
当
た
り
、
疫
病
に
苦
し
ん
だ
市
井
の
人
々
の
様
子
は

見
え
て
き
づ
ら
い
部
分
が
あ
る
。
近
世
史
研
究
の
中
で
は
、
日
記
史
料
な
ど
を

用
い
て
、
未
知
の
コ
レ
ラ
と
い
う
病
の
流
行
に
直
面
し
、
混
乱
す
る
人
々
の
様

子
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
敏
の
『
江
戸
の
コ
レ
ラ
騒
動
』

で
は
、
駿
河
国
の
日
記
史
料
を
も
と
に
、
コ
レ
ラ
の
原
因
を
狐
憑
き
に
よ
る
も

の
と
し
て
京
都
の
神
社
を
勧
進
し
、
三
峯
神
社
に
御
犬
様
を
借
り
に
行
く
な
ど

「
狂
乱
」
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
（15）

。
鈴
木
則
子
も
同
じ
日
記

に
着
目
し
、
個
人
の
「
疫
病
経
験
」
と
し
て
の
コ
レ
ラ
を
描
き
出
そ
う
と
し
て

い
る
（16） 

。
地
方
史
研
究
が
進
む
中
で
も
各
地
に
残
る
コ
レ
ラ
関
係
の
史
料
が
見
い

だ
さ
れ
、
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
（17）

。
地
域
の
史
料
を
検
討
す
る

動
き
が
進
む
こ
と
で
、
当
時
の
人
々
の
コ
レ
ラ
と
の
向
き
合
い
方
を
よ
り
具
体

的
に
知
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
期
待
さ
れ
る
。

二　

赤
尾
村
を
取
り
巻
く
コ
レ
ラ
の
状
況

　

そ
れ
で
は
、
今
回
主
題
と
し
て
扱
う
林
家
文
書
に
論
を
移
し
て
い
き
た
い
。

林
家
文
書
は
、
入
間
郡
赤
尾
村
（
現
坂
戸
市
赤
尾
）
の
林
家
に
伝
来
し
た
文
書

群
で
あ
る
。
林
家
の
当
主
は
三
代
信
正
以
来
、
明
治
時
代
に
な
る
ま
で
代
々
赤

尾
村
の
下
分
の
名
主
を
務
め
て
い
た
。
ま
た
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
も
赤

尾
村
の
戸
長
や
連
合
戸
長
、
県
会
議
員
を
務
め
て
い
た
。
近
世
文
書
が
八
割
以

上
を
占
め
、
赤
尾
村
の
名
主
と
し
て
の
村
政
等
に
関
わ
る
文
書
や
十
三
代
信
海

の
文
化
活
動
を
中
心
と
し
た
林
家
の
家
文
書
等
一
万
点
を
超
え
る
文
書
群
で

あ
る
（18）

。
ま
ず
、
日
記
の
内
容
に
入
る
前
に
赤
尾
村
辺
り
に
お
け
る
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
の
コ
レ
ラ
の
流
行
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
当

時
の
状
況
を
文
書
館
の
資
料
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

　

『
武
江
年
表
』
な
ど
で
は
江
戸
の
被
害
状
況
が
数
字
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
た

が
、
赤
尾
村
や
そ
の
近
隣
の
コ
レ
ラ
の
被
害
状
況
を
ま
と
め
た
記
録
は
確
認
で

き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
日
記
等
に
も
今
回
取
り
上
げ
た
御
祈
祷
の
記
録
以
外
に

コ
レ
ラ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

　

僅
か
な
手
掛
か
り
に
な
る
の
が
、
林
家
文
書
の
中
に
あ
る
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
の
御
用
留
（19）

で
あ
る
。
そ
こ
に
コ
レ
ラ
に
関
す
る
注
意
を
呼
び
掛

け
た
廻
状
が
二
つ
記
録
さ
れ
て
い
た
。

安
政
期
に
お
け
る
疫
病
除
け
の
様
子 

― 

林
家
文
書
の
祈
祷
記
録
か
ら 

―
（
木
暮
）



二
六

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

【
史
料
一
―
①
】

　
　

此
節
流
行
之
暴
瀉
病
其
療
治
方
種
々
あ
る
趣
ニ
候
得
共
、
其
中
素
人
心
得
へ

き
法
を
示
す
、
豫
し
め
是
を
防
く
に
ハ
都
而
身
を
冷
す
こ
と
な
く
、
腹
に
ハ

木
綿
を
巻
、
大
酒
大
食
を
慎
ミ
、
其
外
こ
な
れ
難
き
食
物
ヲ
一
切
給
申
間
敷

候
、
も
し
病
催
し
候
ハ
ゝ
、
早
く
寝
床
へ
入
り
、
飲
食
を
慎
ミ
、
惣
身
を
温

め
、
左
ニ
記
ス
芳
香
散
と
い
ふ
薬
を
用
ふ
へ
し
、
是
の
ミ
に
し
て
治
す
る
も

の
少
な
か
ら
す
、
且
又
吐
瀉
甚
敷
、
惣
身
冷
る
程
に
至
る
も
の
者
、
焼
酎
壱

弐
合
之
中
へ
龍
脳
又
者
樟
脳
壱
弐
匁
ヲ
入
、
あ
た
ゝ
め
て
木
綿
之
切
ニ
ひ
た

し
、
腹
幷
手
足
へ
静
ニ
す
り
込
、
芥
子
泥
を
心
下
腹
幷
手
足
へ
小
半
時
ツ
ゝ

度
々
張
へ
し

　
　
　

芳
香
散

　
　
　
　
　
　
　
　
　

桂
枝　

細
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　

益
智　

細
末　
　

等
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　

乾
姜　

細
末

右
調
合
い
た
し
、
壱
弐
分
ツ
ゝ
時
々
用
ふ
へ
し

　
　
　

芥
子
泥

　
　
　
　
　

か
ら
し
粉　
　

等
分

　
　
　
　
　

温
鈍
粉

右
あ
つ
き
酢
に
て
か
た
く
ね
り
、
木
綿
切
に
の
は
し
張
候
事
、
但
し
間
ニ
合

さ
る
時
は
、
あ
つ
き
湯
に
て
芥
子
粉
は
か
り
ね
り
候
而
も
よ
ろ
し

　
　
　

又
法

あ
つ
き
茶
に
其
六
分
一
焼
酎
を
和
し
、
砂
糖
を
少
し
加
へ
用
ゆ
へ
し
、
但
座

敷
を
閉
、
布
木
綿
等
ニ
焼
酎
ヲ
つ
け
、
頻
り
ニ
惣
身
を
こ
す
る
へ
し

　
　

但
手
足
之
先
幷
腹
冷
る
所
を
温
、
鉄
又
温
石
ヲ
布
ニ
つ
ゝ
み
て
湯
ヲ
つ
か

ひ
た
る
如
き
心
持
ち
な
る
ほ
と
こ
す
る
も
又
よ
し

右
者
此
節
流
行
病
甚
敷
、
諸
人
難
儀
致
候
ニ
付
、
其
症
ニ
拘
ハ
ら
す
早
速
用

ゐ
候
而
、
害
な
き
薬
法
諸
人
為
心
得
、
急
度
相
違
候
事

　
　
　

八
月

右
之
通
、
於
江
戸
御
同
席
御
廻
状
有
之
候
間
、
於
村
々
致
承
知
、
小
百
姓
ニ

至
迄
不
洩
様
、
可
申
聞
候
、
尤
寺
社
へ
茂
可
申
通
候
以
上

　
　
　

八
月
廿
八
日　

郡
代
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
奥
富
村

【
史
料
一
―
②
】

此
節
暴
瀉
病
流
行
い
た
し
、
死
果
も
の
多
く
有
之
趣
ニ
相
聞
、
歎
敷
事
ニ
而
、

□
之
川
越
氷
川
社
ニ
お
い
て
病
難
除
民
安
全
之
御
祈
祷
二
夜
三
日
執
行
被　

仰
付
候
間
、
此
段
於
村
々
致
承
知
、
小
百
姓
ニ
至
迄
不
洩
様
、
可
申
聞
候
、

尤
御
札
之
義
者
、
来
ル
七
日
ゟ
於
役
所
相
渡
候
間
、
當
分
村
々
申
合
、
早
く

受
取
ニ
可
罷
出
候
以
上



二
七

午
九
月
四
日　

郡
代
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
塚
村

右
御
廻
状
三
通
九
月
十
一
日
夕
方
同
役
方
ゟ
請
取
、
同
十
二
日
朝
戸
宮
村
へ

継
送
り
仕
候　
　
　

甚
右
衛
門

【
史
料
一
―
①
】
の
廻
状
は
、
コ
レ
ラ
の
療
治
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
廻
状
の
内
容
は
多
少
の
言
葉
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、『
幕
末
御
触
書
集
成
』

に
載
っ
て
い
る
幕
府
の
勘
定
奉
行
よ
り
出
さ
れ
た
触
書
と
一
致
す
る
（20） 

。
文
書
館

収
蔵
の
他
の
御
用
留
や
旗
本
の
稲
生
家
の
日
記
の
中
に
も
同
内
容
の
廻
状
の
写
し

や
、
こ
の
触
れ
に
関
す
る
仰
せ
が
あ
っ
た
と
い
う
旨
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
（21） 

。

他
地
域
に
残
る
文
書
で
も
記
さ
れ
て
い
る
例
が
比
較
的
多
い
廻
状
で
あ
る
。

　

内
容
を
見
る
と
、
暴
瀉
病
（
コ
レ
ラ
）
の
治
療
法
が
多
く
あ
る
中
で
、
素
人
で

も
知
っ
て
お
く
べ
き
方
法
を
説
明
し
て
い
る
。
身
体
を
冷
や
さ
な
い
こ
と
は
特
に

肝
要
と
さ
れ
、
大
酒
や
大
食
は
控
え
る
こ
と
、
消
化
の
悪
い
も
の
は
食
べ
な
い
こ

と
な
ど
基
本
的
な
注
意
事
項
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
個
人
で
作
れ
る
薬
と
し

て
、
芳ほ

う

香こ
う

散さ
ん

と
芥か

ら

子し

泥で
い

と
い
う
も
の
の
材
料
や
使
い
方
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
芳

香
散
は
桂け

い

枝し

と
益や

く

智ち

と
乾

か
ん

姜
し
ょ
う

の
細
か
く
し
た
も
の
を
同
量
混
ぜ
合
わ
せ
る
と
で

き
、
こ
れ
だ
け
で
治
る
場
合
も
多
い
と
高
い
効
果
を
う
た
っ
て
い
る
。
芥
子
泥
は

芥
子
粉
と
う
ど
ん
粉
を
同
量
加
え
、
熱
い
酢
で
練
る
と
で
き
、
木
綿
切
に
の
ば
し

て
張
る
な
ど
塗
り
薬
の
よ
う
に
使
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
の
効
果
の
ほ
ど
は

定
か
で
は
な
い
が
、
数
多
く
の
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
旗
本

か
ら
名
主
ま
で
様
々
な
人
々
に
と
っ
て
重
要
視
さ
れ
た
療
治
情
報
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

【
史
料
一
―
②
】
の
廻
状
は
、
川
越
氷
川
神
社
で
の
祈
祷
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
コ
レ
ラ
の
流
行
で
亡
く
な
る
人
も
多
く
深
刻
な
状
態
で
あ
る
た
め
、
川
越

氷
川
神
社
に
お
い
て
二
夜
三
日
御
祈
祷
を
す
る
よ
う
仰
せ
が
あ
っ
た
こ
と
、
御

札
に
つ
い
て
は
九
月
七
日
か
ら
役
所
で
配
布
す
る
の
で
、
受
取
に
来
る
よ
う
に

と
の
内
容
で
あ
る
。
先
の
廻
状
の
よ
う
に
薬
に
よ
る
治
療
な
ど
も
試
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
時
代
で
は
あ
っ
た
が
、
神
仏
へ
の
祈
祷
は
や
は
り
人
々
に

と
っ
て
大
き
な
支
え
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
廻
状
が
九
月
十
一
日
に
は
赤
尾
村
の
辺
り
ま
で
至
り
、
翌
日
に

は
次
の
戸
宮
村
ま
で
届
け
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
れ
は
後
述
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
こ
の
廻
状
が
届
い
た
と
さ
れ
る
日
は
、
赤
尾
村
で
祈
祷
の
話
し
合

い
を
始
め
る
数
日
前
の
こ
と
で
あ
り
、
祈
祷
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
時
期
の
状

況
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
な
人
数
等
は
不
明
だ
が
、
川
越
で
の

祈
祷
が
言
い
渡
さ
れ
る
ほ
ど
、
赤
尾
村
の
所
属
し
て
い
た
入
間
郡
域
も
深
刻
な

被
害
が
出
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
廻
状
で
回
っ
て
き
た
療
治
情

報
を
詳
細
に
書
き
留
め
て
い
た
こ
と
も
そ
れ
を
必
要
と
す
る
状
況
で
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三　

祈
祷
中
日
記
か
ら
た
ど
る
疫
病
除
け
の
祈
祷
の
様
子

（
１
）
護
摩
修
行
と
祈
祷
の
依
頼

　

前
章
で
述
べ
た
よ
う
な
廻
状
が
伝
わ
っ
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
記
録
さ
れ
て

い
た
の
が
、
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
祈
祷
の
様
子
が
記
さ
れ
た
「
奇
悪
病
時
行
ニ

安
政
期
に
お
け
る
疫
病
除
け
の
様
子 

― 

林
家
文
書
の
祈
祷
記
録
か
ら 

―
（
木
暮
）



二
八

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

付
高
山
御
祈
祷
中
日
記
」
（
林
家
文
書
№
一
九
七
五
）
で
あ
る
。
こ
の
日
記
と
関

連
し
た
史
料
と
し
て
、
儀
式
等
で
使
用
し
た
も
の
の
金
銭
出
納
簿
が
二
冊
あ
る
（22）

。

こ
ち
ら
も
適
宜
参
照
し
て
い
く
。
そ
れ
で
は
日
記
の
記
述
に
沿
っ
て
祈
祷
の
様

子
を
見
て
い
こ
う
。

　

表
紙
に
は
「
奇
悪
病
時
行
ニ
付
高
山
御
祈
祷
中
日
記
」
と
表
題
が
つ
い
て
い
る
。

年
代
は
「
安
政
五
戊
午
年　

九
月
」
、
日
記
の
筆
者
は
「
赤
尾
村　

林
半
三
郎
」

で
あ
る
。
林
家
の
当
主
で
林
半
三
郎
を
名
乗
っ
た
人
物
は
何
人
か
存
在
し
た
が
、

名
主
と
し
て
の
活
動
期
間
を
考
慮
す
る
と
十
三
代
の
信
海
と
考
え
ら
れ
る
（23）

。
表

題
の
奇
悪
病
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
病
名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
九
月
と
い
う
時
期
に
流
行
し
て
い
た
病
気
を
考
え

る
と
、
コ
レ
ラ
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
な
お
、
表
題
の
横
に
朱
字
で
「
三

種
御
祈
祷
諸
入
用
合
惣
差
引
之
記
弐
枚
と
出
入
金
己
未
年
三
月
」
と
書
い
て
あ

る
が
、
こ
の
「
三
種
御
祈
祷
」
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

こ
こ
か
ら
は
、
日
記
の
文
を
ま
と
ま
り
ご
と
に
引
用
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
述

べ
て
い
く
形
で
祈
祷
の
一
部
始
終
を
追
っ
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
こ
の
日
記
の

中
に
は
細
か
い
字
で
注
記
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
紙
数
の
都
合

上
、
引
用
は
日
記
の
本
文
を
中
心
と
し
、
そ
う
し
た
細
か
い
箇
所
は
省
略
し
て

い
る
場
合
も
あ
る
。
記
録
の
始
ま
り
は
高
山
不
動
に
祈
祷
を
依
頼
す
る
こ
と
に

な
っ
た
経
緯
の
場
面
か
ら
で
あ
る
。

【
史
料
二
―
①
】

九
月
十
四
日
中
下
之
人
々
申
出
相
談
、
十
五
日
追
々
及
申
談
、
十
六
日
牛
頭

天
皇
神
前
火
生
護
摩
ニ
而
、
人
ニ
都
会合

カ

相
談
之
上
、
明
十
七
日
ニ
高
山
杉
本

坊
相
頼
可
申
旨
之
事
ニ
成
り
、
十
七
日
早
朝
四
人
出
村
、
各
む
す
ひ
飯
持
行

十
七
日
七
ツ
半
時
着
之
中　
　
　
　

佐
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

胤
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

由
五
郎

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
九
月
十
四
日
に
中
下
の
人
々
が
申
し
出
て
相
談
し

た
と
あ
る
。
林
家
の
当
主
が
名
主
を
代
々
務
め
て
き
た
赤
尾
村
は
、
い
く
つ
か

の
組
に
分
か
れ
て
統
治
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
赤
尾
村
は
南
北

に
細
長
い
集
落
で
あ
り
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
の
検
地
の
段
階
で
上
・
下

図１：左から林家文書№ 1976、1975、1977。

中央が今回中心として取り上げる日記である。



二
九

二
つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
詳
細
は
不
明
な
も
の
の
上
・
中
・
下

の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
た
形
跡
も
見
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
（24）

。
こ
こ
で
は
、
中

下
の
者
と
あ
る
の
で
、
後
者
の
上
・
中
・
下
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史

料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
帳
簿
の
筆
者
で
あ
る
林
半
三
郎
は
下
組
の
名

主
を
務
め
て
い
た
が
、
半
三
郎
の
所
属
す
る
下
以
外
の
組
も
含
め
て
祈
祷
の
依

頼
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
上
で
の
決
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
上

組
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
記
述
が
な
く
、
ど
れ
ほ
ど
の
関
与
が
あ
っ
た
の
か
は
不

明
で
あ
る
。

　

十
五
日
に
も
相
談
は
続
き
、
十
六
日
に
は
牛
頭
天
王
の
神
前
で
護
摩
修
行
を

行
っ
て
い
る
。
執
行
場
所
な
ど
の
詳
細
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
後
に
移

動
に
要
す
る
日
数
は
か
か
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
赤
尾
村
に
存
在
す
る
牛
頭

天
王
を
祭
っ
て
い
る
八
坂
神
社
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
八
坂
神
社

の
建
立
は
安
永
年
間
で
、
当
時
疫
病
が
流
行
し
、
そ
れ
を
鎮
め
よ
う
と
し
て
村

の
人
々
が
京
都
東
山
の
八
坂
神
社
の
神
霊
を
勧
進
し
た
と
さ
れ
る
。
旧
来
は
牛

頭
天
王
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
明
治
維
新
後
か
ら
八
坂
神
社
と
改
称
し
た
（25）

。
八
坂

神
社
は
赤
尾
村
と
の
関
係
が
深
く
、
林
家
文
書
の
中
に
も
八
坂
神
社
を
指
す
「
天

王
社
」
に
関
す
る
祭
礼
等
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
（26）

。
そ
の
護
摩
の
日
に
祈
祷
の

都
合
（
日
程
調
整
の
こ
と
か
。
） 

の
相
談
を
行
っ
て
お
り
、
日
ご
ろ
か
ら
人
々
が

集
ま
る
こ
と
の
で
き
る
場
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
牛
頭
天
王
は
疫
病
除

け
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
も
牛
頭
天
王
へ
の
護
摩
修
行

を
行
っ
た
こ
と
に
納
得
が
い
く
。
な
お
、
こ
の
時
の
護
摩
修
行
に
お
け
る
御
札

の
初
穂
料
を
書
き
つ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
帳
面
が
林
家
文
書
の
中
に
残
っ
て
い

る
（27）

。
ほ
ぼ
人
名
と
金
額
が
列
記
さ
れ
て
い
る
の
み
と
な
る
の
で
、
こ
こ
で
の
引

用
は
行
わ
な
い
が
、
二
名
の
世
話
人
を
立
て
、
十
～
二
十
数
軒
の
ま
と
ま
り
で

初
穂
料
を
集
め
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
一
人
当
た
り
の
金
額
は
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
十
五
軒
で
七
百
二
十
四
文
、
二
十
二
軒
で
一
貫
百
文
な
ど
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
一
軒
に
つ
き
お
よ
そ
五
十
文
程
度
を
集
め
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

翌
十
七
日
に
は
高
山
杉
本
坊
に
頼
む
こ
と
に
決
定
し
て
い
る
。
こ
の
高
山
と

は
高
山
不
動
の
名
で
知
ら
れ
る
現
飯
能
市
高
山
に
あ
る
真
言
宗
智
山
派
の
寺
院

常
楽
院
で
あ
る
。
高
山
不
動
は
、
白
雉
五
年
（
六
五
四
）
に
長
覚
坊
と
い
う
僧
、

岩
田
三
兄
弟
ら
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
と
さ
れ
る
（28）

。
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』

に
は
古
く
は
山
の
絶
嶺
に
不
動
堂
が
あ
っ
た
が
、
天
文
年
間
（
一
五
三
二
～

安
政
期
に
お
け
る
疫
病
除
け
の
様
子 

― 

林
家
文
書
の
祈
祷
記
録
か
ら 

―
（
木
暮
）

図２：『新編武蔵風土記稿』秩父郡巻二の高山不動境

内図 (森泉家文書№ 4785)
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一
五
五
五
）
に
丙
丁
の
災
に
遭
い
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
再
興
さ
れ

た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
仏
像
や
什
宝
に
つ
い
て
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本

尊
の
五
大
明
王
に
つ
い
て
は
、
「
木
の
立
像
長
八
尺
余
、
行
基
菩
薩
の
作
、
天
文

の
火
災
に
罹
り
て
、
今
一
体
を
の
こ
せ
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
（29）

、
こ
の
一
体

が
現
存
す
る
木
造
軍
荼
利
明
王
像
（30）

で
あ
る
。
高
山
不
動
は
一
山
五
流
と
い
う
形

を
と
り
、
別
当
、
社
僧
、
祠
堂
、
祝
給
、
御
師
を
五
流
と
し
て
、
こ
の
五
流
の

者
た
ち
に
よ
り
高
山
不
動
を
支
え
て
い
る
と
い
う
体
制
を
と
っ
て
い
る
（31）

。
常
楽

院
は
別
当
と
し
て
こ
の
中
心
と
な
る
寺
で
あ
る
。
林
家
の
祈
祷
記
録
に
記
述
が

見
ら
れ
る
杉
本
坊
は
、
常
楽
院
配
下
に
あ
た
る
祠
堂
の
一
つ
で
あ
る
。
『
新
編
武

蔵
風
土
記
稿
』
に
は
「
一
山
堂
社
ノ
鍵
役
並
ニ
供
物
ナ
ト
ノ
コ
ト
ニ
ア
ツ
カ
ル
」

と
あ
り
、
高
山
不
動
の
鍵
役
と
供
物
の
こ
と
を
扱
う
役
目
を
果
た
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
（32）

。
赤
尾
村
と
高
山
不
動
の
繋
が
り
を
裏
付
け
る
史
料
は
あ
ま
り
確
認

さ
れ
て
い
な
い
が
、
林
家
文
書
の
中
に
『
高
山
不
動
堂
再
建
奉
加
帳
』
（33）

が
存
在

し
、
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
に
起
き
た
一
山
消
失
と
も
い
わ
れ
る
大
規
模

な
火
災
の
後
、
高
山
不
動
の
再
建
の
た
め
に
寄
付
の
依
頼
が
来
て
い
た
こ
と
は

わ
か
る
。
ま
た
、
民
俗
調
査
の
中
で
、
年
代
は
不
詳
だ
が
高
山
講
が
存
在
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
（34）

。
そ
の
た
め
、
疫
病
除
け
と
し
て
祈
祷

を
依
頼
す
る
に
あ
た
り
、
高
山
不
動
が
候
補
と
な
っ
た
の
に
は
元
々
の
繋
が
り

も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
高
山
不
動
へ
の
依
頼
は
佐
左
衛
門
、
胤
之
助
、

平
四
郎
、
由
五
郎
の
四
名
で
早
朝
に
出
立
し
、
高
山
不
動
へ
直
接
出
向
い
て
い
る
。

記
載
は
な
い
が
、
途
中
越
生
の
角
屋
と
い
う
店
に
寄
っ
た
際
の
金
銭
の
書
付
が

あ
る
た
め
、
越
生
を
経
由
し
て
七
つ
半
時
（
現
在
の
午
後
五
時
頃
）
に
到
着
し

た
よ
う
で
あ
る
。
次
の
場
面
は
、
杉
本
坊
に
到
着
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

【
史
料
二
―
②
】

杉
本
坊
主
秀
栄
在
宿
ニ
而
善
ニ
、
明
十
八
日
ニ
者
上
野
村
へ
祈
祷
ニ
被
相
頼

行
、
明
後
十
九
日
ニ
勤
行
し
、
明
後
之
廿
日
帰
坊
之
上
、
當
村
祈
祷
物
支
度

い
た
し
候
間
、
同
日
迎
之
も
の
両
人
御
差
越
可
被
下
、
廿
一
日
ニ
其
御
村
へ

参
り
可
申
与
之
事
也
、
右
ニ
付
入
用
品
物
左
之
通
り
書
付
ニ
し
て
も
ら
ひ
、

受
取
持
帰
、
村
ニ
付
写
し
置
候
也

杉
本
坊
で
は
秀
栄
と
い
う
僧
が
お
り
、
祈
祷
の
段
取
り
が
無
事
に
決
ま
っ
て

い
る
。
十
八
日
に
は
上
野
村
へ
頼
ま
れ
て
祈
祷
に
行
き
、
十
九
日
に
勤
行
を
し

て
か
ら
二
十
日
に
戻
っ
て
く
る
の
で
、
二
十
日
に
迎
え
の
者
を
遣
わ
す
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
こ
で
の
上
野
村
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
入

間
郡
巻
一
の
「
正
保
年
中
改
定
図
」
の
毛
呂
（
毛
呂
山
）
の
辺
り
に
「
上
野
村
」

と
い
う
地
名
が
確
認
で
き
（
図
３
参
照
）
、
高
山
不
動
の
位
置
か
ら
当
時
一
日
で

移
動
が
可
能
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
上
野
村
」
で
あ
る
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
祈
祷
の
依
頼
の
際
に
祈
祷
で
使
う
品
の
用
意
を
依
頼
さ
れ

て
い
る
。
品
数
が
多
い
た
め
、
書
付
の
全
文
引
用
は
し
て
い
な
い
が
、
引
用
文

の
後
に
中
奉
書
紙
、
小
奉
書
紙
、
半
紙
な
ど
の
紙
、
水
引
、
扇
子
、
釘
、
御
神
酒
、

蝋
燭
な
ど
二
十
品
以
上
で
金
額
と
し
て
は
金
一
分
と
銭
二
貫
三
百
〇
五
文
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
買
い
物
は
胤
之
助
と
今
次
郎
が
早
朝
か
ら
出
か
け
て
調
達
し
て

い
る
。



三
一

（
２
）
祈
祷
の
準
備

　

祈
祷
の
依
頼
が
無
事
完
了
し
、
高
山
不
動
の
僧
た
ち
を
赤
尾
村
に
迎
え
る
こ

と
と
な
る
。
ま
ず
は
そ
の
迎
え
の
場
面
か
ら
で
あ
る
。

【
史
料
二
―
③
】

九
月
廿
一
日
同
役
幷
ニ
胤
之
助
平
四
郎
惣
蔵
坂
戸
迄
出
迎
、
待
居
候
処
、
吉

田
村
通
り
与
聞
、
吉
田
ヘ
行
、
同
伴
し
て
夕
方
己
方
ニ
着

　

二
十
一
日
に
同
役
（
筆
者
の
林
半
三
郎
と
同
役
と
す
る
と
名
主
か
）
、
胤
之

助
、
平
四
郎
、
惣
蔵
が
高
山
不
動
の
僧
を
坂
戸
ま
で
出
迎
え
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、

吉
田
村
（
図
３
参
照
。
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
の
正
保
期
の
絵
図
で
は
吉
田
村

が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
元
禄
期
改
定
の
絵
図
で
は
上
吉
田
村
と
い
う
名
称
に

変
わ
っ
て
い
る
が
、
位
置
関
係
か
ら
す
る
と
こ
の
村
と
す
る
の
が
妥
当
か
。
） 

を

通
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
ち
ら
ま
で
皆
で
同
伴
し
て
出
迎
え
て
い
る
。

【
史
料
二
―
④
】

九
月
廿
一
日
夕
方
来
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　

杉
本
坊

　
　
　
　
　
　
　
　
　

池
端
坊

　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
田
左
源
次

同
日
七
ツ
時
分
ゟ
明
王
院
加
納
院
両
修
験
達
我
宅
ニ
来
り
、
右
三
人
来
着
ヲ

待
居
、
面
会
し
て
明
日
之
事
及
相
談
た
り
、
扨
酒
出
し
振
舞
久
敷
飲
而
、
四

ツ
半
ニ
夕
飯
出
し
、
村
方
修
験
達
者
帰
ル

安
政
期
に
お
け
る
疫
病
除
け
の
様
子 

― 

林
家
文
書
の
祈
祷
記
録
か
ら 

―
（
木
暮
）

図３：『新編武蔵風土記稿』入間郡巻一の「正保年中改定図」(森泉家文書№ 4744)
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夕
方
頃
に
杉
本
坊
、
池
端
坊
、
岩
田
左
源
次
の
三
名
が
到
着
し
た
。
杉
本
坊

は
冒
頭
に
登
場
し
た
高
山
不
動
の
祠
堂
の
一
つ
で
あ
り
、
池
端
坊
も
そ
れ
と
同

じ
祠
堂
の
一
つ
で
あ
る
。
岩
田
左
源
次
に
つ
い
て
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
三

名
の
名
前
の
下
の
注
記
（
全
文
引
用
は
省
略
）
に
よ
る
と
秀
栄
の
弟
子
の
者
達

で
あ
る
よ
う
な
の
で
、
そ
の
中
の
一
人
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
高
山
不
動
の

創
建
に
関
わ
っ
た
人
物
の
中
に
岩
田
三
兄
弟
と
い
う
者
が
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
祠

堂
の
杉
本
坊
、
池
端
坊
、
樋
下
坊
の
創
建
に
携
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（35）

。
前
者

二
坊
か
ら
の
僧
が
来
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
樋
下
坊
の
僧
、
あ
る
い
は
他

二
坊
の
関
係
者
と
捉
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
日
の
七
つ
時
（
現
在
の
十
六
時
頃
）
に
、
明
王
院
と
加
納
院
と
い
う
二

人
の
修
験
者
が
訪
れ
て
い
る
。
こ
の
二
名
は
赤
尾
村
に
存
在
し
た
修
験
者
た
ち

で
、
い
ず
れ
も
本
寺
は
山
本
坊
、
明
王
院
は
白
山
社
の
別
当
を
務
め
て
お
り
、

加
納
院
は
荒
神
社
の
別
当
を
務
め
て
い
た
（36）

。
こ
の
後
も
こ
の
二
名
は
度
々
記
録

に
登
場
す
る
が
、
こ
の
二
名
を
指
し
て
「
村
修
験
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
よ

う
に
な
る
。
こ
の
村
修
験
と
は
、
修
験
道
研
究
等
で
「
里
修
験
」
と
呼
ば
れ
る

人
々
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
里
修
験
と
は
、
村
の
一
員
と
し
て
村
人
と
と
も

に
生
活
し
て
い
る
修
験
者
を
指
し
、
地
域
住
人
の
依
頼
に
応
じ
て
祈
願
、
祈
祷
、

病
気
治
し
を
行
う
こ
と
を
は
じ
め
、
別
当
と
し
て
鎮
守
の
神
社
や
堂
庵
の
祭
祀

や
管
理
を
行
っ
た
り
、
護
符
の
発
行
を
し
た
り
村
落
に
お
い
て
地
域
住
人
の
生

活
に
密
着
し
た
幅
広
い
活
動
を
行
っ
た
（37）

。
里
修
験
た
ち
は
村
の
祭
祀
も
担
っ
て

お
り
、
そ
の
よ
う
な
役
目
か
ら
今
回
の
祈
祷
で
も
段
取
り
の
一
部
に
加
わ
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
高
山
不
動
か
ら
来
た
僧
と
と
も
に
今
後
の
こ
と
を
打
ち
合

わ
せ
し
、
そ
の
後
、
酒
の
振
舞
も
と
も
に
受
け
て
四
ツ
半
（
現
在
の
二
十
三
時
頃
）

に
帰
宅
し
て
い
る
。
引
用
は
し
て
い
な
い
箇
所
だ
が
、
続
き
に
夕
飯
の
七
賄
分

の
記
録
が
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
高
山
へ
迎
え
に
行
っ
た
戸
右
衛
門
と
熊
十
郎
、

高
山
不
動
の
僧
三
名
、
村
修
験
二
名
と
な
っ
て
い
る
。
次
は
翌
朝
の
場
面
と
な
る
。

【
史
料
二
―
⑤
】

九
月
廿
二
日
朝
飯
後
、
己
案
内
し
て
光
勝
寺
ニ
至
り
、
直
ニ
己
者
立
帰
宅
、

今
朝
組
頭
政
右
衛
門
ニ
山
方
御
役
所
へ
奉
差
上
絵
図
幷
社
倉
金
利
足
御
上

納
、
右
之
品
相
渡
し
、
粗
昨
日
ゟ
之
記
録
せ
り

九
月
二
十
二
日
の
朝
食
後
、
高
山
不
動
か
ら
来
た
三
名
を
光
勝
寺
に
案
内
し

て
い
る
。
光
勝
寺
は
真
言
宗
智
山
派
の
寺
院
で
、
創
立
年
な
ど
は
不
詳
と
さ
れ

る
。
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
で
は
、
開
山
が
圓
音
、
法
流
開
山
が
朝
慧
と
さ
れ
、

本
尊
の
大
日
如
来
と
門
前
・
境
内
の
古
碑
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
（38）

。
赤
尾
村

で
は
こ
の
光
勝
寺
の
檀
家
に
な
る
者
も
多
か
っ
た
よ
う
で
、
光
勝
寺
か
ら
出
さ

れ
た
宗
門
改
帳
な
ど
関
わ
り
を
裏
付
け
る
文
書
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
（39）

。
案

内
後
、
林
半
三
郎
は
帰
宅
し
、
組
頭
の
政
右
衛
門
に
山
方
役
所
へ
差
し
上
げ
た

絵
図
と
利
息
金
を
上
納
し
、
昨
日
か
ら
の
記
録
を
大
ま
か
に
し
て
い
る
。
な
お
、

引
用
は
し
て
い
な
い
が
、
朝
飯
と
し
て
三
賄
を
し
て
お
り
、
内
訳
は
昨
日
止
宿

の
三
名
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
高
山
不
動
の
僧
だ
ろ
う
。
次
は
昼
か
ら
の
場
面

と
な
る
。

【
史
料
二
―
⑥
】

今
昼
食
ゟ
始
メ
己
方
ゟ
仕
出
し
す
る
事
ニ
同
役
始
メ
一
同
申
談
之
上
、
庄
助



三
三

ヲ
以
申
来
レ
リ
、
今
朝
下
男
勘
造
ニ
高
山
荷
物
之
内
為
持
光
勝
寺
へ
遣
し
、

其
内
人
々
来
舎
し
、
追
々
己
方
ニ
来
り
、
高
山
荷
物
持
て
光
勝
寺
ニ
至
ル

二
十
二
日
の
昼
食
か
ら
は
林
半
三
郎
の
方
で
仕
出
し
を
す
る
こ
と
が
相
談
の

上
、
決
ま
り
、
祈
祷
に
向
け
て
の
準
備
が
本
格
化
し
て
い
る
。
朝
食
後
に
案
内

し
た
光
勝
寺
を
祈
祷
の
場
と
す
る
こ
と
に
し
た
よ
う
で
、
勘
蔵
、
銀
五
郎
、
繁

吉
ら
に
よ
っ
て
ご
ざ
、
茶
碗
、
屏
風
、
硯
、
刷
毛
、
ひ
し
ゃ
く
、
半
紙
な
ど
の

道
具
約
二
十
品
を
運
ん
で
い
る
。
品
目
は
多
数
あ
る
の
で
引
用
は
省
略
し
た
。

【
史
料
二
―
⑦
】

　
　

九
月
廿
二
日
夜
ニ
入
、
胤
之
助
帰
宅
云
、
明
日
之
支
度
ニ
今
夜
九
ツ
過
迄
茂

可
か
ゝ
る
様
子
な
る
ニ
よ
り
、
酒
出
し
可
申
与
同
役
与
相
談
之
上
な
る
よ
し

　
　

　

夜
に
な
り
、
胤
之
助
が
帰
宅
し
て
言
う
こ
と
に
は
、
明
日
の
支
度
に
今
夜
九

つ
（
現
在
の
午
前
〇
時
頃
）
過
ぎ
ま
で
か
か
る
様
子
だ
と
い
う
こ
と
で
、
同
役

同
士
で
相
談
の
上
、
酒
を
振
舞
っ
て
い
る
。
目
的
は
疫
病
除
け
の
祈
祷
で
あ
る

が
、
祭
り
の
準
備
の
よ
う
な
様
子
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
昼
と

夜
に
賄
い
と
し
て
出
し
た
食
事
の
内
訳
が
引
用
外
の
箇
所
に
記
録
さ
れ
て
い
る

が
、
い
ず
れ
に
も
高
山
不
動
よ
り
の
来
客
の
み
で
な
く
、
村
修
験
へ
の
振
舞
も

行
わ
れ
て
い
る
。
祈
祷
の
準
備
か
ら
村
の
修
験
者
た
ち
も
携
わ
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

（
３
）
祈
祷
の
当
日

　

こ
こ
ま
で
説
明
し
て
き
た
よ
う
な
準
備
を
経
て
、
い
よ
い
よ
祈
祷
の
当
日
と

な
る
。
そ
の
日
の
朝
の
場
面
か
ら
記
録
は
始
ま
る
。

【
史
料
二
―
⑧
】

九
月
廿
三
日
朝
聞
、
昨
夜
蝋
燭
三
丁
も
や
し
て
其
内
御
札
其
外
支
度
し
、
夫

ゟ
又
蝋
燭
弐
丁
も
や
し
て
明
日
之
支
度
大
方
出
来
、
飲
酒
茶
碗
に
て
銘
々
ひ

か
へ
の
こ
し
た
り
と
云

　

九
月
二
十
三
日
の
朝
に
な
り
、
林
半
三
郎
が
聞
く
こ
と
に
は
、
昨
夜
は
蝋
燭

を
三
丁
燃
や
し
て
御
札
な
ど
の
支
度
を
し
、
さ
ら
に
蝋
燭
を
二
丁
燃
や
し
て
明

日
の
準
備
は
大
方
完
了
し
た
模
様
で
あ
る
。
引
用
し
て
な
い
箇
所
と
な
る
が
、

こ
の
日
は
高
山
不
動
か
ら
の
来
客
三
人
と
村
修
験
の
二
人
の
朝
食
の
後
、
朝
三

升
、
昼
二
升
、
夜
二
升
米
の
炊
き
出
し
を
行
っ
て
い
る
。
煮
し
め
も
前
日
の
夜

と
こ
の
日
の
夜
に
作
っ
た
よ
う
だ
。

【
史
料
二
―
⑨
】

　
　

今
昼
ゟ
始
メ
、
上
村
長
次
郎
宅
ゟ
光
勝
寺
ニ
来
り
、
村
中
之
も
の
不
残
御
神
酒

　
　

た
へ
よ
き
機
嫌
ニ
成
り
、
我
宅
へ
日
暮
而
来
ル
、
夫
ゟ
繁
吉
方
ゟ
亀
吉
方
帰

り
ニ
而
、
な
ん
と
〱
小
沼
村
境
へ
行
、
悪
病
神
送
り
出
し
置
候
而
、
皆
々
立

帰
ル
、
光
勝
寺
庭
ニ
而
神
前
へ
備
候
神
酒
ヲ
入
レ
候
酒
皆
々
飲
之
帰
宅
、
同

役
始
昨
夜
同
様
光
勝
寺
ニ
止
宿
、
己
夕
飯
後
光
勝
寺
ニ
至
り
、
小
沼
村
境
ゟ

　
　

皆
々
帰
ル
ヲ
待
及
、
挨
拶
夫
ゟ
帰
宅

安
政
期
に
お
け
る
疫
病
除
け
の
様
子 

― 

林
家
文
書
の
祈
祷
記
録
か
ら 

―
（
木
暮
）



三
四

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

　

今
昼
よ
り
始
め
て
上
村
の
長
次
郎
の
家
か
ら
祈
祷
の
会
場
と
な
る
光
勝
寺
へ

来
て
、
村
中
の
者
は
残
ら
ず
御
神
酒
を
口
に
し
、
皆
上
機
嫌
に
な
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
日
が
暮
れ
て
か
ら
林
半
三
郎
宅
へ
皆
日
が
暮
れ
て
か
ら
や
っ
て
来

た
。
そ
れ
か
ら
繁
吉
の
と
こ
ろ
か
ら
亀
吉
が
戻
り
、
小
沼
村
と
の
境
ま
で
行
き
、

悪
病
神
を
送
り
出
し
て
お
い
た
と
あ
る
。
（
小
沼
村
の
位
置
は
図
３
参
照
。
）
こ

こ
で
行
わ
れ
て
い
る
儀
式
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
疫
神
送
り
に
関
す
る
何

ら
か
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
古
代
よ
り
人
々
は
、
疫
病
を
邪
悪

な
疫
神
が
引
き
起
こ
す
も
の
と
捉
え
て
い
た
。
近
世
に
疫
神
を
擬
人
化
し
た
絵

な
ど
が
見
ら
れ
る
の
も
そ
う
し
た
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

疫
神
を
共
同
体
の
外
へ
追
い
払
う
こ
と
で
疫
病
に
か
か
る
こ
と
を
防
ぐ
儀
式
を

疫
神
送
り
と
い
う
。
大
森
恵
子
は
疫
神
送
り
の
方
法
と
し
て
呪
符
を
使
用
す
る

も
の
、
神
楽
を
舞
う
も
の
な
ど
と
あ
わ
せ
て
、
疫
神
を
村
の
辻
や
村
境
、
川
や

海
へ
送
る
方
法
に
言
及
し
て
い
る
（40）

。
大
森
は
「
三
河
国
吉
田
領
風
俗
問
状
答
」
、

「
淡
路
国
風
俗
問
状
答
」
（41）

の
川
祭
り
等
の
記
述
か
ら
疫
神
を
人
形
に
依
り
つ
か

せ
て
送
り
出
す
儀
式
の
様
子
が
確
認
で
き
る
と
し
て
い
る
。
今
回
の
林
家
の
記

録
で
も
「
小
沼
村
境
ま
で
送
り
出
す
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
疫
神
を
人
形
等
に
依
り
つ
か
せ
て
送
り
出
す
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
可

能
性
が
高
い
。
悪
病
神
を
送
り
出
す
こ
と
が
終
わ
っ
た
ら
皆
光
勝
寺
へ
引
き
返

し
、
光
勝
寺
の
庭
で
神
前
へ
供
え
て
お
い
た
神
酒
を
入
れ
て
皆
で
飲
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
直
会
の
一
種
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。
直
会
は
神
事
の
後
、
神
前
に
供
え

た
神
酒
や
神
饌
を
下
げ
て
行
う
共
同
飲
食
で
、
神
と
同
じ
も
の
を
食
べ
る
こ
と

で
神
と
人
と
の
親
密
さ
が
増
し
、
結
び
つ
き
を
強
め
る
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
も
神
前
へ
供
え
た
酒
を
皆
で
飲
む
こ
と
で
、
神
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
、

疫
病
か
ら
の
守
護
を
祈
願
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
儀
式
が
終
わ
り
、
村
の
人
々
は
帰
宅
し
、
名
主
を
始
め
、
祈
祷
実

施
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
人
た
ち
は
昨
夜
同
様
会
場
の
光
勝
寺
に
宿
泊
し
て
い

る
。
林
半
三
郎
は
夕
飯
後
に
光
勝
寺
に
行
き
、
小
沼
村
境
か
ら
人
々
が
帰
っ
て

く
る
の
を
待
ち
、
挨
拶
を
し
て
か
ら
帰
宅
し
て
い
る
。

　

次
は
翌
日
の
場
面
と
な
る
。
高
山
不
動
の
祈
祷
が
い
よ
い
よ
行
わ
れ
る
。

【
史
料
二
―
⑩
】

九
月
廿
四
日
快
晴
、
村
中
男
女
小
児
迄
光
勝
寺
へ
可
来
、
銘
々
加
持
い
た
し

可
申
与
之
事
ニ
而
、
村
中
へ
不
残
為
触
候

　

九
月
二
十
四
日
に
は
、
村
中
の
男
女
子
ど
も
に
至
る
ま
で
光
勝
寺
に
来
て
祈

祷
を
し
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
を
村
中
に
触
れ
回
っ
て
い
る
。
引
用
し
て
い
な

い
箇
所
に
、
こ
の
後
高
山
不
動
か
ら
来
た
者
た
ち
と
村
修
験
へ
の
朝
飯
、
昼
飯
、

夕
飯
の
賄
い
、
米
一
升
の
炊
き
出
し
も
行
っ
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

こ
ち
ら
も
祈
祷
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
前
日
の
よ
う
に
皆
で
一
斉
に
集
ま
っ
て

祈
祷
を
し
て
も
ら
う
と
い
う
形
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
二
十
四
日
の
う
ち
に

光
勝
寺
に
行
き
、
祈
祷
を
し
て
も
ら
う
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
よ
う
に
読
み

取
れ
る
。

（
４
）
祈
祷
の
後
の
振
舞
と
見
送
り

　

無
事
に
祈
祷
が
済
み
、
高
山
不
動
の
僧
た
ち
に
労
い
の
振
舞
が
行
わ
れ
る
。

そ
の
場
面
か
ら
見
て
い
く
。



三
五

【
史
料
二
―
⑪
】

九
月
廿
五
日
早
朝
光
勝
寺
へ
己
迎
ニ
行
、
杉
本
坊
始
メ
同
伴
し
て
帰
宅
、
酒

出
し
終
日
振
舞
、
今
夜
ニ
入
来
会
之
人
々
退
散
、
但
シ
明
王
院
ゟ
来
ル
ニ
付

迎
遣
し
、
加
納
院
茂
呼
寄
髪
結
直
造
総
次
郎
平
四
郎
長
左
衛
門
様
来
り
、
万

歳
之
真
似
様
し
て
今
夜
四
ツ
時
分
夕
飯
皆
々
へ
出
ス

祈
祷
が
終
わ
り
、
九
月
二
十
五
日
の
早
朝
に
林
半
三
郎
が
光
勝
寺
ま
で
迎
え

に
行
き
、
杉
本
坊
た
ち
を
同
伴
し
て
帰
宅
し
た
。
こ
こ
で
も
ま
た
酒
を
出
し
、

終
日
振
舞
を
し
て
労
い
の
会
を
し
て
い
る
。
夜
に
な
る
と
会
に
来
て
い
た
人
々

は
帰
っ
た
が
、
村
修
験
の
明
王
院
が
来
る
と
い
う
こ
と
で
迎
え
を
遣
わ
し
、
加

納
院
も
呼
び
寄
せ
て
、
髪
を
結
い
直
造
、
総
次
郎
、
平
四
郎
、
長
左
衛
門
も
来
て
、

万
歳
の
真
似
事
の
よ
う
な
こ
と
を
し
、
夜
の
四
ツ
時
頃
（
現
在
の
二
十
二
時
頃
）

に
皆
に
夕
飯
を
出
し
た
。
こ
こ
で
の
万
歳
は
、
新
春
に
家
々
を
訪
ね
て
長
寿
繁

栄
を
祝
う
歌
舞
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　

翌
日
に
な
っ
て
も
振
舞
が
続
き
、
高
山
不
動
の
僧
た
ち
が
村
を
離
れ
る
日
と

な
る
。

【
史
料
二
―
⑫
】

九
月
廿
六
日
早
朝
先
飯
出
し
、
夫
ゟ
酒
肴
出
し
振
舞
、
其
内
ニ
送
り
之
人
幷

見
送
り
之
人
々
来
り
、
五
ツ
半
頃
出
立

九
月
二
十
六
日
に
は
早
朝
、
先
に
食
事
を
出
し
、
そ
の
後
酒
と
肴
を
出
し
て

最
後
の
振
舞
を
し
て
い
る
。
そ
の
内
に
送
っ
て
い
く
人
々
と
、
見
送
り
の
人
々

が
来
て
、
五
ツ
半
頃
（
現
在
の
九
時
頃
）
高
山
不
動
に
向
け
て
出
発
し
て
い
る
。

【
史
料
二
―
⑬
】

　
　

村
役
人
惣
代
与
し
て
吉
田
村
迄
見
送
り
胤
之
助
、
外
上
与
頭
下
与
頭
下
百
姓

代
中
百
姓
上
百
姓
代
小
前
惣
代
之
内
佐
左
衛
門
四
郎
兵
衛
豊
吉
様
と
文
造
跡

屋
敷
前
之
辻
迄
見
送
り
た
り
、
同
役
者
昨
日
ゟ
小
児
大
病
之
迚
不
来
也

帰
り
の
見
送
り
は
胤
之
助
が
村
役
人
の
惣
代
と
し
て
吉
田
村
ま
で
見
送
り
を

し
、
他
上
組
、
中
組
、
下
組
の
百
姓
代
や
組
頭
な
ど
が
盛
大
に
見
送
り
を
し
て

い
る
。
こ
れ
に
て
赤
尾
村
で
の
一
連
の
祈
祷
関
連
の
行
事
は
幕
を
閉
じ
た
。

　

こ
の
日
記
の
後
の
部
分
に
は
、
祈
祷
に
用
い
た
様
々
な
金
銭
の
書
付
が
あ
る
。

こ
の
書
付
は
時
系
列
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
り
、
日
付
と
人
名
し
か
書
い
て
い

な
か
っ
た
り
す
る
部
分
な
ど
、
関
連
付
け
て
詳
細
を
論
ず
る
の
が
難
し
い
箇
所

も
多
い
。
ま
た
、
こ
の
日
記
と
は
別
の
帳
面
で
、
こ
の
高
山
不
動
の
祈
祷
の
た

め
の
出
銭
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
史
料
が
あ
る
（42）

。
こ
ち
ら
も
詳
細
の
引
用
は
省

略
す
る
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
百
名
前
後
の
人
々
が
金
を
出
し

あ
っ
て
祈
祷
を
実
行
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
ち
ら
も
冒
頭
の
護
摩
修
行
の
時

と
同
様
、
世
話
人
を
二
名
ず
つ
立
て
、
十
五
か
ら
二
十
数
人
の
ま
と
ま
り
で
金

を
集
め
た
よ
う
で
あ
る
。
金
額
は
様
々
で
百
文
か
ら
三
百
文
程
度
の
人
が
多
い

が
、
金
一
～
二
朱
を
出
し
て
い
る
人
も
い
る
。

（
５
）
も
う
一
種
の
祈
祷

　

表
紙
に
は
朱
字
で
「
三
種
御
祈
祷
入
用
」
と
い
う
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一

安
政
期
に
お
け
る
疫
病
除
け
の
様
子 

― 

林
家
文
書
の
祈
祷
記
録
か
ら 

―
（
木
暮
）
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文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

つ
は
冒
頭
の
牛
頭
天
王
神
前
で
の
火
生
護
摩
の
祈
祷
、
二
つ
目
が
こ
れ
ま
で
ず
っ

と
日
記
の
記
述
を
も
と
に
流
れ
を
追
っ
て
き
た
高
山
不
動
の
僧
に
よ
る
祈
祷
で

あ
る
。
も
う
一
つ
の
祈
祷
は
、
高
山
不
動
の
祈
祷
に
関
す
る
記
録
の
後
に
記
述

が
見
ら
れ
る
「
大
般
若
の
節
軒
前
入
用
」
と
書
か
れ
て
い
る
金
銭
の
書
付
が
そ

れ
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
っ
た
金
銭
の
記
録
し
か
残
っ
て
い
な
い

た
め
、
こ
ち
ら
も
冒
頭
の
牛
頭
天
王
神
前
で
の
祈
祷
と
同
じ
く
、
ど
の
よ
う
な

内
容
の
行
事
が
行
わ
れ
た
の
か
詳
細
に
た
ど
る
こ
と
は
難
し
い
。
だ
が
、
金
銭

の
書
付
か
ら
一
部
概
要
を
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
な
部
分
が
あ
る
。
最
後
に
そ

の
記
述
を
確
認
し
た
い
。

　

こ
の
三
つ
目
の
祈
祷
が
行
わ
れ
た
の
は
、
同
じ
年
の
九
月
六
日
で
あ
る
。
行

わ
れ
た
時
系
列
と
し
て
は
、
牛
頭
天
王
神
前
で
の
祈
祷
や
、
高
山
不
動
の
祈
祷

よ
り
も
前
の
こ
と
に
な
る
。
最
初
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
白
山
神
社
、
成
就
院
、

明
王
御
前
、
諏
訪
神
前
へ
の
酒
代
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
赤
尾
村
の
寺

社
で
あ
る
。
各
所
酒
一
斗
ほ
ど
、
金
額
と
し
て
は
金
一
分
ほ
ど
と
な
っ
て
い
る
。

次
の
部
分
に
は
「
壱
軒
ニ
付
銭
四
拾
八
文
ツ
ゝ
与
触
廻
し
、
右
村
中
軒
前
出
銭
」

と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
表
現
か
ら
は
、
一
軒
に
つ
き
四
十
八
文
ず
つ

集
め
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
触
れ
回
っ
て
お
き
、
村
中
の
軒
前
で
お
金

を
出
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
と
読
め
る
。
そ
の
こ
と
と
、
こ

の
記
録
の
見
出
し
と
な
っ
て
い
る
「
大
般
若
経
軒
前
」
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え

る
と
、
大
般
若
経
を
も
っ
て
何
ら
か
の
形
で
各
家
を
回
り
、
そ
こ
で
お
布
施
の

よ
う
な
形
で
お
金
を
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
般
若
経
と

い
う
と
経
典
の
初
、
中
、
終
の
要
所
な
ど
一
部
を
読
む
こ
と
で
全
体
を
読
む
こ

と
に
代
え
る
転
読
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
転
読
は
疫
病
除
け
を
祈
願
し
て
行

わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
病
家
を
軒
別
に
転
読
し
て
回
っ
た
例
も
あ
る
と
い
う
（43）

。

ま
た
、
季
節
の
行
事
の
た
め
疫
病
除
け
と
意
味
合
い
は
少
し
違
う
が
、
民
俗
学

の
調
査
で
大
般
若
経
を
箱
に
入
れ
、
一
軒
一
軒
回
る
例
が
見
ら
れ
る
地
域
も
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（44）

。
箱
に
入
れ
て
回
る
こ
と
が
江
戸
時
代
ま
で
遡
れ
る

行
事
な
の
か
は
検
討
の
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
例
の
い
ず
れ
か
の
よ
う

な
形
で
一
軒
一
軒
を
巡
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
「
奇
悪
病
時
行
ニ
付
高
山
御
祈
祷
中
日
記
」
の
記
録
を
た
ど
る
形

で
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
行
わ
れ
た
赤
尾
村
の
疫
病
除
け
の
祈
祷
の
様
子

に
つ
い
て
見
て
き
た
。
高
山
不
動
の
僧
を
呼
ん
で
の
祈
祷
は
村
を
あ
げ
て
の
一

大
行
事
で
あ
り
、
準
備
の
段
階
か
ら
綿
密
な
計
画
を
立
て
、
祈
祷
の
依
頼
か
ら

物
品
の
用
意
、
祈
祷
に
来
る
人
々
の
迎
え
な
ど
多
く
の
人
々
を
動
員
し
て
祈
祷

の
実
行
を
達
成
し
た
。
ま
た
、
実
際
の
祈
祷
は
呼
び
寄
せ
た
高
山
不
動
の
僧
の

も
と
に
集
っ
て
祈
祷
を
し
て
も
ら
う
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
疫
神
送
り
や
共

食
と
い
っ
た
共
同
体
の
人
々
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
疫
病
除
け
の
行
事
も
あ
わ

せ
て
行
っ
て
い
た
。
そ
し
て
準
備
の
過
程
や
、
高
山
不
動
の
僧
の
慰
労
な
ど
要

所
要
所
で
酒
食
の
振
舞
が
行
わ
れ
、
疫
病
の
流
行
の
最
中
と
は
い
っ
て
も
、
宴

会
の
よ
う
な
様
子
が
見
ら
れ
る
場
面
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
祈
祷
の
種
類
は
一
つ

だ
け
で
な
く
、
日
ご
ろ
か
ら
繋
が
り
の
あ
る
神
社
や
大
般
若
経
に
関
す
る
も
の

な
ど
、
別
の
形
で
の
祈
祷
も
近
い
時
期
に
行
い
、
よ
り
強
固
に
疫
病
除
け
の
祈

願
を
行
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

今
回
は
確
認
で
き
た
関
連
史
料
が
少
な
く
、
ま
た
祈
祷
の
一
部
始
終
を
た
ど
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七

る
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
事
に
つ
い
て
他
の
地
域
や
時
代

の
事
例
と
の
比
較
や
、
祈
祷
に
使
用
し
た
物
品
や
関
係
し
た
人
々
に
つ
い
て
の

詳
細
な
検
討
な
ど
を
す
る
と
こ
ろ
ま
で
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
個
々
の
行
事
の
中
に
は
、
歴
史
学
的
な

視
点
で
は
も
ち
ろ
ん
、
疫
神
送
り
の
儀
式
な
ど
民
俗
学
的
に
も
研
究
が
深
め
ら

れ
る
部
分
が
多
い
と
思
う
。
筆
者
自
身
と
し
て
も
、
よ
り
多
角
的
な
視
点
で
の

研
究
の
深
化
を
試
み
て
い
く
と
と
も
に
、
幅
広
い
分
野
に
関
心
を
も
つ
方
に
当

館
収
蔵
資
料
を
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
う
。

註（1）
加
藤
光
男
「
文
久
２
（
１
８
６
２
）
年
の
麻
疹
流
行
に
伴
う
麻
疹
絵
の
出
版
と
そ
の
位
置
づ

け
」
（
『
文
書
館
紀
要
』
第
十
五
号
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（2）
富
士
川
游
『
日
本
疾
病
史
』
平
凡
社
、
一
九
六
九
年
。

（3）
山
本
俊
一
『
日
本
コ
レ
ラ
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
。

（4）
斎
藤
月
岑
編
『
武
江
年
表
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
二
年
、
二
九
二
ペ
ー
ジ
。

（5）
仮
名
垣
魯
文
原
著
、
篠
原
進
ほ
か
著
『
安
政
コ
ロ
リ
流
行
記
―
幕
末
江
戸
の
感
染
症
と
流
言
』

白
澤
社
、
二
〇
二
一
年
、
四
八
ペ
ー
ジ
。

（6）
前
掲
註

（5）
、
二
九
ペ
ー
ジ
。

（7）
前
掲
註

（4）
、
二
九
二
ペ
ー
ジ
。

（8）
高
橋
敏
『
江
戸
の
コ
レ
ラ
騒
動
』
（
株
式
会
社K

A
D
O
K
A
W
A

、
二
〇
二
〇
年
）
、
七
二
・
七
三
ペ
ー

ジ
の
「
く
だ
狐
の
妄
想
」
の
例
参
照
。

（9）
鈴
木
棠
三
、
小
池
章
太
郎
編
『
藤
岡
屋
日
記　

第
十
巻
』
三
一
書
房
、
一
九
九
一
年
、

三
九
七
ペ
ー
ジ
。

（10）
埼
玉
県
立
自
然
の
博
物
館
編
『
平
成
29
年
度
特
別
展　

神
に
な
っ
た
オ
オ
カ
ミ
～
秩
父
山

地
の
オ
オ
カ
ミ
と
お
犬
様
信
仰
～
』
展
示
図
録
、
埼
玉
県
立
川
の
博
物
館
、
二
〇
一
七
年
、

二
一
ペ
ー
ジ
。

（11）
前
掲
註

（2）

（12）
山
崎
佐
『
日
本
疫
史
及
防
疫
史
』
克
誠
堂
、
一
九
三
一
年
。

（13）
前
掲
註

（3）

（14）
酒
井
シ
ヅ
『
病
が
語
る
日
本
史
』
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
。

（15）
高
橋
敏
『
江
戸
の
コ
レ
ラ
騒
動
』
株
式
会
社K

A
D
O
K
A
W
A

、
二
〇
二
〇
年
。

（16）
鈴
木
則
子
「
安
政
５
年
コ
レ
ラ
流
行
を
め
ぐ
る
〈
疫
病
経
験
〉
―
駿
州
大
宮
町
枡
屋
弥
兵
衛

の
日
記
か
ら
―
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
№
一
〇
一
一
、
二
〇
二
一
年
。
）

（17）
宮
間
純
一
「
地
方
文
書
か
ら
ひ
も
と
く
安
政
の
コ
レ
ラ
」
（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
日
本

の
歴
史
を
原
点
か
ら
探
る 

:
 

地
域
資
料
と
の
出
会
い
』
文
学
通
信
、
二
〇
二
〇
年
）
、
菊
池

保
男
「
幕
末
か
ら
明
治
十
年
代
に
か
け
て
の
秋
田
の
コ
レ
ラ
対
策
」
（
『
秋
田
県
公
文
書
館
研

究
紀
要
』
第
十
四
号
、
二
〇
〇
八
年
）
、
四
家
久
央
「
幕
末
期
に
お
け
る
コ
レ
ラ
流
行
の
爪

痕
―
奥
州
磐
前
郡
高
坂
村
「
四
家
又
左
衛
門
日
記
」
よ
り
―
」
（
佐
藤
孝
之
編
『
古
文
書
の

語
る
地
方
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
他
多
数
。

（18）
埼
玉
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録
第
22
集
『
林
家
文
書
目
録
』
埼
玉
県
立
文
書
館
、

一
九
八
六
年
、
四
・
一
四
・
一
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

（19）
「
御
用
御
廻
状
留
帳
（
安
政
六
年
十
二
月
迄
）
」
（
林
家
文
書
№
一
四
三
八
）
。

（20） 

石
井
良
助
、
服
藤
弘
司
編
『
幕
末
御
触
書
集
成　

第
５
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、

三
五
四
・
三
五
五
ペ
ー
ジ
。

（21）
御
用
留
は
「
御
用
留
」（
土
生
津
家
文
書
№
四
四
八
六
）
な
ど
。
稲
生
家
の
日
記
は
「
日
記
（
安

政
五
．
正
～
十
二
月
）
」
（
稲
生
家
文
書
№
一
七
）
。

（22）
「
奇
悪
病
時
行
ニ
付
高
山
杉
本
坊
御
祈
祷
入
用
出
銭
帳
」（
林
家
文
書
№
一
九
七
六
）
と
「
火

生
護
摩
御
札
御
初
穂
帳
」
（
林
家
文
書
№
一
九
七
七
）
。

（23）
前
掲
註

（18）
、
十
五
ペ
ー
ジ
。

（24）
前
掲
註

（18）
、
十
二
ペ
ー
ジ
。

（25）
「
入
間
郡
勝
呂
村
大
字
赤
尾
字
坪
ノ
内　

無
格
社
八
坂
神
社
明
細
帳
」
（
埼
玉
県
行
政
文
書

一
六
九
〇
六
―
二
七
三
）
。

（26）
「
牛
頭
天
王
神
輿
勧
化
帳
（
神
輿
図
面
共
）
」
（
林
家
文
書
№
七
五
九
）
、
「
天
王
様
御
輿
御
祈

安
政
期
に
お
け
る
疫
病
除
け
の
様
子 

― 

林
家
文
書
の
祈
祷
記
録
か
ら 

―
（
木
暮
）
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八

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

祷
村
中
順
帳
銘
々
貫
物
取
立
覚
」
（
林
家
文
書
№
一
九
三
七
）
ほ
か
。

（27）
「
火
生
護
摩
御
札
御
初
穂
帳
」
（
林
家
文
書
№
一
九
七
七
）
。

（28）
「
秩
父
郡
高
山
村
字
西
下　

新
義
真
言
宗
智
山
派
常
楽
院
明
細
帳
」
（
埼
玉
県
行
政
文
書

一
六
九
二
八
―
三
六
三
）
。

（29）
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
秩
父
郡
巻
二
「
高
山
村
」
の
記
述
参
照
。

（30） 

現
在
は
国
指
定
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
「
木
造
軍
荼
利
明
王
立
像
」

（31）
『
特
別
展　

山
上
の
霊
地
―
子
ノ
権
現
・
竹
寺
・
高
山
不
動
・
岩
殿
観
音
』
展
示
図
録
、
飯

能
市
郷
土
館
、
二
〇
一
二
年
、
三
四
ペ
ー
ジ
。

（32）
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
秩
父
郡
巻
二
「
高
山
村
」
内
の
杉
本
坊
の
記
述
参
照
。

（33）
「
高
山
不
動
堂
再
建
奉
加
帳
（
木
版
）
」
（
林
家
文
書
№
四
七
四
）
。　

（34） 

『
坂
戸
市
の
民
俗
―
赤
尾
の
民
俗
―
』坂
戸
市
教
育
委
員
会
、一
九
九
三
年
、二
三
二
ペ
ー
ジ
。　

（35）
前
掲
註

（28）

（36）
坂
戸
市
教
育
委
員
会
編
『
坂
戸
市
史　

通
史
編
Ⅰ
』
（
坂
戸
市
、
一
九
九
二
年
）
、
六
五
三
ペ
ー

ジ
参
照
。

（37）
久
保
康
顕
「
第
十
章 

里
修
験
の
活
動
と
組
織
」
（
時
枝
務
・
長
谷
川
賢
二
・
林
淳
編
『
修
験

道
史
入
門
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（38） 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
入
間
郡
巻
十
四
の
「
赤
尾
村
」
内
の
「
光
勝
寺
」
の
記
述
参
照
。

（39）
「
真
言
宗
門
御
改
帳
」
（
林
家
文
書
№
五
八
七
）
ほ
か
。

（40）
大
森
惠
子
『
念
仏
芸
能
と
御
霊
信
仰
』
（
名
著
出
版
、
一
九
九
二
年
）
、
二
五
○
ペ
ー
ジ
〜

二
六
六
ペ
ー
ジ
参
照
。

（41） 

「
諸
国
風
俗
問
状
答
」
の
う
ち
の
二
つ
。
「
諸
国
風
俗
問
状
答
」
は
幕
府
の
奥
儒
者
で
あ
っ

た
屋
代
弘
賢
が
各
藩
に
領
内
の
風
俗
習
慣
の
調
査
報
告
を
求
め
た
問
状
の
答
書
で
あ
る
。
藩

に
よ
る
が
、
文
化
十
二
、
十
三
年
頃
の
も
の
と
さ
れ
る
。

（42）
「
奇
悪
病
時
行
ニ
付
高
山
杉
本
坊
御
祈
祷
入
用
出
銭
帳
」
（
林
家
文
書
№
一
九
七
六
）
。

（43）
昼
田
源
四
郎
『
疫
病
と
狐
憑
き
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
五
年
）
、
四
二
ペ
ー
ジ
参
照
。

（44）
『
嵐
山
町W
E
B

博
物
誌
』「W

e
b

０
７ 

写
真
で
綴
る
嵐
山
歳
時
記
」
の
「
第
２
章 

春
・
夏
」「
第

２
節　

春
を
祝
う
」
の
「
６　

大
般
若
経
の
転
読
」
参
照
。
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
r
a
n
h
a
k
u
.
c
o
m
/

w
e
b
0
7
/
c
2
/
2
_
0
6
.
h
t
m
l

）　

（
最
終
閲
覧
：
二
〇
二
二
年
一
月
六
日
）



三
九

畠
山
重
忠
・
重
保
伝
承
の
生
成

― 

内
閣
文
庫
本
『
畠
山
六
郎
志
け
体
』
か
ら
読
み
解
く 

―

若　

松　

良　

一

は
じ
め
に

 
 

畠
山
重
忠
は
郷
土
が
生
ん
だ
英
雄
で
あ
る
。
残
念
な
の
は
畠
山
家
が
断
絶
し

た
た
め
、
家
文
書
が
一
切
残
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
世
の
二

次
資
料
は
き
わ
め
て
豊
富
で
あ
る
。
試
み
に
埼
玉
県
立
文
書
館
の
所
蔵
を
検
索

し
て
み
る
と
、
三
十
六
件
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
近
年
の
刊
行
物
を
除
外
し
た
上
で
、

左
に
一
覧
表
を
掲
げ
る
。
そ
の
内
訳
は
、
伝
記
、
芝
居
絵
、
重
忠
の
顕
彰
事
業

に
関
す
る
も
の
な
ど
に
亘
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
内
、
最
も
古
い
の
は
一
○
番

の
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
（
文
政

一
三
年
）
、　

次
が
五
番
の
役
者

絵
（
慶
応
二
年
）
で
、
他
は
明

治
以
降
の
資
料
で
あ
る
。

　

一
見
、
ば
ら
ば
ら
の
よ
う
に

見
え
る
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
実

は
一
本
の
糸
で
結
ば
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
重
忠
を
後
代
の
民
衆
が

忘
れ
ず
に
、
彼
の
故
地
で
は
顕

彰
の
た
め
、
建
碑
や
重
忠
を
等

身
大
に
写
し
た
と
伝
わ
る
千
手

観
音
像
に
額
を
奉
納
し
た
の
で

で
あ
り
、
伝
記
と
芝
居
絵
は
全

国
へ
発
信
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
な
か
で
、
伝
記
は
鎌
倉
幕
府
の
編
纂
し
た
『
吾
妻
鏡
』
か
ら
記
事

を
拾
っ
て
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
一
方
、
芝
居
は
、
文
学
的
な
脚
色
を
加
え
て
、

重
忠
の
超
人
的
な
武
人
と
し
て
の
活
躍
や
、
人
間
性
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、

無
実
の
身
に
非
業
の
死
が
待
ち
受
け
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
、
追
悼
の
感
情
が

加
味
さ
れ
た
点
で
共
通
し
て
お
り
、
芝
居
絵
は
、
今
日
風
に
言
う
と
、
重
忠
を

畠
山
重
忠
・
重
保
伝
承
の
生
成 

― 

内
閣
文
庫
本
『
畠
山
六
郎
志
け
体
』
か
ら
読
み
解
く 

―
（
若
松
）

番
号

家

資
料
番
号

資
料
名

　

一

持
田(

文)

九
八

井
椋
五
所
神
社
永
代
奉
額
（
集
句
）

　

二

同

一
三
七

畠
山
重
忠
等
身
観
音
永
代
奉
額

　

三

小
室

七
三
七

畠
山
重
忠
城
跡
の
図
（
写
）
明
治
一
二
年

　

四

小
室

四
五
七
九

畠
山
重
忠
等
身
千
手
観
音
永
代
奉
額
句
集
・
明
治
二
六
年

　

五

足
立

一
〇
四
九

箱
王
丸
・
曽
我
裕
信
・
畠
山
重
忠
芝
居
絵
・
慶
応
二
年

　

六

高
橋
（
周
）
二
八
四
七

寄
付
金
領
収
書
（
畠
山
重
忠
君
建
碑
ニ
付
）
明
治
二
五
年

　

七

室
氏
収
集
　

一
七
九

少
年
読
本
第
二
編
『
畠
山
重
忠
伝
』
大
正
八
年

　

八

同

　

一
九
二

畠
山
重
忠
公
（
竪
帳
）

　

九

同

　

二
〇
〇

畠
山
重
忠
物
語
・
下
村
戀
著
・
昭
和
三
二
年

一
〇

大
柴

　
　

一
五

新
編
武
蔵
國
風
土
記
（
畠
山
重
忠
断
碑
収
録
）

一
一

小
室

六
四
五
五

拓
本
（
畠
山
重
忠
公
断
碑
記
）
明
治
一
二
年

一
二

古
沢

一
二
五
二
八

〔
建
碑
祭
典
〕
明
治
二
八
年

左（足立家一〇四九）　　右（室氏収集一七九）



四
〇

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

演
じ
き
っ
た
役
者
の
ブ
ロ
マ
イ
ド
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

こ
う
し
た
重
忠
に
関
す
る
資
料
の
収
集
は
、
文
書
館
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る

が
、
埼
玉
県
が
誇
る
全
国
区
の
歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
だ
け
に
、
資
料
の
所
在

地
も
埼
玉
県
を
超
え
て
、
広
く
目
配
り
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
原
資
料
は
一

朝
一
夕
に
し
て
入
手
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
複
写
資
料
や
翻
刻
資
料
に
よ

っ
て
、
補
っ
て
い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
『
畠
山
六

郎
志
け
体
』
（
註
１
）
は
、
重
忠
の
二
次
史
料
の
中
で
も
古
く
、
成
立
背
景
を
検

討
す
る
価
値
を
有
し
て
い
る
の
で
、
重
忠
の
文
学
や
伝
説
に
関
心
を
お
持
ち
の

利
用
者
の
方
々
の
た
め
に
、
翻
刻
・
公
表
し
て
お
く
こ
と
は
、
館
に
と
っ
て
意

義
が
あ
ろ
う
。

こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
幸
若
舞
曲
研
究
で
高
名
な
徳
田
和
夫
氏
が
既
に
翻

刻
を
行
っ
て
い
る

（
註
２
）
が
、
校

訂
を
進
め
る
と
、

筆
者
に
は
、
徳
田

氏
と
は
異
な
る
読

み
方
の
で
き
る
部

分
も
少
な
く
な
か

っ
た
の
で
、
改
め

て
翻
刻
を
行
っ
た

う
え
で
、
現
代
文

の
梗
概
を

併
載

し
、
畠
山
重
忠
・

重
保
伝
承
の
生
成

に
つ
い
て
検
討
し

て
み
た
い
。
翻
刻

に
当
た
っ
て
は
、

変
体
仮
名
の
表
記
部
分
の
割
合
が
多
く
、
読
み
に
く
い
の
で
、
可
能
な
限
り
仮

名
を
漢
字
に
置
き
換
え
、
段
落
ご
と
に
改
行
し
た
。
ま
た
、
送
り
仮
名
を
丸
括

弧
内
に
補
い
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
ま
ま
濁
点
は
こ
れ
を
付
し
て
表
記
し
、
原

文
表
記
を
右
付
け
し
た
。

一
『
畠
山
六
郎
志
け
体
』
翻
刻

 
 

抑
正
治
二
年
正
月
一
日
の
日
（1）

、
源

み
な
も
と頼

朝
よ
し
な
き
事
（2）

に
失う

せ
（3）

給
ひ
し
。

其
濫

ら
ん
し
や
う

觴
（4）

を
尋た

つ

ぬ
る
に
、
あ
る
時
、
頼
朝
の
北き

た

の
御
方か

た
（5）

御
物
語
の
つ
い
でて

に
、

ら
い
朝
（6）

に
仰お

ほ

せ
け
る
は
、
御
内
（7）

に
多お

ほ

き
弓
取
に
扨
も
秩ち

ゝ

ふ父
の
六
郎
は

わ
ケ
チ

、
器き

よ

う用

の
物
、
か
れ
日
本
一
の
お
の
こ
と
ゆ
る
し
た
る
も
道た

う

り理
（8）

な
り
と
、
の
給
へ
ばは

、

ら
い
朝
き
こ
し
召
（
し
）
、
心
の
内
、
量は

か

り
難か

た

ふう
や
、
思お

ほ

し
け
ん
。
俄
に
、
若
宮

に
参さ

ん
ろ
う篭

の
由
あ
つ
て
、
御み

た

い台
所
（9）

の
御は

ん番
（10）

を
ばは

秩ち

ゝ

ふ父
の
六
郎
一
人
に
仰
つ
け
さ

せ
給
ふ
。
重し

け
や
す保

、
承
は

わ
ケ
チ

れ
、
一
人
に
女
中
（11）

の
御
番
を
承
る
事
、
不

ふ
し
ち
ケ
チ
ん

審
の
い
た
り

是
な
り
。
日に

ち

夜や

、
隙
な
く
伺し

こ

う候
す
。

 
 

さ
る
間
（12）

、
頼
朝
は
夜よ

に
な
れ
は
、
主し

ゆ
て
ん殿

の
広

ひ
ろ
ひ
さ
し

庇
に
忍
や
か
に
、
上あ

かが
ら
せ
給
ひ
、

白し
ろ

き
絹
を
か
つ
き
、
爰
か
し
こ
を
見み

た
ま
へ
ばは

、
女
房
達
御
覧ら

ん

し
て
、
主し

ゆ
て
ん殿

の

上
に
化
生

し
や
う

（13）

有
（
り
）
と
、
日
暮く

る
れ
ばは

、
さ
な
がか

ら
に
、
お
ち
慄お

の

の
か
せ
給
ひ

け
り
。
御み

た

い台
（14）

き
こ
し
召
（
し
）
、
六
郎
を
召め

さ
れ
、
不ふ

し

き

思
議
な
り
、
化
生

し
や
う

の
物

有
（
り
）
、
払は

ら

へ
と
の
御
諚
（15）

な
り
。
重し

け
や
す保

う
け
給
（
ひ
）
、
紫
糸
の
腹は

ら
ま
き巻

に
八

方
磨み

か

き
の
は
つ
ふ
り
（16）

着き

、
秩ち

ゝ

ふ父
の
家
の
重
寶
に
、
か
う
ひ
ら
（17）

と
言い

ふ
太た

ち

も

刀
持

つ
て
、
広ひ

ろ
え
ん縁

に
よ
も
す
がか

ら
、
宿と

の

ゐ直
を
し
て
ぞそ

居ゐ

た
り
け
る
。
さ
る
間
、
頼
朝
、

八や
つ
む
ね
つ
く
り

棟
造
（18）

の
庇

ひ
さ
し

を
ひ
ら
り
〱
と
飛と

びひ

給
ふ
。
重し

け
や
す保

こ
れ
を
見み

て
、
す
は
や
、
化

生し
や
う

の
物
有
（
り
）
、
組く

み
留と

め
ばは

や
と
、
狙ね

ら
ひ
し
に
、
庇

ひ
さ
し

の
上
の
事
な
れ
ばは

、

さ
す
がか

手て

に
は
た
ま
ら
ずす

、
ま
し
て
は
留と

め
がか

た
し
と
、
四
尺

し
や
く

二
寸す

ん

の
か
う
ひ

ら
を
、
柄つ

か

な
か
に
お
つ
取
（
り
）
延の

へべ
、
吹
合

あ
わ
ケ
チ
はせ

（19）

の
庇

ひ
さ
し

を
飛と

ひび
た
ま
ふ
所
を
、

踊お
と

り
あ
がか

つ
て
、
ち
や
う
と
切き

る
。
弓ゆ

ん

て手
（20）

の
股も

ゝ

の
際

き
わ
ケ
チ
はよ

り
も
、
さ
つ
と
切
て
ぞそ

落お
と

し
け
る
。
大
事
の
手て

に
て
ま
し
ま
せ
ばは

、
た
ま
り
も
あ
へ
ずす

、
落
（
ち
）
給
（
ふ
）
。

重忠公園（深谷市畠山）の畠山重忠像



四
一

重し
け
や
す保

と
つ
て
押お

さ
へ
て
、
刺さ

し
殺こ

ろ

さ
ん
と
し
け
れ
ばは

、
頼
朝
に
て
お
は
し
ま
す
。

重し
け
や
す保

、
飛と

びひ

去さ

つ
て
、
ふ
ち
ん
（21）

し
て
こ
そ
居ゐ

た
り
け
れ
。
ら
い
朝
御
覧ら

ん

しじ
て
、

い
か
に
重し

け
や
す保

よ
汝

な
ん
ち

がか

あ
や
ま
り
さ
ら
に
な
し
。
唯
、
ら
い
朝
がか

僻ひ
か

事
（22）

ぞそ

、
人
を

召め

せ
と
の
給
へ
ばは

、
重し

け
や
す保

承
（
り
）
、
い
か
に
人
ゝ
御
ま
い
り
あ
れ
、
君
の
御
諚

ち
や
う

と
申
せ
ばは

、
我
も
〱
と
参
り
つ
ゝ
、
君
を
見み

付
（
け
）
奉
（
る
）
。
俄
に
御
所し

よ
ち
う中

し
ん
と
う
（23）

し
、
鎌
倉
う
ち
の
あ
り
さ
ま
は
、
あ
ら
し
に
落
葉は

の
散ち

り
重か

さ

な
つ
て
、

吹
（
き
）
乱み

た

れ
た
る
ごこ

と
く
な
り
。

 
 

さ
る
間
、
頼
朝
御
子
の
頼
家
大
名
小
名
を
召め

さ
れ
、
汝

な
ん
ち

ら
つ
ぶふ

さ
に
聴き

く
べへ

し
。
わ
れ
若
宮
に
参さ

ん
ろ
う篭

の
由
に
て
、
夜
ゝ
に
此
所
に
来き

た
る
を
人
さ
ら
に
知し

ら

れ
（
加
筆
）さ

る
に
よ
つ
て
、
女
房
達
ひ
と
へ
に
化
生

し
や
う

と
心
へ
、
お
ち
慄

を
の
ゝ

いゐ
ケ
チ

て
あ
り
し
に
、

重し
け
や
す保

番
を
預

あ
つ
か

る
う
へ
、
日に

ち

や夜
、
隙
な
く
守し

ゆ

こ護
せ
し
に
、
頼
朝
庇

ひ
さ
し

を
飛と

びひ

け
る
を
、

化
生

し
や
う

と
心
得へ

、
切
し
な
り
。
ら
い
朝
む
な
し
く
な
る
と
も
、
重し

け
や
す保

がか

あ
や
ま
り

さ
ら
に
な
し
。
さ
る
に
よ
つ
て
、
重し

け
や
す保

に
安
房
の
国
を
と
ら
す
る
ぞそ

。
父ち

ゝ

重し
け

忠

は
在さ

い

国
な
り
。
此
む
ね
慥
（
に
）
知
ら
す
べへ

し
と
、
栄
花
や
つ
き
ぬ
五
十
三
、

あ
し
た
の
露
と
消
え

へ
ケ
チ

給
ふ
。
生
死
無
常
の
世
の
習
、
誰
か
は
ひ
と
り
の
がか

る
べへ

き
。

 
 

ら
い
朝
む
な
し
く
な
り
給
へ
ばは

、
大
名
小
名
な
い
き
（24）

評
定
取
〱
な
り
。
頼
家

の
御
諚
に
は

わ
ケ
チ

、
か
ゝ
る
あ
や
ま
り
は
、
世よ

に
例

た
め
し

あ
る
事
な
り
、
爰
に
頼
朝
の
御

遺ゆ
い
こ
ん言

に
て
候
へ
ばは

、
し
け
体
（25）

がか

僻ひ
か

事
有
（
る
）
べへ

か
ら
ずす

。
去
な
がか

ら
、
在さ

い

国

せ
よ
と
の
御
諚

ち
や
う

な
り
。
重し

け
や
す保

御
ま
へ
を
罷ま

か

り
立た

つ
。
稲い

な

け毛
の
入
道
（26）

進す
ゝ

み
出
（
て
）
、

申
せ
ばは

、
恐お

そ

れ
多お

ふ

け
れ
どと

、
ま
さ
し
く
君
を
失う

し

な
い
奉
る
を
、
か
く
て
は
い
か
ゝ

候
べへ

き
。
と
に
か
く
に
、
重し

け
や
す保

を
退た

い

ち治
あ
れ
と
申
（
す
）
。
重し

け
や
す保

傳
へ
聴き

きゝ
、
急

ぎき

御
所し

よ

へ
参ま

い

り
、
か
や
う
の
不ふ

か

く覚
を
い
た
す
事
父ち

ゝ

重し
け

忠
がか

聞
（
く
）
な
ら
ばは

、

か
く
て
は
如
何
候
べへ

き
。
君
の
御
意い

に
て
候
へ
ばは

、
今い

ま

まゝ
でて

、
か
く
て
候
ぬ
。

御
い
と
ま
を
給
（
り
）
、
御
供
せ
ん
と
申
（
す
）
。
頼
家
き
こ
し
召
（
し
）
、
其
気き

ゆ
め
〱
あ
る
べへ

か
ら
ずす

。
急い

そ

ぎき

自し

た

く宅
へ
帰か

へ

れ
と
、
重し

け
や
す保

を
制せ

い

し
た
ま
ふ
。

 
 

か
ゝ
る
事
の
出
く
る
も
、
さ
ん
ぬ
る
文ふ

ん

ち治
の
頃比

、
梶か

ち

原
の
源け

ん

太
（27）

と
あ
ら
そ
ひ

の
あ
り
し
時
、
重し

け
や
す保

、
龍り

う
く
う宮

に
行い

つ
て
、
九
穴
（28）

の
貝か

い

を
求
め
し
に
、
折
節
、
龍り

う

女
六
郎
を

朱
筆
補

御
覧ら

ん

じし

て
、
急
ぎき

宮き
う
ち
う中

へ
招

し
や
う

じし

入い

れ
、
種し

ゆ

々〱
の
寵て

う
あ
ひ愛

限
な
し
。
一
日

二
日
と
過
ゆ
け
ばは

、
七
日
迄
は
留と

ゝ

ま
り
ぬ
。
玉た

ま

の
台

う
て
な

（29）

の
新に

ゐ

枕
、
行
末
契
る
こ

と
の
は
を
、
互た

か

ひ
に
定さ

た

め
給
ひ
け
る
。
す
でて

に
重し

け
や
す保

を
返
す
ま
じし

き
と
あ
り
し

か
ばは

、
人
と
争

あ
ら
そ

ふ
事
あ
れ
ばは

、
九
穴
の
貝か

い

を
貸か

し
た
ま
へ
。
此
争

あ
ら
そ
ひ

に
勝か

つ

つ
な
ら

ばは

、
勝か

つ
う
は
家
の
面め

ん
ほ
く目

な
り
。
必

か
な
ら

ずす

こ
こゝ
に
来き

た
り
つ
つゝ
、
則
、
夫ふ

う

ふ婦
た
る

べへ

し
と
、
と
か
く
偽

い
つ
は
（
わ
ケ
チ
）

り
た
り
け
れ
ばは

、
龍り

う

女
は

わ
ケ
チ

ま
こ
と
とゝ
覚
し
召
（
す
）
。
九
穴

の
貝か

い

と
申
（
す
）
は
龍り

う
く
う宮

の
月
日
也
。
返へ

ん

し事
も
な
く
ばは

、
此
貝か

い

の
則
に

（
朱
補
）

闇や
み

と
な

り
ぬ
べへ

し
。
さ
り
な
がか

ら
、
重し

け
や
す保

の
家
の
面め

ん
ほ
く目

た
る
べへ

く
は
、
父ち

ゝ

龍り
う
わ
う王

に
申
つ

つゝ
、
三
日
預あ

つ

け
申
（
す
）
べへ

し
。
必

か
な
ら

ずす

持も

ち
て
来き

た
ま
へ
と
、
か
た
く
契け

い
や
く約

（30）

し

た
ま
ひ
て
、
九
穴
の
貝か

い

を
貸か

し
た
ま
ふ
。

 
 

さ
る
間
、
源
太
は
二
尺

し
や
く

あ
ま
り
の
鮑

あ
わ
ひ

を
さ
し
上あ

げけ

て
浮う

き
上あ

がか

る
。
九
穴
よ

り
も
息い

き

を
吹
（
き
）
、
さ
な
がか

ら
、
光

ひ
か
り

の
如こ

と

く
な
り
。
君
も
諸し

よ

人
も
ひ
と
へ
に
九

穴
の
貝か

い

に
て
あ
る
べへ

し
と
、
不ふ

し

き

思
議
の
思お

も

ひ
を
な
し
た
ま
ふ
。
七
日
と
申
（
す
）

に
重し

け
や
す保

は補
字

九
穴
の
貝か

い

を
沈ち

ん
き
ん金

の
箱
に
入
（
れ
）
、
由ゆ

い比
の
汀

み
き
は
（
わ
ケ
チ
）

に
浮う

き
上あ

がか

る
。
君

を
始
奉
（
り
）
、
あ
れ
は
い
か
に
と
の
給
へ
ばは

、
若
宮
の
宝ほ

う
せ
ん前

に
て
此
箱
を
開ひ

ら

け

ばは

、
光

く
わ
う
み
や
う
か
く
や
く

明
赫
奕
（31）

と
し
た
る
光

ひ
か
り

がか

此
貝か

い

よ
り
出
て
け
れ
ばは

、
源
太
がか

貝か
い

は
消
え

き
へ
ケ
チ

に
け
り
。
貴き

せ

ん賎
君く

ん
し
ゆ主

一
同と

う

に
あ
つ
と
感か

ん

じし

て
、
暫
く
鎌
倉
内う

ち

は
静し

つ

ま
ら
ずす

。
頼

朝
御
覧ら

ん

じし

て
、
し
ん
へ
う
（32）

な
り
。
弓
取
は
海
山
川
に
達た

つ
し
や者

に
て
、
用や

う

に
た
つ
べへ

き
物
な
り
と
、
御
盃
に
さ
し
添そ

へ
、
六
郎
重し

け
や
す保

に
一
千
町

ち
や
う
（
丁
傍
書
）

給た

びひ

に
け
り
。
梶か

ち

原
源
太
も
普ふ

つ

う通
に
超こ

へ
し
水す

い
れ
ん練

と
、
三
百
町

ち
や
う

を
給た

ま

はわ
ケ
チり

ぬ
。

 
 

其
時
、
重し

け
や
す保

貝か
い

を
若
宮
の
沖を

き

に
沈し

つ

め
け
り
。
龍り

う

女
は
し
け
体
を
迎む

か

へ
ん
と
、

お
ぼほ

し
召
（
し
）
、
由ゆ

ひ比
の
汀

み
き
は

に
有あ

り

し
か
どと

、
六
郎
は
出
ざさ

れ
ばは

、
ち
か
ら
及を

よ

ばは

すず
、
貝か

い

を
取
（
り
）
、
龍り

う
く
う宮

に
帰
ら
る
るゝ
。
其
後
、
重し

け
や
す保

を
待
（
ち
）
侘わ

ひび
た

ま
ひ
て
、
か
ゝ
る
し
や
う
け
（33）

を
な
す
な
ら
ばは

、
重し

け
や
す保

がか

日
本
に
身
の
置を

き
所
有

（
る
）
ま
じし

。
さ
あ
ら
ん
時
は
、
必か

な
ら
すず

、
龍り

う
く
う宮

に
来き

た
る
べへ

し
と
、
た
く
み
給
ふ

事
な
れ
ばは

、
次し

た

い第
に
せ
ん
き
（34）

つ
の
り
つ
つゝ
、
す
でて

に
退た

い

ち治
に
な
り
に
け
り
。

 
 

稲い

な

け毛
、
仰
（
せ
）
を
う
け
、
惣
大
将
を
給た

ま

はわ
ケ
チ

り
、
さ
れ
どと

も
、
東と

う

八
ヶ
国
の

畠
山
重
忠
・
重
保
伝
承
の
生
成 

― 

内
閣
文
庫
本
『
畠
山
六
郎
志
け
体
』
か
ら
読
み
解
く 

―
（
若
松
）



四
二

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

諸し
よ

侍
は
、
か
かゝ
る
事
は

わ
ケ
チ

世
の
中
に
た
め
し
あ
る
べへ

き
こ
と
な
れ
ばは

、
頼
朝
の
御

遺ゆ
い
こ
ん言

悪あ

し
く
は
仰
（
せ
）
置お

か
る
ま
じし

と
、
再さ

い

三
申
さ
れ
け
れ
どと

も
、
諸し

よ

人
の

そ
せ
う
（35）

定さ
た

ま
る
う
へ
、
す
でて

に
退た

い

ち治
の
日
に
な
り
ぬ
。
重し

け
や
す保

は
大
力

ち
か
ら

、
か
く
て
、

組く

み

て手
（36）

を
さ
だた

め
ら
る
。
日
本
国
の
弓
取
に
大
力
を
選

ゑ
ら
わ
ケ
チ
は

ば
れ
け
り
。
筑つ

く

し紫
に
は
菊

池ち

の
七
郎
（37）

、
八
百
人
の
力
な
り
、
甲か

い斐
に
竹
田
の
太
郎
（38）

、
鎌
倉
に
は
杦
本も

と

、

岡お

か

た田
、
岩
倉
。
三み

う

ら浦
に
て
は
朝あ

さ

い

な

比
奈
。
遠

と
を
た
う
み

江
に
は
設
楽
の
三
郎ら

。
三
河
に
足安

介

の
太
郎
。
假

た
と
い

ばは

、
丈た

け

十
丈て

う

の
鬼を

に

な
り
と
も
、
組く

ま
ん
と
思
ふ
大
力
八
人
ま
でて

選す
く

ら
れ
け
り
。
此
人
〱
がか

寄よ

り

あ合
ひ
て
、
人に

ん
か
い界

に
生
れ
て
も
、
い
た
づつ

ら
に
な
さ
ん

身
を
、
日
本
の
弓
取
に
選ゑ

ら

びひ

出
さ
れ
候

さ
ふ
ら
ひし

は
、
各お

の

〱々

家
の
面め

ん
ほ
く目

成
（
り
）
。
是せ

ひ非

と
も
に
、
重し

け
や
す保

を
組く

み
留と

め
て
、
名
を
残の

こ

さ
ん
と
、
各を

の

〱々

勇い
さ

み
を
な
し
に
け
り
。

す
でて

に
明
日
と
定さ

た

ま
り
ぬ
。

 
 

爰
に
ひ
と
つ
の
物
語
有
（
り
）
。
か
の
朝あ

さ

い

な

比
奈
がか

母
と
申
（
す
）
は
、
木
曽
殿

の
御
内
に
葵
、
巴

と
も
へ

と
て
、
二
人
の
女
武
者
の
あ
り
し
、
巴

と
も
へ

と
申
せ
し
女
な
り
。

義よ
し

仲
長
ケ
チ

が
か
補
字

合か
せ
ん戦

に
打
負ま

け
、
粟あ

わ

つ津
がか

原
に
て
、
失う

せ
給
ひ
し
時
。
巴

と
も
へ

、
一
騎き

に
打

な
さ
れ
し
を
、
お
ん
た
の
八
郎
も
ろ
し
け
（39）

三
百
五
十
余よ

人
がか

力
と
名
乗
（
る
）
。

巴と
も
へと

並な
ら

べへ

て
組く

ん
だた

り
し
を
、
も
ろ
し
け
がか

首く
ひ

捻ね
ち

切
て
、
大
津
の
か
た
へ
引
か
ん

と
す
。
秩父

ふ父
の
重し

け

忠
、
御
覧ら

ん

じし

て
、
い
か
に
や
巴

と
も
へ

に
て
はハ

な
き儀

か
。
ま
さ
な
く
（40）

も
総
角
（41）

を
見み

す
る
は
源
家
の
恥ち

し
よ
く辱

な
る
べへ

し
。
一
千
人
の
力
と
聞
（
く
）
、
返
せ
、

組く

ま
ん
と
有
し
か
ばは

、
重し

け

忠
と
見
し
よ
り
も
、
あ
つ
ぱは

れ
敵

か
た
き

や
。
い
ざさ

組く

ま
ん
と
、

朱あ
け

に
ゆ
た
る
打
物
を
か
ら
り
と
捨
て
、
駆か

け
寄よ

す
る
。
重し

け

忠
も
打
物
捨
（
て
）
、

い
ざさ

や
組く

ん
でて

珍
し
き
（42）

勝せ

う

ふ負
を
せ
ん
と
い
ふ
ま
ゝ
に
、
鎧
の
袖
を
ひ
つ
ち
がか

へ
、

む
ずす

と
組く

め
ばは

、
重し

け

忠
、
弓ゆ

ん

て手
の
脇わ

き

に
、
か
い
こ
う
て
（43）

、
味み

か

た方
の
陣
へ
帰
り
つ

つゝ
（
衍
字
か
）
。
其
後
、
巴

と
も
へ

と
最さ

い
あ
ひ愛

（44）

し
、
都
へ
登
り
給
ひ
け
り
。
か
の
巴

と
も
へ

と
申

す
は
、
剛か

う

の
武
者
と
は
申
せ
どと

も
、
其
頃
十
八
歳
に
て
、
な
ら
びひ

も
な
き
美び

し

ん人

た
り
。

 
 

去
間
、
重し

け

忠
、
都
よ
り
も
帰き

こ

く国
の
時
、
三
浦
へ
立達

よ寄
り
給
ひ
、
大
助
（45）

に
對
面め

ん

し
、
都
の
津
と
（46）

に
珍
し
き
玉

き
よ
く

も
な
し
。
是
を
御
慰

な
く
さ

め
に
と
て
、
巴

と
も
へ

を
大
助
に
ま

い
ら
せ
ら
る
。
介
は
大
き
に
悦
（
び
）
、
老
後

子
に
代
ふの

慰
な
く
さ

め
是
な
り
と
、
寵て

う
あ
い愛

な
の
め

な
ら
ずす

（47）

。
あ
か
し
暮
し
て
過
行
し
に
、
程
な
く
若
を
儲ま

う

く
る
。
か
の
若
の
有
り

様
骨ほ

ね

太ふ
と

う
し
て
、
尋
常
に
全
体た

い

ま
れ
な
る
風ふ

せ

ひ情
。
朝あ

さ

い

な

比
奈
の
三
郎
（48）

是
成
（
り
）
。

そ
の
頃比

十
九
に
罷
な
る
。

 
 

其
時
、
母
の
巴

と
も
へ

、
朝あ

さ

い

な

比
奈
を
一
間ま

所
（49）

に
近
付
（
け
）
、
ひ
そ
か
に
語
け
る
は
、

お
ん
身
は
い
ま
だた

知
ら
ずす

や
、
重し

け

体
〔
保
の
誤
記
〕
と
組く

む
な
ら
ばは

、
三
浦
の

面め
ん
ほ
く目

た
る
べへ

き
か
。
お
ん
身
の
た
め
に加

に

は
兄あ

に

に
て
有
（
り
）
。
そ
れ
を
い
か
に
と

申
（
す
）
に
、
み
づつ

か
ら
は
木
曽
殿
の
討う

た
れ
さ
せ
給
ひ
し
時
、
御
供と

も

せ
ん
と

申
せ
し
を
、
巴

と
も
へ

は
国
に
下く

た

り
つ
つゝ
、
ひ
そ
か
に
申
届と

ゝ

け
よ
と
の
再さ

い

三
御
諚
の
有

し
か
どと

、
只
と
に
か
く
に
御
供と

も

を
申
（
す
）
べへ

し
と
慕し

た

い
し
を
、
義
長仲

か

重
て
仰

（
せ
）
け
り
。
汝

な
ん
ち

を
国
へ
帰か

へ

さ
ね
ばは

、
心
中
の
願

ね
か
い

た
え
な
ん
と
、
涙
を
流な

か

し
の
給

へ
ばは

、
此
段
、
力
に
及
ばは

すず
と
、
御
暇

い
と
ま

を
給た

ま

（
ひ
）
て
、
大
津
の
か
た
へ
駒
を

う
つ
。
あ
と
よ
り
巴

と
も
へ

と
呼よ

ばは

わ
り
け
り
。
見み

れ
ばは

、
秩父

ふ父
の
重
忠
成
（
り
）
。
よ

き
敵

か
た
き

ぞそ

と
組く

み
け
れ
ばは

、
日
本
一
の
大
力
に
や
。
こ
と
ご〱
と
と
（50）

生
捕と

ら
れ
、
其

ま
まゝ
、
最さ

い
あ
ひ愛

せ
ら
れ
し
に
、
か
く
て
汝

な
ん
ち

を
懐

く
わ
い
た
い

胎
し
、
二
ヶ
月
と
申
せ
し
時
、
か

の
大
助
に
妾
ひ
に
け
り
。
程
な
く
御
身
を
儲ま

ふ

く
れ
ばは

、
介
は
我
子
と
思お

ほ

せ
どと

も
、

御
身
の
父
は
重
忠
成
（
り
）
。
し
か
れ
ばは

、
か
の
重し

け
や
す保

は
御
身
の
兄あ

に

に
て
あ
ら
ずす

や
。

兄あ
に

と
組く

み
な
ばは

、
転て

ん
た
う倒

（51）

の
過か

こ誤
も
い
よ
〱
恐
れ
有
（
り
）
。
如
何
せ
ん
と
ぞそ

語
（
り
）

け
る
。

 
 

朝あ

さ

い

な

比
奈
つ
ぶふ

さ
に
是
を
聞
（
き
）
、
し
ほ
れ
ぬ
（52）

）
。
か
う
（53）

の
眼
よ
り
涙
を
流な

か

し
、
よ
く
も
仰
（
せ
）
候
物
か
な
。
お
な
じし

く
は
、
昨き

の

ふ日
か
く
と
は
の
た
ま
わ

でて

、
諸
人
と
定
ぬ
先さ

き

な
ら
ばは

、
重し

け
や
す保

がか

館た
ち

へ
入
（
り
）
、
と
も
に
腹
を
切き

る
べへ

き
に
、

今
は
甲か

ひ斐
な
き
事
成
（
り
）
。
さ
れ
どと

も
、
兄あ

に

と
組く

ま
ん
事
、
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
こ

と
に
て
有
（
り
）
。
此
ま
ゝ
日
本
に
有
（
る
）
な
ら
ばは

、
余
人
は
此
儀
を
知
ら
ずす

し
て
、
人
の
数
に
は
思
ふ
ま
じし

。
所し

よ
せ
ん詮

、
日
本
に
あ
ら
じし

と
、
其
ま
ゝ
、
三
浦

を
忍
びひ

出
（
で
）
浦
嶋
や
、
大
井ゐ

河
、
三
河
に
か
け
し
八
橋
を
、
心
細ぼ

そ

く
も
打

眺な
か

め
、
星ほ

し
さ
き崎

（54）

も
は
や
夕
塩
に
鳴な

る

み

か

た

海
潟
（55）

。
熱
田
の
宮
を
伏ふ

し
拝
（
み
）
、
名
残
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を
と
め
よ
不ふ

わ破
の
関
（56）

。
憂
世
い
つ
れ
醒さ

め

か

い

ヶ
井
（57）

の
水み

つ

に
心
の
近
江
路ち

や
。
ま
ふ

ち
な
は
て
、
つ
ち
は
し
を
三み

上か
み

（58）

、
犬い

ぬ

上か
み

、
鏡

か
ゝ
み

山や
ま

（59）

。
瀬せ

田た

の
長
橋
（60）

、
粟あ

わ

津つ

（62）

の
や
か
（1）

の
義
長仲

か

失
せ
給
ひ
し
其
旧き

う

跡せ
き

を
打
眺な

か

め
、
お
ゐ
つ
を
出
て
、
相
坂
の
開

の
嵐
も
吹
こ
し
て
、
し
の
み
や
原
（63）

よ
つ
の
辻
、
ま
く
す
か
原
を
帰
り
み
て
、
清
水
、

八や

坂さ
か

、
白し

ら

河
や
、
都
に
早は

や

く
着
に
け
り
。
九
重
の
外
（64）

を
打
眺な

か

め
、
末
を
東と

う

寺し

の

作
り
道
（65）

。
山
崎
、
開
戸
、
あ
く
た
河
（66）

、
こ
や
行
か
た
も
西
の
宮
、
御み

影か
け

（67）

の

森も
り

を
、
も
と
へ
坂さ

か

、
日
影か

け

に
晒さ

ら

す
布ぬ

の
ひ
き引

や
（68）

道
は
生い

く

た田
の
湊

み
な
と
か
わ

川
、
須す

ま磨
よ
り
明
石

へ
浦
つ
た
ひ
、
尾お

の

へ上
（69）

、
高
砂
（70）

、
室む

ろ

の
戸と

（71）

を
開あ

け
て
、
鞆と

も

に
こ
がか

れ
（72）

行
（
く
）
。

浦
〱
通
て
、
厳

い
つ
く
し
ま

島
、
門
司
、
早は

や
と
も鞆

（73）

の
綱つ

な

解と

い
て
、
九く

国
（74）

の
地
を
ばは

弓ゆ

ん

て手
に
見み

て
、

博は

か

た多
の
津
に
ぞそ

着
に
け
り
。
か
く
て
朝あ

さ

い

な

比
奈
、
壱い

き岐
、
対つ

嶋馬
に
越こ

へ
、
そ
れ
よ
り
、

高こ
う
ら
い麗

國
へ
渡
り
、
是
日し

ち
い
き域

（75）

の
朝
比い

な奈
の
三
郎
義
秀ひ

て

と
申
（
す
）
物
、
発ほ

ん
し
ん心

【
ん

は
つ
の
誤
記
】
の
望の

そ

み
有
（
り
）
。
此
国
に
有
べへ

き
と
奏そ

う
も
ん聞

す
。

 
 

御
か
どと

叡え
い
ふ
ん聞

ま
し
ま〱
し
て
、
是
は
不ふ

し

き

思
議
の
事
成
（
り
）
。
叶か

な

ふ
ま
じし

と
の

宣せ

ん

し旨
に
て
、
百
千
萬
の
官

く
わ
ん

人
、
四し

ほ

う方
鉄て

つ
ほ
う砲

放は
な

し
つ
ゝ
、
石い

し

を
飛と

ばは

せ
、
箭
を
射い

る
事
、

雷
の
花
の
散
（
る
）
ごこ

と
く
、
身
を
隠か

く

す
べへ

き
所
な
し
。
朝
比い

な奈
、
大
き
に
怒い

か

り
を
な
し
、
其
儀
に
て
有
（
る
）
な
ら
ばは

、
手て

な並
み
見
せ
ん
と
言い

ふ
ま
まゝ
に
、

た
け
一
丈
の
大

た
い
せ
（
き
脱
）

石
を
中
に
つ
と
指
あ
げけ

て
、
諸
人
の
中
へ
投な

けげ
け
れ
ばは

、
百
人

ばは

か
り
打
砕く

た

か
れ
て
、
微み

ち

ん塵
の
ごこ

と
く
に
な
つ
た
り
け
り
。
数
万
人
の
軍

く
ん
ひ
や
う

兵
ら
、

此
由
を
見み

る
よ
り
も
（76）

、
前せ

ん

こ後
を
方は

う

じし

て
逃に

けげ
さ
り
ぬ
。
内た

い

り裏
に
聞き

こ
し
召
（
し
）

て
、
十
二
の
門も

ん

を
錠

ち
や
う

閉と

ざさ

し
、
如
何
せ
ん
と
の
詮せ

ん

き議
成
（
り
）
。
か
の
内た

い

り裏
と
申
（
す
）

は
、
高
さ
五
丈

ち
や
う

の
築つ

い
ち地

を
、
石い

し

を
た
たゝ
み
、
搗つ

き
上あ

けげ
、
漆し

つ
く
い喰

に
て
固か

た

む
れ
ばは

、

唯
黒
鐘
【
鉄
の
宛
字
】
の
ごこ

と
く
成
（
り
）
。
か
の
築つ

ゐ

ち地
に
並な

ら

ん
でて

、
十
二
の
門も

ん

を
建た

て
ら
れ
た
り
。
柱
は
石い

し

を
切
た
て
、
扉

と
ひ
ら

は
黒
鐘
を
延の

へべ
て
打う

つ
た
り
け
り
。

朝
比い

な奈
、
此
由
見
る
よ
り
も
、
物
〱
し
や
と
い
ふ
ま
まゝ
に
、
左
右
の
手て

を
戸
ひ

ら
【
扉
】
に
あ
て
、
金こ

ん
か
う剛

力り

き

し士
の
力
を
、
ゑ
ひ
や
と
押お

せ
ばは

、
さ
な
がか

ら
、
雷

い
か
つ
ち

の
ごこ

と
く
に
、
天
地ち

も
響ひ

ゝ

き
つ
つゝ
、
く
わ
ら
め
か
ひ
て
（77）

、
崩く

つ

れ
け
り
。
御
門か

と

を

始
（
め
）
奉
り
、
百
官

く
わ
ん

卿け
い
し
や
う

相
、
雲う

ん
か
く客

（78）

がか

鬼き

し

ん神
の
来き

た
る
と
心
得へ

て
、
肝き

も

玉
し
ゐ

【
魂
】
も
身
に
そ
わ
ずす

、
心し

ん
し
を性

（79）

忘
る
るゝ
有
様
は
、
目め

も
あ
て
ら
れ
ぬ
次し

た

い第
成
（
り
）
。

 
 

さ
る
間
、
朝
比い

な奈
、
内た

い

り裏
の
内
へ
走は

し

り
入
（
り
）
、
御
門か

と

へ
参
内た

い

申
（
し
）
て
、

我
日し

ち
い
き域

の
物
な
る
がか

、
国
の
望の

そ

み
さ
ら
に
な
し
、
発ほ

つ
し
ん心

の
望の

そ

み
成
（
り
）
。
わ
れ

此
国
に
有
（
る
）
な
ら
ばは

、
御
門か

と

を
守し

ゆ

こ護
し
申
（
す
）
べへ

し
。
諸し

よ
こ
う侯

を
急
ぎき

召
（
さ
）

れ
よ
と
、
奏そ

う
も
ん聞

申
（
し
）
た
り
け
れ
ばは

、
御を

門か
と

、
叡ゑ

ひ
か
ん感

ま
し
ま〱
し
て
、
諸し

よ
こ
う侯

を
急

ぎき

召
（
さ
）
る
れ
ばは

、
を
の
お〱
の
安あ

ん

と堵
の
思
ひ
を
な
し
、
急
ぎき

内た

い

り裏
へ
た
ち
帰
り
、

御
門か

と

に
仕つ

か

へ
奉
（
る
）
、
諸

し
ょ
き
や
う

卿
、
詮せ

ん

き議
し
け
る
は
、
と
に
か
く
に
朝
比い

な奈
、
御
門か

と

を
守し

ゆ

こ護
し
奉
り
、
此
国
に
住す

む
な
れ
ばは

、
臣し

ん

か下
の
数
に
な
し
た
ま
へ
と
、
を
の

お〱
の
奏そ

う

し
申
せ
ばは

、
御
門か

と

叡ゑ
ひ
ふ
ん聞

（80）

ま
し
ま〱
し
て
、
左さ

大
臣し

ん

と
任に

ん

ぜせ

ら
れ
、
扨
こ
そ

い
ま
の
世
迠
、
朝
比い

な奈
の
宮
と
号か

う

し
つ
つゝ
、
日
本
に
さ
し
む
か
い
、
祝い

わ

わゝ
れ
（81）

け

る
と
ぞそ

聞き

こ
え
け
る
。
去
間
、
巴

と
も
へ

は
朝
比い

な奈
を
失

う
し
な

い
嘆な

け

く
事
限
な
し
。

 
 

か
く
て
、
鎌
倉
に
は
重し

け
や
す保

を
退た

い

ち治
と
て
、
在さ

い

鎌
倉
の
軍

く
ん
ひ
や
う

兵
弐
十
萬
騎き

と
し
る
さ

る
る
。
す
でて

に
、
打う

つ
た立

つ
（82）

所
に
、
第
一
の
組く

み

て手
に
定さ

た

む
る
朝
比い

な奈
は
見み

え
ずす

、

お
の
お〱
の
手て

を
失

う
し
な

い
た
る
風ふ

せ

い情
な
り
。
か
く
て
あ
る
べへ

き
な
ら
ね
ばは

、
数
萬
騎

（
記
）

の

つ
わ
物
どと

も
、
重し

け
や
す保

がか

館た
ち

へ
ぞそ

、
寄
（
り
）
た
り
け
る
。
去
間
、
重し

け
や
す保

は
腹
切き

ら
ん
と
お
も
ひ
し
を
、
頼
朝
の
御
遺ゆ

い
こ
ん言

、
頼
家
の
御き

よ

い意
な
れ
ばは

、
い
ま
まゝ
でて

か

く
て
有
し
に
、
討
手て

を
給た

ま

わ
る
事
、
無
念
の
至い

た

り
こ
れ
な
り
。
そ
の
気き

な
ら
ばは

、

ひ
と
合か

つ
せ
ん戦

し
、
腹
切き

ら
ん
と
い
ふ
ま
ま
に
、
味み

か

た方
の
軍

く
ん
ひ
や
う

兵
七
千
余よ

き騎
、
ひ
と
つ

心
に
合あ

わ
せ
て
、
寄よ

す
る
敵

か
た
き

を
待
（
ち
）
居ゐ

た
り
。
寄よ

せ

て手
の
軍

く
ん
ひ
や
う兵

どと

も
、
大あ

ふ

て手
、

搦か
ら
め
て手

、
も
み
あ
わ
せ
、
鯨と

き

波
を
どと

つっ
と
、
上あ

ぐく

る
。
海
山
響ひ

ゝ

い
て
夥

お
ひ
た
ゝ

し
。
鯨と

き波

の
き
う
静し

つ

ま
れ
ばは

、
重し

け
や
す保

がか

つ
わ
物
どと

も
、
大お

ほ

て手
の
木
戸
を
開ひ

ら

い
て
、
切き

つ
さ
き先

を

並な
ら

べへ

つ
つゝ
、
わ
つ
と
言い

ふ
て
、
切き

つ
て
出
づつ

。
寄
手て

の
軍

く
ん
ひ
や
う

兵
も
爰
に
て
、
名め

い

よ誉

の
太
刀
を
打
（
つ
）
。
一
の
筆
（83）

に
就つ

か
ん
と
、
我わ

れ

も
と
思お

も

ふ
物
どと

も
、
手て

く

み組
（84）

を
定さ

た

め
、
切き

り
か
かゝ
る
。
重し

け
や
す保

がか

つ
わ
物
どと

も
、
あ
る
ひ
は
千
騎き

二
千
騎き

、
甲

の
鉢は

ち

を
並な

ら

べへ

つ
つゝ
、
鎧
の
袖
を
か
さ
い
て
（85）

、
霰

あ
ら
れ

の
如こ

と

く
当あ

た
る
矢や

も
、
角
の
板

戸と

（86）

を
う
つ
風ふ

せ

ひ情
、
物
の
数
と
も
せ
ざさ

り
け
り
。
向む

か
う
物
を
幸

さ
い
わ

ひ
に
（87）

、
命
を

限
（
り
）
に
切
（
り
）
か
かゝ
る
。
ふ
た
時
ばは

か
り
戦

た
ゝ
か

へ
ばは

、
敵

か
た
き

味み

か

た方
は
見み

も
分わ

畠
山
重
忠
・
重
保
伝
承
の
生
成 

― 

内
閣
文
庫
本
『
畠
山
六
郎
志
け
体
』
か
ら
読
み
解
く 

―
（
若
松
）
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か
ずす

（88）

、
手て

を負
い
死
人
の
伏ふ

し
た
る
は
、
千
騎き

ばは

か
り
ぞそ

見
へ
に
け
る
。
さ
れ
共
、

城
の
物
どと

も
は
、
ひ
と
き
わ
猛た

け

く
や
勇い

さ

み
け
ん
。
大お

ふ

て手
へ
向む

か
ふ
つ
わ
物
どと

も
、

さ
ゝ
め
か
や
つ
（89）

を
さ
つ
と
引ひ

い
て
、
く
も
ゐ
か
た
け
へ
ぞそ

上あ
か

り
け
る
。
重し

け
や
す保

がか

つ
わ
物
どと

も
、
敵

か
た
き

に
息い

き

を
つ
か
せ
じし

と
、
大お

ほ

て手
、
搦か

ら
め
て手

一
同と

う

に
、
心
を
合あ

わ
せ

切
て
出
（
る
）
。
火ひ

花
を
散ち

ら
し
戦

た
ゝ
か

へ
ばは

、
二
十
萬
騎記

の
物
どと

も
、
さ
ん
ざ〱
ん
に

切
（
り
）
た
て
ら
れ
て
、
鎌
倉
内う

ち

を
引
（
き
）
し
ん
ぞそ

く
（90）

。

 
 

か
か
つ
し
（91）

時
、
重志

け
や
す保

寄よ

せ

て手
の
大
将
稲い

な

け毛
の
入
道
がか

嫡ち
や
く
し子

稲い

な

け毛
の
三
郎
重し

け
な
り成

（92）

を
目め

に
か
け
、
駒
を
打う

っ
て
、
を
つ
か
く
る
（93）

。
重し

け
な
り成

、
叶
は
じし

と
、
鞭ふ

ち

を
打う

つ

て
逃に

げけ

に
け
り
。
既す

て

に
危あ

や

う
く
見み

へ
し
に
、
か
の
龍
女
、
し
け
体
がか

乗
た
る
馬

の
く
つ
は
み
（94）

に
取
（
り
）
付つ

き
、
濱
の
方か

た

へ
曳ひ

ゐ
て
行
（
く
）
。
重し

け
や
す保

、
是
を

ばは

知し

ら
でて

、
手た

つ

な綱
を
引ひ

け
どと

か
な
わ
ずす

。
敵

か
た
き

は
逃に

ぐく

る
と
心
得へ

、
六
郎
を
お
つ

か
く
る
。
重し

け
や
す保

、
無
念
に
思お

も

ひ
、
敵

か
た
き

の
中
へ
駆か

け
入い

る
れ
ばは

、
又
、
馬
はわ

味み

か

た方

へ
逃に

げけ

帰
る
。
味み

か

た方
の
軍

く
ん
ひ
や
う

兵
こ
れ
を
見
、
秩父

ふ父
の
命め

い
（95）

は
成な

る
か
、
か
や
う
に

逃に

けげ
て
帰
る
事
、
妙

み
や
う
け
ん

見
（96）

八
幡
の
御
放は

な

ち
（97）

あ
り
け
る
と
、
を
の
を〱
の
心
安や

す

か
ら

ずす

。
さ
れ
どと

も
上
卿
の
よ
う
し
（98）

と
も
、
重し

け
や
す保

は
と
に
も
あ
れ
、
わ
れ
ら
打
死
究

む
れ
ばは

、
な
ん
の
子
細
の
あ
る
べへ

き
と
、
目め

と
目〱
と
き
つ
と
見み

あ
わ
せ
て
、
敵

か
た
き

の

中
へ
切
て
入い

り
、
思お

も

ひ
思〱
ひ
打
死
す
。
あ
る
ひ
は
、
手て

お負
ひ
落
ゆ
け
ばは

、
七
千

余よ

き騎
の
物
どと

も
、
六
郎
一
騎き

に
な
り
に
け
り
。

 
 

去
間
、
重し

け
や
す保

、
心
は
猛た

け

く
勇い

さ

め
どと

も
、
手て

せ

い勢
一
騎き

も
な
か
り
け
り
。
心
に
任ま

か

せ

ぬ
馬
な
れ
ばは

、
由ゆ

ひ比
の
汀

み
き
わ

へ
曳ひ

い
て
ゆ
く
。
重し

け
や
す保

を
打う

ち
取と

れ
と
、
我わ

れ

も
我〱
も

と
お
つ
か
く
る
。
重し

け
や
す保

今
は
力

ち
か
ら

な
く
、
腹は

ら

切
ら
ん
と
思お

も

へ
どと

も
、
龍り

う

女
の
な
せ

る
わ
ざさ

な
れ
ばは

、
太た

ち刀
も
刀
も
ぬ
け
う
せ
ぬ
。
大お

ほ

て手
を
広ひ

ろ

げけ

待
（
ち
）
居い

た
り
。

敵か
た
き

此
由
み
る
よ
り
も
、
仮
盤
［
令
の
誤
写
］
鬼き

し

ん神
と
言い

ふ
と
も
、
太
刀
も
刀
も

持
た
ざさ

れ
ばは

、
手
取
に
せ
よ
と
言い

ふ
ま
まゝ
に
、
我わ

れ

先さ
き

に
と
駆か

け
寄よ

す
る
。
重し

け
や
す保

、

此
由
見み

る
よ
り
も
、
近ち

か

付つ

く
物
を
さ
ゐ
わ
ひ
に
、
引
寄よ

せ
て
ね
じち

殺こ
ろ

し
、
か
ひ

掴つ
か

ん
でて

、
ゑ
ひ
と
は
投な

けげ
、
人
に
て
人
を
打
殺こ

ろ

す
。
弓ゆ

ん

て手
馬め

て手
に
て
投な

ぐく

る
事
、

紅
葉
の
散ち

る
如こ

と

く
な
り
。
足あ

し

を
取と

つ
て
、
ひ
つ
裂さ

き
、
腕う

て

を
取と

つ
て
、
引ひ

き
抜ぬ

き
、

由ゆ

ひ比
の
濱は

ま

に
て
、
重し

け
や
す保

がか

手て

に
か
かゝ
つ
て
死し

す
る
物
三
百
七
十
余よ

人
な
り
。
し

や
う
こ
（99）

も
今
も
末ま

つ
た
い代

も
、
た
め
し
あ
ら
じし

と
聞き

こ
え
け
り
。
今
は
向む

か
う
物
も

な
し
。
重し

け
や
す保

は
此
ま
ゝ
打
破や

ふ

つ
て
、
武
蔵
へ
行ゆ

か
ん
は
安や

す

か
り
し
を
、
龍り

う

女
は

重し
け
や
す保

を
龍
宮
がか

家い
へ

迎む
か

へ
ん
と
た
く
み
（100）

給
ふ
わ
ざさ

な
れ
ばは

、
汀

み
き
わ

に
居い

つ
る
を
さ
い

わ
ひ
に
、
俄に

わ

か
に
、
雷ら

い
て
ん電

震し
ん
と
う動

し
、
す
な
わ
ち
、
長ち

や
う
や夜

の
闇
（101）

と
な
り
、
車し

や
ち
く軸

の

雨
の
降
（
り
）
け
れ
ばは

、
敵

か
た
き

の
や
つ
ばは

ら
も
、
肝き

も

を
消け

し
（102）

て
逃に

けげ
帰
る
。
重し

け
や
す保

あ
き
れ
は
て
、
ゐ
つ
ち
へ
行ゆ

か
ん
も
見
え
ざさ

れ
ばは

、
駒
に
ま
か
せ
て
行
（
く
）

ほ
どと

に
、
も
と
よ
り
龍り

う

女
は
、
か
く
せ
ん
為
、
く
つ
は
み
に
取
つ
き
、
龍り

う
く
う宮

がか

家い
へ

引ひ

い
て
入い

り
、
夢
の
醒さ

め
た
る
如こ

と

く
に
て
、
そ
の
ま
まゝ
天
は
晴は

れ
に
け
り
。

 
 

か
く
て
、
稲い

な

け毛
の
入
道
申
け
る
は
、
重し

け
や
す保

は
雷ら

い
て
ん電

の
ま
ぎき

れ
に
、
武
蔵
へ
ぞそ

落
つ
ら
ん
。
急
ぎき

討う

つ

て手
を
向む

く
べへ

し
と
、
二
十
萬
騎き

を
引い

ん
そ
つ率

し
、
秩父

ふ父
の
館た

ち
（103）

へ

ぞそ

寄よ

（
せ
）
た
り
け
る
。
重し

け

忠
、
此
由
聞き

こ
し
め
し
、
屈

く
ん
き
や
う

強
【
ん
は
川
の
誤
記
】

の
つ
わ
物
一
萬
余よ

騎き

篭こ
も

り
け
り
。
か
の
秩父

ふ父
の
館た

ち

と
申
（
す
）
は
、
深し

ん
さ
ん山

に
分わ

け
入い

り
、
四
方ほ

う

に
大た

い

か河
を
構か

ま

へ
た
り
。
さ
る
間
、
鎌
倉
勢せ

い

左そ

う右
な
く
（104）

攻せ

め
ん
ずす

や
う
も
な
く
、
四
方
の
山
に
陣
を
取
（
る
）
。
徒

い
た
つ
らに

日
数
を
送を

く

る
。
か
く
て
矢や

合あ

わ
せ
始は

し

ま
り
、
日に

ち

日〱
や
やゝ
に
合か

つ
せ
ん戦

す
。

 
 

か
の
重し

け

忠
の
弟

お
と
ゝ

に
池い

け
か
み上

の
五
郎
と
て
、
耳み

ゝ

し
ゐ
（105）

の
唖を

し

有
（
り
）
。
さ
れ
どと

も

五
体た

ひ

は
黒
鐘
【
鉄
の
宛
字
】
の
如こ

と

く
、
厳い

か

や矢
も
さ
ら
に
身
に
立た

たゝ
ずす

。
さ
な
がか

ら
鬼を

に
か
み神

の
如こ

と

く
な
り
。
九
尺
に
余あ

ま

る
大お

ほ

太
刀
を
わ
つ
そ
く
（106）

に
掛か

け
、
敵

か
た
き

の
陣
へ

駆か

け
入
（
れ
）
ばは

、
面

お
も
て

を
合あ

わ
す
る
物
は
な
し
。
重し

け

忠
は
池い

け
か
み上

に
心
を
合あ

わ
せ
、

屋
蔵く

ら

に
上あ

かが
り
、
幡
を
上あ

けげ
て
下
知
す
れ
ばは

、
池い

け
か
み上

様
の
靡な

ひ

き
（107）

を
見み

て
、
つ
の

る
敵

か
た
き

を
お
つ
は
ら
ふ
。
数
万
人
の
軍

く
ん
ひ
や
う

兵
は
、
池い

け
か
み上

一ひ

と

り人
に
、
お
つ
た
て
ら
れ
て
、

戦い
く
さを

す
べへ

き
や
う
は
な
し
。
か
く
て
は
如い

か

何ゝ
あ
る
べへ

き
と
、
稲い

な

け毛
の
入
道
申
（
し
）

け
る
は
、
昔

む
か
し

た
い
国
に
け
い
ろ
く
（108）

と
言い

いゝ
し
物
、
幽ゆ

う

王わ
う

（109）

の
御
為
に
、
陳ち

ん
（110）

の

国
へ
遣つ

か

わ
さ
る
。
か
の
陳ち

ん

の
国
の
臣し

ん

か下
に
い
ふ
き
よ
く
と
い
ふ
物
有
（
り
）
。
耳み

み

し
ゐ
の
唖お

し

に
て
、
此
池い

け
か
み上

がか

如こ
と

く
な
り
。
大
剛か

う

の
つ
わ
物
な
れ
ばは

、
幽ゆ

う

王わ
う

の
官

く
わ
ん
く
ん軍

どと

も
数
を
つ
く
し
て
討う

た
れ
け
り
。
け
い
ろ
く
、
賢

か
し
こ

き
物
に
て
、
味み

か

た方
百
万
騎き



四
五

聲
を
合あ

わ
せ
て
一
同と

う

に
、
陳ち

ん

王わ
う

は
落
（
ち
）
給た

ま

（
ひ
）
ぬ
と
、
天て

ん

ち地
を
響ひ

ゝ

か
し

呼よ

はば
わ
れ
ばは

、
陳ち

ん

王わ
う

運う
ん

や
尽つ

き
給
ふ
。
い
ふ
き
よ
く
がか

耳み
み

に
入い

り
、
扨
は
落
さ

せ
給
ふ
や

か
ケ
チ

御と
ケ
チ

あ
と
を
尋
ね
ん
と
、
そ
の
ま
ま
陳ち

ん

を
落
去さ

り
ぬ
。
か
か
る
た
め
し

を
聞き

く
時
は
、
こ
れ
も
心
を
合あ

わ
せ
つ
つゝ
、
秩ち

ゝ

ふ父
は
落
（
ち
）
て
有
け
る
と
、

諸し
よ

人
一
度と

に
言い

ふ
な
ら
ばは

、
池い

け
か
み上

がか

聞き

く
べへ

き
な
り
。
人ひ

と

〱々

此
よ
し
聞き

く
よ
り
も
、

も
つ
と
も
し
か
る
べへ

し
と
て
、
聲
を
合あ

わ
せ
て
、
重し

け

忠
は
落
（
ち
）
け
る
を
知し

ら
ぬ
か
と
、
天て

ん

ち地
も
響ひ

ゝ

き
呼
ばは

はゝ
れ
ば
、
運う

ん

の
き
わ
ま
る
所
か
な
。
池い

け
か
み上

か
こ

れ
を
聞
（
き
）
、
鞭ふ

ち

を
打う

つ
て
落
行
（
き
）
ぬ
。
秩父

ふ父
此
由
御
ら
ん
じし

て
、
重し

け

忠

は
こ
れ
に
有
（
り
）
と
狭さ

ま間
を
開あ

け
て
招ま

ね

け
どと

も
、
帰
り
見み

る
事
も
な
く
、
其

ま
まゝ
山
に
引
き
篭こ

も

り
、
元も

と
ゆ
い結

切
て
居ゐ

た
り
け
り
。

 
 

さ
る
間補

字

、
寄
手て

の
大
将
下
知
し
け
る
は
、
入
道
がか

申
（
す
）
所
、
天
命め

い

爰
に
有

（
り
）
。
急い

そ

ぎき

責
（
め
）
よ
と
い
ひ
け
れ
ばは

、
各を

の

〱々

勇み
さ
み

を
な
し
つ
つゝ
、
諸し

ょ
ち
ん陣

を
寄

（
せ
）
て
責
（
め
）
た
り
け
り
。
重し

け

忠
は
名め

い

よ誉
の
打
死
し
て
、
名
を
後
の
世
に
残の

こ

さ
ん
と
、
一
族そ

く

、
家
の
子
、
郎
黨
思お

も

ふ
ま
まゝ
に
、
同た

う
し
ん心

す
。
秩父

ふ父
の
家
の
郎ら

う
と
う党

に
本ほ

ん

た田
、
榛半

さ
わ沢

（111）

、
柏

か
し
わ

原
、
い
く
た
、
し
な
か
わ
、
ふ
せ
、
お
く
つ
み
、
た
る
み
、

あ
ね
さ
き
、
う
の
、
猪い

の
ま
た俣

、
か
れ
ら
は
一
騎き

当同
前千

な
り
。
ま
づつ

ひ
と
合か

せ

ん戦
仕
（
り
）
、

敵か
た
きの

手て

な並
み
を
知し

ら
ん
と
て
、
我わ

れ
さ
き先

に
こ
そ
進す

ゝ

み
け
れ
。

 
 

榛半
さ
は沢

此
由
見み

る
よ
り
も
、
静し

つ

ま
り
給
へ
、
方か

た

〱々

。
我わ

れ

先ま

つず
越こ

し
て
、
心
み
【
試

み
の
宛
字
】
を
見み

せ
申
さ
ん
と
言い

ふ
ま
まゝ
に
、
榛は

ん
さ
わ沢

がか

つ
わ
物
どと

も
く
つ
ばは

み

を
並な

ら

へべ
て
、
大お

ふ

て手
の
川が

わ

を
わ
た
し
切き

り
、
寄
手て

の
軍

く
ん
ひ
や
う

兵
こ
れ
を
見み

て
、
手て

と取
り

に
せ
ん
と
い
ふ
ま
まゝ
に
、
我
も
我〱
も
と
駆か

け

寄よ

す
る
。
榛は

ん
さ
は沢

、
是
を
見
て
、
敵

か
た
き

は

猛ま
う
せ
い勢

成
（
り
）
。
味み

か

た方
は
わ
づつ

か
三
百
余よ

き騎
。
敵

か
た
き

の
中
へ
駒
を
入
（
れ
）
、
駆か

け
乱み

た

し
、

討う

つ
べへ

し
と
、
豫か

ね

て
心
を
あ
わ
せ
つ
つゝ
、
向む

か

い
の
岸き

し

へ
駆か

け
上あ

げけ

、
敵

か
た
き

に
息い

き

を

つ
か
せ
ずす

し
、
二ふ

た

て手
に
な
つ
て
駆か

け
入い

れ
、
蜘く

も

て

蛛
手
（112）

か
く
な
わ
（113）

十
文も

ん

し字
（114）

さ

ん
ざ〱
ん
に
駆か

け
通と

を

れ
ばは

、
猛ま

う
せ
い勢

はわ

駆か

け
立た

て
ら
れ
て
、
方ほ

う

〱々

へ
散ち

つ
た
り
け
り
。

 
 

さ
れ
どと

も
寄
手て

の
そ
の
中
に
、
し
け
や
ま
の
十
郎
、
榛は

ん
さ
わ沢

に
渡は

た

り
合あ

ふ
。

榛は
ん
さ
わ沢

、
是
を
み
て
、
太
刀
打
の
手て

始
受う

け
て
見み

よ
と
い
ふ
ま
まゝ
に
、
四
尺
八
寸

の
打う

ち

物
を
、
お
つ
取
（
り
）
延の

へべ
、
ち
や
う
と
打う

つ
た
り
け
り
。
し
け
山
の
十

郎
真ま

つ
向か

う

二ふ
た

つ
に
切
割わ

ら
れ
、
朝

あ
し
た

の
露
と
ぞそ

消き

へ
に
け
り
。
是
を
初は

し

め
と
し
て
、

三
百
余よ

き騎
の
物
どと

も
、
我
も
我〱
も
と
首く

ひ

取と

つ
て
、
大お

ほ
せ
い勢

に
て
お
ほ
せ

0

0

0

【
衍
字
】

東と
う
さ
い西

へ
、
ぱは

つ
と
、
お
つ
散ち

ら
し
、
川か

わ

静し
つ

々〱
と
、
う
ち
渡わ

た

し
、
味み

か

た方
の
陣ち

ん

へ
引ひ

ゐ
た
り
け
り
。
此
人
々〱
の
勢

い
き
お

ひ
は
、
譬た

と

へ
ん
方か

た

こ
そ
な
か
り
け
れ
。

 
 

寄
手て

の
軍

く
ん
ひ
や
う

兵
に
在さ

い

鎌
倉
の
諸
侍
、
さ
す
がか

、
秩ち

ゝ

ふ父
わ0

【
か
の
誤
写
】
昨き

の

ふ日
迠

情
を
か
け
し
人
成
（
り
）
と
、
八
ヶ
国
（115）

の
人
々〱
は
攻せ

め
ん
と
思お

も

ふ
心
な
し
。
さ

れ
どと

も
人
の
多お

ほ

け
れ
ばは

、
あ
る
ひ
は
諸し

よ

く々

の
物
どと

も
、
時
の
高

か
う
み
や
う

名
せ
ん
と
て
、

四
方
の
川か

わ

を
一
度と

に
越こ

し
、
今け

ふ日
を
限
と
攻せ

め
た
り
け
り
。
本
田
の
次
郎
親ち

か

経
、

大お

ふ

て手
の
河か

わ

ら原
に
駒
か
け
据す

へ
、
大
番
【
声
の
誤
記
】
あ
げけ

て
言い

ひ
け
る
はわ

、
い

か
に
人
々〱
、
唯
今
進す

ゝ

ん
だた

る
つ
わ
物
はわ

、
相さ

う

ま馬
の
将ま

さ
か
と門

（116）

の
御
内
な
る
、
う
き
嶋

の
住ち

う

大
輔
か
け
経
に
五
代た

い

の
後こ

う
ゐ
ん胤

。
本
田
の
二
郎
親ち

か

経
（117）

な
り
。
我わ

れ

と
思を

も

わ
ん

人
々〱
、
い
ざさ

組く

ま
ん
と
言い

ふ
ま
ま
にゝ
、
敵

か
た
き

の
陣ち

ん

へ
駆か

け
て
入
（
る
）
。
本ほ

ん

田
がか

其

日
の
将
是束

か

【
装
束
】
は
花
や
か
に
こ
そ
見み

へ
に
け
れ
。
紅
いゐ

の
直ひ

た
ゝ
れ垂

に
、
白

ひ
や
く
た
ん檀

磨み
か

き
（118）

の
脛す

ね
あ
て当

し
、
虎
皮
の
行む

か
は
き縢

、
あ
く
ち
だた

か
（119）

に
ふ
ん
ごこ

う
だた

り
（120）

。
獅し

し子

に
牡ほ

た

ん丹
の
脇わ

ひ
た
て盾

し
、
糸い

と

緋ひ
を
と
し縅

の
鎧

よ
ろ
ひ

を
草
摺す

り

長な
か

に
さ
つ
さ〱
つ
と
着き

、
九
寸
五
分ふ

ん

の
鎧

よ
ろ
ひ

通と
を

し
を
馬め

て手
の
脇わ

き

に
差さ

い
た
り
け
り
。
一
尺
八
寸
の
打う

ち

刀
十
文も

ん

し字
に
差さ

す
ま
ま

に
、
四
尺
二
寸
の
太
刀
佩は

ひ
て
、
同お

な

しじ
毛け

の
甲
を
着き

、
五い

つ
き寸

に
余あ

ま

る
（121）

黒
月つ

き
け毛

、

金き
ん
ふ
く覆

輪り
ん

の
鞍く

ら
（122）

置を

か
せ
、
曲

き
ょ
く

進し
ん
た
い退

（123）

に
乗
た
り
け
る
。

 
 

本ほ

ん

だ田
がか

郎ら
う
と
う党

五
百
余よ

き騎
、
続つ

ゝ

い
て
駒
を
駆か

け
入い

れ
、
組く

ん
でて

勝せ

う

ふ負
を
す
る
も

あ
り
。
太
刀
を
打う

つ
て
死
す
る
も
有
（
り
）
。
さ
ん
ざ〱
ん
に
戦

た
ゝ
か

い
け
り
。
寄
手て

の

軍く
ん
ひ
や
う

兵
に
か
な
さ
わ
の
三
郎
、
本
田
の
二
郎
に
渡わ

た

り
合あ

ふ
。
親ち

か

経
是
を
見み

て
、
打

物
を
お
つ
取
延の

べ
、
横よ

こ

て手
切
に
がか

ん

し

ん
じ
（124）

と
切き

る
。
か
な
さ
わ
の
三
郎
がか

弓ゆ

ん

て手
の

冠か
ふ
りの

板い
た

（125）

よ
り
も
、
袈け

さ裟
切き

り
と
い
ふ
物
に
、
つ
と
切き

（
つ
）
て
ぞそ

落お

と
し
け
る
。

た
ま
へ
の
六
郎
是
を
み
て
、
い
ざさ

や
組く

ま
ん
と
言い

ふ
ま
ま
に
、
本
田
の
二
郎
と

む
んむ

ずす

と
組く

ん
でて

、
両

り
や
う

馬は

か
間あ

ひ

へ
どと

う
と
落お

つ
。
本ほ

ん

た田
無ふ

そ
う双

の
剛か

う

の
物
。
た
ま

へ
を
取
つ
て
押お

さ
へ
て
首く

ひ

を
取と

ら
ん
と
し
た
り
し
に
、
此
間
の
駆か

け
合あ

ひ
に
大

畠
山
重
忠
・
重
保
伝
承
の
生
成 

― 

内
閣
文
庫
本
『
畠
山
六
郎
志
け
体
』
か
ら
読
み
解
く 

―
（
若
松
）
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文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

河か

を
越こ

す
事
数
知し

ら
ずす

。
濡ぬ

れ
つ
乾か

わ

い
つ
（126）

戦
た
ゝ
か

へ
ばは

、
刀
を
抜ぬ

か
ん
と
せ
し
時
、

鮫さ
め

鞘さ
や
ま
き巻

の
目
に
詰つ

ま
り
、
ゑ
い
や
と
抜ぬ

け
どと

、
抜ぬ

け
ざさ

り
け
る
。
時し

こ

く刻
の
移う

つ

る

所
を
、
た
ま
へ
がか

郎ら
う
と
う党

居を

り
合あ

い
て
、
本ほ

ん

た田
がか

鎧
の
隙す

き

ま間
を
ふ
た
刀
指
【
刺
の

宛
字
】
（
し
）
け
れ
ばは

、
た
ま
へ
か
っ
ぱは

と
（127）

起を

き
上あ

がか

り
、
本
田
がか

首く
ひ

を
打う

ち

落お

と
す
。
三
十
一
と
申
（
す
）
に
、
手て

篭こ

め
た
敵

か
た
き

に
討う

た
れ
け
り
。
扨
こ
そ
男

の
差さ

す
ま
じし

き
は
鮫さ

め

鞘さ
や
ま
き巻

の
刀
な
り
。

 
 

去
間
、
重し

け

忠
、
本
田
、
榛は

ん
さ
は沢

、
あ
ね
さ
き
、
く
ん
き
や
う
（128）

の
物
ど
も
打
死
す
る
。

腹
切
ら
ん
と
思
召
（
し
）
、
弟

お
と
ゝ

中
の
のゝ
三
郎
、
重し

け

忠
の
次し

な

ん男
お
く
た
の
二
郎
、
ひ

と
つ
所
に
並な

み
居ゐ

て
、
重し

け

忠
仰
（
せ
）
け
る
は
、
如い

か何
に
お
く
た
、
汝

な
ん
ち

は
一
ま

づつ

落
（
ち
）
よ
。
秩父

ふ父
がか

家
を
絶た

や
す
べへ

き
に
は
あ
ら
ずす

。
重し

け

忠
がか

腹
切き

り
ぬ

れ
ばは

、
咎と

か

も
な
し
。
急
げ
急〱
げ
と
仰
（
せ
）
け
り
。
お
く
た
承
り
、
此こ

わは
口く

ち

惜を

し
き
御
諚

ち
や
う

か
な
。
そ
も
そ〱
も
日
本
に
秩父

ふ父
を
知し

ら
ぬ
物
あ
る
ま
じし

。
し
か
れ
ばは

六
郎
がか

頼
朝
誤

あ
や
ま

り
申
（
す
）
事
、
秩父

ふ父
の
家
の
面め

ん
ほ
く目

な
り
。
そ
れ
を
如い

か何
に
と

申
（
す
）
に
、
謀
叛
に
も
あ
ら
ずす

、
忠ち

う

を
致い

た

さ
ぬ
に
も
あ
ら
ずす

。
さ
る
に
よ
つ
て
、

頼ら
い

朝
、
六
郎
に
恩
賞

し
や
う

を
給
り
、
忠ち

う

の
物
に
任に

ん

ぜせ

ら
る
。
是
天
下
に
隠か

く

れ
有
ま
じし

。

と
に
か
く
に
、
頼ら

い

朝
空む

な

し
く
な
り
給
へ
ばは

、
秩ち

ゝ

ふ父
を
退た

い

ち治
せ
ら
る
るゝ
事
、
時し

せ

つ節

の
梅は

い
く
わ花

春し
ゆ
ん
ふ
う

風
を
借か

ら
ずす

（129）

。
生

し
や
う

ずす

る
物
の
滅め

つ

す
る
事
、
珍
ら
し
か
ら
ぬ
事
に
て
有

（
り
）
。
我わ

れ

な
く
と
て
も
、
秩ち

ゝ

ふ父
と
い
ふ
名
は
末
代
ま
でて

絶た

え
ずす

ま
じし

。
秩ち

ゝ

ふ父
、

此
由
聞
こ
し
召
（
し
）
て
う
て
き
な
ら
ずす

、
さ
れ
ばは

こ
そ
、
汝

な
ん
ち

は
不ふ

か

く覚
の
物
か
な
。

一い
っ
し
よ緒

に
死し

しゝ
て
詮せ

ん

も
な
し
。
此
た
びひ

は
残
い
て
（130）

、
父
がか

菩ほ

た

ひ提
を
弔

と
ふ
ら

へ
か
し
。
親

の
思お

も

ひ
に
似に

ぬ
子
を
や
、
子

（

し

ふ

ね

ん

ふ

も

）

不
念
父
母
（131）

と
説と

き
給
ふ
。

 
 

力
及
ばは

すず
、
同と

う
し
ん心

せ
ん
。
さ
れ
どと

も
、
敵

か
た
き

の
奴や

つ

原は
ら

がか

餘
に
近ち

か

く
寄よ

り
け
る
に
、

い
ざさ

や
一ひ

と
や矢

射ゐ

ん
と
て
、
重し

け

忠
の
其
日
の
装
束
【
将
是束

か

】
は
赤
地
の
錦
の
直ひ

た
ゝ
れ垂

に
、

ね
ず
み
色
の
脛す

ね

当あ
て

、
桶
側か

わ

胴と
う

の
腹は

ら
ま
き巻

（132）

、
上う

わ
ひ
ほ紐

結ゆ

つ
て
、
ち
や
う
と
締し

め
、
九
寸

五
分ふ

ん

の
鎧
通と

お

し
、
二
尺
余あ

ま

り
の
打
刀
、
十
文も

ん

し字
に
差さ

す
ま
ゝ
に
、
三
尺
八
寸
の

厳い
か

物
造

つ
く
り

の
太
刀
佩は

ひ
て
、
四
十
二
才
た
る
【
差
い
の
宛
字
】
（133）

切き
り
う斑

の
矢や

筈は
す
た
か高

（134）

に
と
つ
て
付
（
け
）
、
黒こ

く
し
つ漆

の
半は

つ
ふ
り頭

着き

、
五
人
張は

り
（135）

の
真
中
握に

き

り
、
弦つ

る
く
ゐ
し
め

食
湿
し
（136）

て
立た

ち
給
ふ
。
弟

お
と
ゝ

中
野
のゝ
三
郎
（137）

も
滋し

け
め
ゆ
ひ

目
結
（138）

の
直ひ

た
ゝ
れ垂

に
小
桜
縅

お
と
し

の
鎧
着き

、
同お

な

じし

毛け

の
甲
の
緒
を
締し

め
、
太
刀
佩は

き
、
矢や

お負
ひ
、
重し

け
と
う藤

の
四
人
張は

り
の
真
中
握に

き

り
、

素す
ひ
き引

（139）

し
て
こ
そ
お
は
し
け
れ
。
お
く
た
の
二
郎
も
同お

な

じし

く
、
鬱う

金こ
ん

染
の
直ひ

た
ゝ
れ垂

に
、

緋ひ
お
と
し縅

の
鎧
着き

、
同お

な

じし

毛け

の
五
枚
甲
（140）

に
鍬
形か

た

打う

つ
て
猪い

く

ひ首
に
着き

（141）

、
銀

し
ろ
鐘
と
う

銅
の
腰
の

物
、
黄こ

金
造

つ
く
り

の
太
刀
佩は

い
て
、
大お

ほ
な
か中

黒
（142）

の
征そ

や矢
負
い
、
四
人
張は

り
の
真
中
握に

き

り
、
親し

ん
し
け
い
て
い

子
兄
弟
（143）

三
人
、
大お

ほ

て手
の
屋
蔵
（144）

に
上あ

か
つ
て
、
目め

と
目〱
と
き
つ
と
見み

あ合

わ
せ
た
る
。
此
人
々〱
の
有
様
は
天
魔ま

鬼き

し

ん神
の
大
将
も
、
面

お
も
て

を
向む

く
へ
き
様や

う

は
な
し
。

さ
る
間
、
重し

け

忠
矢

や
さ
ま

狭
間
広ひ

ろ

〱々

と
引ひ

か
せ
、
如い

か何
に
寄
手て

の
大
将
は
、
稲い

な

け毛
の
入

道
に
て
お
わ
す
る
な
。
近ち

か

う
寄よ

つ
て
物
聞
給
へ
。
重し

け

忠
腹
を
切
て
後
、
天
下
は

頓
て
乱
（
れ
）
な
ん
。
重し

け

忠
がか

遺ゆ
い
こ
ん言

、
頼よ

り
い
ゑ家

に
申
（
す
）
べへ

し
。 

 

人
々〱
此
由

聞き

く
よ
り
も
、
重し

け

忠た
ゝ

は
二
相さ

う
（145）

の
人
、
さ
も
有
な
ん
と
申
（
し
）
け
る
。
稲い

な

け毛
の

入
道
か
嫡ち

や
く
し子

三
郎
重し

け

成
、
一
陣ち

ん

に
駒
駆か

け
致い

た

し
、
か
く
の
た
ま
ふ
は
重し

け

忠
に
て

ま
し
ま
す
か
（146）

。
御
身
の
世よ

に
有
し
時
こ
そ
、
二
相さ

う

を
さ
と
り
、
天
下
の
武ふ

り
や
く略

も

有
（
り
）
つ
れ
。
今
は
は
や
腹
切
（
り
）
給
へ
と
申
（
す
）
。
重し

け

忠
是
を
聞
（
き
）
、

憎に
く

き
奴や

つ

がか

事
は
【
言
葉
の
宛
字
】
か
な
。
い
か
に
重し

け

成
聞
給
へ
。
重し

け

忠
がか

形か
た

見
に
、

ひ
と
矢や

受う

け
よ
、
と
い
ふ
ま
ま
に
、
五
人
張は

り
に
十
四
束
（147）

取と

つ
て
、
か
ら
と
う

ち
番つ

か

い
、
き
り
き〱
り
と
引ひ

き
絞し

ほ

り
、
し
ばは

し
固か

た

め
、
ふ
つ
と
切き

る
。
一
陣ち

ん

に
進す

ゝ

ん
だた

る
稲い

な

け毛
の
三
郎
重し

け

成
が
胸む

な

板
（148）

に
は
つ
し
と
当あ

た

り
、
押を

し

付
（149）

へ
、
く
と
抜ぬ

け
、

後う
し
ろ

に
控ひ

か

へ
た
る
弟

お
と
ゝ

稲い

な

け毛
の
六
郎
がか

腰
の
板
に
ひ
つ
し
と
立た

つ
。
二
騎き

の
武
者
は

溜た

め
ずす

し
て
、
弓ゆ

ん

て手
馬め

て手
へ
、
と
う
と〱
う
と
落お

ち
に
け
り
。
中な

か

野の

、
奥お

く

た田
是
を

見み

て
、
矢や

こ

ろ頃
（150）

に
回ま

わ

る
を
幸

さ
い
わ

い
に
、
散さ

ん

々〱
に
射い

た
り
け
り
。
三
人
の
矢や

さ

き先
に
掛
か

っ
て
、
五
十
三
人
死し

ん
だた

り
け
り
（151）

。
手て

負お

う
物
は
幾そ

こ
は
く許

（152）

成
（
り
）
。
大
将
二

人
空む

な

し
く
な
る
。
か
く
て
は
、
堪こ

ら

へ
難か

た

く
し
て
、
大
手て

の
河
を
さ
つ
と
越こ

し
て
、

向む
か

ゐ
の
岸き

し

へ
引
き
し
ん
ぞそ

く
。
去
程
に
、
稲い

な

け毛
の
入
道
、
子
供と

も

二
人
は
射い

こ
ろ殺

さ
れ
、

無む

ね

ん念
類た

く
ひ

な
く
し
て
、
諸し

よ

陣
を
下
知ち

し
け
る
は
、
城
の
内
の
物
共と

も

、
残
（
り
）
な

く
討う

た
れ
、
や
う
や〱
う
重し

け

忠
親し

ん
し子

兄
弟
成
（
り
）
。
か
ほ
どと

迄
責
な
し
て
、
時し

こ

く刻

遷う
つ

す
わ
、
不ふ

か

く覚
成
（
り
）
。
城
へ
入い

れ
と
言い

ひ
け
れ
ばは

、
我
も
我〱
も
と
打
寄
つ
て
、



四
七

塀へ
い

、
鹿し

ゝ
か
き垣

（153）

を
切
落を

と
す
。
重し

け

忠
の
つ
わ
物
どと

も
、
爰
を
先せ

ん

と途
と
戦た

ゝ

か
へ
どと

、
寄

手て

は
二
十
萬
記
【
騎
の
宛
字
】
成
（
り
）
。
新あ

ら
て手

を
入
替か

へ
責
（
め
）
け
れ
ばは

、

城
の
内
の
物
どと

も
、
或あ

る
ひ
は
討う

た
れ
、
痛い

た

て手
負お

い
、
残
（
り
）
少す

く

な
く
成
（
り
）

に
け
り
。
さ
れ
どと

も
、
お
く
つ
み
は
討う

た
れ
ずす

、
重し

け

忠
御
覧ら

ん

じし

て
、
汝

な
ん
ち

は
館た

ち

に
火

を
か
け
よ
。
腹
切
ら
ん
と
の
給
へ
ばは

、
お
く
つ
み
、
館た

ち

に
火
を
か
く
る
。
弟

お
と
ゝ

中

野
の
三
郎ゝ
、
お
く
た
の
二
郎
、
其
次つ

き

は
一
族そ

く

、
家
の
子
郎ら

う
と
う党

三
十
余よ

人
居い

な

か流
れ

た
り
（154）

。
重し

け

忠
仰
け
る
は
、
六
郎
がか

行
方へ

を
聞き

か
ずす

。
最さ

い

こ期
悪あ

し
く
は
、
よ
も
あ

ら
じし

（155）

。
如い

何か

に
お
く
た
、
汝

な
ん
ち

がか

自し

か

い害
や
う
と
か
ら
ん
（156）

。
ま
づ
ま〱
づ
腹
を
切
候

へ
、
介

か
い
し
や
く

錯
せ
ん
と
仰
（
せ
）
け
り
。
お
く
た
此
由
承
（
り
）
、
御
諚

ち
や
う

は
か
た
じし

け

な
け
れ
どと

も
、
御
介

か
い
し
や
く

錯
仕
（
る
）
。
思お

も

ひ
の
ま
まゝ
に
取
（
り
）
置お

き
て
、
自し

か

い害
を

せ
ん
と
申
（
し
）
け
り
。
重し

け

忠
聞
（
こ
し
）
召
（
し
）
、
と
も
か
く
も
と
の
給
ひ

て
、
腰
の
刀
ひ
ん
抜ぬ

い
て
、
弓ゆ

ん

て手
の
脇わ

き

に
がか

はば
と
立た

て
、
馬め

て手
へ
き
り
り
と
引

（
き
）
ま
わ
し
、
返
す
刀
取
直な

を

し
、
心

こ
こ
ろ
も
と

元
（157）

に
指さ

し

た立
て
、
袴
の
着き

ゝ

わ際
へ
押を

し
下お

ろ

し
、
臓さ

う

を
掴つ

か

ん
でて

引
出
し
、
寸す

ん

々〱
に
切き

つ
て
捨す

て
、
如い

か何
に
お
く
た
、
介

か
い
し
や
く

錯
せ

よ
と
。
承
る
と
申
（
し
）
て
、
御
首く

ひ

を
掻か

き
落お

と
す
。
中
野
を
始
（
め
）
、
一
束

【
族
の
宛
字
】
家
の
子
郎ら

う
と
う党

三
十
余よ

人
腹
切
（
つ
）
て
、
伏ふ

し
に
け
り
。
お
く
た

走は
し

り
廻ま

は

つ
て
、
こ
と
ご〱
と
く
介

か
い
し
や
く

錯
し
、
其
後
、
腹
切
（
つ
）
て
、
火く

わ
え
ん焔

の
中
へ

飛と

ひび
入
（
り
）
、
同お

な

じし

煙
と
成
（
り
）
に
け
り
。
か
く
て
寄
手て

の
つ
わ
物
、
鎌
倉

に
帰か

へ

つ
て
、
重し

け

忠
の
遺ゆ

い
こ
ん言

次し

た

い第
の
様や

う

を
申
（
し
）
け
り
。
頼
家
つ
ぶふ

さ
に
聞
（
こ
し
）

召
（
し
）
、
夢
の
醒さ

め
た
る
心
地ち

し
て
、
頼
朝
は
ま
し
ま
さ
ずす

。
重し

け

忠
は
腹
切
（
り
）

ぬ
。
天
下
は
闇
の
如こ

と

く
に
て
、
程
な
く
滅ほ

ろ

びひ

給
ひ
け
り
。
重し

け

忠
の
遺ゆ

い
こ
ん言

感
ぜせ

ぬ

人
は
な
か
り
け
り
。

二  

梗
概

 
 

内
容
は
軍
記
物
語
に
分
類
さ
れ
る
が
、
史
実
と
は
異
な
り
、
虚
構
が
多
い
。

物
語
の
あ
ら
す
じ
を
、
起
承
転
結
に
よ
る
構
成
法
を
加
味
し
な
が
ら
紹
介
す
る
。

 
 

冒
頭
は
頼
朝
の
死
に
よ
っ
て
筆
を
起
こ
し
、
事
故
に
よ
っ
て
畠
山
重
保
が
殺

害
し
た
と
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
稲
毛
入
道
重
成
が
登
場
し
て
、
重
保
追
討

を
将
軍
頼
家
に
進
言
す
る
が
、
そ
の
因
縁
と
し
て
、
梶
原
景
季
と
の
貝
争
い
の

折
に
、
重
保
が
竜
宮
に
あ
っ
た
九
穴
の
貝
の
力
を
借
り
な
が
ら
、
龍
女
と
の
約

束
を
破
っ
た
た
め
、
そ
の
恨
み
に
よ
っ
て
追
わ
れ
る
身
と
な
っ
た
話
を
差
し
挟

む
。
稲
毛
入
道
は
、
じ
つ
は
龍
女
に
よ
っ
て
討
手
の
大
将
に
任
じ
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
挿
話
は
竜
宮
伝
説
と
貝
比
べ
伝
説
と
が
複
合
し
て
い
る
。

 
 

稲
毛
は
二
十
万
騎
の
総
大
将
と
な
っ
た
が
、
坂
東
の
諸
侍
は
重
保
が
討
た
れ

る
こ
と
を
い
ぶ
か
し
が
っ
た
。
し
か
し
、
退
治
の
日
は
や
っ
て
き
て
、
重
保
の

組
手
に
朝
比
奈
三
郎
を
含
む
八
人
の
大
力
が
選
ば
れ
た
。
こ
こ
に
朝
比
奈
三
郎

の
荒
唐
無
稽
な
挿
話
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
巴
が
息
子
の
朝
比
奈

に
、
今
ま
で
出
生
の
こ
と
を
秘
密
に
し
て
お
い
た
が
、
汝
は
巴
と
重
忠
の
子
で

あ
り
、
重
保
の
組
手
と
な
れ
ば
、
兄
殺
し
と
な
る
と
の
告
白
に
始
ま
る
。
朝
比

奈
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
涙
な
が
ら
に
、
兄
を
討
つ
こ
と
は
思
い
も
よ
ら
ず
、
こ

の
ま
ま
日
本
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
高
麗
に
渡
っ
て
、
皇
帝
に
永
住

を
申
し
出
る
が
、
容
れ
ら
れ
ず
、
宮
城
の
中
か
ら
激
し
い
攻
撃
を
受
け
た
の
で
、

怒
り
心
頭
に
達
し
、
つ
い
に
渾
身
の
力
で
城
を
打
ち
破
り
、
直
接
皇
帝
に
談
判
し
、

つ
い
に
左
大
臣
に
任
じ
ら
れ
、
朝
比
奈
宮
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
寓
話
で
あ
る
。

 
 

重
保
追
討
軍
の
第
一
の
組
手
で
あ
る
朝
比
奈
が
こ
の
よ
う
な
事
情
で
欠
け
て

し
ま
っ
た
の
で
、
み
な
気
勢
を
殺
が
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
数
万
騎
が
重

保
の
館
に
寄
せ
た
の
で
、
七
千
騎
で
重
保
は
迎
え
撃
っ
た
。
緒
戦
で
有
利
で
あ

っ
た
重
保
は
稲
毛
入
道
の
嫡
子
三
郎
を
見
つ
け
、
追
い
討
ち
を
か
け
た
が
、
龍

女
の
妨
害
に
よ
っ
て
、
馬
の
手
綱
を
取
ら
れ
て
、
浜
の
方
へ
引
か
れ
て
い
き
、

味
方
の
軍
勢
も
総
崩
れ
と
な
っ
た
。
こ
の
様
を
妙
見
と
八
幡
の
お
は
な
ち
で
あ

ろ
う
か
と
不
安
が
っ
た
と
い
う
記
述
は
重
要
で
あ
る
。
秩
父
氏
の
守
護
神
が
妙

見
菩
薩
と
後
に
加
え
ら
れ
た
八
幡
大
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
作
者
が
踏
ま
え
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
騎
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
重
保
は
腹
を
切
ろ

う
と
し
た
が
、
龍
女
の
魔
法
に
よ
っ
て
刀
が
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
。
仕
方
な

畠
山
重
忠
・
重
保
伝
承
の
生
成 

― 

内
閣
文
庫
本
『
畠
山
六
郎
志
け
体
』
か
ら
読
み
解
く 

―
（
若
松
）



四
八

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

く
素
手
で
戦
い
、
敵
を
三
百
七
十
余
人
も
殺
し
、
向
か
う
者
が
い
な
く
な
っ
た

今
は
武
蔵
へ
落
ち
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
龍
女
の
た
め
に
、
に
わ

か
に
長
夜
の
闇
と
な
り
、
車
軸
の
雨
の
中
を
、
つ
い
に
竜
宮
へ
引
か
れ
て
い
っ

て
し
ま
っ
た
。

 
 

こ
れ
を
稲
毛
入
道
は
重
保
が
武
蔵
へ
落
ち
た
と
考
え
た
の
で
、
話
は
重
忠
討

伐
へ
と
大
き
く
転
換
さ
れ
る
。
二
十
万
騎
の
追
討
軍
に
対
し
て
、
重
忠
は
屈
強

の
兵
一
万
余
騎
で
秩
父
の
館
へ
篭
も
っ
た
。
こ
こ
に
重
忠
の
弟
で
、
耳
し
い
の

唖
で
あ
る
池
上
五
郎
の
寓
話
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
池
上
は
鬼
神
の
よ
う
な
活

躍
で
数
万
人
の
敵
を
追
い
払
っ
た
の
で
、
稲
毛
の
入
道
は
一
計
を
案
じ
、
た
い

国
の
鶏
肋
の
故
事
に
な
ら
っ
て
、
全
軍
が
い
ち
ど
き
に
大
声
で
「
秩
父
は
落
ち
た
」

と
叫
ば
せ
た
の
で
、
池
上
の
耳
に
も
届
い
て
、
こ
れ
を
疑
わ
な
か
っ
た
池
上
は

戦
線
を
離
脱
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

 
 

天
運
が
味
方
し
た
と
す
る
稲
毛
大
将
軍
は
急
い
で
攻
め
ろ
と
下
知
し
た
の
で
、

全
軍
が
寄
せ
て
攻
め
た
。
重
忠
は
名
誉
の
討
死
を
覚
悟
し
、
一
族
家
子
郎
党
が

そ
れ
に
同
心
し
、
一
騎
当
千
の
者
が
我
先
に
進
ん
だ
。
ま
ず
、
榛
沢
が
三
百
余

騎
で
敵
陣
に
駆
け
入
っ
て
、
各
々
が
首
を
取
っ
て
凱
旋
し
た
の
で
、
寄
手
の
軍

兵
も
さ
す
が
秩
父
と
感
心
し
て
、
板
東
八
ヶ
国
の
人
々
は
攻
め
よ
う
と
い
う
心

を
持
た
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
多
勢
の
中
に
は
高
名
を
望
む
者
も
あ
り
、
今
日

を
限
り
に
攻
め
立
て
た
の
で
、
本
田
近
常
が
今
度
は
名
乗
り
を
あ
げ
て
、
五
百

余
騎
で
駒
を
敵
陣
に
駆
け
入
れ
、
組
討
ち
や
太
刀
打
ち
で
さ
ん
ざ
ん
に
戦
っ
た
。

本
田
は
か
な
さ
わ
の
三
郎
を
倒
し
た
が
、
た
ま
へ
の
六
郎
の
首
を
取
ろ
う
と
し

た
そ
の
時
に
、
渡
河
で
濡
れ
て
ふ
や
け
た
鮫
鞘
巻
の
刀
が
抜
け
ず
、
逆
に
た
ま

へ
の
六
郎
に
よ
っ
て
無
念
の
討
死
に
を
遂
げ
た
。

 
 

話
の
結
脈
は
重
忠
と
一
族
の
滅
亡
で
あ
る
。
重
忠
は
二
男
の
お
く
た
二
郎
に
、

家
を
絶
や
さ
ぬ
た
め
に
落
ち
る
こ
と
を
命
じ
た
が
、
二
郎
は
こ
れ
に
従
わ
ず
、

最
期
を
共
に
す
る
道
を
選
ん
だ
。
重
忠
は
最
期
に
、
矢
頃
の
敵
に
一
矢
報
い
よ

う
と
、
弟
中
野
三
郎
、
二
男
お
く
た
二
郎
と
と
も
に
櫓
に
上
が
り
、
寄
手
の
大

将
稲
毛
入
道
に
向
か
っ
て
、
重
忠
が
腹
を
切
っ
た
後
、
天
下
は
頓
に
乱
れ
る
だ

ろ
う
。
こ
の
遺
言
を
頼
家
に
伝
え
る
べ
し
と
叫
ん
だ
。
人
々
は
悟
り
あ
る
重
忠

の
言
葉
は
あ
り
う
る
こ
と
だ
と
口
々
に
語
っ
た
。
そ
こ
へ
稲
毛
の
嫡
子
三
郎
重

成
が
駒
駆
け
し
、
重
忠
に
切
腹
を
迫
っ
た
の
で
、
重
忠
は
に
く
き
者
の
言
葉
か

な
と
、
弓
を
引
き
絞
っ
て
、
狙
い
定
め
て
矢
を
放
っ
た
と
こ
ろ
、
重
成
の
胸
を

貫
い
て
、
そ
の
後
ろ
に
控
え
て
い
た
榛
谷
六
郎
（
実
際
は
四
郎
が
正
し
い
）
の

腰
に
当
た
っ
た
。
稲
毛
入
道
は
子
供
二
人
を
射
殺
さ
れ
、
無
念
極
ま
り
な
か
っ

た
。
ま
た
、
中
野
と
お
く
た
の
弓
に
よ
っ
て
五
十
三
人
が
死
に
、
手
負
い
は
数

え
切
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
追
討
軍
の
総
攻
撃
に
よ
っ
て
館
に
残
る
者
が
わ

ず
か
三
十
余
人
と
な
り
、
重
忠
は
お
く
つ
み
に
館
に
火
を
か
け
る
こ
と
を
命
じ

た
。
重
忠
は
重
保
の
行
方
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
無
念
で
あ
っ
た
が
、
最
期
が

悪
い
こ
と
は
よ
も
や
あ
る
ま
い
と
諦
め
て
、
お
く
た
に
自
害
を
勧
め
た
が
、
お

く
た
は
こ
れ
を
断
っ
て
介
錯
を
申
し
出
た
の
で
、
重
忠
が
切
腹
の
後
、
中
野
を

は
じ
め
一
族
家
子
郎
党
三
十
余
人
が
腹
を
切
っ
て
倒
れ
た
。
お
く
た
は
介
錯
に

走
り
回
り
、
最
後
に
火
焔
の
中
に
飛
び
込
ん
で
同
じ
煙
と
な
っ
た
。

 
 

寄
手
の
つ
わ
も
の
は
鎌
倉
に
帰
っ
て
、
重
忠
の
遺
言
の
次
第
を
申
述
べ
、
頼

家
は
こ
れ
を
つ
ぶ
さ
に
御
聴
き
に
な
り
、
夢
の
覚
め
た
心
地
が
し
て
、
頼
朝
公

は
亡
く
、
重
忠
が
腹
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
天
下
は
闇
の
よ
う
に
な
り
、

程
な
く
滅
ん
で
お
し
ま
い
に
な
っ
た
。
重
忠
の
遺
言
に
感
じ
ぬ
人
は
な
か
っ
た

と
結
ぶ
。

三  

考
察  

（
一
） 

体
裁
と
来
歴

 
 

竪
帳
一
九
丁
の
和
綴
じ
本
で
、
表
裏
の
表
紙
が
付
き
、
糸
に
よ
る
和
綴
じ
が

な
さ
れ
て
い
る
。
外
題
は
「
こ
多
希
山
」
で
、
第
一
字
は
者
の
最
も
崩
し
た
仮

名
が
誤
写
さ
れ
た
ら
し
い
。
内
題
は
「
畠
山
六
郎
志
け
体
」
で
あ
る
。
内
題
の

「
体
」
は
「
保
」
の
誤
写
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
し
く
は
外
題
が
は
た
け
山
、



四
九

内
題
が
畠
山
六
郎
し
け
保
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

 
 

表
紙
に
は
内
閣
文
庫
の
ラ
ベ
ル
が
三
枚
貼
付
さ
れ
て
い
る
が
、
番
号
が
共
通

す
る
。
配
架
替
の
た
び
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
右
下
隅
に

は
「
軍
記
物
語
」
の
分
類
札
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
扉
に
は
「
和
学
講
談
所
」「
浅

草
文
庫
」「
書
籍
館
印
」「
日
本
政
府
図
書
」
の
四
つ
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

所
蔵
組
織
の
変
遷
を
示
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
和
学
講
談
所
に
あ
っ
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

本
文
は
漢
字
交
じ
り
の
変
体
仮
名
で
墨
書
き
さ
れ
て
い
る
が
、
平
易
な
言
葉

で
も
仮
名
書
き
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
御
家
流
の
整
っ
た
字
体
で
各
頁
一
一

行
に
割
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
行
間
右
側
に
仮
名
に
相
当
す
る
漢
字
を
小
文
字

で
書
き
添
え
た
り
、
誤
字
を
見
せ
け
ち
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
外
題

や
内
題
に
さ
え
誤
写
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
す
ぐ
に
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
原
本

で
は
な
く
、
写
本
で
あ
る
。
本
文
中
に
も
あ
き
ら
か
に
誤
写
と
思
わ
れ
る
箇
所

が
か
な
り
存
在
し
て
い
る
。

 
 

ま
た
、
文
字
は
詰
め
書
き
で
、
章
立
て
の
見
出
し
は
な
く
、
平
出
や
欠
字
も

認
め
ら
れ
な
い
。
当
然
、
読
点
、
句
点
、
仮
名
の
濁
点
も
な
い
。

 
 

な
お
、
徳
田
氏
に
よ
っ
て
、
神
宮
文
庫
に
も
江
戸
中
期
の
写
本
と
思
わ
れ
る

伝
本
が
あ
り
、
後
補
表
紙
外
題
は
「
畠
山
六
郎 

 

全
」
、
元
表
紙
外
題
は
「
畠
山

六
郎
し
け
体 

 

全
」
で
あ
る
こ
と
。
本
文
の
差
異
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
内
閣
文

庫
本
と
の
先
後
関
係
、
共
通
祖
本
に
よ
る
兄
弟
関
係
は
今
後
の
課
題
と
報
じ
ら

れ
て
い
る
。

 
 

（
二
）
文
体
・
用
語
・
用
法

 
 

文
章
の
末
尾
表
現
は
、
け
り
を
用
い
て
過
去
形
と
す
る
場
合
と
、
送
り
仮
名

の
な
い
漢
字
で
終
わ
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
前
者
は
地
の
文
で
あ
る
。
後
者

の
例
と
し
て
「
ひ
ら
り
ヽ
と
飛
び
給
」
「
ち
や
う
と
切
」
な
ど
が
あ
り
、
主
人
公

の
活
躍
す
る
部
分
は
現
在
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。

 
 

接
続
詞
に
つ
い
て
は
、
「
さ
る
間
」
を
用
い
て
、
事
柄
を
説
き
起
こ
す
用
例
が

目
立
つ
。
お
な
じ
く
「
み
る
よ
り
も
」
は
、
み
る
と
す
ぐ
に
の
意
味
で
あ
り
、

口
承
文
学
的
な
表
現
で
あ
る
。

 
 

音
便
変
化
の
例
も
多
く
、
「
残
い
て
」・「
か
い
こ
う
て
」・「
か
か
つ
し
時
」・「
ふ

ん
ご
う
だ
り
」
・
「
う
つ
た
つ
」
・
「
か
さ
い
て
」
・
「
を
つ
か
く
る
」
・
「
し
ん
ぞ
く
」

な
ど
が
あ
り
、
一
部
に
中
世
で
も
後
期
以
降
の
用
例
を
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
、
「
残
い
て
」
な
ど
は
東
国
方
言
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。

 
 

軍
記
物
特
有
の
軍
装
の
詳
細
を
究
め
た
表
現
に
、
甲
冑
の
形
式
、
縅
糸
の
色
、

小
具
足
の
柄
、
は
っ
ぷ
り
・
脛
当
な
ど
の
塗
り
色
、
行
縢
や
つ
ら
ぬ
き
の
毛
皮

の
種
類
、
太
刀
の
外
装
、
刃
渡
り
の
長
さ
、
弓
の
強
度
「
五
人
張
り
」
、
箙
に
盛

る
矢
の
数
「
四
十
二
さ
い
た
る
」
な
ど
が
多
く
、「
く
も
で
、
か
く
な
わ
、
十
文
字
」

や
馬
を
「
曲
進
退
」
に
乗
る
、
太
刀
を
「
わ
っ
そ
く
に
掛
け
」
な
ど
の
常
套
句

と
併
せ
て
平
家
物
語
・
源
平
盛
衰
記
・
平
治
物
語
・
太
平
記
な
ど
の
軍
記
物
語

か
ら
引
用
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

 
 

人
名
の
記
載
方
法
は
、
実
名
又
は
通
称
で
記
し
、
敬
称
を
付
さ
な
い
の
が
本

書
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
頼
朝
よ
し
な
き
事
に
う
せ
給
ひ
し
」

畠
山
重
忠
・
重
保
伝
承
の
生
成 

― 

内
閣
文
庫
本
『
畠
山
六
郎
志
け
体
』
か
ら
読
み
解
く 

―
（
若
松
）

『畠山六郎志け体』冒頭部

（国立公文書館蔵・資料請求番号 204-0125）
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文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

で
あ
り
、
「
ら
い
朝
」
と
い
う
音
読
呼
称
も
混
在
し
て
い
る
。
将
軍
と
重
忠
に
対

し
て
は
、
常
に
敬
語
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
呼
び
捨
て
の
呼
名
は
不

釣
合
い
で
あ
り
、
将
軍
、
秩
父
殿
、
畠
山
庄
司
二
郎
な
ど
の
官
職
名
で
の
呼
名

が
礼
儀
で
あ
っ
た
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
口
承
文
学
の
た
め
の
便
法
で
あ

っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
幸
若
舞
曲
に
は
頼
朝
を
ら
い
ち
ょ
う
と
読
む

例
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
含
状
』
に
は
「
九
つ
の
く
び
を
と
り
あ
つ
め

て
か
ま
く
ら
へ
の
ぼ
せ
、
ら
い
て
う
の
御
目
に
か
く
る
」
と
あ
り
、
腰
越
・
堀

川
夜
討
・
景
清
に
も
、
ら
い
ち
ょ
う
と
読
む
部
分
が
存
在
し
て
い
る
。

 
 

（
三
） 

系
統
と
成
立
年
代

 
 

第
二
章
で
記
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
写
本
で
あ
る
こ
と
が
確
か
で
あ
る
が
、

詰
め
書
き
で
、
章
立
て
が
行
わ
れ
て
い
な
い
点
に
、
作
品
と
し
て
の
未
完
成
さ

が
看
取
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
読
本
と
し
て
は
、
か
な
り
読
み
に
く
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
語
り
本
と
み
れ
ば
、
不
都
合
は
少
な
く
、「
さ
る
間
」
で
話
題
を
転
じ
、「
さ

る
程
に
」
で
新
し
い
章
に
移
る
『
源
平
盛
衰
記
』
と
の
共
通
用
法
が
あ
る
こ
と
や
、

「
み
る
よ
り
も
」
が
瞽
女
の
祭
文
松
坂
の
語
り
に
頻
用
さ
れ
る
例
の
あ
る
こ
と
（
註

１
）
か
ら
も
、
口
承
文
芸
と
の
関
係
性
が
類
推
さ
れ
る
。

 
 

こ
の
ほ
か
、
文
中
に
「
か
い
こ
う
で
」
と
あ
る
の
は
、
虎
明
本
狂
言
の
『
文
蔵
』

に
「
ら
う
む
し
ゃ
一
騎
、
し
ら
糸
の
は
ら
ま
き
に
、
白
え
の
長
刀
か
い
こ
う
で
」

の
実
例
が
あ
り
、
「
か
か
っ
し
時
」
も
同
じ
く
虎
明
本
狂
言
―
文
蔵
に
「
か
か
っ

し
時
に
平
家
是
を
聞
、
さ
な
だ
一
人
う
た
ん
と
て
よ
き
む
し
ゃ
三
騎
を
す
ぐ
る
」

の
実
例
が
あ
る
の
で
、
狂
言
と
も
関
係
性
を
有
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま

た
、
「
車
軸
の
雨
」
は
幸
若
―
と
か
し
に
「
た
ま
を
み
が
く
鎌
倉
に
、
し
ゃ
ぢ
く

の
雨
を
ふ
ら
し
」
の
用
例
が
あ
っ
て
、
幸
若
舞
と
も
関
係
を
も
ち
、
「
二
相
」
は

浄
瑠
璃
―
安
宅
高
館
に
「
二
さ
う
を
さ
と
っ
て
、
あ
く
ま
の
も
の
の
お
そ
れ
ん
は
、

た
い
ら
の
ち
ち
ふ
に
あ
や
か
ら
せ
給
へ
」
と
、
重
忠
と
関
連
付
け
た
用
例
が
あ

る
の
で
、
浄
瑠
璃
と
も
接
点
が
あ
る
。
徳
田
和
夫
氏
は
『
は
た
け
山
』
を
評
し

て
、
単
な
る
合
戦
記
で
は
な
く
、
物
語
草
子
の
性
格
を
有
し
て
い
る
い
っ
ぽ
う
で
、

舞
曲
の
一
曲
と
し
て
こ
そ
数
え
ら
れ
な
い
も
の
だ
が
、
口
吻
は
語
り
物
そ
の
も

の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

 
 

そ
れ
で
は
、
成
立
時
期
は
い
つ
な
の
か
。
そ
れ
は
重
忠
の
軍
装
を
「
桶
側
胴

の
腹
巻
う
わ
ひ
ほ
結
つ
て
、
ち
や
う
と
し
め
、
九
寸
五
ふ
ん
の
鎧
と
を
し
」
と

記
す
う
ち
、
桶
側
胴
の
腹
巻
は
戦
国
時
代
を
遡
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、

鎧
通
し
も
同
様
で
あ
る
。
桶
側
胴
は
竪
矧
鉄
板
を
鋲
留
め
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

お
も
に
鉄
砲
か
ら
の
防
禦
を
狙
っ
た
鎧
で
あ
り
、
鉄
砲
伝
来
以
降
に
成
立
し
た

新
し
い
形
式
な
の
で
あ
る
。
時
代
考
証
の
失
敗
は
、
幸
若
舞
曲
『
高
た
ち
』
に
、「
く

ろ
が
ね
を
厚
さ
五
分
に
き
た
わ
せ
た
る
を
、
桶
が
は
ど
う
と
名
づ
け
」
と
あ
る

の
で
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
を
流
用
し
た
た
め
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た

鎧
通
し
を
馬
手
の
脇
に
差
し
て
と
の
表
現
は
、
鎌
倉
時
代
ま
で
は
短
刀
が
腰
刀

と
呼
称
さ
れ
た
こ
と
か
ら
み
て
誤
り
と
い
え
よ
う
。
同
様
に
、
冒
頭
の
頼
朝
が

庇
の
上
に
隠
れ
て
い
た
御
主
殿
は
「
八
棟
造
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

も
小
田
原
城
下
の
町
屋
（
外
郎
屋
）
に
八
棟
造
り
の
あ
っ
た
こ
と
を
『
小
田
原
記
』

が
特
筆
し
て
い
る
よ
う
に
、
戦
国
時
代
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

を
根
拠
と
し
て
、
本
作
品
の
成
立
は
上
限
で
戦
国
時
代
も
一
六
世
紀
中
葉
以
降

と
判
断
さ
れ
る
。

 
 

（
四
） 

成
立
の
背
景

 
 

本
作
品
の
前
半
部
は
畠
山
重
保
の
物
語
で
あ
り
、
源
頼
朝
が
よ
し
な
き
事
に

よ
っ
て
、
こ
の
世
を
去
る
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
内
容
で
幕
を
開
け
る
。
頼

朝
が
女
装
を
し
て
屋
根
の
上
か
ら
窺
っ
た
の
は
、
御
台
所
政
子
の
貞
操
で
あ
り
、

重
保
を
恋
敵
と
錯
誤
し
た
原
因
は
、
直
接
的
に
は
政
子
の
「
器
用
の
者
、
日
本

一
の
弓
取
り
」
の
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
実
は
重
保
が
日
本
一
の
美
男
と
し
て
名

高
か
っ
た
と
い
う
万
人
承
知
の
前
提
が
あ
る
（
註
３
）
。
同
様
の
構
想
で
綴
ら
れ

た
お
伽
草
子
に
『
頼
朝
の
最
期
』
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、『
は
た
け
山
』
同
様
に
、

頼
朝
の
不
審
な
死
を
六
郎
に
誤
っ
て
刺
殺
さ
れ
た
と
し
、
そ
の
後
、
二
代
将
軍

頼
家
に
親
の
敵
と
さ
れ
た
六
郎
が
由
比
ガ
浜
で
御
家
人
た
ち
の
謀
り
に
あ
い
、
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詮
方
な
く
海
に
逃
げ
入
り
、
竜
宮
の
乙
姫
と
契
っ
た
と
語
る
。
ま
た
、
「
安
房
の

佐
久
間
、
扇
の
酌
に
て
六
郎
に
近
く
寄
り
け
れ
ば
、
六
郎
が
心
得
て
、
取
つ
て

つ
か
ん
で
大
鳥
居
の
か
さ
ぎ
へ
打
ち
上
げ
た
り
し
か
ば
、
（
中
略
）
こ
の
国
に
あ

れ
ば
こ
そ
か
や
う
の
身
持
も
せ
つ
な
れ
と
て
、
送
り
文
を
書
き
て
諸
人
の
方
へ

い
と
ま
を
乞
ひ
、
我
は
竜
宮
へ
ま
か
る
と
て
、
そ
の
ま
ま
海
へ
入
て
後
に
四
百

年
に
な
れ
ど
も
い
ま
だ
帰
ら
ず
。
竜
宮
の
乙
姫
に
契
り
ゐ
た
り
け
り
。
」
と
記
す

よ
う
に
、
重
保
の
由
比
ガ
浜
合
戦
に
お
け
る
人
飛
礫
の
華
々
し
い
活
躍
振
り
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
大
同
小
異
で
あ
り
、
共
通
祖
本
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性

が
高
い
。

 
 

と
こ
ろ
で
、
頼
朝
の
死
が
重
保
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
が
畠
山
氏
滅

亡
の
原
因
と
な
っ
た
と
す
る
構
想
は
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同

様
の
構
想
は
、
聖
藩
本
『
曾
我
物
語
』
巻
十
二
「
頼
朝
御
遠
行
の
事
」
に
も
見

出
さ
れ
、
そ
の
夜
当
番
を
し
て
い
た
重
忠
が
責
任
を
負
わ
さ
れ
、
追
討
を
受
け
、

や
が
て
滅
亡
す
る
顛
末
が
記
さ
れ
て
い
る
。
徳
竹
由
明
氏
は
、
史
実
と
関
係
な

く
頼
朝
の
死
が
畠
山
氏
の
滅
亡
と
結
び
付
け
ら
れ
た
理
由
を
、
武
家
政
権
の
創

始
者
と
し
て
寿
祝
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
こ
か
暗
い
影
の
付
き

纏
う
頼
朝
と
、
理
想
化
・
超
人
化
さ
れ
な
が
ら
、
実
際
に
は
陰
謀
に
よ
り
あ
っ

け
な
く
滅
亡
し
て
し
ま
う
重
忠
、
そ
し
て
重
忠
の
滅
亡
を
招
い
た
不
孝
の
貴
公

子
重
保
は
伝
承
世
界
で
は
結
び
付
け
ら
れ
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
分
析

す
る
（
註
４
）
。

 
 

こ
の
よ
う
に
、
史
実
に
は
一
切
触
れ
ず
に
、『
は
た
け
山
』
と
『
頼
朝
の
最
期
』

が
編
ま
れ
た
理
由
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
史
実
を
描
く
こ
と
が
憚
ら
れ
た
か
ら

で
は
な
か
っ
た
の
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
作
品
の
原
型
は
、
源
家
が
三
代
で
滅

亡
し
、
北
条
氏
が
実
質
的
な
幕
府
の
支
配
者
と
な
っ
た
鎌
倉
時
代
中
期
に
誕
生

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
然
な
が
ら
、
北
条
氏
が
為
政
者
で
あ
っ
た
時
代

に
は
、
畠
山
滅
亡
の
史
実
は
書
き
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

 
 

し
た
が
っ
て
、
そ
の
時
期
は
、
畠
山
氏
滅
亡
の
事
実
を
開
示
す
る
『
吾
妻
鏡
』

の
成
立
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
藤
原
定
家
筆
写
『
兵
範
記
』

紙
背
貼
り
付
け
文
書
の
う
ち
、
仁
冶
元
年
（
一
二
四
○
）
七
月
十
一
日
付
頼
舜

書
状
に
あ
る
「
畠
山
物
語
御
用
過
候
者
、
…
」
と
同
年
七
月
十
六
日
付
守
康
書

状
に
あ
る
「
畠
山
更
不
可
急
事
候
、
…
」
か
ら
、
そ
の
存
在
を
知
る
こ
と
の
で

き
る
『
畠
山
物
語
』
の
中
に
は
、
す
で
に
、
畠
山
父
子
の
滅
亡
に
つ
い
て
、
こ

の
よ
う
な
物
語
が
設
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
骨
格
が
『
は
た
け
山
』
と
『
頼
朝

の
最
期
』
に
踏
襲
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
筆
者
の
推
測
に
反

し
て
、
徳
田
和
夫
氏
は
記
載
内
容
が
『
吾
妻
鏡
』
に
記
さ
れ
た
歴
史
の
姿
に
忠

実
な
奈
良
絵
本
『
い
し
も
ち
』
こ
そ
、
『
畠
山
物
語
』
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
、

畠
山
父
子
討
死
に
の
物
語
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
筆
者
に
は
、

『
い
し
も
ち
』
の
原
型
の
古
さ
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
疑
問
が
あ
る
。
そ
の
一
は

「
鉢
形
の
城
に
閉
じ
篭
り
」
の
記
述
で
あ
る
。
鉢
形
城
は
戦
国
時
代
に
北
条
氏
邦

の
根
拠
と
な
り
、
天
正
十
八
年
に
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
征
伐
に
よ
っ
て
開
城
し

た
城
郭
で
あ
る
。
文
明
年
間
に
長
尾
景
春
が
築
城
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、

古
く
見
積
っ
て
も
十
五
世
紀
の
後
葉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
二
は
四
十
二

才
を
厄
年
と
す
る
点
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
中
期
に
成
立
し
た
『
拾
芥
抄
』
で
は

四
十
二
は
厄
年
と
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、『
い
し
も
ち
』

の
原
型
は
十
五
世
紀
後
葉
を
遡
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
『
吾
妻
鏡
』
と
よ
く
整
合
し
て
い
た
の
は
、
当
然
の
事
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
（
註
５
）
。

 
 

こ
れ
に
対
し
、
『
畠
山
六
郎
志
け
体
』
は
、
原
型
は
古
い
が
、
最
終
的
に
は

十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
前
半
に
完
成
し
た
お
伽
草
子
的
な
物
語
で
あ
り
、

道
行
き
の
歌
物
語
を
含
み
、
か
つ
表
現
様
式
に
語
り
物
的
な
要
素
も
備
え
て
い

る
。
内
容
は
畠
山
父
子
の
滅
び
の
物
語
で
あ
る
が
、
時
間
的
定
点
を
示
し
な
が
ら

史
実
を
具
体
的
に
語
る
よ
う
な
方
法
は
採
ら
な
い
。
ま
た
、
主
人
公
の
重
保
は

竜
宮
へ
、
ま
た
重
忠
と
巴
の
間
に
生
れ
た
と
す
る
朝
比
奈
義
秀
は
高
麗
へ
姿
を

く
ら
ま
し
た
の
で
あ
っ
て
、
死
ん
で
は
い
な
い
。
こ
れ
は
、
若
く
し
て
無
念
の

畠
山
重
忠
・
重
保
伝
承
の
生
成 

― 

内
閣
文
庫
本
『
畠
山
六
郎
志
け
体
』
か
ら
読
み
解
く 

―
（
若
松
）



五
二

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

死
を
遂
げ
た
二
人
の
鎮
魂
の
意
図
が
そ
う
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
異
界
や
異
国
へ
の
往
生
譚
、
そ
し
て
重
忠
と
一
族
滅
亡
の
場
が
二
俣
川
で
は

な
く
、
秩
父
の
館
で
あ
る
こ
と
、
討
手
が
北
条
氏
で
あ
る
こ
と
を
秘
匿
し
た
記

述
方
法
を
用
い
る
こ
と
は
、
一
見
奇
想
天
外
で
興
味
本
位
な
創
作
の
よ
う
に
映

ず
る
が
、
実
は
、
滅
び
の
文
学
の
特
質
と
も
評
価
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
十
三

世
紀
前
半
の
段
階
で
成
立
し
て
い
た
『
畠
山
物
語
』
に
は
、
既
に
こ
の
よ
う
な

構
想
が
用
意
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

最
後
に
、
便
宜
を
頂
い
た
国
立
公
文
書
館
へ
御
礼
申
し
上
げ
る
。

註（1）
埼
玉
県
立
嵐
山
史
跡
の
博
物
館
の
平
成
二
十
一
年
度
企
画
展
『
畠
山
重
忠
と
そ
の
時
代
』
で

国
立
公
文
書
館
か
ら
借
用
し
た
。

（2）
徳
田
和
夫
「
内
閣
文
庫
蔵
『
は
た
け
山
』」『
幸
若
舞
曲
研
究
』
第
二
巻
・
三
弥
井
書
店
・ 

一
九
八
一
年

（3）
幸
若
舞
曲
『
都
入
』
に
は
、
日
本
一
の
美
男
重
保
に
上
下
万
民
が
心
浮
か
れ
、
重
保
の
「
保
」

の
字
を
書
い
て
お
守
り
に
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（4）
徳
竹
由
明
「
英
雄
賛
嘆 

『
相
模
川
』『
頼
朝
の
最
期
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
お
伽
草
子 
百
花
繚
乱
』

笠
間
書
院
・
二
○
○
九
年

（5）
若
松
良
一
「
鎌
倉
御
家
人
畠
山
重
忠
の
軌
跡
」『
秩
父
平
氏
の
盛
衰
』
勉
誠
出
版
・
二
○
一
二

年
作
品
註

（1）
正
治
二
年
正
月
一
日
の
日 

 

頼
朝
の
命
日
と
す
る
が
、
吾
妻
鏡
で
は
正
治
元
年
正
月
十
三
日

と
す
る
。
し
か
し
、
改
元
が
四
月
二
十
七
日
な
の
で
、
正
確
に
は
建
久
十
年
一
月
十
三
日
で

あ
る
。

（2）
よ
し
な
き
事 

 

た
わ
い
も
な
い
事
・
と
り
と
め
も
な
い
事
の
意
味
。
古
く
は
よ
し
な
し
ご
と

（
堤
中
納
言
・
徒
然
草
）
。

（3）
う
せ
る 

 

死
ぬ
（
書
記
・
伊
勢
物
語
）

（4）
濫
觴 

 

物
事
の
始
ま
り
。
起
源
。
起
こ
り
。
（
権
記
長
保
二
年
・
太
平
記
）

（5）
北
の
御
方 

 

き
た
の
お
ん
か
た
。
公
卿
・
大
名
な
ど
身
分
の
高
い
人
の
妻
を
敬
っ
て
い
う
語

で
あ
る
北
の
方
の
さ
ら
に
尊
敬
し
た
い
い
方
。
（
太
平
記
・
浮
世
草
子･

好
色
一
代
男
）

（6）
ら
い
朝 

 

源
頼
朝
の
こ
と
。
音
読
で
ら
い
ち
ょ
う
と
呼
ん
だ
の
は
直
接
諱
を
呼
ば
な
い
点
で

敬
意
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
多
田
満
仲
を
た
だ
の
ま
ん
ち
ゅ
う
、
渡
辺
頼
光
を
ら
い
こ

う
と
呼
ん
だ
の
と
同
根
で
あ
る
。
し
か
し
尊
称
を
付
し
て
い
な
い
し
、
官
職
名
で
表
記
し
な

い
の
が
本
書
の
一
大
特
徴
で
あ
る
。

（7）
御
内 

 

将
軍
の
旗
下
に
従
う
武
士
。
直
属
の
家
臣
。
（
平
家
物
語
「
木
曽
殿
の
御
内
に
四
天

王
と
聞
こ
え
る
今
井
・
樋
口
・
楯
・
禰
井
に
く
ん
で
死
ぬ
る
か
」
・
保
元
物
語
「
御
曹
司
の

御
内
に
、
我
と
思
は
ん
兵
は
出
合
や
」
）

（8）
道
理 

 

物
事
の
そ
う
あ
る
べ
き
こ
と
。
当
然
の
こ
と
。
（
続
日
本
紀
・
宇
津
保
物
語
）

（9）
御
台
所 

 

御
台
盤
所
の
略
。
大
臣
・
大
将
・
将
軍
な
ど
の
妻
を
敬
っ
て
い
う
語
（
吾
妻
鏡
治

承
四
年
八
月
二
八
日
条
・
徳
川
実
記
）

（10）
番 

 

宿
直
の
こ
と
。
（
宇
津
保
物
語
・
平
家
物
語
）

（11）
女
中 

 

宮
中
・
将
軍
家
な
ど
に
仕
官
・
奉
公
し
て
い
る
女
。
（
園
太
暦
文
和
四
年
二
月
一
一

日
条
・
花
営
三
代
記
応
永
二
八
年
六
月
七
日
条
）

（12）
さ
る
間 

 

①
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
。
（
伊
勢
物
語
）
②
接
続
詞
と
し
て
、
事
柄
を
説
き
起

こ
す
時
に
用
い
る
。
さ
て
。
（
幸
若
・
腰
越
・
御
伽
草
子
・
の
せ
猿
草
子
）

（13）
化
生 

 

①
ば
け
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
も
の
。
化
生
の
も
の
。
妖
怪
。（
歌
舞
伎
女
人
結
縁
灌
頂
）

②
仏
語
で
化
身
。
（
今
昔
一
一
・
三
八
）
※
化
生
の
者 

 

ば
け
も
の
（
今
鏡
）

（14）
御
台 

 

御
台
所
の
略
。
（
あ
さ
ぢ
が
露
・
太
平
記
）

（15）
諚 

 
貴
人
の
命
令
。
仰
せ
。
御
諚
。（
平
家
物
語
の
木
曽
殿
最
期
「
御
ぢ
ゃ
う
、
誠
に
忝
な
う
候
」

（16）
は
つ
ふ
り 

 

は
っ
ぷ
り　

顔
面
を
防
禦
す
る
武
具
。
猿
頬
。
（
保
元
物
語
で
は
半
頭
と
表
記
）

（17）
か
う
ひ
ら　

（
備
前
鍛
冶
高
平
作
の
太
刀
・
諸
国
鍛
冶
寄
）
「
備
前
作
の
か
う
平
の
太
刀
刀

帯
た
る
は
武
蔵
国
住
人
、
秩
父
末
流
畠
山
庄
司
重
能
が
一
男
、
次
郎
重
忠
（
源
平
盛
衰
記



五
三

三
十
五
）

（18）
八
棟
造 

 

神
社
ま
た
は
住
宅
な
ど
で
、
屋
根
の
形
が
複
雑
で
、
棟
が
い
く
つ
も
あ
る
も
の
。

北
野
神
社
な
ど
が
そ
の
例
。
（
東
海
道
名
所
図
会
に
北
条
氏
綱
が
小
田
原
に
八
棟
造
の
薬
店

を
許
し
た
こ
と
を
記
す
。
）

（19）
葺
合 

 

ふ
き
あ
わ
す
。
一
つ
の
屋
根
と
他
の
屋
根
と
を
葺
い
て
連
絡
さ
せ
る
。（
書
記
・
大
鏡
）

（20）
弓
手 

 

弓
を
持
つ
方
の
手
。
左
の
手
。
馬
手
に
対
し
て
い
う
。
ま
た
左
側
の
意
味
。（
今
昔
物
語
・

平
家
物
語
）

（21）
ふ
ち
ん 

 

志
が
知
に
誤
字
さ
れ
る
例
か
ら
、
腐
心
か
。
心
を
な
や
ま
す
こ
と
。
（
史
記
）

（22）
僻
事 

 

心
得
違
い
の
こ
と
。
（
宇
津
保
物
語･

平
家
物
語
）

（23）
し
ん
と
う 

 

振
動
ま
た
は
震
動
。

（24）
内
議 

 

内
々
の
相
談
。
内
々
で
評
議
す
る
こ
と
。
（
江
談
抄
・
玉
葉
・
平
家
物
語
）

（25）
し
け
体 

 

体
と
保
は
字
体
が
似
る
の
で
、
し
け
保
の
誤
写
と
思
わ
れ
る
。
内
題
も
同
様
で
あ

る
。
し
か
し
何
ヶ
所
も
登
場
す
る
の
で
、
意
図
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

（26）
小
山
田
有
重
の
こ
と
。
秩
父
重
弘
の
子
有
重
は
小
山
田
別
当
を
称
し
、
保
元
・
平
治
の
乱
で

源
義
朝
に
従
い
、
そ
の
後
鎌
倉
御
家
人
と
な
っ
た
。
そ
の
子
稲
毛
重
成
と
榛
谷
重
朝
兄
弟
も

御
家
人
と
し
て
活
躍
し
た
。
有
重
は
重
忠
に
と
っ
て
は
叔
父
に
あ
た
る
。

（27）
梶
原
の
源
太 

 

相
模
国
鎌
倉
郷
を
本
領
と
す
る
鎌
倉
時
代
初
期
の
武
士
。
頼
朝
に
重
用
さ
れ

た
が
、
畠
山
重
忠
や
結
城
朝
光
ら
に
対
す
る
讒
言
に
よ
っ
て
有
力
御
家
人
の
弾
劾
を
受
け
て

失
脚
し
た
。
正
治
二
年
（
一
二
○
○
）
謀
叛
を
企
て
、
逃
亡
中
に
駿
河
国
で
敗
死
し
た
。

（28）
九
穴 

 

九
竅
に
同
じ
。
人
間
・
哺
乳
類
の
体
に
あ
る
九
つ
の
穴
。
（
近
松
門
左
衛
門
作 

 
浄

瑠
璃
当
流
小
栗
判
官
）

（29）
た
ま
の
台 

 

玉
で
飾
っ
た
よ
う
な
美
し
い
楼
台
。
立
派
な
御
殿
。（
竹
取
物
語
・
宇
津
保
物
語
・

拾
遺
・
玉
葉
）

（30）
契
約 

 

約
束
す
る
こ
と
。
（
古
事
談
・
平
家
物
語
・
曾
我
物
語
）

（31）
赫
奕 
 

か
く
や
く
。
か
く
え
き
。
光
り
輝
く
さ
ま
。
（
金
刀
比
羅
本
平
治
物
語･

雑
談
集
）

（32）
し
ん
へ
う 

 

神
妙
を
し
ん
び
ょ
う
と
読
む
。
け
な
げ
な
こ
と
。
感
心
な
こ
と
。
立
派
な
こ
と
。

（
吾
妻
鏡
・
平
家
物
語
・
宇
治
拾
遺
・
日
葡
辞
書
・
椿
説
弓
張
月
）

（33）
し
ゃ
う
け 

 

障
礙
・
障
碍
。
仏
語
で
、
も
の
ご
と
の
発
生
、
持
続
な
ど
に
あ
た
っ
て
さ
ま
た

げ
に
な
る
こ
と
。
転
じ
て
、
悪
魔
や
怨
霊
が
邪
魔
を
す
る
こ
と
。
さ
わ
り
。
障
害
。（
今
昔
物
語
・

色
葉
字
類
抄
・
源
平
盛
衰
記
―
一
八
・
龍
神
守
三
権
心
事
）

（34）
せ
ん
き 

 

戦
機
か
。
詮
議
、
疝
気
（
下
腹
痛
）
よ
り
意
味
が
採
り
や
す
い
。

（35）
そ
せ
う 

 

訴
訟
。
う
っ
た
え
る
こ
と
。
公
事
。
要
求
、
不
平
、
願
な
ど
を
人
に
伝
え
る
こ
と
。

（36）
組
手 

 

取
組
む
相
手
。
（
平
治
物
語
・
太
平
記
）

（37）
菊
ち
の
七
郎 

 

肥
後
の
菊
池
氏
で
七
郎
を
通
称
と
す
る
人
物
に
武
吉
が
あ
る
。
兄
武
重
と

と
も
に
新
田
義
貞
軍
に
く
わ
わ
り
、
足
利
尊
氏
と
摂
津
の
湊
川
で
戦
っ
た
。
延
元
元
年
五
月

二
六
日
、
楠
木
正
成
ら
の
切
腹
に
め
ぐ
り
あ
わ
せ
、
と
も
に
自
害
し
た
と
い
う
。

（38）
竹
田
の
太
郎 

 

甲
斐
の
武
田
氏
で
太
郎
を
通
称
と
し
た
も
の
に
信
義
が
有
る
。
大
治
三
年

（
一
一
二
八
）
八
月
一
五
日
逸
見
（
源
）
清
光
の
子
と
し
て
生
れ
る
。
治
承
四
年
、
甲
斐
源

氏
を
率
い
て
挙
兵
し
、
富
士
川
の
戦
い
で
平
氏
軍
を
敗
走
さ
せ
、
源
頼
朝
か
ら
駿
河
守
護
に

任
じ
ら
れ
た
。
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
三
月
九
日
死
去
。
行
年
五
九
歳
。
幼
名
は
竜
光
丸
。

（39）
お
ん
た
の
八
郎
も
ろ
し
け　

恩
田
八
郎
師
重
は
一
条
忠
頼
率
い
る
甲
斐
源
氏
軍
の
将
で
、
豪

勇
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
粟
津
合
戦
で
巴
御
前
に
討
た
れ
た
。
（
平
家
物
語
）
。

（40）
ま
さ
な
く 

 

ま
さ
な
し
は
正
無
で
、
見
苦
し
い
ま
た
は
予
想
や
期
待
に
合
わ
ず
、
い
け
な
い

の
意
。

（41）
総
角 

鎧
の
背
の
逆
板
に
打
ち
付
け
た
環
に
通
し
て
あ
げ
ま
き
結
び
を
し
た
飾
り
紐
。
総
角

を
見
せ
る
は
背
中
を
見
せ
る
の
意
。
「
武
蔵
の
国
の
住
人
、
私
の
党
の
旗
頭
、
熊
谷
の
次
郎

直
実
、
敵
に
を
ひ
て
は
、
良
き
敵
候
ぞ
。
ま
さ
な
く
も
、
敵
に
鎧
の
総
角
、
逆
板
を
見
せ
給

ふ
も
の
か
な
。
引
つ
返
し
御
勝
負
候
へ
。
い
か
に
々
」
と
て
（
幸
若
舞
曲
『
敦
盛
』
）

（42）
珍
し
き 

 

賞
美
に
値
す
る
。
す
ば
ら
し
い
。
（
万
葉
集
・
源
氏
物
語
）
転
じ
て
、
あ
ま
り
例

が
な
い
。
め
っ
た
に
な
い
。

（43）
か
い
こ
う
て 

 

か
い
こ
み
て
の
音
便
か
。
か
い
こ
む
は
手
元
に
引
き
寄
せ
て
抱
え
こ
む
。（
虎

明
本
狂
言
・
文
蔵
「
ら
う
む
し
ゃ
一
騎
、
し
ら
糸
の
は
ら
ま
き
に
、
白
え
の
長
刀
か
い
こ
う
で
」
）

（44）
最
愛
し 

 

非
常
に
か
わ
い
く
思
う
こ
と
。
た
い
そ
う
愛
す
る
こ
と
。
（
宇
津
保
物
語
・
平
家

物
語
「
あ
ね
の
祇
王
を
入
道
相
国
さ
い
あ
ひ
せ
ら
れ
け
れ
ば
」
）
「
大
礒
の
虎
が
妹
に
、
き
し

畠
山
重
忠
・
重
保
伝
承
の
生
成 

― 

内
閣
文
庫
本
『
畠
山
六
郎
志
け
体
』
か
ら
読
み
解
く 

―
（
若
松
）



五
四

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

ゆ
と
申
て
、
十
六
歳
、
宍
戸
の
安
芸
の
四
郎
殿
に
最
愛
せ
ら
れ
申
、
御
所
中
に
有
け
る
が
、
」

（
幸
若
舞
曲
『
和
田
酒
盛
』
）

（45）
大
助 

 

三
浦
大
介
の
こ
と
。
一
般
に
は
三
浦
義
明
の
こ
と
を
さ
す
が
、
次
男
の
義
澄
も
三
浦

介
を
継
い
だ
。
大
治
二
年
（
一
一
二
七
）
生
ま
れ
、
頼
朝
の
挙
兵
に
初
期
か
ら
加
わ
り
、
壇

ノ
浦
の
合
戦
や
奥
州
合
戦
に
活
躍
し
、
幕
府
重
臣
の
地
位
を
築
い
た
。
相
模
守
護
。
正
治
二

年
一
月
二
三
日
死
去
。
行
年
七
四
歳
。

（46）
つ
と 

 

苞
。
他
所
に
携
え
て
い
き
、
ま
た
、
旅
先
や
出
先
な
ど
か
ら
携
え
て
帰
り
、
人
に
贈

る
み
や
げ
も
の
。
（
万
葉
集
・
古
今
集
・
宇
津
保
物
語
）

（47）
な
の
め
な
ら
ず 

 

斜
な
ら
ず
。
並
一
通
り
で
は
な
い
。
格
別
で
あ
る
。
（
源
氏
物
語
・
延
慶

本
平
家
物
語
）

（48）
朝
比
奈
の
三
郎 

 

朝
比
奈
義
秀
の
こ
と
。
父
は
和
田
義
盛
。
安
房
国
朝
夷
郡
を
本
領
と
し
た
。

健
保
元
年
（
一
二
一
三
）
の
和
田
義
盛
一
族
の
北
条
氏
襲
撃
（
和
田
合
戦
）
の
際
に
は
縦
横

無
尽
の
活
躍
を
し
た
が
、
敗
れ
て
船
で
安
房
国
へ
逃
れ
た
と
い
う
。
そ
の
後
の
消
息
は
不
明

で
生
没
年
も
不
詳
。
水
練
の
技
に
優
れ
、
勇
猛
な
人
物
と
し
て
鬼
狂
言
「
朝
比
奈
」
の
題
材

と
さ
れ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
大
介
の
子
と
す
る
物
語
の
記
述
は
誤
り
。

（49）
一
間
所 

 

納
戸
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
小
部
屋
の
こ
と
。
「
虎
御
前
の
居
た
り
け
る
一
間
所
へ

立
ち
入
り
、
障
子
を
隔
て
て
宣
は
く
、
」（
幸
若
舞
曲
『
和
田
酒
盛
』
）「
箱
王
、
斜
め
に
喜
ふ
で
、

一
間
所
へ
請
じ
申
、「
扨
、
箱
王
は
、
法
師
に
な
る
べ
く
候
や
。
」
（
幸
若
舞
曲
『
元
服
曾
我
』
）

（50）
こ
と
ご
と 

 

残
ら
ず
。
す
っ
か
り
。
に
を
伴
う
場
合
が
多
い
。
（
古
事
記
・
宇
津
保
物
語
）

（51）
て
ん
と
う 

 

転
倒
。
仏
語
で
煩
悩
の
た
め
に
道
理
に
背
い
て
誤
る
こ
と
。
真
理
に
反
す
る
こ

と
。
て
ん
ど
う
と
読
む
。
（
徒
然
草
）

（52）
し
お
れ
ぬ 

 

悲
し
み
な
ど
の
た
め
に
気
を
落
と
す
。
し
ょ
ん
ぼ
り
す
る
。
（
源
氏
物
語
・
太

平
記
）

（53）
か
う 

 

剛
。
後
出
箇
所
で
判
明
。

（54）
ほ
し
さ
き 

 

星
崎
（
ほ
し
ざ
き
）
。
名
古
屋
市
南
区
の
地
名
。
永
禄
三
年
（
一
五
六
○
）
今

川
義
元
に
攻
め
ら
れ
た
佐
々
木
氏
が
三
○
○
騎
で
こ
の
地
を
死
守
し
て
織
田
信
長
を
迎
え
た

古
戦
場
。

（55）
鳴
海
潟 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
緑
区
鳴
海
町
の
西
方
に
あ
っ
た
海
浜
の
古
称
。
歌
枕
。
江
戸
時

代
に
は
近
く
に
東
海
道
五
十
三
次
の
池
鯉
鮒
（
ち
り
ふ
）
と
宮
の
間
に
あ
っ
た
鳴
海
の
宿
駅

が
あ
っ
た
。
（
鳴
海
・
二
十
巻
本
和
名
抄
）

（56）
不
破
の
関 

 

古
代
三
関
の
一
つ
。
岐
阜
県
不
破
郡
関
ヶ
原
町
松
尾
、
大
木
戸
坂
の
上
に
関
跡

が
あ
る
。
延
暦
八
年
（
七
八
九
）
廃
止
。
歌
枕
。
（
万
葉
集
）

（57）
醒
ヶ
井 

 

滋
賀
県
米
原
町
の
地
名
。
雲
仙
山
の
北
麓
に
あ
り
、
江
戸
時
代
は
中
山
道
柏
原
と

番
場
の
間
に
あ
っ
た
宿
駅
。
（
仮
名
草
子
）

（58）
三
上 

 

三
上
山
は
滋
賀
県
東
部
野
洲
町
に
あ
る
標
高
四
二
八
メ
ー
ト
ル
の
山
で
、
御
神
神
社

祭
神
の
降
臨
地
。
藤
原
秀
郷
の
百
足
退
治
の
伝
説
地
。
近
江
富
士
と
も
。

（59）
鏡
山 

 

地
名
。
滋
賀
県
南
部
、
野
洲
町
と
竜
王
町
の
境
に
あ
る
標
高
三
八
五
メ
ー
ト
ル
の
山
。

ふ
も
と
に
鏡
宿
が
あ
っ
た
。
歌
枕
。
（
古
今
集
・
義
経
記
「
目
に
は
見
ぬ
小
野
の
摺
針
、
霞

に
曇
る
鏡
山
、
伊
吹
の
嶽
も
近
く
な
る
」
）

（60）
瀬
田
の
長
橋 

 

滋
賀
県
大
津
市
の
瀬
田
川
に
か
か
る
旧
東
海
道
の
橋
。
古
来
、
京
都
を
守
る

東
の
要
害
。
瀬
田
の
唐
橋
と
も
。
（
義
経
記
）

（61）
粟
津 

 

滋
賀
県
大
津
市
の
地
名
。
琵
琶
湖
に
臨
む
松
原
は
粟
津
が
原
と
呼
ば
れ
、
近
江
八
景

の
一
つ
「
粟
津
の
晴
嵐
」で
知
ら
れ
た
。
木
曽
義
仲
戦
死
の
地
。（
平
家
物
語
・
謡
曲
烏
帽
子
折
）

（62）
や
か 

 

「
た
」
脱
か
。

（63）
し
の
み
や
原 

 

四
宮
神
社
は
滋
賀
県
大
津
市
四
宮
町
に
あ
る
天
孫
神
社
の
旧
称
。

（64）
九
重
の
外 

 

宮
城
の
外
の
意

（65）
作
り
道 

 

新
し
く
作
っ
た
道
路
。
新
道
。
（
梁
塵
秘
抄
・
平
家
物
語
・
古
今
著
聞
集
「
人
勢

お
こ
し
て
、
火
お
ほ
く
と
も
し
て
も
と
む
る
に
、
東
寺
の
南
、
作
り
道
の
田
中
に
て
も
と
め

出
し
て
け
り
」

（66）
あ
く
た
河 

 

芥
川
。
大
阪
府
高
槻
市
を
流
れ
る
淀
川
の
支
流
。
ま
た
、
そ
の
付
近
の
地
名
。「
伊

勢
物
語
」
の
二
条
の
后
を
誘
い
出
し
、
鬼
に
さ
ら
わ
れ
た
話
で
知
ら
れ
る
。
歌
枕
。（
伊
勢
物
語
）

（67）
み
か
け 

 
御
影
。
神
功
皇
后
が
姿
を
う
つ
し
て
化
粧
し
た
沢
の
井
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
呼
ば

れ
た
と
い
う
兵
庫
県
神
戸
市
東
灘
区
の
地
名
。
石
屋
川
東
岸
の
六
甲
山
地
南
斜
面
を
占
め
、

古
く
か
ら
御
影
石
と
呼
ば
れ
る
花
崗
岩
の
産
地
。



五
五

（68）
布
引
や 

 

道
の
枕
詞
。
多
く
の
人
が
引
続
い
て
絶
え
間
の
な
い
こ
と
の
た
と
え
。

（69）
尾
上 

 

兵
庫
県
加
古
川
市
の
加
古
川
河
口
東
岸
の
地
名
。
尾
の
上
神
社
が
あ
り
、
松
は
高
砂

の
松
・
尾
上
の
松
・
相
生
の
松
と
し
て
知
ら
れ
た
。

（70）
高
砂 

 

兵
庫
県
南
部
の
地
名
。
加
古
川
河
口
の
西
岸
に
発
達
。
古
来
、
港
町
と
し
て
知
ら
れ

る
。
謡
曲
高
砂
で
知
ら
れ
る
高
砂
神
社
の
相
生
の
松
や
曽
根
天
神
松
原
が
あ
る
。
歌
枕
。（
古

今
集
・
古
今
著
聞
集
）

（71）
む
ろ
の
と 

 

室
は
室
津
の
こ
と
。
兵
庫
県
揖
保
郡
御
津
町
に
あ
る
地
名
。
漁
港
が
あ
り
、
奈

良
時
代
は
播
磨
五
泊
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
要
港
で
あ
り
、
中
世
に
は
和
寇
の
根
拠
地
と
な

り
、
江
戸
時
代
は
瀬
戸
内
海
航
路
の
寄
港
地
で
あ
っ
た
。
遊
女
の
発
祥
地
。
戸
は
港
の
出
入

り
口
。

（72）
こ
が
れ 

 

焦
が
れ
と
漕
が
れ
の
掛
詞
。

（73）
早
鞆 

 

早
鞆
瀬
戸
は
関
門
海
峡
東
端
の
最
狭
部
の
水
道
。
下
関
市
壇
ノ
浦
と
北
九
州
市
門
司

区
和
布
刈
（
め
か
り
）
と
の
間
の
海
域
。
急
潮
で
知
ら
れ
る
。

（74）
く
国 

 

九
国
。
き
ゅ
う
こ
く
に
同
じ
。
九
州
の
こ
と
。
（
栄
花
物
語
・
玉
葉
・
保
元
物
語
）
「
九

国
へ
は
、
い
つ
か
行
き
着
か
ん
ず
ら
ん
」
（
幸
若
舞
曲
『
新
曲
』
）

（75）
し
ち
い
き 

 

日
域
。
日
の
出
る
国
の
意
か
ら
、
日
本
の
異
称
。
曾
我
物
語
冒
頭
に
例
が
あ
る
。

「
そ
れ
、
日
域
秋
津
島
は
」
金
刀
比
羅
本
平
治
物
語
・
説
教
節
―
説
教
刈
萱

（76）
み
る
よ
り
も 

 

見
る
と
す
ぐ
に
の
意
。
瞽
女
の
祭
文
松
坂
の
語
り
に
「
見
る
よ
り
も
」
・
「
聞

く
よ
り
も
」
を
頻
用
し
た
小
林
ハ
ル
の
実
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
鈴
木
昭
英
「
瞽
女
唄
・

祭
文
松
坂
の
語
り
」
『
軍
記
語
り
と
芸
能
』
軍
記
文
学
研
究
叢
書
⑫
汲
古
書
院 

 

平
成
一
二

年
一
一
月
）

（77） 

か
ら
め
か
ひ
て 
 

「
が
ら
め
か
す
」
は
が
ら
が
ら
と
音
を
立
て
る
の
意
。
（
平
治
物
語
）

（78）
う
ん
か
く 

 

雲
客
。
平
安
中
期
以
降
、
清
涼
殿
に
昇
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
者
。
四
位
、
五
位

の
貴
族
及
び
六
位
蔵
人
を
い
う
。
殿
上
人
。
（
左
経
記
・
平
家
物
語
）

（79）
し
ん
し
を 

心
性
。
精
神
の
こ
と
。

（80）
叡
聞 

 

天
子
が
お
聞
き
に
な
る
こ
と
。
（
保
元
物
語
）

（81）
い
わ
わ
れ 

 

祝
わ
れ
。
大
切
に
さ
れ
の
意
。
（
御
伽
草
子
―
熊
野
の
本
地
・
仮
名
草
子
―
仁

勢
物
語
）

（82） 

う
つ
た
つ 
 

打
立
つ
の
変
化
し
た
語
。
出
立
す
る
。
（
平
家
物
語
・
太
平
記
）

（83）
一
の
筆 
 

軍
陣
で
一
番
首
を
取
っ
た
こ
と
を
首
帳
に
最
初
に
記
す
こ
と
。
第
一
の
手
柄
と
さ

れ
た
。
（
平
家
物
語
「
其
日
の
高
名
の
一
の
筆
に
ぞ
着
き
け
る
」
・
義
経
記
）

（84）
手
組 

 

（36）
の
組
ノ
手
に
同
じ
。

（85）
か
さ
い
て 

 

か
ざ
う
は
物
の
上
、
ま
た
は
頭
や
目
の
上
な
ど
に
さ
し
か
け
る
の
意
。
か
ざ
す
。

（86）
角
の
板
戸 

 

門
の
板
戸
か
。

（87）
さ
い
わ
ひ
に 

 

運
よ
く
・
好
機
と
し
て
（
竹
取
物
語
）

（88）
み
も
分
か
す 

 

見
も
分
け
ず
。
見
分
け
が
つ
か
ず
の
意
。

（89）
さ
ゝ
め
が
や
つ　

笹
目
が
谷
。
鎌
倉
長
谷
付
近
の
地
名
。
長
楽
寺
が
あ
っ
た
。

（90）
し
ん
ぞ
く 

 

退
く
の
変
化
し
た
語
。
（
幸
若
歌
謡
―
司
土
の
上
・
幸
若
―
敦
盛
）

（91）
か
か
つ
し
時 

 

か
か
っ
し
時
。
動
詞
か
か
り
に
過
去
の
助
動
詞
き
の
連
体
形
し
の
付
い
た
「
か

か
り
し
」
の
変
化
し
た
語
。
こ
う
い
っ
た
・
か
よ
う
な
り
し
・
か
く
あ
り
し
。
中
世
以
後
の

用
法
。
（
虎
明
本
狂
言
―
文
蔵
「
か
か
っ
し
時
に
平
家
是
を
聞
、
さ
な
だ
一
人
う
た
ん
と
て

よ
き
む
し
ゃ
三
騎
を
す
ぐ
る
」
同
―
朝
比
奈
「
か
か
っ
し
所
に
」
）

（92）
稲
毛
三
郎
重
成 

 

小
山
田
有
重
の
子
で
三
郎
を
称
し
た
。
武
蔵
国
稲
毛
荘
を
本
拠
と
し
た
。

源
頼
朝
に
従
い
多
く
の
戦
功
を
あ
げ
た
。
元
久
元
年
（
一
二
○
五
）
畠
山
重
忠
が
無
実
の
罪

に
よ
っ
て
討
た
れ
た
責
任
者
と
し
て
、
翌
日
の
六
月
二
三
日
に
殺
さ
れ
た
。

（93）
を
つ
か
く
る 

 

追
い
掛
け
る
。
お
っ
か
・
く
《
他
動
詞
カ
変
下
二
行
活
用
》
（
日
葡
辞
書 

オ

ッ
カ
ク
ル
）

（94）
く
つ
は
み 

 

く
つ
ば
み
。
轡
。
（
日
本
霊
異
記
・
太
平
記
）

（95）
め
い 

 

命
。
天
の
定
め
。
天
命
。
命
数
。
（
万
葉
集
・
十
訓
抄
・
太
平
記
）

（96）
妙
見 

 

妙
見
菩
薩
。
北
極
星
を
神
格
化
し
た
も
の
と
い
わ
れ
、
国
土
を
守
護
し
、
災
厄
を
除

く
と
い
う
菩
薩
。
秩
父
氏
の
守
護
神
が
妙
見
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
こ
の
物
語
が

書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
。
（
日
本
霊
異
記
・
今
昔
物
語
集
）

（97）
御
は
な
ち 

 

御
放
ち
。
見
捨
て
る
の
意
。
（
源
氏
物
語
）

（98）
上
卿
の
よ
う
し 

建
仁
三
年
、
源
実
朝
の
御
台
所
を
京
都
か
ら
迎
え
る
た
め
、
上
京
の
供
を

畠
山
重
忠
・
重
保
伝
承
の
生
成 

― 

内
閣
文
庫
本
『
畠
山
六
郎
志
け
体
』
か
ら
読
み
解
く 

―
（
若
松
）



五
六

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

命
じ
た
平
賀
朝
雅
の
用
事
の
こ
と
か
。
武
蔵
守
と
右
衛
門
佐
の
官
位
を
持
っ
て
い
た
さ
れ
ど

も
か
ら
、
よ
う
し
ま
で
は
錯
簡
と
思
わ
れ
る
。

（99）
し
や
う
こ 

 

上
古

（100）
た
く
み 

 
巧
む
は
計
略
を
め
ぐ
ら
す
意
。
（
徒
然
草
）

（101）
長
夜
の
闇 

 
仏
語
で
煩
悩
の
た
め
に
迷
い
の
世
界
に
あ
っ
て
、
光
を
見
出
せ
な
い
こ
と
。
（
源

氏
物
語
・
義
経
記
）

（102）
き
も
を
け
す 

 

き
も
を
消
す
は
肝
を
潰
す
と
同
義
。
（
平
家
物
語
「
風
の
ふ
く
日
は
、
け
ふ

も
や
舟
に
の
り
給
ふ
ら
ん
と
肝
を
消
し
、
い
く
さ
と
い
ふ
時
は
、
た
だ
い
ま
も
や
う
た
れ
給

ふ
ら
ん
と
心
を
つ
く
す
」
）

（103）
秩
父
の
館 

 

秩
父
は
畠
山
氏
の
先
祖
の
地
。
重
忠
の
代
に
は
男
衾
郡
畠
山
の
館
に
移
っ
て
い

た
。
館
を
た
ち
と
読
む
の
は
外
敵
を
防
ぐ
た
め
に
適
当
な
地
形
な
ど
を
利
用
し
て
作
っ
た
小

規
模
な
砦
の
意
味
で
、
用
例
は
、
高
野
本
平
家
物
語
・
徒
然
草
・
太
平
記
に
あ
る
。

（104）
さ
ふ
な
く 

 

左
右
な
く
。
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
と
し
て
の
意
。

（105）
耳
し
ゐ 

 

耳
廃
・
聾
。
耳
の
器
官
の
働
き
を
失
う
こ
と
。
（
十
巻
本
和
名
抄
）

（106）
わ
つ
そ
く 

 

輪
束
（
わ
っ
そ
く
）
。
長
大
な
太
刀
を
太
刀
の
緒
で
右
肩
か
ら
左
脇
に
は
す
か

け
に
背
負
う
こ
と
。
（
走
衆
故
実
・
幸
若
―
烏
帽
子
折
「
ひ
げ
き
り
の
御
は
か
せ
を
わ
っ
そ

く
に
か
け
給
ひ
て
」
）
「
四
尺
八
寸
有
け
る
が
、
抜
け
ば
玉
散
る
斗
成
を
、
白
き
手
綱
に
て
、

真
中
、
む
ず
と
結
ふ
て
、
輪
束
に
ぞ
掛
け
た
り
け
る
。
」
（
幸
若
舞
曲
『
元
服
曾
我
』
）

（107）
さ
ま
の
な
ひ
き 

 

様
の
靡
き
具
合
。

（108）
け
い
ろ
く 

 

鶏
肋　

鶏
の
肋
骨
で
、
た
い
し
て
役
に
立
た
な
い
が
、
捨
て
る
に
は
惜
し
い
も

の
を
い
う
。
（
後
漢
書 

揚
修
伝
）
太
平
記
に
も
用
例
が
あ
る
。

（109）
ゆ
ふ
わ
う 

 

幽
王
。
紀
元
前
八
世
紀
の
中
国
周
第
一
二
代
の
王
（
在
位
前
七
八
二
～
前

七
七
一
）
。
姓
名
姫
涅
（
き
で
つ
）
。
皇
后
と
太
子
を
廃
し
、
寵
姫
を
皇
后
に
し
、
そ
の
子
を

太
子
と
し
た
。
放
恣
を
き
わ
め
、
の
ち
、
犬
戎
の
力
を
借
り
た
外
戚
の
申
侯
に
殺
さ
れ
た
。

（110）
ち
ん 
 

陳
。
中
国
の
国
名
。
西
周
・
春
秋
時
代
に
河
南
・
安
徽
の
一
部
を
占
め
た
小
国
。

四
七
八
年
、
二
四
代
で
楚
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。

（111）
半
さ
わ 

 

榛
沢
。
榛
沢
成
清
の
こ
と
。

（112）
く
も
て 

 

蜘
蛛
手
（
く
も
で
）
。
四
方
八
方
に
駈
け
回
る
こ
と
。
（
浄
瑠
璃
―
平
仮
名
盛
衰
記
）

（113）
か
く
な
わ 

 

結
果
（
か
く
の
あ
わ
）
と
い
う
古
代
菓
子
。
小
麦
粉
を
練
っ
て
緒
を
結
ん
だ
形

に
作
り
、
油
で
揚
げ
た
も
の
。
転
じ
て
、
そ
の
形
の
如
く
太
刀
な
ど
を
縦
横
に
振
り
回
し
て

使
う
さ
ま
を
い
う
。
（
平
家
物
語
四
巻
橋
合
戦
「
そ
の
後
太
刀
を
抜
い
て
戦
ふ
に
蜘
蛛
手
・

か
く
な
は
・
十
文
字
」
・
浄
瑠
璃
傾
城
反
魂
香
）

（114）
十
も
ん
し 

 

十
文
字
。
太
刀
の
使
い
方
の
一
つ
。
十
の
字
の
形
に
太
刀
を
使
う
こ
と
か
。（
平

家
物
語
四
巻
橋
合
戦
）
前
後
左
右
に
動
き
回
る
こ
と
。
（
平
治
物
語
「
た
て
さ
ま
横
さ
ま
十

文
字
に
、
敵
を
さ
っ
と
け
ち
ら
し
て
」

（115）
八
ヶ
国 

 

坂
東
八
ヶ
国
。
関
八
州
。
（
浄
瑠
璃
―
平
仮
名
盛
衰
記
「
坂
東
一
の
勇
者
と
呼
ば

れ
し
秩
父
の
重
忠
」
）

（116）
相
馬
の
将
門 

 

相
馬
小
次
郎
の
名
乗
り
か
ら
平
将
門
の
こ
と
。

（117）
本
田
の
二
郎
ち
か
経 

 

畠
山
重
忠
の
股
肱
の
臣
で
あ
っ
た
本
田
次
郎
近
常
。
覚
一
本
『
平
家

物
語
』
九
・
落
足
に
は
、
備
中
守
師
盛
を
討
っ
た
こ
と
を
載
せ
る
。

（118）
白
檀
磨
き 

 

金
箔
置
き
の
上
に
透
漆
を
塗
っ
た
も
の
。
白
檀
の
木
を
磨
き
上
げ
た
色
調
に
酷

似
す
る
こ
と
に
よ
る
。
（
松
井
本
太
平
記
「
白
檀
琢
の
脛
当
に
」
虎
明
本
狂
言
―
文
蔵
「
白

旦
み
が
き
の
す
ね
あ
て
に
、
ひ
お
ど
し
の
大
鎧
」
）
「
楊
梅
桃
李
の
左
右
の
篭
手
、
白
檀
磨
き

の
脛
当
て
、
」
（
高
館
）

（119）
あ
く
ち
た
か 

 

開
口
高
。
足
袋
や
靴
の
あ
ぐ
ち
を
高
く
引
上
げ
て
、
足
首
が
隠
れ
る
よ
う

に
は
く
こ
と
。
（
幸
若
―
高
館
「
熊
の
皮
の
も
み
た
び
、
し
ろ
か
ね
に
て
へ
り
か
ね
や
っ
て
、

あ
く
ち
た
か
に
ふ
む
ご
う
だ
り
」
）

（120）
ふ
ん
ご
う
だ
り 

 

踏
込
ん
だ
り
の
音
便
変
化
か
。

（121）
い
つ
き
に
あ
ま
る 

 

五
寸
に
余
る
。
馬
の
丈
が
四
尺
五
寸
余
り
の
意
。

（122）
金
覆
輪
の
鞍 

 

黒
漆
塗
り
で
、
金
銅
の
覆
輪
の
付
い
た
鞍
。

（123）
曲
進
退 

 

き
ょ
く
し
ん
だ
い
。
軽
快
に
前
後
左
右
に
動
く
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
様
子
。
（
源

平
盛
衰
記
「
鹿
毛
な
る
馬
の
太
く
逞
し
き
が
、
曲
進
退
に
し
て
逸
物
也
」

（124）
が
ん
じ 

 
太
刀
風
鋭
く
切
り
払
う
様
を
表
す
語
。
（
幸
若
―
高
館
「
あ
ふ
ひ
作
三
尺
八
寸
よ

こ
て
切
に
か
む
し
と
き
る
」
浄
瑠
璃
―
安
宅
高
館
「
べ
ん
け
い
是
を
見
て
、
も
っ
て
ひ
ら
い



五
七

て
、
よ
こ
て
切
に
が
ん
じ
と
き
る
」
）

（125）
か
ぶ
り
の
い
た 

 

鎧
の
袖
、
栴
檀
板
、
小
手
の
一
番
上
の
板
。
本
朝
軍
器
考
に
よ
れ
ば
「
袖

の
上
の
板
を
冠
の
板
と
古
よ
り
聞
こ
え
し
」
と
紹
介
し
て
い
る
。
（
幸
若
―
高
館
・
浄
瑠
璃

―
吉
野
都
女
楠
）

（126）
ぬ
れ
つ
か
わ
い
つ 

 

大
河
を
何
度
も
越
え
た
の
で
、
「
濡
れ
つ
乾
き
つ
」
し
た
の
で
あ
る
。

か
わ
い
つ
の
い
は
き
の
音
便
。

（127）
か
つ
は
と 

 

か
っ
ぱ
と
。
激
し
い
勢
い
で
、
急
に
倒
れ
伏
し
、
ま
た
は
起
き
上
が
る
様
を
表

す
語
。
が
ば
。
（
平
家
物
語
「
か
ば
と
お
き
、
舟
の
へ
た
に
た
っ
て
」

（128）
く
ん
き
や
う 

 

「
ん
」
は
「
つ
」
の
誤
記
で
、
屈
強
。

（129）
時
節
の
梅
花
春
風
を
借
ら
ず 

 

「
時
節
の
梅
花
春
風
を
待
た
ず
」
は
天
の
命
ず
る
と
こ
ろ
は
、

人
の
力
で
は
い
か
ん
と
も
で
き
な
い
の
意
。
「
時
節
の
梅
花
春
風
を
待
た
ず
」
と
も
。
（
咄
本

―
醒
睡
笑
・
応
仁
記
）

（130）
残
い
て 

 

残
り
て
の
り
が
音
便
変
化
し
た
も
の
だ
が
、
い
と
な
る
の
は
例
が
少
な
く
、
方
言

か
。

（131）
子
不
念
父
母 

 

し
ふ
ね
ん
ふ
も
。
子
は
父
母
を
尊
重
し
な
い
の
意
味
。
仏
語
か
。

（132）
桶
側
胴 

 

当
世
具
足
の
胴
の
様
式
名
。
鉄
板
矧
合
わ
せ
の
胴
の
構
造
が
桶
側
に
似
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
い
う
。
（
幸
若
―
高
た
ち
「
く
ろ
が
ね
を
厚
さ
五
分
に
き
た
わ
せ
た
る
を
、
桶
が

は
ど
う
と
名
づ
け
」
）
桶
側
胴
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
本
書
が
戦
国
期
以
降
の
作
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（133）
四
十
二
才
た
る 

 

四
十
二
指
た
る
で
、
四
十
二
本
差
し
た
の
意
。

（134）
は
す
た
か 

 

筈
高
（
は
す
だ
か
）
。
胡
ろ
く
（
や
な
ぐ
い
）
に
矢
を
差
し
て
負
う
と
き
、
矢

筈
が
高
く
現
れ
て
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
（
太
平
記
「
た
か
う
す
べ
尾
の
矢
三
十
六
指

た
る
を
、
筈
高
に
負
成
」

（135）
五
人
は
り 
 

五
人
張
。
四
人
で
弓
を
曲
げ
、
残
る
一
人
が
よ
う
や
く
弦
を
か
け
る
ほ
ど
の
強

い
弓
。
（
保
元
物
語
「
五
人
張
の
弓
、
長
さ
八
尺
五
寸
に
て
」
太
平
記
「
秀
郷
は
一
生
涯
が

間
身
を
放
た
で
持
た
り
け
る
五
人
張
に
せ
き
弦
懸
て
噛
ひ
湿
し
」
）

（136）
く
ひ
し
め
し 

 

食
湿
（
く
い
し
め
）
し
。
口
に
く
わ
え
て
ぬ
ら
す
。
（
太
平
記
「
弓
押
し
張
り
、

弦
く
ひ
し
め
し
て
、
流
鏑
（
か
ぶ
ら
）
矢
を
差
番
ひ
て
立
向
へ
ば
」
・
浄
瑠
璃
―
安
宅
高
館

「
つ
る
く
い
し
め
し
、
す
び
き
し
て
こ
そ
い
た
り
」
）
弓
取
直
し
弦
食
い
湿
し
、
素
引
し
て
こ

そ
居
た
り
け
れ
。
（
幸
若
舞
曲
『
高
館
』
）

（137）
お
と
と
中
野
の
三
郎 

 

弟
の
長
野
三
郎
重
清
の
こ
と
。
中
野
は
誤
り
。

（138）
し
け
め
ゆ
ひ 

 

滋
目
結
・
繁
目
結
。
一
面
に
染
め
た
目
結
（
鹿
子
絞
り
）
の
総
文
様
。
総
鹿

子
の
絞
り
目
の
あ
ら
い
も
の
。（
今
鏡
「
し
げ
め
ゆ
い
の
水
干
き
て
」
平
家
物
語
「
こ
こ
に
平
山
、

し
げ
目
ゆ
ひ
の
直
垂
に
緋
お
ど
し
の
鎧
き
て
」
平
治
物
語
「
や
が
て
家
貞
は
重
目
結
の
直
垂

に
、
洗
革
の
鎧
着
て
、
太
刀
脇
は
さ
み
」
）

（139）
す
び
き 

 

素
引
。
弓
に
矢
を
番
え
な
い
で
、
試
み
に
引
く
こ
と
。
（
源
平
盛
衰
記
―
衣
笠
合

戦
の
こ
と
「
荒
木
の
弓
の
い
ま
だ
削
り
治
め
ざ
る
を
押
張
て
、
す
び
き
し
た
り
け
れ
ば
」
太

平
記
「
張
が
へ
の
弓
の
寸
引
（
ス
ビ
キ
）
し
て
」

（140）
五
枚
甲 

五
枚
兜
。
錏
を
一
の
板
か
ら
菱
縫
の
板
ま
で
五
枚
に
縅
し
下
げ
た
兜
。
五
枚
錏
。（
平

家
物
語
「
つ
つ
井
の
浄
妙
明
秀
は
か
ち
ん
の
直
垂
に
黒
皮
縅
の
鎧
き
て
、
五
枚
甲
の
緒
を
し

め
、
黒
漆
の
太
刀
を
は
き
」
平
治
物
語
「
黒
糸
縅
の
よ
ろ
ひ
に
、
鍬
形
う
た
る
五
枚
甲
の
緒

を
し
め
」
虎
明
本
狂
言
―
文
蔵
「
ひ
お
ど
し
の
大
鎧
、
お
な
じ
け
の
五
ま
い
か
ぶ
と
に
く
わ

が
た
う
っ
て
ぞ
き
た
り
け
る
」
）

（141）
い
く
ひ
に
き 

 

猪
首
に
着
。
か
ぶ
り
も
の
を
あ
お
む
け
て
、
深
く
か
ぶ
る
こ
と
。
（
保
元
物

語
「
黒
皮
縅
の
鎧
に
、
同
じ
毛
の
五
枚
冑
を
猪
首
に
着
」

（142）
お
ほ
な
か
黒 

 

大
中
黒
。
鷲
の
矢
羽
の
斑
の
一
種
。
中
黒
は
上
下
が
白
く
中
が
黒
い
羽
。
大

中
黒
は
そ
の
黒
い
部
分
の
幅
が
広
い
も
の
を
い
う
。
（
平
家
物
語
「
い
か
物
づ
く
り
の
大
太

刀
は
き
、
廿
四
さ
い
た
る
お
ほ
な
か
ぐ
ろ
の
矢
お
ひ
」
・
義
経
記
）

（143）
し
ん
し
け
い
て
い 

 

親
子
兄
弟
を
音
読
み
し
た
も
の
。
し
ん
し
に
関
し
て
（
曾
我
物
語
「
又

し
ん
し
恩
愛
の
い
た
っ
て
切
な
る
事
」
・
浄
瑠
璃
―
源
頼
家
源
実
朝
鎌
倉
三
代
記
）

（144）
屋
蔵 

 
櫓
・
矢
倉
。
城
壁
な
ど
の
上
に
作
っ
た
建
物
で
、
諸
方
を
展
望
し
て
偵
察
し
た
り
、

矢
や
弾
丸
を
発
射
し
て
防
戦
の
用
と
し
た
も
の
。

（145）
に
そ
う 

 

二
相
は
仏
語
で
、
特
徴
・
形
相
な
ど
の
意
。
自
相
と
共
相
（
ぐ
う
そ
う
）
の
二
つ
。

転
じ
て
表
裏
二
つ
の
形
。
外
面
か
ら
内
面
を
悟
る
こ
と
。
（
幸
若
―
大
臣
「
け
う
い
は
二
そ

畠
山
重
忠
・
重
保
伝
承
の
生
成 

― 

内
閣
文
庫
本
『
畠
山
六
郎
志
け
体
』
か
ら
読
み
解
く 

―
（
若
松
）



五
八

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

う
の
も
の
な
れ
ば
、
何
と
お
も
ひ
て
か
引
つ
ら
ん
」
浄
瑠
璃
―
安
宅
高
館
「
二
さ
う
を
さ
と

っ
て
、
あ
く
ま
の
も
の
の
お
そ
れ
ん
は
、
た
い
ら
の
ち
ち
ふ
に
あ
や
か
ら
せ
給
へ
」
畠
山
重

忠
の
こ
と
）

（146）
重
忠
に
ま
し
ま
す
か 

 

ま
し
ま
す
か
と
最
高
の
敬
語
表
現
を
用
い
て
い
る
の
に
、
重
忠
と
尊

称
も
な
く
呼
ぶ
の
は
お
か
し
い
。
通
常
は
秩
父
殿
ま
た
は
畠
山
庄
司
殿
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
り
、

こ
れ
は
作
者
の
独
特
な
扱
い
で
あ
る
。

（147）
十
四
束 

 

矢
の
長
さ
が
両
手
で
掴
ん
で
十
四
有
る
こ
と
で
、
長
い
矢
の
こ
と
を
い
う
。
普
通

の
矢
は
十
二
束
。

（148）
む
な
板 

 

胸
板
。
鎧
の
胴
前
面
の
最
上
部
。
お
に
だ
ま
り
。
（
保
元
物
語
）

（149）
を
し
付 

 

押
付
。
押
付
板
の
略
。
大
鎧
の
背
の
上
部
。
（
金
刀
比
羅
本
保
元
物
語
「
八
大
龍

王
の
形
を
（
中
略
）
鎧
の
胸
板
・
を
し
つ
け
に
付
け
た
る
間
」

（150）
や
こ
ろ 

 

矢
比
・
矢
頃
（
や
ご
ろ
）
。
矢
を
射
当
て
る
に
程
よ
い
距
離
。
（
今
昔
・
吾
妻
鏡
・

読
本
椿
説
弓
張
月
）

（151）
死
ん
だ
り
け
り 

 

死
に
け
り
、
死
に
に
け
り
に
対
し
て
、
助
動
詞
の
「
た
り
」
が
付
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
動
作
・
状
態
の
存
続
を
示
す
。
～
て
い
る
・
～
て
お
く
。
「
け
り
」
は
過
去
・

回
想
の
助
動
詞
。
し
た
が
っ
て
、
死
ん
で
い
た
。

（152）
そ
こ
は
く 

 

幾
許
（
そ
こ
ば
く
）
。
数
量
の
多
い
さ
ま
、
程
度
の
甚
だ
し
い
こ
と
。
多
く
、
沢
山
。

（
伊
勢
物
語
・
狭
衣
物
語
・
大
鏡
・
日
蓮
遺
文
）

（153）
し
し
か
き 

 

猪
垣
・
鹿
垣
・
猪
や
鹿
が
田
畑
に
侵
入
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
石
、
土
、
竹
や

枝
付
き
の
木
で
編
ん
だ
垣
。
戦
場
で
敵
を
防
ぐ
の
に
も
用
い
た
。（
太
平
記
「
城
の
四
方
の
山
々

峰
々
、
二
十
三
箇
所
に
陣
を
取
て
、
鹿
垣
を
二
重
・
三
重
に
結
い
廻
は
し
、
逆
木
（
さ
か
も

ぎ
）
し
げ
く
引
懸
け
て
、
矢
懸
り
近
く
ぞ
攻
た
り
け
る
」
）

（154）
い
な
か
れ
た
り 
 

居
流
れ
た
り
。
多
く
の
人
が
座
っ
て
列
に
な
る
。
居
並
ぶ
。
（
屋
代
本
平

家
物
語
・
曾
我
物
語
「
八
十
余
人
い
な
が
れ
、
す
で
に
酒
宴
ぞ
は
じ
ま
り
け
る
」

（155）
よ
も
あ
ら
し 

 

世
も
あ
ら
じ
。
意
味
が
な
い
・
仕
方
が
な
い
の
意
。

（156）
よ
う
と
か
ら
ん 

 

よ
い
だ
ろ
う
の
意
か
。

（157）
こ
こ
ろ
も
と 

 

心
元
。
胸
元
の
こ
と
。
（
平
治
物
語
「
夫
の
刀
を
ぬ
く
ま
ま
に
、
心
も
と
に

さ
し
あ
て
、
う
つ
ぶ
さ
ま
に
ふ
し
け
れ
ば
」
・
幸
若
―
景
清
）



五
九

戦
前
・
戦
時
期
埼
玉
県
に
お
け
る
石
造
狛
犬
建
設
許
可
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て

―
「
＃
１
０
１
匹
の
埼
玉
狛
犬
」
に
よ
せ
て
―

佐　

藤　

美　

弥

は
じ
め
に

　

令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
埼
玉
県
教
育
局
文
化

資
源
課
の
事
業
と
し
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
た
身
近
な
文
化
財
の
人
気
投
票
企

画
「
＃
１
０
１
匹
の
埼
玉
狛
犬
」
が
実
施
さ
れ
た
。
写
真
・
動
画
共
有
サ
ー
ビ

ス
Ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
ａ
ｇ
ｒ
ａ
ｍ
を
利
用
し
、
神
社
境
内
等
に
所
在
す
る
い
わ
ゆ
る
狛

犬
（
後
述
の
よ
う
に
本
稿
が
対
象
と
す
る
時
期
に
は
「
狛
犬
」
に
限
ら
な
い
表

記
が
み
ら
れ
た
が
、
以
下
「
狛
犬
」
と
す
る
）
等
の
動
物
像
の
投
稿
を
呼
び
か
け
、

閲
覧
者
に
よ
る
「
い
い
ね
！
」
の
投
票
数
を
も
と
に
順
位
を
発
表
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
企
画
を
も
と
に
埼
玉
県
教
育
委
員
会
監
修
に
よ
る
『
埼
玉
の
狛
犬
』

（
さ
わ
ら
び
舎
、
二
〇
二
〇
年
）
が
刊
行
さ
れ
た
（1）

。

筆
者
は
文
化
資
源
課
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
、
「
＃
１
０
１
匹
の
埼
玉
狛
犬
」
と

『
埼
玉
の
狛
犬
』
に
助
言
や
監
修
等
で
協
力
す
る
機
会
を
得
た
。
『
埼
玉
の
狛
犬
』

で
は
「
埼
玉
の
狛
犬　

身
近
な
文
化
財
」
と
い
う
小
文
を
執
筆
し
、
本
来
社
殿
の

な
か
の
木
像
が
主
流
で
あ
っ
た
狛
犬
が
、
近
世
以
降
に
境
内
の
石
造
物
と
し
て

建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
過
程
な
ど
を
素
描
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
の
調

査
の
な
か
で
、
埼
玉
県
立
文
書
館
収
蔵
「
埼
玉
県
行
政
文
書
」
に
、
一
九
二
〇

年
代
か
ら
一
九
四
〇
年
代
に
か
け
て
、
県
が
県
内
の
神
社
境
内
で
の
石
造
狛
犬

建
設
を
許
可
し
た
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
前
述
の
小
文

で
は
紙
幅
の
関
係
上
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
十
分
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
が
、
本
稿
が
取
り
上
げ
る
石
造
狛
犬
建
設
の
具
体
的
な
手
続
き
を
含
む
、
近

代
の
石
造
狛
犬
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
こ
の
機
会
に
ま
と
め

る
も
の
で
あ
る
。

　

以
下
、
研
究
状
況
を
整
理
し
、
次
に
埼
玉
県
行
政
文
書
の
な
か
の
石
造
狛
犬

建
設
許
可
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
そ
の
う
え
で
根
拠
法
令
や
手

続
き
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
そ
し
て
文
書
の
内
容
か
ら
、
当
該
期
の
埼
玉
県
で

建
設
さ
れ
た
石
造
狛
犬
の
特
徴
を
検
討
す
る
。

一　

狛
犬
に
関
す
る
研
究
状
況

石
造
物
に
限
ら
な
い
狛
犬
一
般
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
美
術
史
分
野
に
お
け

る
彫
刻
作
品
の
研
究
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
主
と
し
て
中
世
以

前
の
木
造
の
作
例
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、
近
世
以
降
の
石
造
狛
犬
は
、
関
心

の
埒
外
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
か
ら
仏

教
と
と
も
に
、
中
国
・
朝
鮮
を
経
て
日
本
へ
と
狛
犬
が
ど
の
よ
う
に
伝
播
し
た

か
と
い
う
起
源
に
関
心
が
集
ま
り
（2）

、
近
世
・
近
代
に
お
い
て
石
造
狛
犬
が
い
か

に
建
設
さ
れ
た
か
を
具
体
的
に
論
じ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
な
か
で
、
近
世
以
降
の
石
造
狛
犬
は
愛
好
家
を
中

戦
前
・
戦
時
期
埼
玉
県
に
お
け
る
石
造
狛
犬
建
設
許
可
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て 

―
「
＃
１
０
１
匹
の
埼
玉
狛
犬
」
に
よ
せ
て 

―
（
佐
藤
）



六
〇

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

心
に
、
所
在
の
把
握
や
形
態
に
よ
る
分
類
な
ど
が
行
わ
れ
て
き
た
。
埼
玉
県
内

の
石
造
狛
犬
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
和
幸
『
狛
犬
探
訪　

埼
玉
の
阿
・
吽
た
ち
』

（
さ
き
た
ま
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
に
詳
し
い
。
同
書
は
県
内
の
二
一
八
一
社

を
調
査
し
、
八
〇
七
社
の
九
五
九
対
の
石
造
狛
犬
等
に
つ
い
て
、
所
在
地
、
造

立
の
時
期
、
石
工
、
奉
納
者
そ
の
他
に
つ
い
て
リ
ス
ト
化
し
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
調
査
結
果
を
も
と
に
埼
玉
県
に
お
け
る
石
造
狛
犬
の
造
立
が
「
昭
和
前
期
」

に
急
増
し
た
こ
と
、
そ
の
背
景
と
し
て
交
通
や
産
業
の
発
展
に
よ
る
生
活
基
盤
の

安
定
、
神
社
崇
拝
の
高
揚
や
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
の
「
紀
元
二
千
六
百
年
」

記
念
事
業
が
存
す
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
（3）

。

　

ま
た
自
治
体
史
に
お
い
て
は
石
造
物
調
査
の
一
環
と
し
て
狛
犬
が
調
査
さ
れ

て
き
た
。
埼
玉
県
内
の
事
例
を
み
る
と
、
戸
田
市
（4）

、
久
喜
市
（5）

、
長
瀞
町
（6）

、

蕨
市
（7）

、
都
幾
川
村
（8）

（
現
と
き
が
わ
町
）
、
朝
霞
市
（9）

、
上
福
岡
市
（10）

（
現
ふ
じ

み
野
市
）
に
お
け
る
石
造
物
・
金
石
調
査
の
な
か
で
石
造
狛
犬
が
対
象
と
な
り
、

写
真
、
造
立
の
時
期
や
奉
納
者
な
ど
が
記
録
さ
れ
た
。
な
か
で
も
上
福
岡
市
の

調
査
報
告
書
は
「
唐
獅
子
建
設
許
可
願
」
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般

的
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
狛
犬
の
数
は
少
数
で
あ
る
。

　
二　

埼
玉
県
行
政
文
書
に
あ
ら
わ
れ
た
石
造
狛
犬

　

ま
ず
埼
玉
県
行
政
文
書
に
ど
れ
ほ
ど
の
石
造
狛
犬
建
設
許
可
に
関
す
る
文
書

が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。

　

埼
玉
県
立
文
書
館
収
蔵
資
料
検
索
シ
ス
テ
ム
で
、
狛
犬
に
関
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド

に
よ
り
「
埼
玉
県
行
政
文
書
」
を
検
索
す
る
と
以
下
の
よ
う
な
結
果
と
な
る
。
「
狛

犬
」
一
六
件
、「
高
麗
犬
」
三
件
、「
唐
獅
子
」
一
九
件
（11）

、
た
ん
に
「
狛
」
で
一
件
、

ま
た
「
狛
」
や
「
犬
」
の
字
に
「
狗
」
を
あ
て
る
場
合
が
あ
り
、
「
高
麗
狗
」
で

も
七
件
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
あ
わ
せ
て
四
六
件
の
文

書
が
あ
る
【
表
】。
文
書
の
年
代
は
最
も
古
い
も
の
で
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
、

最
も
新
し
い
も
の
で
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
で
あ
る
。

　

な
お
、
前
掲
久
保
田
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
埼
玉
県
内
に
現
存
す
る
石
造
狛
犬

の
刻
字
か
ら
、
建
立
時
期
が
「
昭
和
前
期
」
（12）

で
あ
る
も
の
が
二
八
四
対
確
認
さ

れ
て
い
る
と
い
う
（13）

。
「
埼
玉
県
行
政
文
書
」
の
文
書
は
前
述
の
通
り
四
六
件
で

あ
り
、
現
存
す
る
石
造
狛
犬
の
わ
ず
か
約
一
六
％
に
関
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
残
存
状
況
が
、
文
書
の
保
存
状
況
に
よ
る
も
の
か
、
特
定
の
場

合
の
み
許
可
願
を
提
出
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
手
続
き
が
徹

底
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
か
な
ど
、
理
由
を
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ

こ
で
他
府
県
の
文
書
を
み
る
と
、
東
京
都
公
文
書
館
収
蔵
の
「
東
京
府
・
東
京

市
行
政
文
書
」
（
三
万
三
八
〇
七
点
）
に
は
「
狛
犬
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
検
索
で

き
る
建
設
許
可
に
関
す
る
文
書
は
二
件
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
収
蔵
「
京

都
府
行
政
文
書
」
（
一
万
五
四
〇
七
点
）
で
は
「
高
麗
狗
」
に
よ
る
検
索
も
含
め

て
五
件
、
山
口
県
や
群
馬
県
の
行
政
文
書
で
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
「
埼
玉
県
行
政
文
書
」
（
一
万
一
二
五
九
点
）
に
は
、
石
造
狛
犬

建
設
許
可
手
続
き
に
関
す
る
文
書
が
突
出
し
て
多
く
残
る
。

三　

根
拠
法
令

　

こ
れ
ら
神
社
境
内
に
お
け
る
石
造
狛
犬
建
設
許
可
の
根
拠
は
「
形
像
取
締
規

則
」
（
明
治
三
十
三
年
五
月
内
務
省
令
第
一
八
号
、
大
正
十
三
年
四
月
一
部
改
正
、

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
廃
止
）
で
あ
る
。

　

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
四
月
二
十
一
日
内
務
省
令
第
六
号
「
官
国
幣
社
以
下

神
社
ノ
祭
神
、
神
社
名
、
社
格
、
明
細
帳
、
境
内
、
創
立
、
移
転
、
廃
合
、
参
拝
、

寄
付
金
、
神
札
等
ニ
関
ス
ル
件
」
第
二
十
六
条
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。



六
一

境
内
地
ニ
ハ
国
家
ニ
功
労
ア
ル
モ
ノ
又
ハ
頌
揚
ス
ヘ
キ
事
蹟
ア
ル
モ
ノ
ニ
非

サ
レ
ハ
其
ノ
碑
表
又
ハ
形
像
ヲ
建
設
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

前
項
ノ
碑
表
又
ハ
形
像
ハ
建
設
ヲ
竣
ル
ト
同
時
ニ
無
条
件
ニ
テ
神
社
ノ
所
有

ニ
移
ス
モ
ノ
ニ
非
サ
レ
ハ
神
社
ハ
其
ノ
建
設
ヲ
承
認
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

前
二
項
ノ
規
定
ハ
碑
表
又
ハ
形
像
建
設
取
締
ニ
関
ス
ル
他
ノ
規
程
ノ
適
用
ヲ

妨
ケ
ス
（14）

内
務
省
神
社
局
が
同
令
を
解
説
し
た
「
神
社
ニ
関
ス
ル
改
正
法
規
ノ
綱
要
」

に
よ
れ
ば
、
同
条
第
三
項
の
「
碑
表
又
ハ
形
像
建
設
取
締
ニ
関
ス
ル
他
ノ
規
定
」

と
は
、
「
碑
表
ノ
建
設
ヲ
ナ
サ
ム
ト
ス
ル
場
合
ニ
ハ
墓
地
埋
葬
取
締
規
則
ニ
依
リ

所
轄
警
察
官
署
ノ
許
可
ヲ
要
ス
ヘ
ク
又
形
像
ヲ
建
設
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト

キ
ハ
形
像
取
締
規
則
ニ
依
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
意
ニ
外
ナ
ラ
ス
」
（15）

と
す
る
。

神
社
境
内
に
「
形
像
」
を
建
設
す
る
場
合
、「
形
像
取
締
規
則
」
に
よ
る
必
要
が
あ
っ

た
。

　

「
形
像
取
締
規
則
」
と
は
三
条
か
ら
な
る
省
令
で
あ
る
。
第
一
条
で
は
、
「
官

有
地
及
公
衆
ノ
往
来
出
入
ス
ル
地
ニ
於
テ
永
久
保
存
ノ
目
的
ヲ
以
テ
人
物
其
ノ

他
ノ
形
像
ヲ
建
設
、
移
転
、
改
造
又
ハ
除
却
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
」
地
方
長
官
（
東

京
府
は
警
視
総
監
）
（16）

の
許
可
を
要
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
但
書
で
「
墓
地

境
内
ニ
於
テ
慣
例
ニ
依
テ
礼
拝
ノ
用
ニ
供
ス
ル
モ
ノ
」
は
除
か
れ
て
い
る
。

第
二
条
で
は
以
下
の
よ
う
に
「
許
可
申
請
書
」
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す

る
必
要
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一　

形
像
ノ
位
置
ヲ
表
示
ス
ル
地
図

二　

形
像
ヲ
設
置
ス
ヘ
キ
土
地
ノ
種
目

三　

地
主
又
ハ
其
ノ
土
地
若
ハ
形
像
ニ
関
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
承
諾
ノ
有
無

四　

形
像
ノ
物
質
、
製
作
ノ
方
法
並
其
ノ
設
計
及
図
面

五　

礎
石
其
ノ
他
ノ
部
分
ニ
文
字
ヲ
表
ハ
ス
ト
キ
ハ
其
ノ
文
字

六　

歴
史
上
顕
著
ナ
ラ
サ
ル
人
物
ノ
形
像
ニ
係
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
人
ノ
事
蹟
又

寓
意
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
寓
意

七　

費
用
ヲ
募
集
ス
ル
モ
ノ
ハ
募
集
及
支
出
ノ
方
法

八　

形
像
ノ
管
理
及
維
持
方
法

以
上
の
ほ
か
、
形
像
の
除
却
の
場
合
に
は
来
歴
や
理
由
も
記
載
す
る
。

第
三
条
で
は
、
内
務
大
臣
は
「
公
共
ノ
安
寧
ヲ
維
持
シ
又
ハ
風
俗
ノ
取
締
ヲ

為
ス
カ
為
必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ
」
は
、
移
転
、
改
造
や
除
却
を
命
じ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
規
定
す
る
。

　

規
則
が
発
布
さ
れ
て
間
も
な
い
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
六
月
一
日
に

千
葉
県
知
事
は
、
内
務
省
警
保
局
長
に
宛
て
、
「
形
像
ト
称
ス
ル
中
ニ
ハ
路
傍
ノ

石
地
蔵
、
山
門
ノ
仁
王
、
社
寺
境
内
ニ
ア
ル
駒
狗
又
ハ
狐
其
他
商
業
広
告
ノ
為

メ
建
設
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
苟
モ
人
畜
等
ノ
摸
形
ア
ル
モ
ノ
ハ
総
テ
之
ヲ
包
含
致

シ
居
ル
義
ニ
候
哉
」
と
照
会
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
内
務
省
警
保
局
長
は
七
月

十
四
日
付
で
「
路
傍
ノ
石
地
蔵
ニ
対
シ
テ
ハ
省
令
ヲ
適
用
ス
ル
ノ
外
無
之
候
得

共
山
門
ノ
仁
王
社
寺
境
内
ニ
在
ル
駒
狗
又
ハ
狐
等
慣
行
ニ
依
リ
社
寺
ニ
付
随
ス

ル
物
件
ハ
省
令
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
ノ
限
リ
ニ
無
之
」
と
回
答
し
、
ま
た
「
是
等

ハ
事
実
ニ
付
其
時
ニ
措
置
候
外
可
無
之
ト
存
候
、
要
ス
ル
ニ
省
令
ハ
近
来
公
園

其
他
ニ
於
テ
銅
像
之
類
ヲ
建
設
ス
ル
此
間
ニ
有
之
候
為
取
締
上
ノ
必
要
ニ
応
シ

制
定
相
成
候
」
（17）

と
規
則
制
定
の
狙
い
を
説
明
し
た
。

こ
の
よ
う
に
本
来
「
形
像
取
締
規
則
」
は
、
寺
院
の
仏
像
な
ど
の
よ
う
な
信

仰
の
対
象
で
は
な
く
、
明
治
維
新
以
降
に
西
洋
の
影
響
に
よ
り
、
世
俗
の
人
物

戦
前
・
戦
時
期
埼
玉
県
に
お
け
る
石
造
狛
犬
建
設
許
可
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て 

―
「
＃
１
０
１
匹
の
埼
玉
狛
犬
」
に
よ
せ
て 

―
（
佐
藤
）
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の
事
績
を
顕
彰
す
る
目
的
で
公
園
等
の
公
共
の
場
所
に
銅
像
を
建
設
す
る
こ
と

が
流
行
し
た
こ
と
を
受
け
、
内
務
省
が
制
限
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
（
も
っ

と
も
、
そ
の
効
果
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
）
（18）

。
そ
の
た
め
神

社
境
内
の
狛
犬
は
基
本
的
に
対
象
外
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
埼
玉

県
で
は
一
時
期
狛
犬
建
設
に
か
か
る
出
願
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
関
連
す
る
文

書
が
残
っ
た
の
で
あ
る
。

四　

石
造
狛
犬
の
建
設
許
可
手
続
き

　

次
に
神
社
境
内
に
石
造
狛
犬
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
手
続
き
を
経
て
許
可
が
出
さ
れ
る
の
か
を
、
大
正
十
一
年
十
二
月
に
出

願
さ
れ
た
北
埼
玉
郡
星
河
村
の
村
社
劔
神
社
境
内
の
狛
犬
を
例
に
み
る
（19）

。

　

な
お
本
稿
で
対
象
と
し
た
文
書
の
う
ち
、
四
〇
件
（
約
八
七
％
）
が
町
村
と

密
接
な
村
社
に
建
設
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
神
社
に
狛
犬
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
村
社
で
あ
れ
ば
神
職
で
あ

る
社
掌
及
び
氏
子
総
代
が
知
事
に
あ
て
出
願
し
た
。
劔
神
社
の
場
合
、
社
掌
・

氏
子
総
代
に
加
え
狛
犬
の
「
建
設
発
起
人
」
も
名
を
連
ね
た
。

　

出
願
文
書
の
標
題
は
「
神
社
境
内
地
形
像
建
設
許
可
願
」
で
、
前
掲
大
正
二

年
内
務
省
令
第
六
号
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
【
図
１
】。
そ
の
ほ
か
の
例

で
は
「
工
作
物
建
設
許
可
願
」「
狛
犬
建
設
許
可
願
」
な
ど
が
あ
る
。
願
書
に
は
「
形

像
取
締
規
則
」
で
規
定
さ
れ
た
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
、「
建
設
費
収
支
計
算
書
」
、

狛
犬
の
図
【
図
２
】
や
建
設
す
る
位
置
を
示
し
た
境
内
の
図
が
添
付
さ
れ
た
。

　

出
願
は
郡
制
施
行
当
時
に
は
郡
長
、
後
に
は
町
村
長
を
経
由
し
、
県
に
提
出

さ
れ
た
。
劔
神
社
の
例
で
は
郡
長
の
副
申
が
行
わ
れ
、
伊
勢
参
宮
を
記
念
し
て

の
建
設
が
、「
神
社
崇
敬
ノ
発
露
」
で
あ
り
、「
境
内
風
致
ニ
一
層
ノ
美
観
ヲ
呈
ス
」

も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
意
見
が
添
え
ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
出
願
に
対
し
て
、
大
正
十
二
年
一
月
九
日
付
で
「
竣
工
済
ヲ
届

出
ヘ
シ
」
と
い
う
但
書
き
が
付
け
ら
れ
許
可
指
令
【
図
３
】
が
行
わ
れ
た
。
こ

の
事
例
で
は
「
唐
獅
子
」
と
し
て
出
願
さ
れ
た
が
、「
狗
犬
」
と
し
て
許
可
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
狛
犬
の
建
設
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
劔
神
社
の
例
で
は
何
ら
か
の
理
由
で
竣
工
済
届
が
提
出
さ
れ
ず
、

昭
和
六
年
五
月
八
日
付
で
県
学
務
部
長
が
星
河
村
長
あ
て
「
未
済
書
類
ニ
関
ス

ル
件
」
を
照
会
し
、
三
日
後
に
発
起
人
か
ら
「
竣
工
届
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　

神
社
境
内
の
狛
犬
建
設
許
可
手
続
き
は
、
以
上
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
。

　
五　

戦
前
・
戦
時
期
埼
玉
県
に
お
け
る
石
造
狛
犬
の
特
徴

　

次
に
「
埼
玉
県
行
政
文
書
」
に
残
る
文
書
か
ら
、
当
該
期
埼
玉
県
に
お
け
る

石
造
狛
犬
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
た
だ
し
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
本

稿
で
対
象
と
す
る
文
書
は
、
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
当
該
期
の
石
造
狛
犬
の

約
一
六
％
に
関
す
る
も
の
な
の
で
、
一
般
的
な
特
徴
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

　

（
一
）
名
称

　

現
在
一
般
に
「
狛
犬
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
石
像
は
、
当
時
ど
の
よ
う
に
呼
ば

れ
て
い
た
か
。
今
回
対
象
と
し
た
四
六
件
の
文
書
の
う
ち
、
件
名
で
は
な
く
出

願
の
文
書
中
に
「
狛
犬
」
と
表
記
し
て
い
る
も
の
は
わ
ず
か
八
件
（
約
一
七
％
）

で
あ
る
。
こ
れ
に
「
高
麗
犬
」（
一
件
）
、「
高
麗
狗
」（
一
〇
件
）
、「
狗
犬
」（
二
件
）

を
加
え
れ
ば
二
一
件
（
約
四
八
％
）
と
な
り
、
半
数
近
く
と
な
る
。
文
書
に
み

る
限
り
「
こ
ま
い
ぬ
」
と
い
う
呼
称
が
唯
一
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
表
記
も

定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

前
掲
の
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
の
千
葉
県
の
照
会
へ
の
内
務
省
に
よ

る
回
答
に
「
駒
狗
」
と
の
表
記
が
あ
る
よ
う
に
、
「
こ
ま
い
ぬ
」
と
い
う
呼
び
方

自
体
は
特
殊
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
同
時
に
、
表
記
は
多
様
で
あ
っ
た
と
い
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え
る
。
そ
し
て
村
々
か
ら
建
設
を
出
願
し
た
県
民
の
あ
い
だ
で
は
「
こ
ま
い
ぬ
」

と
同
等
程
度
に
「
唐
獅
子
」
（
一
八
件
／
約
四
〇
％
）
と
い
う
呼
称
が
な
じ
み
深

い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

（
二
）
建
設
事
由

　

次
に
石
像
狛
犬
の
建
設
事
由
に
つ
い
て
み
る
。
四
六
件
の
う
ち
建
設
事
由
が
明

記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
三
一
件
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
三
件
（
約
四
二
％
）
が
伊

勢
神
宮
の
参
拝
を
記
念
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
事
由
を
明
記
し
て
い
な
い

が
「
伊
勢
大
々
講
中
一
同
」
か
ら
奉
納
と
記
さ
れ
た
も
の
が
一
件
あ
る
（20）

。
そ
れ

ぞ
れ
の
神
社
の
氏
子
と
構
成
員
が
重
な
る
伊
勢
講
中
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。伊

勢
講
は
「
有
志
が
数
年
間
費
用
を
積
み
立
て
、
全
員
で
社
寺
に
参
る
」
「
総

参
講
」
の
形
態
を
と
り
伊
勢
神
宮
に
参
拝
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
に
始
ま
り
、

個
人
・
団
体
に
よ
る
旅
行
が
一
般
的
と
な
る
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
、
全
県
的
に

み
ら
れ
た
。
参
拝
へ
の
出
発
の
前
に
は
神
社
で
祈
祷
を
受
け
、
帰
っ
た
後
に
は

神
社
境
内
に
記
念
碑
を
建
設
す
る
と
い
う
よ
う
な
文
化
が
あ
っ
た
（21）

。

こ
の
よ
う
に
、
石
造
狛
犬
は
と
も
に
近
世
か
ら
継
続
す
る
伊
勢
講
の
文
化
と

結
び
つ
い
て
建
設
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
戦
時
期
に
お
い
て
は
、

た
と
え
ば
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
南
埼
玉
郡
大
山
村
の
村
社
八
幡
諏
訪

合
社
で
の
建
設
を
出
願
し
た
例
で
は
、
伊
勢
参
宮
の
安
全
祈
願
成
就
と
同
時
に
、

同
年
が
伝
説
上
の
神
武
天
皇
の
即
位
か
ら
二
六
〇
〇
年
に
あ
た
る
と
い
う
「
皇

紀
二
六
〇
〇
年
ヲ
記
念
」
す
る
こ
と
を
述
べ
（22）

、
昭
和
十
八
年
に
入
間
郡
大
田
村

の
無
格
社
白
山
神
社
で
の
建
設
を
出
願
し
た
例
で
は
、
伊
勢
神
宮
だ
け
で
は
な

く
、
「
武
神
」
と
さ
れ
る
香
取
、
鹿
島
両
神
宮
を
「
国
威
宣
揚
皇
軍
将
兵
武
運
長

久
ノ
タ
メ
」
参
拝
し
た
記
念
と
述
べ
る
（23）

な
ど
、
伊
勢
参
宮
の
記
念
で
あ
っ
て

も
戦
時
期
と
い
う
同
時
代
の
社
会
状
況
を
意
識
し
た
表
現
が
行
わ
れ
た
。
石
造

狛
犬
建
設
許
可
の
手
続
き
が
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

出
願
が
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
影
響
を
受
け
た
も
の
と
い
え
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
昭
和
三
年
の
天
皇
即
位
を
記
念
し
た
「
御
大
典
記
念
」
が
二
件
（24）

、

皇
太
子
の
誕
生
を
記
念
し
た
例
が
一
件
（25）

あ
り
、「
氏
子
惣
代
任
期
完
了
」
（26）

「
村

社
列
格
」
（27）

「
社
殿
改
築
」
（28）

な
ど
神
社
に
と
っ
て
の
節
目
を
記
念
し
て
建
設
さ

れ
た
も
の
や
「
敬
神
ノ
思
想
ノ
鼓
吹
」
（29）

な
ど
抽
象
的
な
事
由
も
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
狛
犬
を
寄
付
す
る
個
人
に
関
す
る
事
柄
を
事
由
と
し
た
も
の
が
あ
る
。
た

と
え
ば
昭
和
十
一
年
に
大
里
郡
玉
井
村
の
村
社
久
保
島
大
神
社
に
建
設
さ
れ
た

狛
犬
は
、
寄
付
を
し
た
商
業
者
の
伊
勢
参
宮
と
開
業
一
〇
周
年
を
記
念
し
た
も
の

で
あ
っ
た
（30）

。
昭
和
十
五
年
に
北
足
立
郡
馬
室
村
の
村
社
愛
宕
神
社
に
建
設
さ
れ

た
狛
犬
は
寄
付
し
た
者
の
病
気
快
癒
に
感
謝
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（31）

。
こ
れ
ら
の

ほ
か
に
特
徴
的
な
事
由
と
し
て
は
、
昭
和
十
一
年
に
秩
父
郡
三
田
川
村
の
村
社
八

幡
神
社
（32）

と
入
間
郡
三
ヶ
島
村
の
村
社
林
神
社
（33）

、
昭
和
十
三
年
に
こ
れ
も
三
ヶ

島
村
の
村
社
八
幡
神
社
（34）

に
建
設
さ
れ
た
狛
犬
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
も
と
も
と

氏
子
出
身
で
東
京
市
に
在
住
す
る
者
が
寄
付
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
林
神
社
と
八

幡
神
社
の
狛
犬
が
、
寄
付
し
た
者
の
「
今
回
成
功
」
を
記
念
し
た
も
の
で
あ
る
よ

う
に
、
出
郷
者
の
立
身
出
世
を
故
郷
に
示
す
目
的
で
建
設
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

事
例
と
い
え
る
。

　

（
三
）
石
材
・
寸
法
・
造
形

　

最
後
に
石
材
、
寸
法
や
造
形
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

狛
犬
に
使
用
さ
れ
た
石
材
が
明
記
さ
れ
て
い
る
四
〇
件
は
、
当
該
期
を
通
じ

て
小
松
石
（
一
一
件
）
、
白
河
石
（
一
二
件
）
、
花
崗
石
（
一
五
件
）
に
三
分
さ
れ
る
。

い
ず
れ
も
墓
石
や
灯
籠
な
ど
石
造
物
に
使
用
さ
れ
る
一
般
的
な
銘
石
で
あ
る
。

狛
犬
と
台
座
を
同
じ
石
材
と
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
す
が
み
え
る
。

戦
前
・
戦
時
期
埼
玉
県
に
お
け
る
石
造
狛
犬
建
設
許
可
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て 

―
「
＃
１
０
１
匹
の
埼
玉
狛
犬
」
に
よ
せ
て 

―
（
佐
藤
）
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文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

小
松
石
は
神
奈
川
県
真
鶴
で
産
出
す
る
安
山
岩
で
あ
る
。
狛
犬
を
質
が
よ
い

と
さ
れ
る
本
小
松
石
、
台
座
を
た
ん
に
小
松
石
と
し
た
例
、
ま
た
真
鶴
の
な
か

で
も
産
出
さ
れ
る
場
所
が
異
な
る
新
小
松
石
を
使
用
し
た
例
が
あ
る
。
白
河
石

は
福
島
県
西
郷
な
ど
で
産
出
す
る
凝
灰
岩
で
あ
る
。
「
白
川
石
」
と
表
記
す
る
場

合
や
、
白
河
石
の
な
か
で
も
西
郷
村
の
な
か
の
字
で
あ
る
「
米
村
石
」
な
ど
と

標
記
す
る
場
合
が
あ
る
。
花
崗
石
は
花
崗
岩
か
ら
切
り
出
し
た
石
材
の
意
で
あ

る
。
関
東
で
は
茨
城
県
笠
間
の
稲
田
石
や
同
県
真
壁
の
真
壁
石
が
代
表
的
な
石

材
で
あ
る
。

特
殊
な
例
で
は
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
に
大
里
郡
新
会
村
の
村
社
生
品

神
社
に
建
設
さ
れ
た
狛
犬
は
花
崗
岩
、
台
座
は
「
富
士
ノ
ク
ロ
ボ
ク
」
（
富
士
山

の
溶
岩
）
が
使
用
さ
れ
た
（35）

。
ま
た
昭
和
十
一
年
に
秩
父
郡
三
田
川
村
の
村
社
八

幡
神
社
に
建
設
さ
れ
た
狛
犬
は
地
元
秩
父
郡
小
鹿
野
で
産
出
す
る
「
秩
父
岩
殿

沢
産
秩
父
青
石
」
（
岩
殿
沢
石
）
が
使
用
さ
れ
た
（36）

。

狛
犬
の
寸
法
は
、
一
尺
八
寸
（
約
五
五
㎝
）
か
ら
三
尺
一
寸
（
約
一
ｍ
）
ま

で
幅
が
あ
る
。
最
も
多
い
の
は
九
件
み
ら
れ
る
二
尺
五
寸
（
約
七
六
㎝
）
で
あ
る
。

　

狛
犬
の
造
形
に
つ
い
て
は
、
願
書
に
図
面
を
添
付
す
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い

る
が
、
多
く
の
場
合
略
図
面
で
あ
り
、
実
際
と
か
け
は
な
れ
て
い
る
場
合
も
多

い
【
図
２
、４
、５
】。
造
形
に
つ
い
て
は
文
書
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し

い
と
い
え
る
。

む
す
び
に
か
え
て　

―
身
近
な
文
化
財
と
行
政
文
書
―

　

本
稿
で
は
「
＃
１
０
１
匹
の
埼
玉
狛
犬
」
を
き
っ
か
け
に
、
埼
玉
県
行
政
文

書
に
含
ま
れ
る
戦
前
・
戦
時
期
に
お
け
る
石
造
狛
犬
建
設
許
可
に
関
す
る
文
書

に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

埼
玉
県
行
政
文
書
に
は
他
府
県
に
比
し
て
相
対
的
に
多
く
の
関
連
文
書
が
残

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
当
該
期
に
建
設
さ
れ
た
石
造
狛
犬
の
一
部
に
関
す
る

も
の
で
し
か
な
い
が
、
現
在
で
は
一
般
的
で
あ
る
「
狛
犬
／
こ
ま
い
ぬ
」
の
呼

称
の
当
該
期
に
お
け
る
多
様
性
、
狛
犬
の
建
設
事
由
と
社
会
状
況
か
ら
の
影
響
、

使
用
さ
れ
た
石
材
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
る
。
つ
ま
り
行
政
文
書
は
本

来
意
図
し
な
い
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
狛
犬
が
建
設
さ
れ
た
地
域
に
は
残
り
に

く
い
情
報
を
記
録
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
情
報
は
地
域
に
残
る
身
近
な
文
化
財

と
し
て
の
石
造
狛
犬
そ
の
も
の
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
補
完
し
う
る
も
の
と
い

え
る
。

今
回
対
象
と
し
た
石
造
狛
犬
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
神
社
境
内
に
建
設
さ

れ
る
記
念
碑
な
ど
に
つ
い
て
も
関
連
す
る
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
身
近
な
文

化
財
の
調
査
・
研
究
に
行
政
文
書
を
活
用
す
る
余
地
は
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

註（1）
「
＃
１
０
１
匹
の
埼
玉
狛
犬
」
の
企
画
・
運
営
、
『
埼
玉
の
狛
犬
』
の
掲
載
写
真
の
撮
影
等

事
業
の
主
要
部
分
は
、
文
化
資
源
課
（
当
時
）
の
落
合
範
崇
氏
が
担
当
し
た
も
の
で
あ
る
。

（2）
代
表
的
な
狛
犬
研
究
と
し
て
、
伊
東
史
朗
『
日
本
の
美
術　

第
二
七
九
号　

狛
犬
』
至
文
堂
、

一
九
八
九
年
、
伊
東
史
朗
「
獅
子
狛
犬
の
成
立
、
そ
れ
以
前
・
以
後
」M

I
H
O
 
M
U
S
E
U
M

編
『
獅

子
と
狛
犬
』
青
幻
舎
、
二
〇
一
四
年
な
ど
が
あ
る
。

（3）
久
保
田
和
幸
『
狛
犬
探
訪　

埼
玉
の
阿
・
吽
た
ち
』
さ
き
た
ま
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、

一
二
六
頁
。

（4）
戸
田
市
史
編
さ
ん
室
編
『
獅
子
調
査
報
告
書
第
八
集　

戸
田
市
の
石
造
物
』
埼
玉
県
戸
田
市
、

一
九
八
〇
年
。
狐
像
を
含
め
一
四
件
を
掲
載
。
年
代
、
形
態
・
員
数
、
刻
字
、
法
量
、
所
在

地
を
記
載
し
て
い
る
。

（5）
久
喜
市
史
編
さ
ん
室
編
『
久
喜
市
の
金
石
』
久
喜
市
、
一
九
八
八
年
。
「
狛
犬
（
眷
属
）
」
の

項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

（6）
長
瀞
町
教
育
委
員
会
編
『
長
瀞
町
史　

民
俗
編
Ⅱ　

野
の
石
造
物
』
長
瀞
町
、
一
九
九
一
年
。

「
三　

石
仏
・
石
神
以
外
の
信
仰
石
造
物
」
の
節
に
「
狛
犬
・
神
使
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ



六
五

て
い
る
。
凡
例
に
「
特
に
長
瀞
町
は
山
犬
（
狼
）
の
メ
ッ
カ
な
の
で
、
そ
の
伝
説
、
言
い
伝

え
等
の
発
掘
に
つ
と
め
て
み
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

（7）
蕨
市
『
蕨
市
史
調
査
報
告
書　

第
八
集　

蕨
の
石
造
物
』
蕨
市
、
一
九
九
二
年
。
狛
犬
、
狐

各
一
対
の
み
掲
載
。

（8）
都
幾
川
村
史
編
さ
ん
委
員
会
『
都
幾
川
村
史
資
料
６
（
２
）
文
化
財
編　

石
造
物
Ⅱ
』
都
幾

川
村
、
一
九
九
三
年
。
「
社
寺
奉
納
石
」
の
部
で
「
石
像
・
手
水
石
」
と
し
て
一
対
の
み
掲
載
。

（9）
朝
霞
市
史
教
育
委
員
会
市
史
編
さ
ん
室
『
朝
霞
市
史　

調
査
報
告
書　

第
十
一
集　

朝
霞
の

石
像
物
（
Ⅲ
）
』
朝
霞
市
史
教
育
委
員
会
市
史
編
さ
ん
室
、
一
九
九
四
年
。
「
そ
の
他
石
像
物
」

の
な
か
に
「
狛
犬
（
高
麗
犬
）
」
の
項
目
が
あ
る
。
昭
和
九
年
ま
で
の
二
対
よ
り
新
し
い
も

の
は
「
極
く
近
年
の
造
立
の
た
め
、
紀
年
銘
を
省
略
す
る
」
と
あ
る
。

（10）
上
福
岡
市
教
育
委
員
会
編
『
市
史
調
査
報
告
書
第
９
集
』
上
福
岡
市
教
育
委
員
会
、

一
九
九
六
年
。

（11）
筆
者
は
『
埼
玉
の
狛
犬
』
で
、
三
八
件
の
文
書
が
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
「
狛
犬
」
「
高

麗
犬
」
「
唐
獅
子
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
し
た
場
合
に
見
出
さ
れ
る
数
字
で
あ
っ
た
。
本

稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
増
や
す
こ
と
で
更
に
事
例
が
見
出
さ
れ
た
。

（12）
昭
和
元
年
か
ら
二
十
年
ま
で
に
建
立
さ
れ
た
も
の
を
計
数
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（13）
前
掲
・
久
保
田
『
狛
犬
探
訪
』
一
二
七
頁
。

（14）
神
祇
院
総
務
局
監
輯
『
最
新
神
社
法
令
要
覧
』
京
文
社
、
一
九
四
一
年
、
二
八
五
～
二
八
六
頁
。

（15）
前
掲
・
神
祇
院
総
務
局
監
輯
『
最
新
神
社
法
令
要
覧
』
二
九
三
～
二
九
四
頁
。

（16）
大
正
十
三
年
改
正
ま
で
は
、
東
京
市
、
京
都
市
、
大
阪
府
は
地
方
長
官
を
経
由
し
内
務
大
臣

に
申
請
す
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。

（17）
以
上
三
つ
の
引
用
は
「
内
務
大
臣
決
裁
書
類
・
明
治
三
三
年　

形
像
取
締
に
関
し
疑
義
照
会

（
千
葉
）
」
国
立
公
文
書
館　

平
九
警
察
〇
〇
二
四
一
一
〇
〇
。

（18）
平
瀬
礼
太
『
銅
像
受
難
の
近
代
』
吉
川
弘
文
館
、
四
九
～
五
三
頁
。

（19）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

北
埼
玉
郡
星
河
村
剣
神
社
境
内
形
像
唐
獅
子
建
設
ノ
件
許
可
」

埼
玉
県
行
政
文
書　

昭
二
四
六
八-

二
三
。

（20）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

北
埼
玉
郡
田
ケ
谷
村
雷
電
社
唐
獅
子
建
設
竣
工
済
届
」
埼
玉

県
行
政
文
書　

昭
二
五
五
六-

三
六
。

（21）
以
上
、
本
県
に
お
け
る
伊
勢
講
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
編
『
新
編
埼
玉
県
史　

別
編
２　

民

俗
２
』
埼
玉
県
、
一
九
八
六
年
、
九
二
頁
。

（22）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

南
埼
玉
郡
大
山
村
八
幡
諏
訪
合
社
境
内
地
唐
獅
子
建
設
許
可
」

埼
玉
県
行
政
文
書
、
昭
三
八
九
四-

二
一
。

（23）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

入
間
郡
大
田
村
白
山
神
社
境
内
狛
犬
建
設
竣
工
済
届
」
埼
玉

県
行
政
文
書
、
昭
四
三
三
九-

二
〇
。

（24）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

北
足
立
郡
鴻
巣
町
八
幡
社
境
内
石
造
唐
獅
子
等
建
設
許
可
」

埼
玉
県
行
政
文
書　

昭
二
三
〇
一-

四
、
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

北
足
立
郡
鴻
巣
町

鴻
神
社
境
内
石
造
唐
獅
子
等
建
設
許
可
」
埼
玉
県
行
政
文
書　

昭
二
三
〇
一-

六
。

（25）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

北
足
立
郡
鴻
巣
町
生
出
塚
神
社
境
内
地
ニ
石
造
唐
獅
子
一
対

建
設
許
可
」
埼
玉
県
行
政
文
書　

昭
二
八
二
〇-

二
五
。

（26）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

大
里
郡
新
会
村
生
品
神
社
境
内
地
ヘ
高
麗
狗
及
石
灯
篭
建
設

追
認
許
可
」
埼
玉
県
行
政
文
書　

昭
二
〇
三
〇-

六
。

（27）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

入
間
郡
南
畑
村
上
南
畑
神
社
境
内
地
ヘ
狛
犬
建
設
許
可
」
埼

玉
県
行
政
文
書　

昭
二
一
六
九-

四
一
。

（28）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

児
玉
郡
金
屋
村
御
霊
稲
荷
神
社
狛
犬
建
設
許
可
」
埼
玉
県
行

政
文
書　

昭
三
六
〇
九-

三
八
。

（29）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

北
埼
玉
郡
大
桑
村
雷
電
社
境
内
ヘ
唐
獅
子
建
設
許
可
」
埼
玉

県
行
政
文
書　

昭
二
〇
三
〇-

七
ほ
か
。

（30）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

大
里
郡
玉
井
村
久
保
島
神
社
境
内
狛
犬
建
設
許
可
」
埼
玉
県

行
政
文
書　

昭
三
六
〇
八-

八
。

（31）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

北
足
立
郡
馬
室
村
愛
宕
神
社
唐
獅
子
建
設
許
可
」
埼
玉
県
行

政
文
書　

昭
三
八
九
四-

三
五
。

（32）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

秩
父
郡
三
田
川
村
八
幡
神
社
石
造
狛
犬
一
対
建
設
許
可
」
埼

玉
県
行
政
文
書　

昭
三
二
七
二-

四
二
。

（33）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

入
間
郡
三
ケ
島
村
林
神
社
境
内
高
麗
狗
建
設
許
可
」
埼
玉
県

行
政
文
書　

昭
三
六
〇
八-

一
二
。

（34）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社
入
間
郡
三
ケ
島
村
八
幡
神
社
石
造
高
麗
狗
建
設
許
可
」
埼
玉
県

行
政
文
書　

昭
三
八
九
四-

二
一
。

（35）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

大
里
郡
新
会
村
生
品
神
社
境
内
地
ヘ
高
麗
狗
及
石
灯
篭
建
設

追
認
許
可
」
埼
玉
県
行
政
文
書　

昭
二
〇
三
〇-

六
。

（36）
「
社
寺
部　

県
社
以
下
神
社　

秩
父
郡
三
田
川
村
八
幡
神
社
石
造
狛
犬
一
対
建
設
許
可
」
埼

玉
県
行
政
文
書　

昭
三
二
七
二-

四
二
。

戦
前
・
戦
時
期
埼
玉
県
に
お
け
る
石
造
狛
犬
建
設
許
可
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て 

―
「
＃
１
０
１
匹
の
埼
玉
狛
犬
」
に
よ
せ
て 

―
（
佐
藤
）



六
六

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

【図３】星河村劔神社の許可指令案 【図 1】星河村劔神社の許可願

【図 4】中丸村天神社の狛犬図面（部分） 【図 2】星河村劔神社の狛犬図面

【図 5】鴻巣町鴻神社の狛犬図面



六
七

戦
前
・
戦
時
期
埼
玉
県
に
お
け
る
石
造
狛
犬
建
設
許
可
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て 

―
「
＃
１
０
１
匹
の
埼
玉
狛
犬
」
に
よ
せ
て 

―
（
佐
藤
）

【
表

】
埼

玉
県

行
政

文
書

に
建

設
許

可
に

関
す

る
文

書
が

残
る

石
造

狛
犬

一
覧

・
許
可
年
代
は
許
可
指
令
の
日
付
と
し
た
。

・
竣
工
済
（
届
）
年
代
は
竣
工
済
届
中
に
記
載
さ
れ
た
竣
工
の
日
、
ま
た
は
届
の
日
付
と
し
た
。
後
者
の
場
合
は
後
ろ
に
「（

届
）」

を
付
し
た
。
T
は
大
正
、
S
は
昭
和
を
示
す
。

・
建
設
事
由
の
う
ち
〔
　
〕
内
は
、
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
文
書
の
内
容
か
ら
推
定
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

・
備
考
に
は
、
狛
犬
像
の
制
作
者
や
奉
納
者
等
に
つ
い
て
記
述
し
た
。

№
文
書

 
番
号

件
名

 
番
号

神
社
所
在
地

社
格
　
社
号

許
可
年
代

竣
工
済

（
届
）
年
代

名
称

（
出
願
時
）

建
設
事
由

石
材

（
狛
犬
）

石
材

（
台
座
等
）

寸
法

（
狛
犬
）

総
額

（
円
）

図
 

面
位
置
図

備
考

1
昭

2
4
6
8

2
3

北
埼
玉
郡
星
河
村
大
字
斎
条

村
社
　
劔
神
社

T
1
2
年

1
月

9
日

S
6
年

5
月

1
1
日
（
届
）

唐
獅
子

伊
勢
参
宮
記
念

　
　

　
6
2
0

有
有

　

2
昭

2
3
0
2

4
7

比
企
郡
中
山
村
大
字
北
園
部

村
社
　
氷
川
神
社

T
1
5
年

7
月

7
日

T
1
5
年

7
月

1
5
日

神
前
狗

伊
勢
参
宮
記
念

白
川
石

　
2
尺

2
0
5

有
有

松
山

町
石

工
中

村
福
造
氏
製
作

3
大

1
7
8
2

3
7

入
間
郡
水
谷
村
大
字
水
子
字
氷
川
前

無
格
社
　
氷
川
社

T
1
5
年

9
月

2
3
日

　
唐
獅
子

伊
勢
参
宮
記
念

福
島
西
郷
村
字

米
山
青
日
堅
石

福
島
須
賀
町

江
持
山
青
日
石

2
尺

5
寸

2
0

有
有

　

4
大

1
7
8
2

3
3

星
河
村
大
字
谷
郷

村
社
　
春
日
神
社

T
1
5
年

1
0
月

5
日

T
1
5
年

1
0
月

1
0
日
（
届
）

唐
獅
子

　
本
小
松
石

小
松
石

3
尺

1
寸

6
0
0

有
有

　

5
大

1
7
8
2

5
2

北
足
立
郡
中
丸
村
大
字
北
本
宿

村
社
　
天
神
社

T
1
5
年

1
2
月

1
0
日

T
1
5
年

1
2
月

2
0
日

唐
獅
子

　
花
崗
石

　
　

6
4
8

有
　

6
昭

1
8
8
9

1
5

北
足
立
郡
与
野
町
大
字
大
戸

村
社
　
氷
川
社

S
2
年

3
月

1
6
日

S
2
年

4
月

2
日

〔
獅
子
〕

　
小
松
石

白
河
石

2
尺

4
寸

2
8
9

有
有

名
称
「

獅
子

」
は

添
付
「

計
算

書
」

よ
り

7
昭

2
0
3
0

6
大
里
郡
新
会
村
大
字
高
島

村
社
　
生
品
神
社

S
3
年

2
月

2
9
日

S
2
年

3
月
　
日

高
麗
狗

氏
子
惣
代

任
期
完
了
記
念

花
崗
岩

富
士
ノ

ク
ロ
ボ
ク
石

2
尺

5
寸

6
0
0

有
　

8
昭

2
0
3
0

7
北
埼
玉
郡
大
桑
村
大
字
南
大
桑

村
社
　
雷
電
社

S
3
年

3
月

2
0
日

S
3
年

4
月

1
7
日
（
届
）

唐
獅
子

敬
神
思
想
の
鼓
吹

小
松
石

　
5
尺

3
寸

3
0
0

有
　

9
昭

2
3
0
1

4
北
足
立
郡
鴻
巣
町
大
字
鴻
巣
元
上
谷

無
格
社
　
八
幡
神
社

S
3
年

1
0
月

2
6
日

S
5
年

1
月

2
2
日

唐
獅
子

御
大
典
記
念

白
河
石

花
崗
石

2
尺

5
寸

3
5
4

有
有

　

1
0

昭
2
3
0
1

6
北
足
立
郡
鴻
巣
町
大
字
鴻
巣

村
社
　
鴻
神
社

S
3
年

1
0
月

2
6
日

S
5
年

1
月

2
2
日
（
届
）

唐
獅
子

御
大
典
記
念

白
河
上
石

花
崗
石

3
尺

1
寸

5
0
0

有
有

本
町
料
理
店
組
合

1
1

昭
2
1
6
9

4
1

入
間
郡
南
畑
村
大
字
上
南
畑

村
社
　
上
南
畑
神
社

S
4
年

5
月

1
7
日

S
4
年

5
月

1
7
日

狛
犬

村
社
列
格
記
念

　
　

　
　

有
有

　

1
2

昭
2
3
0
2

4
2

児
玉
郡
金
屋
村
大
字
金
屋

村
社
　
白
髭
神
社

S
5
年

2
月

1
7
日

S
2
年

8
月

2
5
日

唐
獅
子

　
花
崗
石

　
2
尺

5
寸

3
4
9

有
請

負
人

児
玉

町
石

材
商
伊
藤
仁
作

1
3

昭
2
3
0
2

7
6

比
企
郡
中
山
村
大
字
吹
塚

村
社
　
氷
川
神
社

S
5
年

3
月

1
2
日

S
5
年

4
月

1
2
日

神
前
狗

伊
勢
参
宮
記
念

白
河
石
材

　
1
尺

8
寸

1
5
4

有
有

松
山

町
石

工
小

柳
広
吉
氏
製
作

1
4

昭
2
4
6
8

2
4

北
足
立
郡
平
方
町
大
字
平
方

村
社
　
橘
神
社

S
5
年

7
月

1
1
日

S
6
年

5
月

1
4
日
（
届
）

高
麗
狗

伊
勢
参
宮
記
念

白
河
石

　
　

2
0
0

有
　

1
5

昭
2
5
5
6

3
6

北
埼
玉
郡
田
ヶ
谷
村
大
字
上
崎

村
社
　
雷
電
社

S
7
年

6
月

6
日

S
7
年

1
0
月

1
4
日

唐
獅
子

〔
伊
勢
参
宮
記
念
〕

　
　

　
3
0
0

有
有

伊
勢

大
々

講
中

一
同

1
6

昭
2
6
4
7

3
7

北
埼
玉
郡
田
ヶ
谷
村

大
字
内
田
ヶ
谷
字
中
郷

村
社
　
多
賀
谷
神
社

S
7
年

9
月

9
日

S
7
年

1
2
月

2
0
日

高
麗
狗

敬
神
思
想
の
向
上

白
河
石

　
1
丈

4
寸
（
総
高
）

1
,
3
0
0

有
有

総
額

は
玉

垣
を

含
む

1
7

昭
2
5
5
6

4
4

入
間
郡
南
高
麗
村
大
字
上
直
竹
下
分

村
社
　
冨
士
浅
間
神
社

S
7
年

1
0
月

2
5
日

S
7
年

1
1
月

2
3
日

高
麗
狗

　
花
崗
石

白
川
石

2
尺

2
0
0

有
有

　

1
8

昭
2
8
2
0

2
5

北
埼
玉
郡
鴻
巣
町
大
字
生
出
塚

村
社
　
生
出
塚
神
社

S
9
年

4
月

2
日

S
9
年

8
月

1
0
日

唐
獅
子

皇
太
子
誕
生
記
念

白
河
上
石

白
河
上
石

2
尺

5
寸

3
5
0

有
有

　

1
9

昭
2
8
2
0

3
4

大
里
郡
大
麻
生
村
大
字
広
瀬

村
社
　
浅
間
神
社

S
9
年

5
月

4
日

S
9
年

5
月

1
5
日

高
麗
狗

伊
勢
参
宮
記
念

小
松
石

小
松
石

2
尺

3
寸

5
部

8
3

有
有

　

2
0

昭
2
8
2
0

4
0

北
埼
玉
郡
星
宮
村
大
字
上
池
守

村
社
　
天
神
社

S
9
年

5
月

2
8
日

　
狛

　
小
松
石

小
松
石

2
尺

　
　

2
1

昭
2
8
2
0

5
8

大
里
郡
武
川
村
大
字
瀬
山

村
社
　
八
幡
神
社

S
9
年

9
月

2
8
日

S
9
年

1
0
月

1
1
日
（
届
）

唐
獅
子

伊
勢
参
宮
記
念

花
崗
岩

花
崗
岩

2
尺

1
寸

3
0
0

有
有

　

2
2

昭
2
8
2
0

5
6

熊
谷
市
石
原
区

村
社
　
赤
城
久
伊
豆
神
社

S
9
年

1
0
月

5
日

　
高
麗
狗

伊
勢
参
宮
記
念

花
崗
石

　
2
尺

8
寸

1
6
5

有
有

　

2
3

昭
3
0
3
8

1
5

熊
谷
市
大
字
箱
田

村
社
　
箱
田
神
社

S
9
年

1
2
月

7
日

S
1
0
年

3
月

2
2
日
（
届
）

狛
　

新
小
松

新
小
松

2
尺

3
寸

5
分

1
0
0

有
有

　

2
4

昭
3
0
3
8

2
0

大
里
郡
吉
岡
村
大
字
村
岡

村
社
　
登
由
宇
気
神
社

S
1
0
年

5
月

1
1
日

S
1
0
年

3
月

2
7
日

高
麗
狗

伊
勢
参
宮
記
念

花
崗
石

本
小
松

2
尺

3
寸

1
5
7

有
有

　

2
5

昭
3
0
3
9

4
9

入
間
郡
福
岡
村
大
字
駒
林

村
社
　
八
幡
神
社

S
1
0
年

8
月

1
6
日

S
1
0
年

8
月

2
0
日
（
届
）

唐
獅
子

敬
神
の
念
の
深
化

花
崗
石

白
河
石

3
尺

　
有

有
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文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
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三
）

№
文
書

番
号

件
名

番
号

神
社
所
在
地

社
格
　
社
号

許
可
年
代

竣
工
済

（届
）
年
代

名
称

（出
願
時
）

建
設
事
由

石
材

（狛
犬
）

石
材

（台
座
等
）

寸
法

（狛
犬
）

総
額

（円
）

図
 

面
位
置図

備
考

26
昭

3271
6

入
間
郡
金
子
村
大
字
中
神

村
社
　
三
輪
神
社

S11
年

1
月

8
日

S11
年

1
月

31
日

唐
獅
子

　
小
松
石

　
5
尺

8
寸
（
総
高
）

有
有

　

27
昭

3271
18

北
足
立
郡
春
岡
村
大
字
丸
ヶ
崎

村
社
　
氷
川
社

S11
年

4
月

8
日

　
唐
獅
子

　
米
村
石

（
白
河
石
）

米
村
石

（
白
河
石
）

2
尺

105
有

有
　

28
昭

3272
42

秩
父
郡
三
田
川
村
大
字
飯
田

村
社
　
八
幡
神
社

S11
年

4
月

22
日

S11
年

11
月

11
日

狛
犬

寄
附
申
込

秩
父
岩
殿
沢
産

秩
父
青
石

　
3
尺

　
　

29
昭

3272
43

大
里
郡
壱
打
村
大
字
中
曽
根

村
社
　
南
市
田
神
社

S11
年

9
月

14
日

S17
年

10
月

17
日

唐
獅
子

寄
附
申
込

花
崗
石

（
三
影
石
）

白
河
石

2
尺

7
寸

233
有

有
　

30
昭

3608
12

入
間
郡
三
ヶ
島
村
大
字
林

村
社
　
林
神
社

S11
年

11
月

9
日

S12
年

3
月

28
日
（
届
）

高
麗
狗

成
功
記
念

信
州
産

三
沢
石

白
河
石

2
尺

5
寸

　
有

有
　

31
昭

3608
8

大
里
郡
玉
井
村
大
字
久
保
島

村
社
　
久
保
島
大
神
社

S12
年

1
月

S12
年

1
月

14
日

狛
犬

伊
勢
参
宮
記
念
・

商
業
開
業

10
週
年

花
崗
石

花
崗
石

2
尺

8
寸

152
有

有
　

32
昭

3608
21

大
里
郡
別
府
村
大
字
西
別
府

村
社
　
湯
殿
神
社

S12
年

3
月

12
日

S12
年

3
月

12
日
（
届
）

狛
犬

伊
勢
参
宮
記
念

　
　

　
134

有
有

　

33
昭

3609
41

秩
父
郡
野
上
村
大
字
藤
谷
淵

県
社
　
寶
登
山
神
社

S12
年

5
月

7
日

S12
年

9
月

12
日
（
届
）

高
麗
犬

奉
納
申
出

白
河
石
材

白
河
石

3
尺

　
有

有
　

34
昭

3609
35

川
口
市
金
山
町

県
社
　
川
口
神
社

S12
年

5
月

11
日

S12
年

6
月

1
日

高
麗
狗

寄
附
申
出

小
松
石

白
河
石

6
尺
（
総
高
）

300
有

有
　

35
昭

3609
38

児
玉
郡
金
屋
町
大
字
保
木
野

村
社
　
御
霊
稲
荷
神
社

S12
年

8
月

6
日

S12
年

8
月

10
日

獅
子

社
殿
改
築
記
念

花
崗
石

　
2
尺

5
寸

108
有

有
児
玉
町
大
字
八
幡
山

町
石
工
君
塚
邦
次
郎

36
昭

3894
21

入
間
郡
三
ヶ
島
村
大
字
糀
谷

村
社
　
八
幡
神
社

S13
年

5
月

6
日

S15
年

3
月

4
日
（
届
）

高
麗
狗

成
功
記
念

三
沢
石

三
沢
石

7
尺

5
寸

　
有

有
　

37
昭

3776
25

比
企
郡
高
坂
村
大
字
正
代

村
社
　
御
霊
神
社

S14
年

2
月

20
日

S14
年

1
月

27
日

唐
獅
子

　
小
松
石

白
河
石

2
尺

5
寸

210
有

有
　

38
昭

3776
4

大
里
郡
折
原
村
大
字
折
原

村
社
　
佐
太
彦
神
社

S14
年

5
月

31
日

S14
年

7
月

20
日

狛
犬

崇
敬
者
奉
献

花
崗
岩

花
崗
岩

　
320

無
有

　

39
昭

3894
6

児
玉
郡
金
屋
村
大
字
長
沖

村
社
　
飯
玉
神
社

S14
年

10
月

19
日

S15
年

4
月

15
日

狛
犬

　
花
崗
石

白
花
崗
石

3
尺

587
有

有
　

40
昭

3894
35

北
足
立
郡
馬
室
村
大
字
原
馬
室

村
社
　
愛
宕
神
社

S15
年

2
月

28
日

　
唐
獅
子

病
気
全
快
記
念

白
川
石

白
川
石

6
尺

5
寸
（
総
高
）

200
有

有
　

41
昭

3894
11

南
埼
玉
郡
大
山
村
大
字
柴
山

村
社
　
八
幡
諏
訪
合
社

S15
年

4
月

22
日

S15
年

5
月

5
日

唐
獅
子

伊
勢
参
宮
記
念

小
松
石

小
松
石
、

大
谷
石

2
尺

1
寸

361
有

有
　

42
昭

3894
12

北
足
立
郡
三
橋
村
大
字
上
小
村
田

村
社
　
氷
川
社

S15
年

4
月

24
日

S15
年

4
月

30
日

狛
犬

〔
伊
勢
参
宮
記
念
〕

小
松
石

　
6
尺

5
寸
（
総
高
）

有
有

　

43
昭

3894
16

比
企
郡
小
川
町
大
字
大
塚

郷
社
　
八
幡
神
社

S15
年

9
月

2
日

　
狛
犬

皇
紀
二
千
六
百
年

花
崗
石

人
造
花
崗
石

2
尺

5
寸

　
有

有
　

44
昭

4279
12

北
葛
飾
郡
権
現
堂
川
村
大
字
神
明
内

村
社
　
香
取
神
社

S16
年

9
月

29
日

S17
年

9
月

15
日

唐
獅
子

　
白
河
石

白
河
石

2
尺

5
寸

500
有

有
　

45
昭

4279
11

熊
谷
市
大
字
久
下

村
社
　
久
下
神
社

S17
年

5
月

19
日

S17
年

10
月

1
日
（
届
）

狗
犬

　
　

　
　

256
有

有
　

46
昭

4339
20

入
間
郡
大
田
村
大
字
豊
田
本

無
格
社
　
白
山
神
社

S18
年

8
月

21
日

S18
年

10
月

15
日

狗
犬

伊
勢
、
鹿
島
・
香
取

参
宮
記
念

花
崗
石

　
　

1,600
有

　



六
九

展
示
報
告
「
花
押
と
印
章
×
サ
イ
ン
と
は
ん
こ
」

関　

口　

真　

規　

子

沖　

山　

愛　

海

は
じ
め
に

埼
玉
県
立
文
書
館
（
以
下
、
文
書
館
）
は
、
古
文
書
、
公
文
書
等
を
は
じ
め

お
よ
そ
一
三
〇
万
点
に
の
ぼ
る
埼
玉
県
ゆ
か
り
の
資
料
を
収
蔵
す
る
施
設
で
あ

る
。
文
書
館
は
厳
密
に
い
え
ば
博
物
館
・
美
術
館
で
は
な
い
が
、「
公
文
書
管
理
法
」

に
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
展
示
室
が
必
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
（1）

。
そ
の
文
書
館
が
、
令
和
2
年
度
企
画
展
「
花
押
と
印
章
×
サ
イ
ン
と
は
ん

こ
」
を
開
催
し
た
。

本
展
は
、
江
戸
時
代
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
古
文
書
を
取
り
上
げ
て
花
押

と
印
章
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
造
形
の
変
遷
や
、
使

わ
れ
た
背
景
な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
展
が
開

催
さ
れ
た
時
期
は
、
折
し
も
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
防
止

す
る
た
め
、
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
時
代
を
見
据
え
た
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト

実
現
の
た
め
に
は
、
書
面
主
義
、
押
印
原
則
、
対
面
主
義
か
ら
」
決
別
す

る
と
い
う
課
題
を
解
決
し
、
「
行
政
手
続
に
お
け
る
国
民
の
負
担
を
軽
減

し
、
国
民
の
利
便
性
を
図
る
」
こ
と
を
目
的
に
押
印
の
見
直
し
を
進
め
た
結

果
、
「
民
間
か
ら
行
政
へ
の
手
続
の
九
九.

四
％
に
お
い
て
廃
止
又
は
廃
止

の
方
向
と
な
り
、
特
に
認
印
に
つ
い
て
は
、
全
て
廃
止
さ
れ
る
見
込
み
」
（2） 

と
な
っ
た
時
期
に
重
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
企
画
時
点
に
は
図
ら
ず
し
て
時
流

に
即
応
す
る
内
容
と
な
っ
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
は
、
県
立
博
物
館
・
美
術
館
に
と
っ

て
も
未
曾
有
の
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
各
館
は
県
の
対
応

に
従
っ
て
開
館
（
あ
る
い
は
臨
時
休
館
）
し
、
展
示
室
内
の
細
か
な
対
策
は
公

益
財
団
法
人
日
本
博
物
館
協
会
が
定
め
た
「
業
種
別
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
従
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
本
展
で
は
日
時
を
制
限
し
て
展
示
室
を
開
く
こ
と
と
し
た
。
同

時
に
、
観
覧
希
望
者
に
は
連
絡
先
カ
ー
ド
の
記
入
、
検
温
、
手
指
の
消
毒
を
お

願
い
す
る
な
ど
の
対
策
を
と
っ
た
。
ま
た
緊
急
事
態
宣
言
発
令
に
伴
う
臨
時
休

館
に
あ
た
っ
て
新
た
な
試
み
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
企
画
展
「
花
押
と
印
章
×
サ
イ
ン
と
は
ん
こ
」

の
展
示
報
告
を
す
る
と
と
も
に
、
文
書
館
で
資
料
を
展
示
す
る
意
義
や
展
望
に

つ
い
て
、
些
か
の
私
見
を
述
べ
た
い
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
述
べ
る
内
容
は

全
て
個
人
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
埼
玉
県
な
ら
び
に
文
書
館
を
代
表

す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。

1
．
展
示
の
概
要

　

ま
ず
は
本
展
の
概
要
を
示
し
て
お
き
た
い
。

（
1
）
会
期　

令
和
2
年
12
月
8
日
（
火
）
〜
令
和
3
年
2
月
5
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　
　

前
期　

令
和
2
年
12
月
8
日
（
火
）
〜
12
月
25
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　
　

後
期　

令
和
3
年
1
月
5
日
（
火
）
〜
2
月
5
日
（
金
）

展
示
報
告
「
花
押
と
印
章
×
サ
イ
ン
と
は
ん
こ
」
（
関
口
・
沖
山
）



七
〇

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

　
　

休
室
日　

土
・
日
・
月
曜
日
・
年
末
年
始
（
12
月
29
日
〜
1
月
4
日
）

　
 
 

実
際
の
開
室
期
間　

令
和
2
年
12
月
8
日
（
火
）
〜
12
月
23
日
（
金
）
（
休

室
日
除
き
11
日
間
）

（
2
）
開
室
時
間　

①
10
時
30
分
〜
12
時

　
　
　
　
　
　
　
　

②
13
時
30
分
〜
15
時

（
3
）
観
覧
者
数　

75
人　
　

観
覧
者
数

/

開
室
日
数=

7.

5

人

（
4
）
展
示
室
ケ
ー
ス
配
置
図

（
5
）
展
示
資
料
一
覧　

（
参
考
）

展
示
資
料
77
点
（
原
史
料
63
点
、
写
真
パ
ネ
ル
10
点
、
複
製
4
点
、  
 
 

い

ず
れ
も
延
べ
点
数
） 

（
6
）
刊
行
物　

簡
易
図
録　

（
全
14
ペ
ー
ジ
、
カ
ラ
ー
、
無
償
頒
布
）

（
7
）
ア
ン
ケ
ー
ト　

（
参
考
3
、
回
答
数
：
49
、
回
収
率
：
65
％
）

観
覧
者
の
受
付
時
に
配
布
し
記
入
を
依
頼
し
た
た
め
、
大
変
高
い
回
収
率

と
な
っ
た
。
以
下
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
を
紹
介
す
る
。

1
．
こ
の
企
画
展
を
何
で
お
知
り
に
な
り
ま
し
た
か
（
複
数
回
答
可
）

「
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
」
（
39
％
）
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
知
人
か
ら
聞
い
て
」

（
21
％
）
、Tw

i
t
t
e
r

（
15
％
）
と
続
い
た
。
ま
た
「
そ
の
他
」（
13
％
）
の
例
と
し
て
、

熊
谷
図
書
館
浦
和
分
室
の
利
用
に
併
せ
た
観
覧
や
、「
た
ま
た
ま
通
り
が
か
っ
た
」

と
い
っ
た
も
の
も
見
ら
れ
た
。
一
方
で
、
チ
ラ
シ
や
ポ
ス
タ
ー
に
よ
る
周
知
は
、

人
々
の
外
出
が
減
少
し
て
い
る
時
節
柄
、
公
共
施
設
等
に
掲
出
さ
れ
た
も
の
が

目
に
留
ま
る
機
会
も
減
少
し
た
た
め
か
10
％
に
留
ま
っ
た
。
今
後
、
予
算
等
の

制
約
が
あ
る
中
で
の
効
果
的
な
広
報
の
在
り
方
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

2
．
ど
れ
く
ら
い
の
頻
度
で
当
館
を
ご
利
用
で
す
か

　

観
覧
者
の
利
用
頻
度
は
「
月
に
1
回
程
度
」
（
39
％
）
が
最
も
多
く
、
「
何
年

か
に
1
回
程
度
」
（
36
％
）
と
続
く
。
次
い
で
「
今
日
が
は
じ
め
て
」
（
33
％
）

と
な
っ
た
。
感
染
症
予
防
対
策
の
た
め
に
採
ら
れ
て
い
た
閲
覧
室
利
用
の
予
約

制
が
背
景
に
あ
る
も
の
の
、
新
規
や
来
館
頻
度
の
少
な
い
利
用
者
も
多
か
っ
た
。

今
後
も
企
画
展
が
新
規
利
用
者
を
掘
り
起
こ
し
、
さ
ら
に
閲
覧
室
利
用
に
ま
で

繋
げ
ら
れ
る
よ
う
努
め
た
い
。

3
．
企
画
展
の
観
覧
の
ほ
か
、
閲
覧
室
の
ご
利
用
は
あ
り
ま
す
か

　

「
利
用
し
な
い
」
（
56
％
）
・
「
利
用
の
方
法
が
わ
か
ら
な
い
」
（
16
％
）
が
7
割

強
を
占
め
る
。
会
期
中
の
資
料
閲
覧
は
予
約
制
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
閲
覧
と

併
せ
て
の
観
覧
者
（
28
％
）
が
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

敢
え
て
展
示
だ
け
を
見
に
来
た
観
覧
者
が
多
か
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

4
．
あ
な
た
の
年
代
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

特
に
10
代
（
20
％
）
・
20
代
（
10
％
）
・
30
代
（
16
％
）
・
40
代
（
26
％
）
の
、

比
較
的
若
年
層
の
観
覧
者
が
7
割
強
を
占
め
た
。
（
1
）
項
の
結
果
に
表
れ
た
よ

う
に
、T

w
i
t
t
e
r

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
広
報
効
果
と
連
動
し
て
い
る
か
。

5
．
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
を
お
教
え
く
だ
さ
い
。

　

さ
い
た
ま
市
（
62
％
）
、
次
い
で
東
京
都
（
10
％
、
荒
川
区
・
中
野
区
・
武
蔵

野
市
等
）・
川
口
市
（
7
％
）
と
続
く
。
近
隣
の
市
区
町
村
の
割
合
が
多
い
の
は
、

感
染
症
拡
大
に
よ
る
外
出
自
粛
等
が
反
映
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
一
方

で
、
少
数
な
が
ら
も
県
外
（
群
馬
県
・
千
葉
県
・
神
奈
川
県
）
か
ら
の
観
覧
者
も
あ
っ

た
。

6
．
今
回
の
企
画
展
の
内
容
は
い
か
が
で
し
た
か
。
理
由
も
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
（
理
由
は
自
由
記
述
）
。



七
一

　

「
大
変
よ
か
っ
た
」
（
76
％
）
・
「
よ
か
っ
た
」
（
24
％
）
で
全
て
を
占
め
た
。
展

示
内
容
の
ほ
か
、
感
染
症
予
防
対
策
を
と
り
つ
つ
開
館
し
た
こ
と
、
印
章
の
使

用
を
再
考
す
る
社
会
の
流
れ
に
即
し
た
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
を
評
価
す
る
回
答

も
あ
っ
た
。
ま
た
館
所
蔵
文
書
に
限
り
撮
影
可
能
と
し
た
こ
と
も
満
足
度
の
向

上
に
資
し
た
よ
う
で
あ
る
。

7
．
展
示
解
説
図
録
の
内
容
・
分
量
は
い
か
が
で
し
た
か
。
理
由
も
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

　

無
償
頒
布
に
対
す
る
評
価
が
高
い
。
ま
た
頁
数
が
少
な
く
、
軽
量
で
持
ち
運

び
易
い
こ
と
に
対
す
る
言
及
も
見
ら
れ
た
。
一
方
で
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
文

書
の
翻
刻
を
割
愛
し
た
こ
と
に
対
す
る
不
満
が
散
見
さ
れ
た
。

8
．
本
企
画
展
の
中
で
、
印
象
に
残
っ
た
資
料
は
何
で
す
か
？　

理
由
も
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

　

Ⅰ
部
に
展
示
さ
れ
た
資
料
へ
の
反
響
が
大
き
か
っ
た
。
と
り
わ
け
鎌
倉
公
方

や
北
条
氏
邦
の
花
押
、
将
軍
朱
印
状
へ
の
言
及
が
目
立
っ
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
で
、

花
押
や
印
章
の
意
匠
に
は
、
使
用
者
の
血
縁
関
係
や
職
位
、
意
識
な
ど
が
反
映

さ
れ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
点
に
観
覧
者
の
興
味
が
集
ま
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
回
答
内
容
か
ら
、
現
役
の
研
究
者
や
学
生
、
過
去
に
日
本
史
関
連

を
学
ん
だ
来
館
者
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
た
。

9
．
今
回
の
企
画
展
は
開
室
日
・
開
室
時
間
を
限
定
し
て
開
催
し
ま
し
た
が
、

ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

感
染
症
拡
大
予
防
対
策
に
つ
い
て
評
価
す
る
回
答
も
あ
る
一
方
で
、
土
日
や

昼
休
み
の
開
室
や
開
室
時
間
の
延
長
を
求
め
る
回
答
も
あ
っ
た
。

10
．
今
後
、
ど
の
よ
う
な
企
画
展
を
ご
覧
に
な
り
た
い
で
す
か
。　

理
由
も
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

本
展
で
展
示
し
た
資
料
が
中
世
（
お
お
む
ね
鎌
倉
時
代
〜
戦
国
時
代
）
の
も

の
が
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
も
あ
り
、
同
様
の
史
料
を
扱
う
企
画
展
を
求
め
る
回

答
が
多
か
っ
た
。
ま
た
時
節
柄
、
疫
病
に
関
す
る
展
示
を
求
め
る
回
答
も
あ
っ
た
。

11
．
そ
の
他
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
も
け
っ
こ
う
で
す
の
で
、
ご
感
想
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

本
欄
で
は
多
く
の
御
意
見
や
御
感
想
を
い
た
だ
い
た
が
、
特
に
展
示
室
運
営

に
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
御
意
見
と
し
て
、
「
文
書
館
の
ア
ー
カ
イ
ブ
が
豊
富
な

こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
。
圧
巻
だ
っ
た
。
も
っ
と
知
り
た
い
と
思
い
参
考
文
献

を
探
そ
う
と
思
っ
た
」が
あ
っ
た
。
文
書
館
が
展
示
室
を
有
す
る
一
つ
の
意
義
に
、

閲
覧
室
の
利
用
を
促
す
こ
と
が
あ
る
。
展
示
で
観
覧
者
が
得
た
知
的
要
求
に
応

え
得
る
閲
覧
室
の
存
在
を
周
知
す
る
た
め
、
展
示
室
内
で
閲
覧
室
利
用
に
か
か

る
簡
易
的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
配
布
す
る
、
ま
た
は
展
示
資
料
に
類
似
す
る
資
料

等
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
閲
覧
す
る
方
法
を
周
知
す
る
工
夫
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

2
．
展
示
の
構
成

本
章
で
は
、
本
展
の
構
成
に
つ
い
て
概
要
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　

プ
ロ
ロ
ー
グ

　
　
　

Ⅰ　

花
押
と
印
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

-
 

1　

花
押
の
展
開

　
　
　
　

-
 

2　

鎌
倉
公
方
の
花
押

　
　
　
　

-
 

3　

北
条
氏
邦
と
発
給
文
書

　
　
　
　

-
 

4　

戦
国
武
将
の
花
押
と
印
章

展
示
報
告
「
花
押
と
印
章
×
サ
イ
ン
と
は
ん
こ
」
（
関
口
・
沖
山
）



七
二

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

　
　
　

Ⅱ　

江
戸
時
代
の
花
押
と
印
章

　
　
　
　

-
 

1　

将
軍
の
朱
印

　
　
　
　

-
 

2　

村
で
捺
さ
れ
た
印
章

　
　
　
　

-
 

3　

さ
ま
ざ
ま
な
花
押
と
印
章
、
そ
の
諸
相

　
　
　

エ
ピ
ロ
ー
グ

　

ま
ず
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
展
示
の
導
入
と
し
て
、
原
本
が
伝
え
ら
れ
る
資
料
で
武

蔵
国
が
登
場
す
る
最
も
古
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
「
宝
亀
三
年
太
政
官
符
」
（
複

製
、
原
資
料
天
理
図
書
館
蔵
）
を
置
い
た
。
同
時
に
、
永
久
五
年
（
一
一
一
七
）「
太

政
官
牒
（
前
欠
）
」
（
小
室
家
文
書
五
六
九
五
）
を
置
い
た
（
写
真
1
）
。
い
ず
れ

も
大
ぶ
り
の
太
政
官
印
（
朱
印
）
が
捺
さ
れ
て
印
象
深
い
。
特
に
後
者
は
、
一

通
の
う
ち
に
官
印
と
差
出
者
の
花
押
、
さ
ら
に
自
筆
の
署
名
が
見
ら
れ
、
花
押

と
印
章
の
変
遷
を
辿
る
本
展
を
象
徴
す
る
重
要
な
一
通
で
あ
る
た
め
、
前
期
に

原
史
料
、
後
期
に
写
真
パ
ネ
ル
を
置
き
、
全
期
間
展
示
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　

続
い
て
Ⅰ
部
で

は
、
花
押
の
登
場
と

展
開
、
戦
国
武
将
が

用
い
た
花
押
や
、
武

将
の
印
章
使
用
に
つ

い
て
紹
介
し
た
。
花

押
と
印
章
は
、
そ
れ

ぞ
れ
成
立
の
時
期
も

経
緯
も
異
な
る
が
、

各
時
代
に
両
者
が
如

何
に
使
用
さ
れ
た

か
、
可
能
な
限
り
原

資
料
で
辿
っ
た
。
こ
れ
も
文
書
館
所
蔵
資
料
の
多
様
さ
に
よ
る
が
、
な
か
に
は

埼
玉
県
域
内
を
ル
ー
ツ
と
せ
ず
曲
折
を
経
て
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
に
至
っ
た

貴
重
な
も
の
も
あ
る
。
本
展
は
地
域
性
を
限
定
し
な
い
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
た
め
、

こ
う
し
た
資
料
も
展
示
で
き
た
（3）

。

　

次
い
で
2
章
で
は
、
東
国
を
統
治
す
る
た
め
に
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
に

設
置
さ
れ
た
鎌
倉
府
長
官
で
あ
る
鎌
倉
公
方
の
花
押
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
南

北
朝
期
か
ら
室
町
時
代
に
お
け
る
花
押
の
使
用
方
法
の
一
側
面
に
触
れ
た
。
ま

た
花
押
が
単
な
る
本
人
証
明
と
な
っ
た
以
上
に
、
自
ら
の
権
威
や
意
図
を
示
す

た
め
の
一
手
段
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。
足
利
尊
氏
の
花
押
は
、

後
の
武
士
の
花
押
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
そ
れ
ら
は
足
利
様
（
武
家
様
）
と

呼
ば
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
鎌
倉
公
方
の
花
押
は
独
特
の
形
を
取
り
、
独
自
の
権

威
を
主
張
し
た
（
写

真

2

）
。

な

お
、

当

該
期
の
資
料
で
文
書

館
所
蔵
が
な
い
場
合

は
、
他
機
関
の
所
蔵

資
料
を
写
真
パ
ネ
ル

化
で
補
完
し
、
可
能

な
限
り
流
れ
が
追
え

る
よ
う
試
み
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
展
示
に

説
得
力
が
与
え
ら
れ
、

ア
ン
ケ
ー
ト
に
「
セ

ク
シ
ョ
ン
の
中
で
比

較
で
き
る
の
が
面
白

か
っ
た
で
す
。
鎌
倉

写真1 「太政官牒（前欠）」小室家文書5695

写真 2 　安保文書 9「足利基氏還付状」



七
三

公
方
の
花
押
や
江
戸
期
の
朱
印
状
な
ど
」
（
原
文
マ
マ
）
と
い
っ
た
回
答
を
い
た

だ
け
た
。

　

次
い
で
戦
国
時
代
の
花
押
と
印
章
に
触
れ
る
項
を
設
け
た
。
ま
ず
取
り
上
げ

た
の
は
北
条
氏
邦
で
あ
る
。
彼
は
幼
名
を
乙
千
代
と
い
い
、
永
禄
年
間
初
め
頃

に
猪
俣
党
の
流
れ
を
汲
む
北
武
蔵
地
方
の
国
衆
で
あ
る
藤
田
氏
の
養
子
と
な
り
、

鉢
形
（
寄
居
町
）
に
入
城
し
領
内
を
経
営
し
た
。
乙
千
代
の
名
で
花
押
を
据
え

て
い
る
書
状
が
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
元
服
後
は
署
名
と
花
押
を
据
え
た
。
こ
れ

ら
は
既
に
整
理
・
類
型
化
さ
れ
て
い
る
（4）

。
元
服
後
の
花
押
の
変
遷
は
5
つ
に
分

類
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
氏
邦
に
よ
る
印
判
状
も
数
多
く
確
認
さ
れ
る
。
こ

こ
で
も
他
機
関
所
蔵
資
料
で
展
示
を
補
完
し
、
一
人
の
人
間
が
生
涯
を
通
し
て

複
数
の
花
押
を
使
用
す
る
こ
と
、
花
押
と
印
章
が
併
用
さ
れ
た
こ
と
を
紹
介
し

た
。

　

そ
の
他
の
戦
国
武
将
の
花
押
と
印
章
は
別
項
を
設
け
て
紹
介
し
た
。
戦
国
時

代
は
、
花
押
や
印
章
に
と
っ
て
転
機
と
な
っ
た
。
例
え
ば
従
来
の
花
押
は
名
の

文
字
に
由
来
し
て
形
作
ら
れ
て
き
た
が
、
当
該
期
に
は
象
形
的
な
形
式
も
用
い

ら
れ
る
な
ど
、
多
種
多
様
な
意
匠
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
文
書
発

給
の
利
便
性
か
ら
印
判
状
が
普
及
し
、
印
章
の
意
匠
も
多
彩
で
あ
る
。
こ
こ
に

武
将
独
自
の
権
威
を
象
徴
さ
せ
る
意
識
が
見
ら
れ
る
。

　

そ
の
他
、
血
縁
関
係
を
反
映
す
る
形
態
を
持
つ
花
押
と
し
て
、
太
田
資
正
と
梶

原
政
景
の
花
押
が
あ
る
（
写

真
3
・
4
）
。
政
景
は
太
田

資
正
の
子
で
あ
っ
た
が
、
梶

原
姓
を
名
乗
る
。
政
景
の
花

押
は
父
・
太
田
資
正
の
花
押

と
酷
似
し
て
お
り
、
こ
こ
に

父
を
重
ん
じ
る
意
識
が
表
れ

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
展
示
で
は
、こ
れ
ら
の
花
押
が
比
較
し
易
く
な
る
よ
う
、

展
示
の
際
は
2
通
の
花
押
を
同
一
線
上
に
合
わ
せ
て
展
示
し
た
（
写
真
5
）
。

　

次
い
で
Ⅱ
部
で
は
、
江
戸
時
代
の
花
押
と
印
章
を
紹
介
し
た
。
江
戸
幕
府
が

開
か
れ
た
後
、
徐
々
に
将
軍
の
る
判
物
や
朱
印
状
・
黒
印
状
、
老
中
奉
書
等
の

文
書
形
式
が
規
定
さ
れ
、
花
押
と
印
章
の
使
用
法
方
も
新
た
な
展
開
を
迎
え
た

が
、
1
章
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
特
に
相
馬
家
（
山
本
坊
）
文
書
の
朱
印
状
を

紹
介
し
た
。
修
験
道
本
山
派
の
大
先
達
を
務
め
た
同
家
に
伝
わ
っ
た
文
書
に
は
、

3
代
将
軍
家
光
以
降
、
6
代
家
宣
、
7
代
家
継
、
15
代
慶
喜
以
外
の
将
軍
朱
印

状
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
宣
・
家
継
は
と
も
に
寺
院
宛
の
朱
印
状
発
給
前

に
死
去
し
、
慶
喜
は
在
位
期
間
が
短
く
領
知
朱
印
状
を
発
給
し
て
い
な
い
。
す

な
わ
ち
同
家
文
書
に
は
、
3
代
将
軍
家
光
の
寺
領
寄
進
後
、
実
際
に
将
軍
が
発

給
し
た
領
知
朱
印
状
が
全
て
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
全
点
に
つ
い
て
、

同
家
の
朱
印
箱
と
合
わ
せ
て
紹
介
し
た
。

　

さ
ら
に
2
章
で
は
、
江
戸
時
代
に
村
々
で
飛
躍
的
に
発
展
し
た
印
章
使
用
に

つ
い
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
在
地

で
花
押
と
印
章
が
使
用
さ
れ
る
諸
相

に
触
れ
た
。
次
い
で
江
戸
時
代
の
出

版
物
か
ら
、
当
時
の
人
々
が
花
押
に

抱
い
た
興
味
関
心
の
高
さ
、
花
押
・

印
章
の
偽
造
に
対
す
る
罰
則
と
い
っ

た
事
柄
も
紹
介
し
た
。

　

エ
ピ
ロ
ー
グ
で
は
、
明
治
と
い
う

新
し
い
時
代
の
到
来
に
伴
う
花
押
と

印
章
の
扱
わ
れ
方
の
変
化
と
、
そ
の

転
機
を
示
す
2
点
の
資
料
を
紹
介
し

た
。
こ
こ
で
規
定
さ
れ
た
印
章
の
使

展
示
報
告
「
花
押
と
印
章
×
サ
イ
ン
と
は
ん
こ
」
（
関
口
・
沖
山
）

写真5 資正と政景の花押を比較しやすいよう、同一

線上に資料を配置。（右奥と手前）

写真 4政景花押 三戸文書 2

写真3 資正花押 道祖土文書4



七
四

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

用
方
法
が
、
証
書
等
に
実
印
を
必
要
と
す
る
現
代
の
在
り
方
に
至
っ
て
い
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
ま
さ
に
今
、
そ
の
あ
り
方
も
大
き
く
変
化
し
つ
つ

あ
る
。
こ
こ
で
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
解
説
文
に
つ
い
て
一
部
引
用
し
た
い
。

　
　
　

明
治
時
代
、
証
書
等
に
必
須
と
さ
れ
た
印
章
（
実
印
）
で
す
が
、
社
会

状
況
に
よ
っ
て
生
じ
た
生
活
様
式
の
転
換
が
訪
れ
て
い
る
い
ま
、
そ
の
使

わ
れ
方
も
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
て
、
花
押
と
印
章
に
は
ど
の
よ
う
な
未

来
が
待
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

具
体
的
に
言
及
は
し
て
い
な
い
が
、
右
の
記
述
は
冒
頭
で
触
れ
た
押
印
廃
止

が
念
頭
に
あ
る
。
現
在
、
ま
さ
に
変
化
を
遂
げ
る
印
章
の
歴
史
の
重
要
な
時
期

に
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
今
に
生
き
る
私
た
ち
が
歴
史
を
作
り
上
げ
る
一
部

で
あ
る
こ
と
を
、
本
展
を
通
し
て
観
覧
者
に
感
じ
と
っ
て
い
だ
た
け
た
の
で
あ

れ
ば
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

3
．
臨
時
休
館
と
展
示

　

令
和
2
年
12
月
23
日
（
水
）
、
県
の
第
35
回
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
本
部

会
議
に
お
い
て
、
令
和
2
年
12
月
24
日
（
木
）
か
ら
令
和
3
年
1
月
17
日
（
日
）

ま
で
県
立
博
物
館
・
美
術
館
・
文
書
館
を
含
む
屋
内
県
有
施
設
46
箇
所
を
休
館

と
す
る
案
が
示
さ
れ
、
こ
の
期
間
、
休
館
と
す
る
旨
を
教
育
委
員
会
と
し
て
決

定
し
た
。
さ
ら
に
国
が
県
を
含
む
1
都
3
県
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
緊
急
事
態
宣
言
を
発
令
し
た
こ
と
を
受
け
、
県
は
緊

急
事
態
措
置
等
を
実
施
し
、
知
事
か
ら
教
育
委
員
会
に
対
し
、
県
立
博
物
館
・

美
術
館
等
を
休
館
す
る
よ
う
要
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
改
め
て
令
和
3
年

1
月
8
日
（
金
）
か
ら
2
月
7
日
（
日
）
ま
で
の
休
館
が
教
育
委
員
会
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
後
期
展
示
が
臨
時
休
館
に
伴
い
中
止
と
な
っ
た
。

　

県
立
博
物
館
・
美
術
館
等
8
館
は
連
携
し
、
臨
時
休
館
中
で
も
ウ
ェ
ブ
上
で

各
館
の
展
示
が
観
覧
で
き
る
「
お
う
ち
で
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
を
実
施
し
た
（5）

。
各

館H
P

、T
w
i
t
t
e
r

等
のS

N
S

、
ま
た
はY

o
u
T
u
b
e

な
ど
媒
体
は
様
々
で
あ
っ
た
。

文
書
館
で
は
、
自
館H

P

上
に
お
い
て
展
示
紹
介
を
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
で
公
開
し

た
（
令
和
3
年
12
月
時
点
で
も
公
開
中
）
。

す
で
に
県
立
博
物
館
・
美
術
館
等
で
は
、
I
C
T

の
活
用
が
推
奨
さ
れ
、
各

館
で
様
々
な
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
無
論
、
県
立
に
限
ら
ず
展
示
室

を
有
す
る
機
関
で
は
、
既
に
ウ
ェ
ブ
上
で
の
展
示
や
所
蔵
史
料
等
の
紹
介
が
行

わ
れ
て
き
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
一
層
促
進
さ
れ
た
と
い
っ
て
間
違
い
な

い
（6）

。
さ
て
「
お
う
ち
で
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
版
の
本
展
の
構
成
は
、
展
示
ス
ト
ー
リ
ー

全
体
を
解
説
し
つ
つ
、
後
期
で
展
示
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
史
料
を
中
心
に
紹
介

す
る
も
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
史
料
1
点
に
つ
き
、
1
枚
目
の
ス
ラ
イ
ド
で

全
体
の
画
像
、
2
枚
目
で
史
料
の
概
要
と
花
押
・
印
章
の
解
説
を
提
示
し
、
必

要
が
あ
れ
ば
3
枚
目
の
ス
ラ
イ
ド
で
細
部
を
解
説
し
た
（
写
真
6
〜
8
）
。

人
流
を
抑
制
す
る
社
会
状
況
に
あ
る
な
か
、
文
書
館
の
展
示
を
楽
し
ん
で
い

た
だ
く
た
め
に
、
大
変
有
効
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
平
時
に
お
い写真6〜8 　おうちでミュージアムスライドショー



七
五

て
も
、
遠
隔
地
に
あ
る
方
や
諸
事
情
で
来
館
で
き
な
い
方
に
、
企
画
展
の
内
容

を
周
知
す
る
に
は
極
め
て
有
効
な
手
段
で
あ
り
、
さ
ら
に
新
た
な
技
術
が
導
入

さ
れ
る
こ
と
で
展
示
の
無
限
の
可
能
性
が
広
が
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
た
だ

し
現
状
に
お
い
て
は
、
克
服
す
べ
き
課
題
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
一
つ
に
、

展
示
の
内
容
が
ウ
ェ
ブ
公
開
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
が
あ
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば

文
書
館
の
令
和
元
年
度
企
画
展
「
埼
玉
の
” 

ふ
み
く
ら

“ 
」
は
、
教
科
書
上
に
登

場
す
る
よ
う
な
、
著
名
な
歴
史
上
の
事
象
・
人
物
を
武
蔵
国
（
埼
玉
県
域
）
に

生
き
た
人
び
と
の
目
線
で
記
さ
れ
た
史
料
か
ら
見
通
す
展
示
で
あ
っ
た
。
展
示

を
構
成
す
る
流
れ
、
言
う
な
れ
ば
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
展
示
は
、
比
較
的
ウ
エ
ブ
公
開
に
合
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

一
方
、
本
展
は
ス
ト
ー
リ
ー
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
資
料
そ
の
も
の
を
紹
介

す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
。
古
文
書
か
ら
は
、
料
紙
の
表
面
に
認
め
ら
れ
る

文
字
情
報
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え

ば
、
そ
の
文
書
に
ど
の
よ
う
な
料
紙
を
使
用
す
る
か
、
花
押
が
据
え
ら
れ
る
位
置
、

そ
の
大
き
さ
や
色
に
よ
っ
て
、
言
外
の
主
張
が
反
映
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
古
文

書
の
機
能
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
限
ら

れ
た
画
面
上
の
展
示
紹
介
で
如
何
に
伝
え
る
か
が
大
き
な
課
題
と
な
る
。
こ
れ

を
象
徴
す
る
例
と
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
項
目
（
8
）
「
本
企
画
展
の
中
で
、
印
象
に

残
っ
た
資
料
は
何
で
す
か
？
」
の
回
答
を
紹
介
し
た
い
。
そ
の
対
象
と
な
っ
た

の
は
、
№
69
「
爵
記
」
（
安
部
家
（
岡
部
藩
主
）
文
書
五
四
五
、
写
真
9
）
で
あ

る
。
明
治
十
七
年
七
月
七
日
に
華
族
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
安
部
家
15

代
当
主
の
信
順
が
従
五
位
と
子
爵
位
を
授
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
資
料
上
に
は
、

明
治
天
皇
の
御
名
御
璽
と
、
当
時
宮
内
卿
を
務
め
た
伊
藤
博
文
の
花
押
が
据
え

ら
れ
て
い
る
。
展
示
の
意
図
と
し
て
、
明
治
時
代
の
資
料
に
花
押
と
印
章
が
共

存
し
て
い
る
こ
と
や
、
御
名
御
璽
の
貴
重
さ
を
紹
介
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
ア

ン
ケ
ー
ト
に
は
担
当
の
目
論
見
通
り
の
コ
メ
ン
ト
も
い
た
だ
い
た
が
、
資
料
自

体
の
大
き
さ
に
対
す
る
反
響
も
見

ら
れ
た
（
「
爵
記
№
69　

あ
ま
り
み

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
「
№
69
そ

の
大
き
さ
」
）
。
本
史
料
の
法
量
は

47.

4
㎝
×
63.

0
㎝
で
御
名
御
璽

の
大
き
さ
は

9.

0
㎝
×

9.

0
㎝

で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
料
紙

は
厚
み
・
光
沢
が
あ
る
も
の
で
、

目
に
す
る
と
圧
倒
さ
れ
る
よ
う
な

雰
囲
気
を
備
え
て
い
る
。
ま
さ
し

く
新
た
な
時
代
に
お
い
て
、
天
皇

を
頂
点
と
す
る
新
政
府
の
権
威
が

象
徴
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
こ
の

迫
力
は
、
実
際
に
眼
に
す
る
こ
と
で
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
進
む
こ
と
で
、
展
示
を
観
覧
す
る
利
便
性
は
確
か
に
向
上

し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
資
料
そ
の
も
の
と
同
一
の
空
間
に
身
を
置
き
、

同
じ
資
料
を
目
に
し
た
過
去
の
人
び
と
と
思
い
を
一
部
な
り
と
も
共
有
す
る
体

験
は
何
に
も
代
え
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
今
後
、
ウ
エ
ブ
上
で
展
示
を
公
開
す

る
に
あ
た
り
、
原
史
料
が
持
つ
力
を
如
何
に
し
て
実
感
し
て
も
ら
う
か
が
大
き

な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
本
展
の
反
省
点
を
挙
げ
た
い
。
最
た
る
も
の
を
挙
げ
る
な
ら
ば
資

料
ご
と
の
翻
刻
文
を
添
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
展
は
花
押
・
印
章

の
形
態
を
通
史
的
に
示
す
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
た
め
、
資
料
そ
の
も
の
の
内

容
に
つ
い
て
は
解
説
文
で
概
要
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
展
示
ス
ペ
ー
ス
の 写真9　「爵記」安部家文書545

展
示
報
告
「
花
押
と
印
章
×
サ
イ
ン
と
は
ん
こ
」
（
関
口
・
沖
山
）



七
六

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

都
合
も
翻
刻
を
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
要
因
と
な
っ
た
。
ま
た
文
書
館
の
展
示

で
無
償
頒
布
す
る
図
録
は
簡
易
的
で
頁
数
も
少
な
く
、
紙
幅
の
制
限
も
大
き
い
。

し
た
が
っ
て
図
録
で
も
翻
刻
の
掲
載
は
で
き
ず
、
こ
の
点
に
対
す
る
不
満
も
ア

ン
ケ
ー
ト
回
答
に
散
見
さ
れ
た
。
諸
々
の
制
約
が
あ
る
に
せ
よ
、
資
料
を
展
示

す
る
以
上
は
丁
寧
な
解
説
を
加
え
、
観
覧
者
の
理
解
が
深
ま
る
よ
う
努
め
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
展
示
に
対
し
温

か
い
励
ま
し
の
言
葉
を
い
た
だ
き
、
感
謝
の
念
に
堪
え
な
い
（7）

。
本
稿
で
述
べ
た

通
り
、
本
展
の
後
半
の
会
期
は
展
示
室
の
閉
室
と
い
う
残
念
な
結
果
に
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
の
展
示
に
よ
っ
て
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
難
局
に
あ
っ
て

も
観
覧
者
の
知
的
要
求
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
文
書
館
と
所
蔵
資
料
へ

の
興
味
を
掻
き
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

 

註（1）
「
公
文
書
管
理
法
」

（
利
用
の
促
進
）

第
二
十
三
条　

国
立
公
文
書
館
等
の
長
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
（
第
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
展
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

積
極
的
に
一
般
の
利
用
に
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（2）
令
和
二
年
一
二
月
一
八
日
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
押
印
見
直
し
マ
ニ
ュ
ア
ル
【
初
版
】
」

（
内
閣
府)
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（3）
そ
れ
ら
の
多
く
は
小
室
家
文
書
に
み
ら
れ
る
。
同
文
書
に
つ
い
て
は
、
『
文
書
館
収
集
文
書

目
録
第
36
条　

小
室
家
文
書
』
（
埼
玉
県
立
文
書
館
、
一
九
九
七
年
）
の
解
説
及
び
『
埼
玉

県
史
料
叢
書
』
第
22
巻
「
小
室
家
文
書
一
」
（
二
○
一
九
年
）
・
『
同
』
第
23
巻
「
小
室
家
文

書
二
」
（
二
○
二
一
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（4）
浅
倉
直
美
氏
「
北
条
氏
邦
の
花
押
に
つ
い
て
」
（
『
戦
国
武
将
と
城
』
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、

二
〇
一
四
）

（5）
「
お
う
ち
で
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
第
一
期:

令
和
二
年
三
月
〜
五
月
、
第
二
期:

令
和
二
年

一
二
月
〜
順
次
公
開
。
本
展
の
公
開
は
第
二
期
の
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
文
書
館
の
第
一

期
公
開
は
企
画
展
「
生
活
に
役
立
つ
地
図
」
の
（
会
期:

令
和
二
年
七
月
の
令
和
二
年
七
月

一
日
（
水
）
〜
九
月
四
日
（
金
）
展
示
解
説
で
あ
っ
た
。

（6）
例
え
ば
『
博
物
館
研
究
』
五
六
号
（
公
益
財
団
法
人
日
本
博
物
館
協
会
、
二
〇
二
一
年
）
で

は
、
特
集
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
展
示
公
開
」
が
組
ま
れ
、
ウ
ェ
ブ
上
に
お
け
る
博

物
館
活
動
の
展
望
や
課
題
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（7）
例
え
ば
「
大
変
な
時
期
に
刺
激
あ
る
展
示
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
「
こ
れ
ほ
ど
多

く
の
貴
重
な
素
材
を
収
蔵
さ
れ
て
い
る
と
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ぜ
ひ
、
活
用
を
進
め
て

く
だ
さ
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
貴
重
な
機
会
で
し
た
」
な
ど
。



七
七

埼
玉
県
立
文
書
館
　
企
画
展
「
花
押
と
印
章
×
サ
イ
ン
と
は
ん
こ
」
　
展
示
資
料
一
覧

主
催
　
　
埼
玉
県
立
文
書
館
　
会
期
　
令
和

2
年

12
月

8
日（

火
）〜

令
和

3
年

2
月

5
日（

金
）

※
期
間
中
展
示
替
え
が
あ
り
ま
す

前
期
　
令
和

2
年

12
月

8
日（

火
）〜

12
月

25
日（

金
）　

後
期
　
令
和

3
年

1
月

5
日（

火
）〜

2
月

5
日
（
金
）

会
場
　
埼
玉
県
立
文
書
館
　
展
示
室

展
示

番
号

年
月
日

資
料
名

文
書
群
名

ま
た
は
原
資
料
所
蔵
者

番
号

指
定

展
示

前
期
・
後
期

プ
ロ
ロ
ー
グ

1
宝
亀

3
年
（
7
7
2
）
.
1
2
.
1
9

宝
亀
三
年
太
政
官
符
（
複
製
）

天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館

原
資
料
重
文

○

2
永
久

5
年
（
1
1
1
7
）
.
 
2
.
2
0

太
政
官
牒
（
前
欠
）

小
室
家
文
書

5
6
9
5

県
○

パ
ネ
ル

Ⅰ
　
花
押
と
印
章

Ⅰ
-
１
　
　
花
押
の
展
開

3
承
安

5
年
（
1
1
7
5
）
8
月

1
8
日

前
権
僧
正
某
譲
状

大
柴
家
文
書

1
○

4
寛
元

4
年
（
1
2
4
6
）
1
2
月

2
5
日

六
波
羅
御
教
書

小
室
家
文
書

5
6
9
6

県
○

5
延
文

6
（
1
3
6
1
）
年

2
月

2
9
日

四
条
隆
蔭
書
状

小
室
家
文
書

5
6
9
7

県
○

6
文
保

2
年
（
1
3
1
8
）
1
2
月

2
4
日

関
東
下
知
状

安
保
文
書

1
県

○

7
元
弘

3
年
（
1
3
3
3
）
1
2
月

1
2
日

後
醍
醐
天
皇
綸
旨
（
複
製
）

法
華
寺
文
書

1
原
資
料
県

○

8
建
武
元
年
（
1
3
3
4
）
2
月

6
日

足
利
尊
氏
御
教
書

法
華
寺
文
書

2
県

○
複
製

9
建
武

3
年
（
1
3
3
6
）
1
2
月

1
1
日

足
利
直
義
下
文
（
複
製
）

安
保
文
書

4
県

○

Ⅰ
-
２
　
鎌
倉
公
方
の
花
押

1
0

貞
治

2
年
（
1
3
6
3
）
1
2
月

2
2
日

足
利
基
氏
還
補
状

安
保
文
書

9
県

パ
ネ
ル

○

1
1

永
徳
元
年
（
1
3
8
1
）
1
1
月

2
2
日

足
利
氏
満
御
教
書

安
保
文
書

1
0

県
パ
ネ
ル

○

1
2

応
永

9
年
（
1
4
0
2
）
5
月

6
日

上
杉
憲
定
宛
 
足
利
満
兼
書
状

米
沢
市
上
杉
博
物
館

原
資
料
国
宝

パ
ネ
ル

1
3

正
長

2
年
（
1
4
2
9
）
1
2
月

8
日

足
利
持
氏
安
堵
状
（
複
製
）

別
符
文
書

○

1
4

応
永

2
9
年
（
1
4
2
2
）
1
1
月

2
1
日

足
利
持
氏
寺
領
・
堂
宇
寄
進
状

清
河
寺
文
書

2
県

○
パ
ネ
ル

1
5

[
文
明

1
1
年
（
1
4
7
9
）
]
3
月

2
3
日

足
利
成
氏
安
堵
状

安
保
文
書

1
9

県
○

パ
ネ
ル

Ⅰ
-
３
　
北
条
氏
邦
の
発
給
文
書

1
6
［
永
禄

3
年
（
1
5
6
0
）
］
9
月

8
日

乙
千
代
丸
判
物

斎
藤
（
古
）
家
文
書

2
県

○

1
7
［
永
禄

4
年
（
1
5
6
1
）
］
1
2
月

1
8
日

乙
千
代
丸
判
物

逸
見
家
文
書

3
県

○

1
8

永
禄

5
（
1
5
6
2
）
年

1
0
月

1
0
日

乙
千
代
丸
判
物

逸
見
家
文
書

2
県

○

1
9

永
禄

9
（
1
5
6
6
）
年

6
月

1
3
日

北
条
氏
邦
判
物

県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館

パ
ネ
ル

2
0

永
禄

1
2
年

(
1
5
6
9
）
9
月

1
0
日

北
条
氏
邦
書
状

米
沢
市
上
杉
博
物
館

原
資
料
国
宝

パ
ネ
ル

2
1
［
天
正

2
〜

6
年
］
8
月

1
0
日

北
条
氏
邦
判
物

逸
見
家
文
書

6
県

○

2
2
［
天
正

1
1
年
（
1
5
8
3
）
］
5
月

1
7
日

北
条
氏
邦
書
状

小
室
家
文
書

5
7
0
0

県
○

2
3

天
正

1
6
年
（
1
5
8
8
）
9
月

1
1
日

北
条
氏
邦
感
状

鉢
形
城
歴
史
館
所
蔵
（
北
爪
文
書
）

パ
ネ
ル

2
4

元
亀

2
年
（
1
5
7
1
）
5
月

1
6
日

北
条
氏
邦
印
判
状

長
谷
部
家
文
書

2
県

○

Ⅰ
-
４
　
戦
国
武
将
の
花
押
と
印
章

2
5

天
正
 
6
年
（
1
5
7
8
）
霜
月

1
0
日

上
杉
景
勝
知
行
宛
行
状

出
羽
国
米
沢
藩
上
杉
家
家
中
島
津
家
文
書

5
○

2
6

[
天
正

1
8
年

(
1
5
9
0
)
]
5
月

2
8
日

伊
達
政
宗
書
状

杉
浦
家
文
書

1
8
2

○

2
7

天
正

1
0
年
（
1
5
8
2
）
6
月

9
日
 

小
早
川
隆
景
外

2
名
連
署
起
請
文

長
門
国
萩
藩
毛
利
家
家
中
井
原
家
文
書

8
5
（
-
3
）

○

2
8

天
正

1
1
年

(
1
5
8
3
)
閏
正
月

1
2
日

毛
利
輝
元
起
請
文

長
門
国
萩
藩
毛
利
家
家
中
井
原
家
文
書

8
5
（
-
4
）

○

2
9

元
亀

4
年
（
1
5
7
3
）
9
月

2
1
日
 

武
田
家
朱
印
状

小
室
家
文
書

5
6
9
9

県
○

3
0

天
文

2
2
年
（
1
5
5
3
）
8
月

2
日

武
田
家
朱
印
状

幕
臣
山
本
家
文
書

1
2
3

○

3
1

年
未
詳

8
月

1
5
日

豊
臣
秀
吉
書
状

根
岸
浩
太
郎
家
文
書

2
○

3
2
［
天
正

1
8
年

(
1
5
9
0
)
］
5
月

2
2
日

豊
臣
秀
吉
朱
印
状

文
書
館
収
集
文
書

1
2
7

県
○

3
3

[
永
禄

5
年

(
1
5
6
2
)
]
.
 
7
.
2
7

太
田
資
正
判
物

道
祖
土
家
文
書

4
県

○

3
4
（
年
未
詳
）
.
5
.
1
8

梶
原
政
景
書
状

三
戸
家
文
書

2
県

○

Ⅱ
　
江
戸
時
代
の
花
押
と
印
章

Ⅱ
－
１
　
将
軍
の
朱
印

3
5

天
正

2
0
年
（
1
5
9
2
）
2
.
朔

徳
川
家
康
知
行
宛
行
朱
印
状

旗
本
加
藤
家
文
書

1
○

3
6

元
和

3
年
（
1
6
1
7
）
.
 
5
.
2
6
 

徳
川
秀
忠
朱
印
状

稲
生
家
文
書

1
2
9
0

○

3
7

正
保

4
年

(
1
6
4
5
)
3
.
2
4

武
州

入
西

郡
越

生
郷

西
戸

村
山

本
坊

寺
領
之
覚

相
馬
家
（
山
本
坊
）
文
書

4
5
4

○

3
8

近
世

御
朱
印
箱

相
馬
家
（
山
本
坊
）
文
書

○

展
示

番
号

年
月
日

資
料
名

文
書
群
名

ま
た
は
原
資
料
所
蔵
者

番
号

指
定

展
示

前
期
・
後
期

3
9

慶
安
元
年

(
1
6
4
8
)
.
2
.
2
4

徳
川
家
光
坊
領
寄
進
状

相
馬
家
（
山
本
坊
）
文
書

3
3
4

○

4
0

寛
文

5
年

(
1
6
6
5
)
.
7
.
1
1

徳
川
家
綱
坊
領
安
堵
状

相
馬
家
（
山
本
坊
）
文
書

3
3
5

○

4
1

貞
享

2
年

(
1
6
8
5
)
.
6
.
1
1

徳
川
綱
吉
坊
領
安
堵
状

相
馬
家
（
山
本
坊
）
文
書

3
3
6

○

4
2

享
保

3
年

(
1
7
1
8
)
.
7
.
1
1

徳
川
吉
宗
坊
領
安
堵
状

相
馬
家
（
山
本
坊
）
文
書

3
3
7

○

4
3

延
享

4
年

(
1
7
4
7
)
.
8
.
1
1

徳
川
家
重
坊
領
安
堵
状

相
馬
家
（
山
本
坊
）
文
書

3
3
8

○

4
4

宝
暦

1
2
年

(
1
7
6
2
）
.
8
.
1
1

徳
川
家
治
坊
領
安
堵
状

相
馬
家
（
山
本
坊
）
文
書

3
3
9

○

4
5

天
明

8
年

(
1
7
8
8
)
.
9
.
1
1

徳
川
家
斉
坊
領
安
堵
状

相
馬
家
（
山
本
坊
）
文
書

3
4
0

○

4
6

天
保

1
0
年

(
1
8
3
9
)
.
9
.
1
1

徳
川
家
慶
坊
領
安
堵
状

相
馬
家
（
山
本
坊
）
文
書

3
4
1

○

4
7

安
政

2
年

(
1
8
5
5
)
.
9
.
1
1

徳
川
家
定
坊
領
安
堵
状

相
馬
家
（
山
本
坊
）
文
書

3
4
2

○

4
8

万
延
元
年

(
1
8
6
0
)
.
9
.
1
1

徳
川
家
茂
坊
領
安
堵
状

相
馬
家
（
山
本
坊
）
文
書

3
4
3

○

Ⅱ
-
２
　
村
で
捺
さ
れ
た
印
章

4
9

文
禄

4
年

(
1
5
9
5
)
.
1
0
.
2
6

内
藤
左
衛
門
他
二
名
連
署
請
取
状

持
田

(
英
）
家
文
書

7
県

パ
ネ
ル

5
0

文
化
元
年

(
1
8
0
4
)
.
9

賭
之

勝
負

事
御

制
禁

ニ
付

村
中

連
判

帳
(
赤
尾
村
中
并
悴
共
爪
印

)
林
家
文
書

7
8
4

○

5
1

文
化

1
2
年

(
1
8
1
5
)
.
3

村
方
印
鑑
帳

林
家
文
書

7
7
5

○

5
2

 
正
徳
 
2
年

(
1
7
1
2
)
.
1
2
.
 

差
出
申
判
鑑
之
事
（
印
判
紛
失
二
付
）

林
家
文
書

3
6
1
0

○

5
3

寛
政

3
年

(
1
7
9
1
)
.
8
.
 

乍
恐

以
書

付
奉

願
候
（

大
嵐

難
儀

ニ
付
御
定
免
破
免
願
）

江
原
家
文
書

8
0
0

○

5
4

元
禄

3
年
（
1
6
6
9
）

花
押
叢
（
巻
一
）

小
室
家
文
書

2
1
4
1

県
○

5
5

元
禄

3
年
（
1
6
6
9
）

花
押
叢
（
巻
第
二
・
巻
第
三
）

小
室
家
文
書

2
1
4
2

県
○

5
6

寛
保

3
年

(
1
7
4
3
)

印
判
秘
訣
集

土
屋
家
（
土
蔵
坊
）
文
書

5
8
4

○

5
7

明
治

1
1
年

(
1
8
7
8
)
.
1
2

謹
考
花
押
例

川
鍋
家
文
書

5
9
6

○

コ
ラ
ム
　
花
押
と
印
章
、
罪
と
罰

5
8

寛
永

1
1
年

(
1
6
3
4
)
.
3
.
 

御
成
敗
式
目

猪
鼻
家
文
書

2
6
8
7

○

5
9

弘
化

2
年

(
1
8
4
5
)
.
[
3
]
.
2
0

御
定
書
（
公
事
方
御
定
書
）

小
林
（
正
）
家
文
書

2
1
4
0

○

Ⅱ
-
３
　
様
々
な
花
押
と
印
章

6
0

江
戸
時
代

書
札
法
式

新
井

(
侊
）
家
文
書

2
3
8
8
5

○

6
1

明
暦

4
年

(
1
6
5
8
)
2
.
1
5

証
文

之
事
（

参
河

国
八

名
郡

内
新

田
畠
開
ニ
付
）

幕
臣
山
本
家
文
書

1
2
4

○

6
2

元
和
元
年

(
1
6
1
5
)
.
7

真
言
宗
諸
法
度
（
写
）

明
星
院
文
書

1
2

県
○

6
3

文
久
元
年

(
1
8
6
1
)
.
1
0
.
1
5

公
文
状

廣
正
寺
文
書

2
1
6

○

6
4

江
戸
時
代

西
遊
雑
記
 
巻
之
拾
（
写
）

野
中
家
文
書

8
2
6
6

○

6
5

文
久
元
年

(
1
8
6
1
)
.
1
1

立
花
出
雲
守
家
来

4
名
判
鑑
木
札

足
立
家
文
書

2
2
3

○

6
6

文
久

3
年
（
1
8
6
3
）
.
1
0

秩
父
順
礼
納
経
帳

諸
井
家
文
書

4
2
3

○

6
7

天
保

9
年

(
1
8
3
8
)
.
 
6
.
1
8

嶋
津
家
代
々
法
号
・
同
居
判
鑑

出
羽

国
米

沢
藩

上
杉

家
家

中
　

島
津

家
文

書
3
9

○

エ
ピ
ロ
ー
グ

6
8

明
治

6
年

(
1
8
7
3
)
.
7
.
5

太
政
官
布
告
達

埼
玉
県
行
政
文
書

6
3
-
1
の

1
原
資
料
重
文

パ
ネ
ル

6
9

明
治

1
7
年

(
1
8
8
4
)
.
7
.
8

爵
記
（
子
爵
）

安
部
家
文
書

5
4
5

○

展
示
報
告
「
花
押
と
印
章
×
サ
イ
ン
と
は
ん
こ
」
（
関
口
・
沖
山
）

展
示

資
料

一
覧

　
裏

面

展
示

資
料

一
覧

　
表

面



七
八

文
書
館
紀
要
第
三
十
五
号
（
二
○
二
二
・
三
）

 
 

 
 
令
和
 
 
 
年
 
 
 
 
月
  

 
   日

 

企
画
展
「「
花花
押押
とと
印印
章章
××
ササ
イイ
ンン
とと
はは
んん
ここ
」」
  

観
覧
ア
ン
ケ
ー
ト
の
お
願
い
 

本
日
は
ご
来
館
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 

お
手
数
で
す
が
、
今
後
の
利
用
改
善
の
た
め
に
ア
ン
ケ
ー
ト
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 

１
 

こ
の

企
画

展
を

何
で

お
知

り
に

な
り

ま
し

た
か

。（
複

数
回

答
可

）
 

a
. 

文
書

館
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

見
て

 
 

 
 

 
b
. 

文
書

館
T

w
itte

r
を

見
て

 
 

 
 

 
 

c
. 

 県
の

広
報

を
見

て
 

d
 

 新
聞

・
テ

レ
ビ

等
を

見
て

 
 

 
 

 
e
. 

学
校

・
大

学
で

 
 

 
 

 
f. 

知
人

か
ら

聞
い

て
 

g
. 

チ
ラ

シ
・

ポ
ス

タ
ー

を
見

て
 
（

場
所

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

 
h
. 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

２
 

ど
れ

く
ら

い
の

頻
度

で
当

館
を

ご
利

⽤
で

す
か

？
 

ａ
. 

週
に

1
回

以
上

  
 

 
ｂ

. 月
に

２
～

３
回

 
 

 
 

ｃ
. 月

に
1

回
程

度
  

 
 

ｄ
. 年

に
数

回
程

度
 

ｅ
. 

年
に

1
回

程
度

 
  

 
ｆ

. 何
年

か
に

1
回

程
度

 
 

  ｇ
. 今

日
が

は
じ

め
て

 

３
 

企
画

展
の

観
覧

の
ほ

か
、

閲
覧

室
の

ご
利

⽤
は

あ
り

ま
す

か
。

 

 
 

ａ
. 利

用
す

る
 

 
 

ｂ
. 利

用
し

な
い

 
 

 
c
. 興

味
は

あ
る

が
利

用
の

方
法

が
わ

か
ら

な
い

 

４
 

あ
な

た
の

年
代

を
教

え
て

く
だ

さ
い

 
ａ

. 1
0

代
 

 
 

ｂ
. 2

0
代

 
 

 
ｃ

.3
0

代
 

 
 

ｄ
.4

0
代

 
 

 
ｅ

. 5
0

代
 

 
 

ｆ
. 6

0
代

 
 

 ｇ
. 7

0
代

以
上

 

５
 

差
し

つ
か

え
な

け
れ

ば
、

お
住

ま
い

の
市

区
町

村
を

お
教

え
く

だ
さ

い
。

 
 

 
 

市
区

町
村

名
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

６
 

今
回

の
企

画
展

の
内

容
は

い
か

が
で

し
た

か
。

 
理

由
も

お
聞

か
せ

く
だ

さ
い

。
 

ａ
. 大

変
よ

か
っ

た
 

 
 

ｂ
.よ

か
っ

た
 

 
 

ｃ
.余

り
よ

く
な

か
っ

た
 

 
 

ｄ
.よ

く
な

か
っ

た
 

  7 
展

⽰
解

説
図

録
の

内
容

、
分

量
は

い
か

が
で

し
た

か
。

理
由

も
お

聞
か

せ
く

だ
さ

い
。

 
ａ

. 大
変

よ
か

っ
た

 
 

 
ｂ

.よ
か

っ
た

 
 

 
ｃ

.余
り

よ
く

な
か

っ
た

 
 

 
ｄ

.よ
く

な
か

っ
た

 
  8 

本
企

画
展

の
中

で
、

印
象

に
残

っ
た

資
料

は
何

で
す

か
？

 
理

由
も

お
聞

か
せ

く
だ

さ
い

。
 

   9 
今

回
の

企
画

展
は

開
室

⽇
・

開
室

時
間

を
限

定
し

て
開

催
し

ま
し

た
が

、
ご

意
⾒

を
お

聞
か

せ
く

だ
さ

い
。

 
   10 

今
後

、
ど

の
よ

う
な

企
画

展
を

ご
覧

に
な

り
た

い
で

す
か

。
 

理
由

も
お

聞
か

せ
く

だ
さ

い
。

 
   11 

そ
の

他
ど

の
よ

う
な

こ
と

で
も

結
構

で
す

の
で

、
ご

感
想

を
お

聞
か

せ
く

だ
さ

い
。

 
   

    
貴

重
な

ご
意

⾒
、

ご
協

⼒
、

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

 

ア
ン

ケ
ー

ト
用

紙
　

様
式

展
示

配
置

図
（

横
組

み
）

−　29　−



七
九

図　埼玉県立文書館のコロナ対応の経過

月 文書閲覧室 地図センター 展示室（企画展略称）

令
和
2
年
（
２
０
２
０
）

1

2

3

臨時休館（2月 29 日～ 5月 18 日）
4 緊急事態宣言

（4月 7日～ 5月 25 日）

5

9
時
～
16
時

事
前
予
約
制

1 組　1時間まで

閉室

6

2組　2時間まで7 生活に役立つ地図

（7月 1日～ 9月 6日）

　火曜日～金曜日

　10 時 30 分～ 11 時 30 分

　13 時 30 分～ 14 時 30 分

8

9

3 組　3時間まで

編さんのお仕事

（9月 23 日～ 11 月 20 日）

　火曜日～金曜日

　10 時 30 分～ 12 時 00 分

　13 時 30 分～ 15 時 00 分

10

11

12
花押と印章（12月 8日～ 12月 23日）

臨時休館（12 月 24 日～ 3月 21 日）

令
和
3
年
（
２
０
２
１
）

1

緊急事態宣言

（1月 7日～ 3月 18 日）2

3

9
時
～
16
時

事
前
予
約
制

3 組　3時間まで

閉室

川の地図（3月 23 日～ 4月 28 日）

　火曜日～金曜日

　9時～ 16 時（4月 9日～）
4

まん延防止等重点措置

（4月 16 日さいたま市指定）

5

開室

（5月 20 日～）

6

7

9
時
～
17
時

埼玉スポーツものがたり

（7月 1日～ 9月 5日）

　火曜日～日曜日

　9時～ 17 時

8
緊急事態宣言

（8月 2日～ 9月 30 日）
9

埼玉の黎明（9月 28日～ 11月 28日）

　火曜日～日曜日

　9時～ 17 時

10

11
4 組　3時間まで

延長可
12

古物を伝える

（12 月 14 日～ 2月 13 日）
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（２）アンケート結果からみえたこと

　さて、同展のアンケート結果には、これま

での企画展と異なる傾向がみられた。

　注目すべきは来館の理由である。「たまた

ま」「通りかかって」に類するものが全体の

25％を占め、「文書館ホームページをみて」

とほぼ同率となった。「文書館ホームページ

をみて」の割合は、「花押と印章」、「編さん

のお仕事」、「川の地図」のいずれにおいても

回答のうちで最も多い 35％近くを占めてお

り、一方でいわゆる通りがかりの人の割合は

10％程度で推移していた。

　また、「埼玉スポーツものがたり」の観覧

で初めて来館した人は回答全体の 49％にの

ぼった。こちらも、常に 30％程度であった

他の企画展に比べて高い割合となった。

　あくまで観覧者の一部が回答したアン

ケートによるものであり、テーマの違いもあ

るため推測の域を出ないが、開室時間を制限

していた企画展に比べ、本展では大きく敷居

が下がっていたことがうかがえる。

　また、長期間にわたって社会状況が好転せ

ず、「コロナ疲れ」という言葉も生まれるほ

ど様々な活動の自粛を余儀なくされていた

地域の人々から「開いている」「何かやって

いるようだ」と関心を得ることができたと

捉えることができるだろう。これは結果とし

て、これまで関心のなかった人へ新たに文書

館の認知度を広げることにつながったと思

われる。他方、自発的に活動することを自粛

するような動きが、他の回答結果の割合の減

少につながっているとも考えられる。

　コロナ禍において当館の展示が継続可能

なことはここまで見てきたとおりである。上

記のアンケート結果を踏まえるならば、通常

開館可能で「密」になりにくい規模の文書館

の展示の重要性は増しているといえるだろ

う。館の存在を知ってもらうことは記録保存

や地域史への理解を深めてもらう第一歩で

あり、そのためにも展示を継続し、今後も調

査研究につとめていく必要がある。

おわりに
　令和 4年のはじめには変異したウイルスに

よる感染拡大が再び起こるともいわれてお

り、未だコロナ禍は終わりの見通しの立たな

い状況が続いている。一方で、本稿に記した

当館の事例のように、試行錯誤しながら社会

全体に感染対策が定着しつつあり、社会経済

活動との両立が可能になってきている。

　ウィズコロナの時代においても、資料の保

存と公開というアーカイブズの役割も、それ

に対する期待も変化することはなく、わたし

たちは万全の感染対策のもとで事業を継続

していく必要がある。本稿が今後の参考とな

れば幸いである。

註
（1）国立公文書館総務課総括係・統括公文書専門官室

研修連携担当「新型コロナウイルス感染症拡大防止

に係る国立公文書館の対応」『アーカイブズ』第 77

号（令和 2 年 8 月 31 日）、広島県立文書館「新型コ

ロナウイルス感染症への対応」『広島県立文書館だ

より』NO.45（令和 3年 3月）など。

（2）コロナ対応の経過については、内閣官房ホームペー

ジ「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の概要」

（https://corona.go.jp/news/news_20200421_70.

html）および埼玉県ホームぺージ「今までの埼玉県

における緊急事態措置等及び呼びかけ」（https://

www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/kakoyo-

bikake.html）を参照した。また、埼玉県の感染者

数についての記述は、埼玉県ホームページ「新型コ

ロナウイルス感染症の県内の発生状況」（https://

www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/jokyo.

html）に基づいている。いずれも令和 4 年 1 月 6 日

最終確認。なお、いわゆる「第○波」という表現は

定義が曖昧なため本稿では使用していない。

（3）本稿における令和 2 年度の事業実績についてはい

ずれも埼玉県立文書館「要覧」第 39 号（令和 3 年）

による。また、令和 3 年度の事業実績については執

筆時典での集計による。

（4）佐藤美弥「アーカイブズにおける展示を通じた歴

史像の発信―埼玉県立文書館の他機関連携展示によ

せて―」『文書館紀要』三二号（令和元年 3月）。

（5）各企画展の概要については各展示解説図録および

文書館ホームページ「展示」（https://monjo.spec.

ed.jp/tenji）を参照のこと。

【「埼玉スポーツものがたり」展示の様子】
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たことのない戦後～現代に至る資料を公開

することと、それによって記録保存の重要性

を伝えたいという意図も含んでいた。構成は

以下の通り。

プロローグ　スポーツ前史

　現在の武道の前身ともいわれる武術や蹴

鞠、相撲などに関する古文書資料から、江戸

時代の埼玉県域でもこれらが盛んに行われ

ていたことを紹介した。

１　スポーツとの出会い―学校体育の始ま

り

　埼玉県師範学校（現埼玉大学の前身のひと

つ）を中心に、明治時代に始まった学校教育

における体操の導入、運動会や課外活動のは

じまりを紹介した。

２　武道再興への道のり―撃剣興行と警察

武術

　明治維新後、武士と共に消滅の危機にあっ

た武術が武道として整備されていく過程に

おいて、埼玉県では師範学校や警察が大きく

関わっていたことを紹介した。

３　スポーツの隆盛―スポーツ人口伸長の

時代

　「スポーツ」という言葉が定着した大正時

代以降、活発に行なわれたスポーツの諸活動

の様子を伝える資料や、埼玉県体育協会の設

立、氷川公園（現大宮公園）の競技場の建設、

埼玉県出身のオリンピック選手である鈴木

聞多の日記などを紹介した。

４　スポーツの転機―戦争と復興

　日本社会が戦争に向かっていく中、スポ―

ツも統制の影響を受けていく様子と、戦後埼

玉県がいち早くスポーツの復興に乗り出し

ていたことを紹介した。また、1940 年の東

京オリンピックに関して戸田漕艇場整備の

経緯を紹介した。

５　スポーツの祭典と埼玉県―東京五輪・清

新国体

　1964 年の東京オリンピックと 1967 年の国

民体育大会開催までの会場整備の経緯や、大

会を待ちわびる当時の人々の様子、当時の埼

玉県の様子と 2つの大会が残したレガシーを

紹介した。

エピローグ　スポーツとわたしたち

　平成時代の埼玉県のスポーツに関わる出来

事と、現在の県の施策を紹介してむすびとし

た。

　以上のように、本展では、身体運動を競技、

そして娯楽として日常的に行うことが広く

定着していく歴史的過程と、それに関連する

地域の変化や発展の様子を描いた。1964 年

の東京オリンピックに関する章では、東京都

のオリンピック招致に対応して埼玉県議会

でも早くからオリンピック招致や競技施設

の整備、国体の開催が取りあげられていたこ

とや、競技会場の整備を巡って様々な団体の

折衝があったことを明らかにした。とくに、

16 個のまがたまで描かれる現在の埼玉県章

が、東京オリンピック開催に向けて作成され

たものであったことはほとんど知られてお

らず、好評を得た。また、折しも東京 2020

大会でピクトグラムが話題となったことも

あり、1964 年東京オリンピックに向けて大

会組織委員会から示された当時のピクトグ

ラムの紹介が、夏休みに来館した子供たちに

好評となった。

【「埼玉スポーツものがたり」ポスター】

コロナ禍の文書館 ― 閲覧室と展示室の対応の記録 ―（木村）
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　これらの企画展はいずれも、本来より大幅

に開室時間が短いものになってしまったも

のの、多くの観覧者にお越しいただくことが

できた。

（２）受付方法の再検討

　東京 2020 大会に合わせて延期した企画展

「埼玉スポーツものがたり」は令和 3 年 7 月

1日～ 9月 5日を会期として開催した。

　開催に向けて、展示受付方法の再検討が行

われた。「生活に役立つ地図」から「川の地

図」までの 1年間受付を担っていたのは地図

閲覧室当番であったが、5 月 20 日より地図

センターが開室したことで本来の当番業務

に戻ったため、展示受付には新たな当番を創

設する必要があったのである。

　検討においては、① 2階文書閲覧室で受付

をするという案と②現状の受付方法を続け

る案が出された。

　①案は、利用者数の枠が拡大した閲覧室利

用に展示観覧者を直接案内できること、展示

室入室前に 2 階のロッカーを案内できるこ

と、2 階の文書閲覧室当番が展示室の受付を

兼任することで土日も展示室を開室できる

ことがメリットであったが、一方で正面玄関

から展示室へ直接向かおうとする観覧者に

対するアクションが何も取れないことが課

題であった。まん延防止等重点措置のもとで

も新規感染者数の増加が止まらないこの時

期に、来館者の動向を把握できないというの

は危機管理上看過できないものであった。

　検討の結果、最終的に②案をアレンジした

形で対応することとなった。まず、新たに展

示受付当番（午前・午後 1名ずつ）が設けら

れた。また、真夏にエレベータホールで長時

間受付事務を行うことは職員の健康管理上

難しい点から、受付の位置は 1 階展示室に

隣接し、空調の効く展示準備室に変更となっ

た。代わりに正面玄関には無人の消毒スペー

スが設置された。

　展示受付当番は展示準備室に待機し、観覧

希望者が訪れた際に展示準備室の前で検温、

観覧者カードの記入、注意事項の説明、展示

解説図録の提供、アンケートのお願いを行っ

た。また、展示準備室に設置されたモニター

で逐次展示室内の様子をチェックし、観覧者

の入退室と、いわゆる「密」な状態になって

いないか、体調不良者がいないかを確認、必

要に応じて観覧者の誘導を行った。結果とし

て、展示受付当番が展示室に隣接する展示準

備室に常駐するようになったことで、こまや

かな消毒や直接の展示案内、閲覧室への誘導

ができた。

　もうひとつ大きな変更点として、土曜日・

日曜日にも展示室を開室することになった。

土曜日・日曜日の出勤体制を変更せずに展示

受付を実施することは職員にとって大きな

負担であったが、土曜日・日曜日の開室を望

む観覧者の声に応えるべく、総務担当職員の

協力も得て実現することができた。

　あわせて、先に述べた通り 7月より当館の

開館時間が 17 時までとなったことで、展示

室の開室時間も 9時～ 17 時となり、「鉄道の

埼玉―明治から現代へ―」以来 1年半ぶりに、

一切の短縮、閉室なく企画展の会期を全うす

ることができるようになったのである。

Ⅲ　コロナ禍の企画展
（１）「埼玉スポーツものがたり」の概要

　上記のような経緯で、当館ではコロナ禍に

おいても可能な限り企画展を開催し続けて

きた。最後に、感染対策と社会経済活動の両

立が定着しつつあった令和 3年夏に開催した

企画展「埼玉スポーツものがたり」の開催結

果において注目すべき点があったので、報告

したい。

　はじめに、同展の概要を簡潔に記す。

　企画展「埼玉スポーツものがたり」は、東

京 2020 大会の開催に関連し、欧米からスポー

ツという概念が入ってきた明治時代から、誰

もがスポーツを楽しむことができる現代ま

でのスポーツ普及の歴史を 121 点の資料で紹

介することで、同大会ひいてはスポーツへの

機運を高めようと企画したものである。同時

に、1964 年の東京オリンピックに関する埼

玉県行政文書など、これまで体系的に公開し
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するようになってしまい、混乱をまねいた。

　限定開室と受付の設置により、観覧者の滞

在時間と入館者の動きを把握することがで

きるようになった。加えて、当館 1階にある

県立熊谷図書館浦和分室の利用者に、直接お

声がけして展示を御観覧いただくことがで

きるというメリットもあった。一方で、受付

や展示案内専属の職員がいない当館では、在

宅勤務などによる出勤者数削減と両立しな

がら受付に職員を配置するのは大きな負担

となった。また、出勤調整が困難なことから、

やむなく土曜日・日曜日は展示室を閉めるこ

ととなった。これによって土曜日・日曜日に

ついては、閲覧室は開いているものの展示を

見ることはできないという状態になってし

まった。

　続く令和 2年度企画展「編さんのお仕事―

史料編さんの四半世紀―」（以下、「編さんの

お仕事」とする。会期　令和 2 年 9 月 23 日

～ 11 月 20 日）、同「花押と印章×サインと

はんこ」（以下「花押と印章」とする。会期　

令和 2 年 12 月 8 日～令和 3 年 2 月 5 日）に

おいても、上記の方法を継続した。ただし、

「生活に役立つ地図」における「開室時間が

短すぎる」とのアンケート結果を受け、こ

れらの企画展では、展示室の開室を火曜日か

ら金曜日までの 10 時 30 分～ 12 時、13 時 30

分～ 15 時に延ばした。

　これらの企画展のアンケートにおいても、

当時の社会状況下では開室日時の制限は致

し方ないと一定の理解を示す意見がみられ

る一方、土日や昼休み時間等の開室を望む声

も寄せられ、検討の必要が生じていた。しか

し、「花押と印章」会期中の 12 月 24 日より

臨時休館となったため、残念ながら同展はわ

ずか 10 日間で中止となってしまった。

　令和 2 年度末の企画展「川の地図 －荒川

と治水－」（以下「川の地図」とする）は、

事業計画では会期を令和 3年 3月 2日～ 5月

2 日としていたが、緊急事態措置により 3 月

21 日まで臨時休館が続いた影響で 3 月 23 日

～ 4月 28 日に会期を短縮して開催した。

　本展においても「花押と印章」までと同様

の開室時間、受付体制をとったが、令和 3年

度に入ると、人事異動により新体制となった

当館は前述の観覧者の要望を重く受け止め、

展示室開室について再検討することになっ

た。

　限定開室で実施した各企画展の展示室の

入室者数から、展示室内で半径 2 メートル

以内に人が複数人密集する状況になる可能

性は限りなく低いことが確認された。これを

受けて、4月 9日から閲覧室と同様 9時～ 16

時の開室となった。これに伴って開館時間中

（9 時～ 16 時）は正面玄関が開放されるよう

になった。

　展示室の開室時間の変更は、本来前述の地

図センターの開室（5月 20 日）と一体となっ

て実施されるべきであったが、地図センター

では飛沫防止フィルム設置などの感染対策

の準備が必要だったため、展示室の開室時間

の変更のみが先行した。

月 日 No. 
※職員が記入 

入館： 時 分 

退館： 時 分 

※職員が記入 
 

 

観覧者カード

連絡先等記入のお願い

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、観覧者の皆様へ、お名前、連絡先

電話番号、人数、体調について、記入をお願いいたします。

お名前

（同居の場合は代表者）

連絡先電話番号

人 数 人

体 調

（複数名で御観覧された場合

は、すべての方について）

□□ 発熱や風邪症状など、体調不良はなないい

※ レをつける

 

御記入いただきました本紙は当館において厳重に管理し、必要に応じて、保健所

等の公的機関に提供する場合があります。それ以外の目的には使用いたしません。

また、保存期間終了後、速やかに廃棄いたします。

（問合わせ先）

埼玉県立文書館

０４８－８６５－０１１２

【観覧者カード】

コロナ禍の文書館 ― 閲覧室と展示室の対応の記録 ―（木村）
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（１）展示室開室時間の制限

　続いて、展示室の対応について振りかえ

る。文書館にとって展示は、館及び記録保存

について広く知ってもらう手段として位置

付けられるとともに、収蔵する資料の調査・

研究成果として様々な歴史像を地域に発信

していく不可欠な事業（4）であり、以下のよ

うな経過で、検討を重ねながら継続した。

　令和元年度の企画展「鉄道の埼玉―明治か

ら現代へ―」（5）は、令和 2 年 1 月 14 日から

3月 8日までの会期であったが、2月 29 日か

ら臨時休館となったため、残念ながら会期を

短縮して早期終了することになった。

　3 月 14 日に東京 2020 オリンピック・パラ

リンピック競技会（以下「東京 2020 大会」

とする）の開催 1年間延期が決定すると、令

和 2 年度企画展として令和 2 年 7 月 1 日～ 9

月 6 日に予定していた東京 2020 大会関連企

画展「埼玉スポーツものがたり」も 1 年間

延期することが決まった。同時に、同年 3月

17 日～ 5 月 17 日を会期に予定していたもの

の、臨時休館終了の目途が立っていない令和

元年度企画展「生活に役立つ地図－マイホー

ム・防災・子育て・レジャーにも－」（以下「生

活に役立つ地図」とする）を延期し、「埼玉

スポーツものがたり」延期で空白期間となっ

ていた 7月 1日～ 9月 6日を会期にあてて開

催することになった。

　閲覧室の利用では、予約によって人数や来

館時間を把握でき、通用口での検温、手指消

毒から退館まで一貫して利用者の様子を把

握できるのに対し、通常開館時であれば受付

もなく、不特定多数の観覧者が自由に出入り

できる展示室の開室には、ひと工夫が必要で

あった。

　そこで、検討の結果、「生活に役立つ地図」

では展示室の開室を火曜日から金曜日まで

の 10 時 30 分～ 11 時 30 分、13 時 30 分～ 14

時 30 分に限定し、その時間のみ正面玄関を

開放した。そして 1階エレベータホールに受

付の長机を設けて、受付にて検温、手指消毒、

観覧者カードの記入をお願いした。受付の当

番には、地図センターの閉室によって当番業

務がなくなっていた地図閲覧室当番（午前・

午後 1名ずつ）があてられた。

　受付の流れは、観覧者に「展示室観覧者の

みなさまへ」と題した注意書きを一読いた

だいたうえで、検温、手指消毒、観覧者カー

ド記入をしていただき、展示解説図録とアン

ケート用紙をお渡しするというものである。

観覧者カードは、コロナの一般的な潜伏期間

とされた 2週間を保管期間とした。

　また、受付用の長机のほかに、受付時の荷

物置き兼休憩用のパイプ椅子を複数設置し

た。受付担当者はこれら椅子や筆記用具、展

示室のケース等を消毒する作業を担った。

　なお、閲覧室の利用者は従来通り職員通用

口から入館していたため、二本の動線が混在

展示室観覧者のみなさまへ

【入館にあたっての注意事項】

・体温が３７．５℃以上の方や、咳・のどの痛みや頭痛等の症状がある方は、御

利用いただけません。あらかじめ御了承ください。

・入館の際には、マスクの着用と手指の消毒をお願いいたします。

・入口で職員が体温の測定をさせていただきます。

【展示の観覧について】

・無料で御観覧いただけます。

・会話をお控えいただくとともに、他の観覧者と十分な距離（概ね２ｍを目安）をとってください。

・大人数での御来館はお控えください。

・展示室内の状況によっては、入場規制を行う場合があります。

・観覧者カードにお名前・連絡先を御記入ください。

※観覧者カードは、必要に応じて、保健所等の公的機関に提供させていただく場合があります。

【「展示室観覧者のみなさまへ」】
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　7 月 31 日に県内の新規感染者が初めて

1,000 人を超え、8 月 2 日より埼玉県は三度

緊急事態措置を実施すべき区域となったも

のの、今回は飲食店や大規模イベントが措置

の主な対象とされたため、臨時休館等の対応

はとられなかった。この時期には当館の職員

にも保健所、宿泊療養施設への応援が要請さ

れるほど危機的な事態であったが、一方で徹

底した感染対策のもとで普及事業等の多く

を実施することができた。

　三度目の緊急事態措置は 9 月 30 日をもっ

て終了し、この間にワクチンの接種が進んだ

こともあって、令和 3 年の 10 日以降には全

国の新規感染者数は急速に減少した。

（２）閲覧対応の継続

　続いて、当館業務の中核である閲覧室での

利用について振り返る。

　当館では最初の緊急事態措置による臨時

休館が終了した令和 2 年 5 月 19 日から、国

や県の要請の趣旨に則り、開館時間の短縮と

事前予約制による閲覧室の利用を再開した。

当初、予約は１時間に１組（2名まで）のみで、

9時～ 12 時、13 時～ 16 時までの時間内で対

応した。開室時間は短縮した一方で、土曜日・

日曜日の開室は継続した。

　来館者を制限するために正面玄関は施錠

していたため、利用者には職員通用口からの

来館と、通用口前での検温、手指消毒をお願

いした。閲覧室のカウンターには飛沫を遮

るために透明なフィルムをかけ、職員はフェ

イスシールドをつけて対応した。利用者が退

室するごとに机や筆記用具の消毒を行い、12

時～ 13 時も閲覧室全体の消毒の時間に充て

られた。また、利用者が飲食するための休憩

スペースは閉鎖となった。

　さらに、館内で利用者が分散するのを防ぐ

ために 4階の地図センターは閉室とし、地図

資料の閲覧も 2階の文書閲覧室で対応した。

　このように、感染症対策をしながら最低限

閲覧室の開室を続けるため、利用者には多大

なご不便をおかけすることになった。職員に

とっては、予約受付及び予約管理、消毒の業

務が発生することになった。

　資料については、原則として予約の際に閲

覧希望資料を提示していただくことにした

ため、事前に保存庫から準備しておくことが

可能となり、閲覧当日に資料に触れる人数を

最小限に抑える対応をとった。また、5 月当

初、県立図書館の対応を参考にして、返却

された文書を数日間別置した後に棚に戻す

という対応をとったが、ウイルスの特性や消

毒の効果が明らかになり、同一資料の利用頻

度も極めて低いこと、資料の保存管理が煩雑

になることから、別置対応はすぐに改められ

た。

　その後、同年 6月には同時に 2組、一度に

2 時間まで、9 月には同時に 3 組、一度に 3

時間までと、他のアーカイブズ機関や図書館

の事例と社会状況を参考にしつつ、段階的に

利用者数の枠を拡大していった。なお、利用

者間の距離をとるために文書閲覧室の座席

数は 4分の 1程度に削減された。

　このような対応で可能な限り閲覧室の開

館を続け、令和 2 年度の開館日数は例年の 6

割ほどの 179 日となった（3）。閲覧利用者の数

は令和元年度に比べて半減したとはいえ、限

定的な開室のなかで 1,678 名にのぼった。

　令和 3年度に入り、感染症対策と社会経済

活動の両立が定着するにつれて閲覧室の利

用者が増加した。予約が満員で閲覧室内の人

数も想定の最大に到達するという日が発生

するようになり、また当日利用の要望も増え

てくると、利用制限のいくつかがかえって利

用者の分散を妨げているという判断から、ま

ず令和 3 年春期の特別整理期間の休館明け

の 5月 20 日より 4階地図センターを開室し、

続いて 7 月には、開館時間を通常の 17 時ま

でに戻した。

　そして 11 月 1 日より利用者数の枠を 4 組

に増やし、枠に空きがあれば当日の時間延長

も可能とした。なお、県職員の閲覧利用につ

いても原則として一般利用者と同様に対応

した。

Ⅱ　展示室をめぐる試行錯誤

コロナ禍の文書館 ― 閲覧室と展示室の対応の記録 ―（木村）
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コロナ禍の文書館
―閲覧室と展示室の対応の記録―

木　村　遼　之

はじめに
　令和 2年度から 3年度にかけては、新型コ

ロナウイルス感染症（COVID-19。以下「コロ

ナ」とする）感染拡大の影響を受けて社会全

体が大きく混乱した。収束の見通しが立たな

い中、各機関は事業計画の変更や勤務体制の

再構築を余儀なくされた。令和2年度末以降、

アーカイブズ機関でも「文書館だより」など

の媒体を通して、事業報告を兼ねた形でコロ

ナ禍の諸対応が報告され、コロナへの対応を

災害対応と捉える動きもみられる（1）。

　当館においても、臨時休館や開館時間の変

更、主催事業の中止を経て、現在も様々な対

応をとっているところであるが、一連の対応

について公開される媒体に記録し、今後の参

考及び検討の材料とすることが求められる。

　そこで本稿では、ワクチン接種の進行に

よって社会が一応の落ち着きを取り戻し、当

館としてもおよそ 1年半ぶりに通常の開室時

間（9 時～ 17 時）で閲覧室、展示室を開室

できるようになったこの機（令和 3 年 12 月

現在）に、該当期間に閲覧・展示を担当した

職員としてこれまでのコロナ対応について

振り返る。

Ⅰ　閲覧室の開室
（１）コロナ禍の経過

　まず、コロナ感染拡大とその対応の経過に

ついて、埼玉県と文書館を中心に概観する（2）。

　令和 2 年 1 月 16 日に国内初の感染者が確

認され、2 月に入って各地で感染者が確認さ

れるようになったことを受け、当館を含めた

埼玉県の博物館・美術館施設は 2 月 29 日か

ら 3月 15 日まで臨時休館することとなった。

その後、広がり続ける感染拡大と改正新型イ

ンフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事

態宣言の発令（4 月 7 日）により、緊急事態

措置としての臨時休館が最終的に 5 月 18 日

まで続いた。

　突然の臨時休館については、埼玉県文化資

源課による報道発表のほか、館独自にはホー

ムページ、ＳＮＳで周知を図った。

　この時期には県として徹底した出勤職員

の削減が行われ、当館職員も 1日の出勤人数

が半数以下になった。職員は出勤時に文書を

撮影し、撮影した画像を用いて在宅で目録作

成を行うなど工夫を凝らして対応したが、資

料あっての文書館基幹業務は多くが大幅に

遅延することになった。

　緊急事態が解除された 5月以降は全国的な

移動の自粛が緩和され、社会経済活動の制限

が段階的に解除されていった。夏場には再び

感染が拡大するが、9 月～ 10 月頃には低い

水準となった。

　しかし、埼玉県では 11 月末から再度新規

感染者数が急増し、危機感が高まるなかで

年末年始を迎えることになる。年が明けた

令和 3年 1月 7日には二度目の緊急事態が宣

言され、3 月 18 日をもって解除されるまで、

埼玉県は緊急事態措置を実施すべき区域と

なった。この間、当館は 12 月 24 日から 1月

18 日まで感染症拡大防止のために臨時休館

し、その後緊急事態措置に合わせて 3 月 21

日まで休館期間の延長を繰り返した。

　この臨時休館に際しても前回同様の方法

で周知を図ったが、後述の事前予約制による

閲覧対応を行っていたため、事前に休館とな

る期間に予約をしていた利用者には個別連

絡の対応をとった。

　緊急事態の解除後、感染状況は再び悪化

し、4 月 16 日にまん延防止等重点措置の対

象地域としてさいたま市が指定された。
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　【文書資料取扱講習会】2005（平成 17）年度～継続中

　【地図教室】～継続中

　【国際アーカイブズの日記念公開講演会 (埼史協との共催）】2008( 平成 20）年度～継続中

　【歴史講座】2009( 平成 21）年度～継続中

　【埼玉県行政文書重要文化財指定記念講座・講習会】①第 54 回文化財講習会「文化財としての行政文書の保存と活用」／②

歴史講座「行政文書が映し出す明治の社会」／③解読講座 ｢明治の埼玉を読み解こう ｣　2009( 平成 21）年度　

　【開館 50 周年＆リニューアル記念シンポジウム】2019( 令和元）年度

（２）子供 ( 児童・生徒）対象
　【土曜おもしろ博物館】～ 2002( 平成 14）年度

　【わくわくサタデーミュージアム】2003( 平成 15) 年度～ 2007( 平成 19）年度

　【夏休み子ども地図教室】2004( 平成 16）～ 2007( 平成 19）年度　 →文書館子ども体験事業のもとに再編

　【文書館子ども体験事業】2008( 平成 20）年度～継続中　　※ 2013 年度に「文書館子供体験事業」に改称

子ども体験教室　2008( 平成 20）年度～継続中　※ 2013 年度に「子供体験教室」に改称

子ども地図教室　2008( 平成 20）年度～継続中　※ 2013 年度に「子供地図教室」に改称

子ども歴史教室　2008( 平成 20）～ 2009( 平成 21）年度

寺子屋教室　2010( 平成 22）～ 2011( 平成 23）年度

子どもいろは教室　2012( 平成 24）～ 2013( 平成 25）年度　※ 2013 年度に「子供いろは教室」に改称

県民の日・もんじょ館でアーカイブズ　2008( 平成 20）～ 2019( 令和元）年度

５　文書館受入の県教育委員会長期研修教員 ( 敬称略）
【2001( 平成 13) 年度】井上淳一郎「主体的に学ぶ生徒を育成する社会科地域学習に関する研究－「秩父の養蚕」の教材化を中

心として」

【2002( 平成 14) 年度】鈴木秀明「社会的なものの見方・考え方を育成し、生きる力を育む社会科学習指導のあり方－地図の活

用を図った地理教育の指導」／細村一彦「主体的な学習を促す地域教材の開発－近代における羽生領利根川流域の治水・利水

と水害」

【2003( 平成 15) 年度】藤井真仁「自ら学び自ら考える力を育てる社会科学習に関する研究－江戸時代の宗教と生活」

【2005( 平成 17) 年度】橋上　威「児童の主体的な活動を促す地域教材の研究－北埼玉地域における幕末維新期の農村構造の変

化と農民闘争」

【2006( 平成 18) 年度】今成　健「調べ、考える力を育成する社会科学習の研究－昭和戦前・戦中期の社会と国民学校」

【2008( 平成 20) 年度】内田崇史「郷土の史跡・史料 ( 地域教材 ) を活用した、中学社会科授業の展開－地域素材の中学校歴史

授業への位置づけ」／小薬全子「思考力・判断力を高めるための地域教材の活用－狭山茶業の存立条件にみる地理的事象の教

材化」／市川宝生「「地域の歴史素材を活用した社会科授業」の研究－市町村史等から収集した「近世農民争論」を素材に」

【2009( 平成 21) 年度】小峰俊章「地域を見る目を養う地域教材の開発－越ヶ谷宿の成り立ちと街道を行き交う人々に着目して」

／福地一行「北川辺の水害－田中正造と江戸川流頭部「棒出し」」

【2010( 平成 22) 年度】佐々島忠重「地域素材を教材化し児童の主体的な学びを生み出す社会科授業の研究－小学校第 4学年『秩

父鉄道と柿原萬蔵』の実践を通して」／二瓶　剛「小・中・高における社会科の系統的な学習指導－越谷の地域教材開発とそ

の実践を通して」

【2011( 平成 23) 年度】田口和也「主体的な学習を促し学ぶ力を育成する社会科授業法の工夫－北埼玉地域の藍と青縞を取り上

げて－」

【2012( 平成 24) 年度】北川智之「社会認識を深める社会科学習指導法－日光御成道・鳩ヶ谷宿・市神社の教材開発を通して」

【2013( 平成 25) 年度】古林　学「児童の主体的な学びを生み出す地域教材の開発と活用－小学校第３学年「わたしたちのまち

と龍勢」の実践をとおして」

【2014( 平成 26) 年度】神田美佐子「思考力・判断力・表現力を育む社会科指導法の工夫」

【2015( 平成 27) 年度】島村　勲「確かな学力を育む学び合う社会科授業の研究」

【2016( 平成 28) 年度】渡部　健「児童の思考力を育成する学習過程のデザインに関する研究－埼玉県における太平洋戦争の戦

時下・戦後の県民生活について」

【2019( 令和元 ) 年度】岩田哲哉「社会的な見方・考え方を深める社会科授業の工夫－地域社会への参画意識を育てる地域教材

の開発を通して」

６　文書調査員 ( 広域調査員　敬称略）
田代　脩　埼玉大学教授・同名誉教授　1979（昭和 54）～ 2018（平成 30）年度

大舘右喜　帝京大学教授　1979（昭和 54）～ 2012( 平成 24）年度

宇高良哲　大正大学教授・同名誉教授　1979（昭和 54）～　

丑木幸男　国文学研究資料館教授・同名誉教授　1999（平成 11）～ 2005（平成 17）年度

森田　武　埼玉大学教授・同名誉教授　1999（平成 11）～ 2014（平成 26）年度

根岸茂夫　國學院大學教授・同名誉教授　2013( 平成 25）年度～　

高橋　実　国文学研究資料館教授・同名誉教授　2006（平成 18）～ 2012（平成 24）年度

大友一雄　国文学研究資料館教授・同名誉教授　2013（平成 25）年度～

老川慶喜　跡見学園女子大学教授、立教大学名誉教授　2015（平成 27）年度～　

清水　亮　埼玉大学准教授  2019（令和元）年度～

保坂裕興　学習院大学教授　2019（令和元）年度～
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九

文書館の 30 年 part3（太田）

【2010（平成 22）年度】コーナー展示①「江戸近郊の俳諧 －春秋庵を中心に－」4月 1 日～ 5 月 23 日／②「新公開　新井（侊）

家文書」5月 25 日～ 8 月 29 日／③「県報という名のメディア －公報誌の明治 ･大正 ･昭和－」8月 31 日～ 10 月 31 日／④「埼

玉から見た日露戦争」11 月 2 日～ 2 月 13 日／⑤「中世文書の世界 －鎌倉～室町時代の文書－」2月 15 日～ 3 月 31 日

【2011（平成 23）年度】コーナー展示①「中世文書の世界 －鎌倉～室町時代の文書－」 4 月 1 日～ 5 月 29 日／②「渋沢栄一

と埼玉の近代 －創業期の日本煉瓦製造株式会社－」6 月 7 日～ 9 月 18 日／③「新公開 川田氏収集文書」9 月 27 日～ 12 月

28 日／④「明治・大正の社会教育 －行政文書に見る埼玉のまなび－」1 月 12 日～ 2 月 29 日／⑤「栗橋関所関係文書展 1 －

日光社参と栗橋関所－」3月 6 日～ 3 月 31 日

【2012（平成 24）年度】コーナー展示①「栗橋関所関係文書展 1 －日光社参と栗橋関所－」 4 月 1 日～ 6 月 3 日／②「新公開！ 

新井（侊）家文書 －地方の俳諧宗匠を務めた新井家－」 6 月 12 日～ 9 月 16 日／③「銅版画にみる近代日本の風景」 9 月 25 日

～ 12 月 22 日／④「栗橋関所関係文書展 2 －幕末の動乱と栗橋関所の廃止－」3月 5 日～ 3 月 31 日

【2013（平成 25）年度】コーナー展示①「栗橋関所関係文書展 2 －幕末の動乱と栗橋関所の廃止－」 4 月 1 日～ 6 月 2 日／②「新

公開 戸谷家文書」6月 11 日～ 10 月 6 日／③「100 年前の埼玉ブランド－公文書が伝える産業・ものづくり－」10 月 22 日～ 

12 月 22 日／④「中世文書の世界Ⅱ －戦国時代の文書－ 」3 月 4 日～ 3 月 31 日／外務省外交史料館共催展示「地図アラカル

ト 世界と地域」1月 4 日～ 2 月 23 日

【2014（平成 26）年度】コーナー展示①「中世文書の世界Ⅱ －戦国時代の文書－」4月 1 日～ 6 月 1 日／②「新公開 諸井（三）

家文書 －近代へと続く道－」6月 10 日～ 10 月 5 日／③「明治の流行病と衛生行政」11 月 1 日～ 12 月 21 日／④「河川図 か

わのえず・かわのちず」1 月 10 日～ 3 月 1 日／⑤「中世文書の世界Ⅲ －館有文書あらかると－」3 月 10 日～ 3 月 31 日／地

図展示コーナー 「鳥瞰図絵師・黒澤達矢の原画から見る 鳥瞰図の世界」7月 15 日～ 9月 14 日

【2015（平成 27）年度】コーナー展示①「中世文書の世界Ⅲ－館有文書あらかると－ 」4月 1 日～ 6月 7 日／②「小室家文書

展 －在村医のまなざし－」6 月 9 日～ 10 月 11 日／③「SAITAMA 食べものヒストリー － 行政文書が語る食文化 －」10 月 31

日～ 12 月 20 日／④「地図のひみつ ひみつの地図」1月 9 日～ 2月 28 日／⑤「埼玉の県令Ⅰ 第２代県令 白根多助」3月 1日

～ 3月 31 日／共催企画展示「絵図に見るくまがや展」10 月 24 日～ 11 月 29 日（熊谷市立熊谷図書館との共催で同館で開催）

【2016（平成 28）年度】コーナー展示①「埼玉の県令Ｉ 第２代県令 白根多助展」 4 月 1 日～ 6 月 5 日／②「新公開 飯塚家

文書－深谷と歩む－」6 月 7 日～ 10 月 9 日／③「重要文化財公開展示 埼玉県庁舎ものがたり ～文書と写真でたどる百四十五

年のあゆみ～」10 月 29 日～ 12 月 18 日／④「絵図から地図へ 城下町の近代化 －忍・川越・岩槻－」1 月 14 日～ 3 月 5 日／

⑥「埼玉の県令Ⅱ 吉田清英展－県令が見た埼玉の明治－」3月 11 日～ 3月 31 日

【2017（平成 29）年度】コーナー展示①「埼玉の県令Ⅱ 吉田清英展－県令が見た埼玉の明治－」4月 1 日～ 4月 16 日／②「新

公開 「黒田（小）家文書・諸家文書」 展」4 月 11 日～ 5 月 31 日／収蔵文書展「関東管領上杉氏と埼玉の戦国武将」11 月 3 日

～ 12 月 10 日（大規模改修工事のため県立歴史と民俗の博物館季節展示室で開催）／「埼玉の人物」展①「第三代県令 吉田清英」

4 月 25 日～ 7 月 23 日／②「川越の篤志家 奥貫友山」7 月 25 日～ 10 月 22 日／③「鉢形城主 北条氏邦」10 月 24 日～ 1 月 21

日／④「埼玉県最初の民権結社 七名社の人々」1 月 23 日～ 3 月 31 日（大規模改修工事のため県立歴史と民俗の博物館との共

催で同館常設展示室内において開催）

【2018（平成 30）年度】企画展 「古文書 大公開！ －みる・よむ・しらべる埼玉－」 7 月 14 日～ 9月 2 日（大規模改修工事の

ため県立歴史と民俗の博物館との共催で同館特別展示室において開催）／「埼玉の人物」展①「埼玉県最初の民権結社 七名社

の人々」 4 月 1 日～ 4 月 22 日／②「本庄宿の豪商 戸谷半兵衛」 4 月 24 日～ 7 月 22 日／③「文明開化の先駆者 清水卯三郎」 

7 月 24 日～ 10 月 21 日／④「農村の国学者と歌人 井上淑蔭と林信海」10 月 23 日～ 1 月 20 日／⑤「蓮田出身の政治家・実業

家 飯野喜四郎」1 月 22 日～ 4 月 21 日（大規模改修工事のため県立歴史と民俗の博物館との共催で同館常設展示室内において

開催）

【2019（令和元）年度】開館 50 周年＆リニューアル記念企画展①「埼玉の“ふみくら”－古文書から日本の歴史を見る－」6月

25 日～ 9月 1日／②「熊谷の記録と文化－ ＲＷＣ（ラグビーワールドカップ）の地を訪れる－」9月 10 日～ 12 月 8 日／③「鉄

道の埼玉 －明治から現代へ－ 」 1 月 14 日～ 2 月 28 日（臨時休館のため会期途中で中止）／④「生活に役立つ地図」3 月 17

日～ 5月 17 日の予定のところ臨時休館のため延期

４　講座・講習会
（１）一般対象
　【古文書解読講習会】　～ 2007（平成 19）年度　→「収蔵文書解読講習会」に改称

　【収蔵文書解読講習会】　2008（平成 20）年度　→「古文書解読講習会」に再改称

　【古文書解読講習会】　2009（平成 21）年度～継続中

　【文書館講座】～ 2005（平成 17）年度

　　「文書に歴史を読む」～ 2001（平成 13）年度

　　「もんじょかん体験セミナー」～ 2001（平成 13）年度

　　「古文書入門講座」2002（平成 14）～ 2005（平成 17）年度 →同名で独立

　　「文書館利用体験講座」2002（平成 14）～ 2005（平成 17）年度 →同名で独立

　　「教職員のための文書館利用体験講座」2004（平成 16）～ 2005（平成 17）年度  →「教職員利用体験講座」として独立

　【古文書入門講座】2006（平成 18）～ 2007（平成 19）年度　→「古文書講座　入門編」に継承

　【古文書講座　入門編】2008（平成 20）～ 2014（平成 26）年度　→「古文書講座　はじめての古文書」に継承

　【古文書講座　はじめての古文書】2015（平成 27）～ 2019（令和元）年度

　【教職員利用体験講座】2006（平成 18）～ 2007（平成 19）年度

　【文書館利用体験講座】2006（平成 18）～ 2013（平成 25）年度

　【古文書解読講座　中級編】2007（平成 19）年度　→「古文書講座　中級編」に継承

　【古文書講座　中級編】2008（平成 20）年度～継続中

　【古文書講座　初級編】2011（平成 23）年度～ 2019（令和元）年度

　【文書史料取扱講習会】～ 2004（平成 16）年度　→　「文書資料取扱講習会」に改称

−　18　−
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【2013（平成 25）年度】　公文書・地図センター担当 GL が

　　　　　　　　　　　担当部長（一般行政職員）となる

館長　　副館長　　担当部長 総務担当 (4)

　　　　　　　　　担当部長 公文書担当（4/2）

地図センター担当（1/1）

　　　　　　　　　学芸主幹 古文書担当 (4)

史料編さん担当 (3/2)

２　予算事業

【 ～ 平成 16 年度】
管理運営費／ S58-H16 地図センター整備事業費／ H5-H16

重要古文書複本作製事業費／ S55-H16 史料の収集・普及事業費／ H7-H16

教育普及事業費／ S57-H16 埼玉県政史料・新出重要史料刊行事業費／ H7-H16

歴史資料収集整理保存事業費／ H5-H16 近代官報補完事業費／ H7-H16

古文書収集整理保存事業費／ S58-H16 史料劣化防止緊急対策事業費／ H9-H16

【 平成 17 年度～】
文書館管理運営費／ H17- 史料編さん事業費／ H17-

古文書収集・整理・保存事業費／ H17- 電子公文書収集管理システム構築事業費／ H17-H18

行政文書収集・整理・保存事業費／ H17- 電子公文書収集管理システム運用事業費 H19-H24 

地図センター事業費／ H17- 収蔵資料検索システム運用事業費／ H25-

【 緊急雇用創出基金事業】
戦後写真資料整理事業費／ H13 文書館図書資料データベース化事業費／ H15

戦後写真資料デジタル化事業費／ H14 埼玉全県航空写真デジタル化事業費／ H15

文書館収集資料データベース化事業費／ H14 戦後報道写真整理・デジタル化事業費／ H16

埼玉国体関連ネガフィルム等整理保存事業費／ H15 報道写真デジタル化事業費／ H23-H25

３　展　示（原資料による展示）
【常設展 「みる・よむ・しらべる」】1998（平成 10）～ 2017（平成 29）年度　※ 2017 年度は 5月まで

【2000（平成 12）年度】収蔵文書展①「子どものための地図教室－彩の国の地図－」7 月 19 日～ 9 月 10 日／②「北埼玉地方の

文書－近世・近代を支えた人々」10 月 21 日～ 12 月 17 日／③「知事への手紙－明治編」1月 30 日～ 3月 25 日

【2001（平成 13）年度】収蔵文書展①「河川と用水の歴史－埼葛地方の文書－」（葛飾区立郷土と天文の博物館・八潮市立資料館・

春日部市郷土資料館・鷲宮町立郷土資料館との合同葛西用水展の一環）7 月 21 日～ 9 月 22 日／②行政情報史の 130 年－埼玉

県設置から電子県庁構想まで－」1 月 26 日～ 3 月 17 日／特集展示「中世文書の世界－複製資料にみる人物と書－」10 月 20 日

～ 11 月 25 日

【2002（平成 14）年度】収蔵文書展①「報道写真にみる戦後の埼玉」10 月 26 日～ 12 月 15 日／②「史料で学ぶ日本の近代－あ

なたはどのくらい覚えていますか？－」1月 25 日～ 3月 16 日

【2003（平成 15）年度】収蔵文書展①「新公開文書にみる埼玉の歴史」10 月 25 日～ 12 月 14 日／② ｢ 彩の国の教育史 ｣1 月 24

日～ 3月 14 日

【2004（平成 16）年度】収蔵文書展①「埼玉国体メモリアル写真展－ 37 年前の感動をもう一度－」9 月 18 日～ 11 月 28 日／②

「時代をかたるメディア－文書館の近代雑誌－」1月 22 日～ 3月 13 日

【2005（平成 17）年度】収蔵文書展①「安政の大地震 150 年－武蔵東部の被災状況と震災情報の伝播－」10 月 22 日～ 12 月 11

日／②「親子で学ぶ　埼玉近現代の災害－被害のようすと県のはたらき－」1月 21 日～ 3月 12 日

【2006（平成 18）年度】収蔵文書展①「県文化財指定記念　埼玉県行政文書が語る 80 年－明治・大正・昭和－」10 月 21 日～

12 月 24 日／②「郡役所 半世紀の光芒－郡長たちのアーカイブズ－」1月 20 日～ 3月 11 日

【2007（平成 19）年度】コーナー展示①「古地図を読む」6 月 12 日～ 7 月 8 日／②「引札－明治・大正のコマーシャル」7 月

10 日～ 11 月 11 日／③「公文書館法 20 年－地域社会の記憶装置をめざして－」11 月 13 日～ 1 月 20 日／④「鉢形領秩父の中

世－斎藤（古）家文書の紹介－」1月 22 日～ 2 月 24 日／⑤「観光と地図」2月 26 日～ 3 月 31 日

【2008（平成 20）年度】コーナー展示①「観光と地図」 4 月 1 日～ 5 月 25 日／②「平成 20 年度新公開資料紹介　坂本家・高橋（周）

家の古文書」5月 27 日～ 7 月 6 日／③「スポーツの祭典 IN 埼玉」 7 月 8 日～ 10 月 14 日／④「埼玉県の災害」10 月 24 日～ 

2 月 8 日／⑤「幕末・維新の「好古家」たち－比企・吉見の里から－」2月 10 日～ 3 月 31 日

【2009（平成 21）年度】コーナー展示①「幕末・維新の「好古家」たち－比企・吉見の里から－」4 月 1 日～ 5 月 24 日／②

「新公開古文書の紹介」5 月 26 日～ 8 月 23 日／③「江戸時代の石塔建立」8 月 25 日～ 10 月 13 日／④「村絵図を読む」12 月

12 日～ 2 月 14 日／⑤「江戸近郊の俳諧－春秋庵を中心に－」2 月 16 日～ 3 月 31 日／埼玉県行政文書重要文化財指定記念展

示①紹介コーナー展示１「県庁の公文書が国の重要文化財に !!」3 月 21 日～ 4 月 26 日／②紹介コーナー展示２「重要文化財

が記録する川越」4月 28 日～ 5 月 31 日／③特別展「近代をひらく鉄道 記録が伝える近代－埼玉県行政文書という世界－」10

月 24 日～ 12 月 6 日

−　17　−

※ 2012（平成 24）年度以降、組織定数（正職員 20 名、嘱託

職員 5 名）に変更はないが、実際の配置人数には 1 〜 3 名

の増減がある。また、2018（平成 30）年度は学芸主幹が空

席となり、古文書担当に 5名が配置された。

※ 2012（平成 24）年度まで総務部文書課嘱託職員 2 名が駐在

した。
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51 関口真規子 2015年 6月 古文書めぐり 埼玉県立文書館の収蔵文書 『古文書研究』79
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56 新井　浩文 2017年 3月 埼玉県立文書館収蔵史料を用いた授業モデル　 『文書館紀要』30
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60  長井　　勉　2017年 4月　埼玉県立文書館　　　　　 　『公文書館紀行　公文書館を取材して見えてきた現状と課題』丸善プラネット

61 福島 　 巖 2017年 9月 教室レポート 埼玉県立文書館を活用した講習 『歴史と地理』707

62 岡崎　彩香 2019年 3月 レファレンスサービスの向上に関する一考察－Archival Reference Knowledgeモデルの紹介－　　『文書館紀要』32

63 佐藤　美弥 2019年 3月 アーカイブズにおける展示を通じた歴史像の発信－埼玉県立文書館の他機関連携展示によせて－　　『文書館紀要』32

64 太田　富康 2019年 3月 埼玉県立文書館の大規模改修工事とその対応 『記録と史料』29

65 太田　富康 2019年 3月 主管課長等研修会報告　埼玉県立文書館の大規模改修 埼史協『会報』45

66 新井浩文・大橋毅顕・関口真規子・高田智仁・中村陽平・根ヶ山泰史　　　　　　　　　　　　　『埼玉県立歴史と民俗の博物館紀要』13　
　　　　　　2019年 3月　平成30年度企画展「古文書　大公開！－みる・よむ・しらべる埼玉－」展示報告

67 太田　富康 2019年 7月 記録資料を未来に　文書館開館五十周年を迎えて 『埼玉教育』73-2(798)
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文書館の 30 年 part3（太田）

１　組　織

【2000（平成 12）年度】　正職員 21 名　嘱託職員 7名 【2006（平成 18）年度】　庶務担当が総務担当に改称

館長　　副館長 庶務課 (4) 館長　　副館長　　担当部長 総務担当 (4)

古文書課 (5/1) 　　　　　　　　　司書主幹 行政文書担当 (4/2）

行政文書課 (5/2) 地図センター担当（1/1）

地図センター担当（1/1） 　　　　　　　　　学芸主幹 古文書担当 (4/1)

　　　　副館長 史料編さん課 (3/3) 史料編さん担当 (3/2)

【2003（平成 15）年度】　課を廃し担当制となる 【2007（平成 19）年度】　行政文書担当を公文書担当に改称

館長　　副館長　　担当部長 庶務担当 (4) 館長　　副館長　　担当部長 総務担当 (4)

地図センター担当（1/1） 　　　　　　　　　司書主幹 公文書担当（4/2）

古文書担当  (5/1) 地図センター担当（1/1）

行政文書担当 (5/2) 　　　　　　　　　学芸主幹　 古文書担当 (4/1)

史料編さん担当 (3/3) 史料編さん担当 (3/2)

【2004（平成 16）年度】グループリーダー制が導入される 【2010（平成 22）年度】　嘱託職員 1名減員

館長　　副館長　　担当部長 庶務担当 (4) 館長　　副館長　　担当部長 総務担当 (4)

　　　　　　　　　学芸主幹 古文書担当 (4/1) 　　　　　　　　　司書主幹 公文書担当（4/2）

史料編さん担当 (3/3) 地図センター担当（1/1）

　　　　　　　　　司書主幹 行政文書担当 (4/2） 　　　　　　　　　学芸主幹　 古文書担当 (4)

地図センター担当（1/1） 史料編さん担当 (3/2)

【2005（平成 17）年度】　組織表の担当順が変わる 【2012（平成 24）年度】　総務担当職員 1名減員

　　　　　　　　　　 嘱託職員１名減員 館長　　副館長　　担当部長 総務担当 (3)

館長　　副館長　　担当部長 庶務担当 (4) 　　　　　　　　　司書主幹 公文書担当（4/2）

　　　　　　　　　司書主幹 行政文書担当 (4/2） 地図センター担当（1/1）

地図センター担当（1/1） 　　　　　　　　　学芸主幹　 古文書担当 (4)

　　　　　　　　　学芸主幹 古文書担当 (4/1) 史料編さん担当 (3/2)

史料編さん担当 (3/2)

統　計　資　料　2

−　16　−

※いずれも 4月 1日現在、（5/1）等の数値は 5が正職員、1が嘱託職員を表す



九
二

紹　介　文　献　3

1　　　新井　浩文 2000年 3月 埼玉県立文書館における劣化調査報告 『記録史料の情報資源化と史料管理学の
体系化に関する研究』研究レポ-ト3

2　　　新井　浩文 2000年 3月 文書館における民間所在資料（古文書）の取り扱いをめぐって 『文書館紀要』15

3　　　小玉　清司 2000年 3月 文書館情報システムの検討・開発に関する調査研究 『博物館等調査研究事業概報』4

4　　　新井  浩文 2002年11月 ケース・スタディ 埼玉県立文書館における戦後写真資料整理事業について 『月刊IM』382

5　　　原  由美子 2002年12月 文書館における史料保存と利用のあり方について－埼玉県立文書館における利用の変遷から　　『地方史研究』300

6 原　由美子 2003年 3月 閲覧利用から見た文書館　－その変遷と現状－ 『文書館紀要』16

7　　　　　　―　　　2003年 3月 楽しく学べる博物館の世界 9 埼玉県立文書館　　　　　　『埼玉県立１１館の授業に役立つ博物館活用ガイド』

8　　　白井　哲哉 2004年12月 開館３５周年を迎えた埼玉県立文書館 『アーカイブズ』17

9 白井　哲哉 2005年 3月 個人情報と閲覧利用－埼玉県立文書館における指定文書制度の紹介を通じて－ 『文書館紀要』18

10  原由美子・関信子　2005年 3月　文書館図書資料データベ－ス化事業について－専門図書群の収集と整理－　　　　　　   　『文書館紀要』18

11 原　由美子 2005年 7月 埼玉県立文書館における行政文書管理保存システム　－中間書庫的機能をみる－ 『アーカイブズ』20

12 森内　優子 2006年 3月 埼玉県立文書館のホームページについて 『文書館紀要』19

13 石田　順二 2006年 3月「進行形」の文書館　－埼玉県立文書館見学会に参加して－ 『大学アーカイヴズ』34

14 三田　　博　2007年 3月 埼玉県立文書館における学校連携事業の在り方－小・中学校との連携を中心に－ 『文書館紀要』20

15 内藤　ふみ 2007年 3月 今までの地図教室を振り返って 『文書館紀要』20

16 ― 2007年 3月 展示と紀要のあゆみ　－調査研究としての普及活動の取り組み－ 『文書館紀要』20

17 三田　　博 2007年 3月 埼玉県立文書館における教育連携事業 『アーカイブズ』30

18 井上麻依子 2007年 3月 市民に向けた文書館普及活動への提案　
　　　　　　　－埼玉県立文書館における普及活動の現状と課題から－

『国文学研究資料館紀要　
アーカイブズ研究篇』3

19 近藤　浩二 2007年 9月 第89回例会報告 近現代行政文書の保存と活用について－埼玉県立文書館の事例から－　　　『Ｎｅｔｗｏｒｋ』37

20 姫野　貴之 2008年 9月 埼玉県立文書館における教育普及活動の展開と展望
　　　　　　　　　　　　 －文書館が生み出す「学び」と学校教育－

小川千代子編『デジタル時代の
アーカイブ』岩田書院

21 太田　富康 2009年 3月 講座・研修会による文書館制度の普及 －各受講者層に向けての事例報告－ 『文書館紀要』22

22 太田　富康 2009年 5月 動向　埼玉県行政文書の重要文化財指定 『埼玉地方史』61

23 白井　哲哉 2009年 7月 埼玉県行政文書の重要文化財指定とその管理 『アーカイブズ』36

24  太田富康・重田正夫　2009年 8月　第186回例会要旨　埼玉県立文書館の地図資料とその見学 『地図』47-2

25 太田  富康 2009年11月 アーカイブズ理解の50年 /公文書管理法への50年 『アーカイブズ学研究』11

26 太田  富康 2010年 3月 地方公文書館における電子公文書管理の現状について－埼玉県の場合 『アーカイブズ』39

27 太田  富康 2010年 3月 埼玉県行政文書の重要文化財指定について 『埼玉文化財だより』110

28 太田  富康 2010年 3月 埼玉県行政文書の重要文化財指定 『埼玉の文化財』50

29 新井　浩文 2010年 3月「埼玉県行政文書」の保存と管理 『埼玉の文化財』50

30 内藤  ふみ 2010年 8月 埼玉県立文書館の地図資料と地図の事業　 『地図』48Supplement

31 太田　富康 2011年 3月 公文書管理法施行にあたって評価選別基準を考える－現状と比較から 『文書館紀要』24

32  太田富康・大石三紗子　2011年 3月　評価選別基準の具体化へのアプローチ－実務的な指針を求めて－ 『文書館紀要』24

33 大石三紗子 2011年 3月 ファイリング・システムと文書の秩序維持について
　　　　　　　－埼玉県立文書館における歴史的資料の整理業務から－ 『文書館紀要』24

34 ― 2011年 3月 ポスターセッション　埼玉県立文書館　 全史料協『会報』89

35 太田  富康 2011年 8月 公文書等の管理と歴史の継承－埼玉県の取組と文書館の活動 『ぶぎんレポート』147

36 関口真規子 2011年 9月 埼玉県立文書館における博物館実習の紹介 『アーキビスト』76

37 新井  浩文 2011年12月 埼玉県立文書館における保存管理 『文化財の虫菌害』62

38 中島　  淳 2012年 3月 埼玉県における公文書管理の現状と課題 『文書館紀要』25

39 ― 2012年 3月 ポスターセッション　埼玉県行政文書 全史料協『会報』91

40 重田  正夫 2012年 2月『新編埼玉県史』編さん事業と県立文書館 『関東近世史研究』71

41 ― 2013年 3月 楽しく学べる博物館の世界 7　埼玉県立文書館　　　　　　『埼玉県立８館の授業に役立つ博物館ガイドブック』

42 新井　浩文 2013年 3月 ポスターセッション　ボランティアによる古文書の修復 全史料協『会報』93

43 原口　智洋 2014 年 3月 地方自治体における電子公文書等の管理について－埼玉県立文書館から考える現状と展望　　『文書館紀要』27

44 太田　富康 2014 年 3月 文書館における公文書管理と資料保存 全史料協『会報』95

45 前田　芳江 2014 年 3月 ポスターセッション　文書館子供体験事業 全史料協『会報』95

46 太田　富康 2014 年 4月 史料探訪55　埼玉県行政文書と文書館の果たす役割 『鴨東通信』93

47 戸塚　順子 2014年10月 共催展示『地図アラカルト　世界と地域』を開催して 『アーカイブズ』54

48  兼子順・加藤かな子・前田芳江　2015年 3月　埼玉新聞社撮影報道写真フィルムの整理と公開 『文書館紀要』28
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九
三

2008

（平成 20）

-
-
-
5.28

6.24
11.5-14
11.14
3.13
3.19
3.24

大正・昭和戦前期文書原本保全事業（総務部文書課執行委任事業）開始
アーカイブズ実習受入れ開始

「わくわくサタデーミュージアム」に代わり「子ども体験事業」開始、以後毎年開催
埼史協との共催で「国際アーカイブズの日制定記念講演会」を開催（於春日部市教育センター）。以後毎年「国際アー
カイブズの日記念公開講演会」として埼史協総会にあわせて開催
埼玉県立文書館管理規則一部改正（教育委員会規則第23号）
県庁渡り廊下パネル展示「文書館資料が語る埼玉県の誕生とあゆみ」開催、以後毎年開催

「県庁オープンデー」に参加し「県民の日・もんじょ館でアーカイブズ」を開催、以後毎回参加
『埼玉県史料業書 6（下）入間・熊谷県史料二』刊行
第91回文化審議会文化財分科会において埼玉県行政文書の重要文化財指定を文部科学大臣に答申
『諸家文書目録Ⅶ』（収蔵文書目録 48）刊行

2009

（平成 21）

-
-

4.28-5.10
7.10

8.4- 6
2.27
3.12
3.25

緊急雇用創出基金による昭和戦後期原本保全事業（総務部文書課執行委任事業）開始、以後24年度まで実施
埼玉県行政文書の重要文化財指定にともなう記念事業として、特別展、記念講座、記念解読講座など年間を通して実施
東京国立博物館「特集陳列  平成二十一年新指定国宝・重要文化財」で「埼玉県行政文書」5点を展示

『官報』で埼玉県行政文書の重要文化財指定告示
第54回文化財講習会が「文化財としての行政文書の保存と公開」をテーマに開催（於県立歴史と民俗の博物館）
地図センターが日本国際地図学会（現・日本地図学会）の教育普及賞を受賞
『埼玉県史料叢書14　栗橋関所史料三　御関所日記書抜Ⅰ』刊行
『新井（侊）家文書目録（1）』（収蔵文書目録 49）刊行

2010

（平成 22）

4.
7.
3.25
3.30

文書館保存庫施設検討委員会（教育局市町村支援部主管）設置、3月に報告書をまとめて終了　
公文書等の管理の在り方検討会議設置（総務部文書課主管）、新たな文書管理の在り方の検討を開始

『川田氏収集文書目録』（収蔵文書目録 50）刊行
『埼玉県史料叢書11　古代・中世新出重要史料一』刊行

2011

（平成 23）

-
2. 1
3.12
3.27
3.28
3.30

緊急雇用創出基金による報道写真デジタル化事業開始、以後25年度まで実施
電子公文書収集管理システムをASP/SaaSシステムによる収蔵資料検索システムに移行

「東日本大震災関係資料の収集について（依頼）」を各部局の全課所室に発出、震災資料の収集を開始
埼玉県立文書館管理規則一部改正（教育委員会規則第9号）

『新井（侊）家文書目録（2）』 （収蔵文書目録 51）刊行
『埼玉県史料叢書15　栗橋関所史料四　御関所日記書抜Ⅱ・御用留Ⅰ』刊行

2012

（平成 24）

-
3.22
3.22
3.29
3.29

国立公文書館デジタルアーカイブの横断検索に参加
『埼玉県史料叢書16 栗橋関所史料五　御用留Ⅱ・御関所日記』刊行
『戸谷家文書目録』 （収蔵文書目録 52）刊行
「歴史的資料」の文書館への移管を廃する埼玉県文書管理規則等の改正
「歴史公文書」を新たに規定する埼玉県文書管理規程等の改正

2013

（平成 25）

-

10.18
1.4-2.23

3.20
3.24

埼玉県高等学校教育課程改善委員会地理歴史部会による「埼玉県立文書館史料を用いた授業モデル」の研究開始、
2017年 3月に報告書を刊行して終了

「文書館収蔵文書管理・取り扱いマニュアル」施行
埼玉県立文書館・外交史料館共催展示「地図アラカルト　世界と地域」開催

『諸井（三）家文書目録』 （収蔵文書目録 53）刊行
『埼玉県史料叢書12　中世新出重要史料二』刊行

2014

（平成 26）

4. 1
4. 1
3.13
3.20

「歴史的資料」の文書館への移管を廃する埼玉県文書管理規則等施行
「歴史公文書」を新たに規定する埼玉県文書管理規程等施行
『埼玉県史料叢書17 埼玉県布達集一』刊行
『諸家文書目録Ⅷ』 （収蔵文書目録 54）刊行

2015

（平成 27）
2.26
3.22

『埼玉県史料叢書18 埼玉県布達集二』刊行
『飯塚家文書目録』 （収蔵文書目録 55）刊行

2016

（平成 28）

2.28
3.22
3.24

『埼玉県史料叢書19 埼玉県布達集三』刊行
『黒田（小）家・諸家文書目録Ⅸ』 （収蔵文書目録 56）刊行
小室家文書7,622点が県指定文化財（有形文化財歴史資料）に指定（指定名称は「小室家資料」）

2017

（平成 29）

6.1-10.31
10.7-20
11. 1
2.28

大規模改修工事にともなう移転のため臨時休館
桶川駅前の商業施設内（OKEGAWA honプラス）でパネル展示開催
大規模改修工事開始、隣接するKSビルを仮事務所として暫定開館（2018年 10月31日まで）
『埼玉県史料叢書 20 埼玉県布達集四』刊行、当初計画の全 20巻完結

2018

（平成 30）

　　 4.　
11. 1
2.22
2.28
3.15

3.22

県立博物館施設等経営総合調整会議に加わる
仮事務所から復帰移転。資料搬入等のため臨時休館（2019 年 3月31 日まで）
日本煉瓦製造株式会社文書756点が県指定文化財（有形文化財歴史資料）に指定
『埼玉県史料叢書 22　小室家文書一　三代小室元長日記』刊行
埼玉県立文書館管理規則一部改正（教育委員会規則第2号）、あわせて第5条及び書式様式に関する「埼玉県立文書
館管理規則の運用について」を新たに定める

『青木家文書目録』 （収蔵文書目録 57）刊行

2019

（令和元）

4. 2
5.21
6.25
1. 4
2.28
2.29
3.24

リニューアルオープン
開館50 周年 &リニューアル記念シンポジウム開催（於埼玉会館小ホ−ル）
展示室オープン、4回連続での記念企画展開始
貴重文書の閲覧を再開し、すべての機能が再開する
『埼玉県史料叢書 21　埼玉新聞社撮影戦後報道写真　フィルムのなかの埼玉1947-1964』刊行
新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休館（5月18日まで）

『諸家文書目録Ⅹ』 （収蔵文書目録 58）刊行

文書館の 30 年 part3（太田）
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九
四

年　表　３
　　　　　　　　　　　　　　　平成12年度－令和元年度〔2000.4-2020.3〕

年度 事　　　項

2000

（平成 12）

-
-
12.26
12.
 3. 1
 3.15
 3.30

文書管理システム基本計画策定（総務部IT企画室主管）
彩の国緊急雇用基金による行政文書目録のデジタル化事業及び昭和戦中期文書原本保全事業（文書課執行委任）実施

「埼玉県情報公開条例」公布
ホ-ムペ -ジ開設

「古文書の寄贈及び寄託等受入要領」施行
『埼玉県史料叢書5　埼玉県史料五』刊行
『西川家文書目録 （その2）』（収蔵文書目録 40）刊行

2001

（平成 13）

-
-
4. 1
7.17
3.15
3.20

文書管理システム全体設計（総務部IT企画室主管）
彩の国緊急雇用基金による戦後写真資料整理事業実施

「埼玉県情報公開条例」施行、「文書館資料の利用に関する基準」施行
埼玉県立文書館管理規則一部改正（教育委員会規則第24号）

『埼玉県史料叢書13（上）栗橋関所史料一　御関所御用所記Ⅰ』刊行
『森泉家文書目録』（収蔵文書目録 41）刊行

2002

（平成 14）

-
-
10.
1. 7
3.14
3.18
3.20
3.28

文書管理システム詳細設計・開発（総務部IT企画室主管）
埼玉県緊急雇用創出基金による戦後写真資料デジタル化事業及び文書館収蔵資料データベース化事業実施
埼玉新聞社撮影戦後報道写真の公開開始。以後、整理の終了したものを毎年追加で公開
埼玉県立文書館管理規則一部改正（教育委員会規則第1号）

『埼玉県史料叢書 13（下）栗橋関所史料二　御関所御用所記Ⅱ』刊行
足立家文書のうち栗橋関所日記及び関係資料 94 点が県指定文化財に指定される
『諸家文書目録Ⅵ』（収蔵文書目録 42）刊行
埼玉県立文書館管理規則一部改正（教育委員会規則第17号）

2003

（平成 15）

-
-
-

-
-
4. 1

10.18-19

3.15
3.26
3.

県立博物館等再編整備推進委員会設置、検討を開始
文書管理システム運用開始（総務部IT企画室主管）
埼玉県緊急雇用創出基金による埼玉国体関連ネガフィルム等整理保存事業、文書館図書資料データベース化事業、
埼玉全県航空写真デジタル化事業実施

「土曜おもしろ博物館」に代わり「わくわくサタデーミュージアム」開始、以後19年度まで実施
中学生の社会（職場）体験受入を開始
課が廃止され､グループ制を導入する（庶務担当・地図センター担当・古文書担当・行政文書担当・史料編さん担当）
県立博物館等施設7館による児童生徒向け連携事業「わくわくフェスタ-博物館全員集合 -」（於さいたまスーパー
アリーナ展示ホール）に「はんこをつくろう」等で参加。総来場者数 4,071人、文書館ブース来場者約800人。以後
2006年まで毎年開催

『埼玉県史料叢書10（上） 明治大正期知事事務引継書二』刊行
『小池氏収集文書・小林（正）家文書目録』（収蔵文書目録 43）刊行
「文書館改革のためのニュ-ビジョン」作成

2004

（平成 16）

-
4. 1
4. 1
4. 1
8. 4

8.26-27
2.
3.15
3.15
3.18
-

埼玉県緊急雇用創出基金による戦後報道写真整理・デジタル化事業実施
事業計画に「学校連携」の項を新設
図書資料検索システムを文書閲覧室で公開
文書管理システム本格稼働（総務部IT企画室主管）

「教職員のための文書館利用体験講座」開始
「夏休み子ども地図教室」開始。以後開催時期を変えながら毎年度開催。
県立博物館等再編整備推進委員会「県立博物館施設再編整備計画」策定
『銚子口区有文書・飯野家文書目録』（収蔵文書目録 44）刊行
『埼玉県史料業書10（下）明治大正期知事事務引継書三』刊行
埼玉県立文書館管理規則一部改正（教育委員会規則第9号）
教職員向けの利用ガイドを作成、県内全小中高等学校に配布するとともにホ-ムペ -ジに掲載

2005

（平成 17）

-
3.15
3.17
3.24
3.31

電子公文書収集管理システム基本設計
『埼玉県史料叢書7（上）入間・熊谷県史料三』刊行
埼玉県行政文書7,971 点が県指定文化財に指定される

『岸田氏収集文書目録』（収蔵文書目録 45）刊行
駐在業者による電子複写コピーサービス終了

2006

（平成 18）

-
4. 1
4. 1

3.15
3.26
3.30

電子公文書収集管理システム詳細設計・開発・試験運用
庶務担当を総務担当に改称する

「文書館の収蔵文書の利用に関する要綱」「貴重文書の基準及びその取扱いに関する要領」「文書の複写及び掲載等に
関する要領」施行
『埼玉県史料叢書7（下）入間・熊谷県史料四』刊行
『湯本家文書目録』（収蔵文書目録 46）刊行
埼玉県立文書館管理規則一部改正（教育委員会規則第25号）

2007

（平成 19）

-
-
4. 1
4. 1
3.14
3.21
3.21
3.29

文書資料保存活動ボランティア活動を開始
展示が常設展とコーナー展示を組み合わせた開催形式となる
行政文書担当を公文書担当に改称する
電子公文書収集管理システム（収蔵資料検索システム）運用開始
『埼玉県史料叢書 6（上）入間・熊谷県史料一』刊行
『坂本家文書・高橋（周）家文書目録』（収蔵文書目録 47）刊行
埼玉県立文書館管理規則一部改正（教育委員会規則第7号）
埼玉県立文書館編　『古地図を楽しむ』を埼玉新聞社より出版

文書館紀要第 35 号（2022.3）
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会にあわせた講演会は国際アーカイブズの

日記念として広く公開講演会となったほか、

地域史料基礎研修会、実務研修会、視察研

修会などの事業プログラムは基本的に継続

している。第 5次をもって 9年度に終了して

いた専門研究委員会は 19 年度に第 6 次を再

開し、29 年度完了の第８次まで続いた。こ

のほか、オリジナルの地域史料保存箱の会員

頒布や災害時のための備蓄、被災地への提供

を継続、また、16 年には 30 周年、26 年には

40 周年の記念事業を開催した。

　一方、全国歴史資料保存利用機関連絡協議

会（全史料協）は、その設立準備から運営の

中心にあり、昭和 58 年度から平成 6 年度に

は会長・事務局を務め続けたが、7 年度の委

員会制移行後は、回り持ちの役員・事務局を

随時担当した。この 20 年間では、大会企画

委員会委員長・事務局（11-14）、関東部会会

長・事務局（15-16、25-26）、編集・出版委

員会委員長・事務局（17-18）、会長・事務局

（27-28）を担っている。

9　大規模改修工事と 50 年目の再開館
　「新館」と呼んでいた現館舎も築 30 年を過

ぎ、各所で不具合を生じ、とくに保存庫の空

調設備の不具合は資料保存機関として問題

化し、29 年から 30 年にかけての 1 年間、大

規模改修工事を行った。この工事では、22

年度の検討委員会で結論として出されてい

た、保存庫スペース確保のための改修も盛り

込まれた。この間、大半の資料はワンビシ

アーカイブズ埼玉第 3センター（寄居町）で

保管された。工事前の通常開館は 29 年 5 月

で終わり、6 ～ 10 月は資料搬出のため臨時

休館とした。職員は隣接する民間ビルに 3室

を借り、29 年 11 月から 30 年 10 月の 1 年間

を過ごした。この間は、閲覧資料を限定し、

予約制で閲覧対応を行った。工事が完了した

30 年 11 月に館に戻ったが、翌 31 年 3 月ま

では館内整備及び資料の再搬入・再配架のた

め再び臨時休館となり、2 年ぶりの再開館は

4月 2日であった。

　奇しくもリニューアルオープンが開館 50

周年と重なったこともあり、記念事業とし

て 5 月 21 日（火）に埼玉会館小ホールでシ

ンポジウムを開くとともに、6 月 25 日に展

示室をオープンさせ、連続する 4本の記念企

画展を開催した。翌令和 2年 1月 4日には貴

重文書類の閲覧も再開し、31 か月ぶりの「グ

ランド・オープン」となった。⇒文献 64、

65、67 〜 69

　おわりに
　グランド・オープンからわずか 2か月、新

型コロナウイルス感染拡大防止のため 2 月

29 日に再び臨時休館に入った。この休館措

置は 5 月 18 日でいったん終わったが、その

後も限定的な運営を余儀なくされており、い

まだ十全な体制には戻り得ていない。10 年

後の 60 周年は、この試練に打ち勝った報告

から始まることになるのであろう。

　また、現館舎で新たな収蔵スペースを生み

出すことができたのは、今回の改修が最後で

はないかと思う。今回の改修で生み出された

余裕は約 10 年であり、既にその数年分を消

化しようとしている。新館にせよ、分館にせ

よ、今度こそ新たな施設が必要となるであろ

う。一方で、歴史公文書の制度主管は文書課

であり、文書館は紙媒体の一部の管理代行に

すぎない。「ペーパーレス化」が進められて

いる今後の歴史公文書管理の担い手は文書

管理システムであり、そのシステムは情報管

理課が、文書自体は各主務課が管理する。こ

の体制のなかで「博物館」として文書館の「在

り方」を検討している教育委員会において、

どのように新たな施設とアーカイブズ体制

を考えていくべきなのか。来たるべき 60 周

年には、その新たな文書館と文書管理の体制

も報告されることであろう。

文書館の 30 年 part3（太田）
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｢ 子供いろは教室」と変遷したが 25 年度が

最後となった。一方、子ども体験教室は、は

んこや巻物、和本などをつくる工作的要素も

あって人気があり、現在に続いている。近年

では大規模改修工事や新型コロナウイルスに

よる開催困難状況への対応もあり、学校への

出前授業としての実施、あるいはキットの頒

布なども行っている。とくに子ども地図教室

のプログラムのひとつである「立体地図づく

り」は、地理教材としての要素が高く、キッ

トの制作に越谷総合技術高等学校の協力を得

るなどの展開もみている。

　もうひとつの「県民の日・もんじょ館で

アーカイブズ」は、1 日がかり、館を挙げて

のイベントとして 20 年度に始まった。県庁

オープンデーでは、文書館向いの県庁で各種

のイベントが開催され、多くの子供たちや家

族連れが訪れる。これに文書館も参加し、県

庁から参加者を誘引してＰＲを図るもので

ある。プログラムは、子ども体験教室で最も

人気のあった「はんこづくり」で、この日は

材料費も無料でサービスしている。もちろ

ん、あわせて展示を案内するなどして事業や

資料を紹介しており、「もんじょ館でアーカ

イブズ」という少し不思議な名称は、その辺

りのニュアンスを表している。「視察対応に

も使える展示を」というコンセプトで考えら

れた常設展は、このようなときに効果を発揮

した。初年度の 20 年には 386 人の来場を得、

その後も毎年用意したキットが「完売」にな

る実施状況である。なお、県民の日が土日曜

にあたると県庁オープンデー自体が開催さ

れないため、令和元年の開催が最後となって

いる。⇒文献 15 〜 18、20、21、54、57

（４）学校連携事業
　長きにわたって職員の主力が小中学校の

教員籍職員であったこともあり、社会科郷土

学習の教材としての紹介やモデル指導案の

作成など、学校との連携事業は開館以来の特

色である。5 年度までは年 1 回刊行し学校に

配布していた ｢資料案内 ｣がそのための媒体

であったが、ホームページ開設後は学校連携

のページを設けて順次掲載指導案等を増や

しているほか、単に紹介するだけでなく、職

員が授業を行う、あるいは支援する「出前授

業」が事業化された。昭和 40 年代から続く

小中学校からの長期研修教員の受入れも例

年１～ 3人で継続している。このように小中

学校との連携が主であった文書館であった

が、25 ～ 27 年度には高校教育指導課との連

携で県立高校の地理歴史教員の方々と収蔵

資料を活用した教材研究を行った。⇒文献7、

14、17、41、56、61

　また、大学等、とくにアーカイブズ教育と

の関係では、20 年からは博物館実習に加え、

アーカイブズ実習の受入れを開始した。現在

までの受入れは学習院大学大学院人文科学

研究科アーカイブズ学専攻のみにとどまっ

ているが、実習を修了の必要条件としている

課程を広く受け入れる要綱を設けている。当

初は公文書担当で 10 日間の実習プログラム

を設けて実施したが、その後は 7日間は博物

館実習と合同とし、3 日間を単独の受入れと

している。このほか、国立公文書館の専門職

養成課程（現在はアーカイブズ研修Ⅲに改

組）や国文学研究資料館のアーカイブズカ

レッジの一部講義をはじめ、随時大学のゼミ

等を受け入れている。

（５）二つのボランティア活動
　文書館の事業運営にボランティアの方々

が欠かせない存在となったのも、この 20 年

での大きな出来事である。19 年度に始まっ

たのが、文書資料保存活動ボランティアで、

古文書の裏打ちなどの修復に週一回のペー

スで取り組んでいただいている。練達のいる

作業なので専門家の指導を受けて技を身に

つけ、長く続けてくださる方が多い。一方、

翌 20 年度に始まった子供体験教室で活躍し

てくださるのが子供体験教室ボランティア

である。ものづくり作業での適切なアドバイ

スや補助、野外観察での引率補助もいただい

ている。

　文書館運営の促進はもとより、社会貢献へ

の意欲ある県民の文化活動への参加の場を

提供し、地域文化の向上を目的とするもので

ある。

（６）埼史協と全史料協の運営
　埼玉県地域史料保存活用連絡協議会（埼史

協）の会長及び事務局という役割による連携

貢献は、この 20 年も変わることはない。総
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ターンが 18 年度まで続いた。収蔵文書展は、

行政文書や地図を主とするものも交替で企

画開催されるようになった。

　19 年度からはスタイルを変え、常に全室

を開き、3/4 を常設展、1/4 を企画テーマに

よるコーナー展示とした。コーナー展示は各

担当が順に担い、年間を通じて４～５本が開

催されるというスタイルが 29 年度の大規模

改修工事にともなう臨時休館まで続いた。た

だ、この間にも埼玉県行政文書の県指定文化

財や重要文化財指定の際には全室を使って

の記念展を開催した。25 年度には外務省外

交史料館と連携し、同館の貴重な資料をお借

りしての共催展「地図アラカルト 世界と地

域」を開催、上田清司知事の観覧も得た。

　全室を使っての企画展、というスタイル

は令和元年度に「開館 50 周年＆リニューア

ル記念」として久々に採られ、年間を通し

て 4本の記念企画展が開催される予定であっ

た。残念ながら４本目の展示は新型コロナウ

イルス感染拡大による臨時休館のため延期

となったが、翌２年度に開催することができ

た。

　なお、展示に伴う印刷物として、13 年度

までは 12 ～ 16 頁の解説リーフレット（図

録）を外注で印刷し無料配布してきたが、14

年以降４頁の簡易なものとなった。ただし、

記念展等では特別に 12 頁程度のものを作成

している。いずれにせよ、特定のテーマによ

る収蔵文書展は、そのテーマによって収蔵資

料を調査した成果が展示され、展示資料目録

という形でテーマごとの資料リストが作成

されるわけで、レファレンスや案内のための

「財産」として捉えている。

　以上は 1階展示室での事業であるが、４階

の地図展示コーナーでは、「地図でみる彩の

国さいたまの今昔」「ヘリコプターから見た

埼玉」などのテーマも設け、通年で地図資料

を紹介し、普及を図っている。また、20 年

には 11 月 14 日の県民の日にあわせ、県庁本

庁舎と第２庁舎を結ぶ渡り廊下で写真パネ

ルによる展示「文書館資料が語る埼玉県の誕

生とあゆみ」（11/4 ～ 14）を開催した。以後

県民の日近くの２週間程度を通例としてパ

ネル展を開催している。このほか、館施設が

使えなくなった大規模改修工事などを機に、

桶川駅前の商業施設などでのパネル展示も

行い、ふだん文書館に馴染みのない人々への

ＰＲも図っている。⇒文献 16、47、52、63

（３）講座・講習会の変遷と子供向け事業　

アーカイブズ自体を伝えようようとした

「教職員利用体験講座」は 19 年度に、「文書

館利用体験講座」は 25 年度に、それぞれ終

了する一方、古文書解読の講座・講習会は名

称やクラス分けを変えながら、定員を大幅

に超える応募を得る人気で継続してきた。ま

た、「歴史講座」が市町村との連携事業とし

て 21年度に始まるなど、かつてのラインアッ

プに戻っている観もある一方、大きく異なる

のが、児童・生徒を対象とした子供事業や学

校連携事業の拡充であろう。

4 年度に始まった「土曜おもしろ博物館」

は、学校 5 日制の完全実施を契機として 15

年度に「わくわくサタデーミュージアム（わ

くサタ）」に改編された。連絡調整課の文化

財保護課が音頭をとった県立博物館等施設

全体の事業で、それまで無料が基本であった

博物館等施設の普及事業で、参加者から費

用（材料費）を徴収する端緒となり、文書館

でも初めてレジスターが導入された。また、

このわくサタでは、年に 1 回、10 月の 2 日

間、さいたまスーパーアリーナ展示ホールを

会場に、参加全 7館によるイベント「わくわ

くフェスタ－博物館全員集合－」を 15 ～ 18

年度に 4回開催した。毎回 3,000 ～ 4,000 人

台の来場者を集め、県立博物館・文書館施設

では異例の規模のイベントとなった。文書館

ブースでは「はんこをつくろう」を開催する

とともに写真パネル等で文書館を PR した。

　わくサタは 19 年度が最後となり、20 年度

からは各館独自での事業となった。文書館で

は、16 年度から地図センターの事業として

始めていた「子ども地図教室」を組み込ん

だ「子ども体験教室」「子ども歴史教室」の

3 教室及び「県民の日 ･ もんじょ館でアーカ

イブズ」を「子ども体験事業」として編成し、

開催期日も土曜日から夏休み等に移行して

いった。

　子ども歴史教室は「かな」を読むなどの

「勉強」的な要素が最も強く、｢寺子屋教室 ｣

文書館の 30 年 part3（太田）
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　24 年のクラウドによる新システム移行を

経、数年を経過した時点で訪れた大規模改修

工事、そして新型コロナウイルスの感染拡大

では初めて事前予約制による閲覧対応を余

儀なくされたが、それを可能としたのもこの

検索システムの存在であった。現在では、県

の組織をつなぐ「県庁 LAN」と館独自の「文

書館 LAN」を介し、一般利用者は文書閲覧室

2 台、地図閲覧室 1 台のパソコンから、県職

員は特別閲覧室の 1台、また、文書館職員は

一人一台支給されたパソコンで、それぞれク

ラウドサーバー上の検索システムを利用す

る環境となっている。

（３）複写サービスの変化と制限
　デジタル技術の普及が間接的に後押しし

て可能になり、もうひとつ閲覧室の風景を変

えたのが複写サービスである。

　従来の複写サービスは、委託業者による電

子式複写、いわゆる「コピー」が基本であり、

古文書も、今では重要文化財になっている戦

前期行政文書も、整理複写室に常駐していた

委託業者（社会福祉法人東京都板橋福祉工

場）の派遣職員がコピー作業を行っていた。

　電子式複写は資料保存上好ましくないが、

図書館時代から 40 年近く続いてきたサービ

スを一律停止し、一般利用者に写真撮影を求

めることには、なかなか踏み切れないでい

た。それを変えたのが、デジタルカメラの一

般への普及であった。17 年度をもって業者

によるコピーサービスを廃し、古文書や一定

年代以前の行政文書原本の複写は写真撮影

に限定した。このため、目録コーナーのカー

ドケースが撤去され、複数の撮影台をセット

した撮影スペースが文書閲覧室に設けられ

た。

　以降当初はカメラを貸し出し、撮影データ

をプリントアウトして提供するサービスを

過渡的に用意したが、撮影機能を有するス

マートフォンの急速な普及もあり、その必要

がなくなるのに多くの時日は要しなかった。

　撮影スペースにはコイン投入式のセルフ

コピー機も設置され、ＤＶＤのパソコン閲覧

では、接続したプリンターからの出力枚数に

対し課金した。このため、閲覧室にもレジス

ターが常設され、総務担当職員が朝夕現金の

出納にあたるのが日常風景となり、14 年度

までは、ほぼ皆無であった現金収入の調定事

務も、これ以降毎日の業務となった。なお、

コピー機が設置されているのは、リース料と

の関係から文書閲覧室のみで、地図閲覧室か

らは人と資料が移動して複写を行っている。

８　普及事業・連携事業の推移
　社会一般での認知度の低い文書館・公文書

館等において、資料の収集から閲覧提供に至

る基幹業務の一方で、展示や講座・講習会等

による普及事業も欠かすことができないも

のであり、その業務バランスには苦慮すると

ころがある。法的にも、公文書館法・公文書

管理法いずれもが、利用とは閲覧である、と

規定する一方で、管理法は展示その他の方法

による積極的な提供をも求めている。

（１）30 周年時の状況
　展示室と講座室を有する現館舎への移転

以来、普及事業は拡大の一途にあったといえ

る。やがてその見直しとして、館外から中世

文書等を借用しての特別展は 3年度で打ち切

られ、10年度には常設展が導入された。また、

講座・講習会では、読み解かれた歴史を語る

「歴史講座」が 5 年度で終わり、古文書解読

の講座は「文書館講座」として再編され、よ

り直接的に文書館や資料そのものを伝える

「もんじょかん体験セミナー」が 9 年度から

加わった。普及事業がほぼすべて古文書課の

業務であった、すなわち古文書による歴史の

事業であったものから、5 年度には「地図教

室」も始まり、「近世史料講習会」は近代行

政文書にも対象をひろげた「古文書解読講習

会」に拡大改称された。また、学校 5日制の

導入等を受け、博物館施設と共に子供向け事

業が始まったのもこの時期で、具体的には 4

年度の「土曜おもしろ博物館」からであった。

30 周年は、そのような段階にあった。

（２）その後の展示開催形態の変遷
　展示では常設展が定着し、パーテーション

で二分できる展示室は、半分は文書館の業務

と資料を紹介する常設展「みる・よむ・しら

べる」が年間を通して開かれ、もう半分では

テーマを設けての収蔵文書展が年 2回開催さ

れる（それ以外の期間は閉室）という開催パ

−　9　−

文書館紀要第 35 号（2022.3）



九
九

ス削減の効果をすぐに発揮するものとなっ

た。

　なお、この事業での撮影のためには洋製本

を解体する必要があり、従来は糊で固められ

た背部分を僅かながら裁断し、１枚１枚にば

らし、撮影後には再び洋製本していた。これ

は保存の観点から望ましいとはいえないた

め、あわせてこのときに方法を改めた。す

なわち、解体は外装カバーを外し、綴じ紐を

抜き、洋製本時につけられた「枕」部分で裁

断分割するまででとどめた。これで十分に資

料はのどまで開き撮影は可能であった。ま

た、再製本は既存の綴じ孔を生かし、中性紙

のアーカイバルボードによる外装とした。従

来の洋製本に比べると仮製本的な外観で、カ

バーとしての強度も劣るが、基本的に閲覧に

は出されず、保存箱に収納されるので大きな

問題とはならない。むしろ、紐の着脱だけで

解体できる利便性が、重要文化財指定に際し

て文化財保護法上の「現状変更」に対する一

つの対処方法となり、指定後もこの解体及び

再製本方法を継続している。

　こうして明治期及び昭和戦中期は複写本

という形で代替化が完了し、文書課執行委任

による事業はいったん中断したが、20 年度

に残る大正期と昭和戦前期を対象として再

開した。この再開に際しては複写本をやめ、

マイクロフィルムからデジタル変換させ、そ

れをＤＶＤに格納したものを閲覧に提供す

ることとし、閲覧用のパソコンとプリンター

が閲覧室の風景を変えた。保存庫スペース問

題にとっても有効なものであったが、21 ～

24 年度に再び緊急雇用事業基金で予算化さ

れた「昭和戦後期文書原本保全事業」では、

紙質の悪い昭和 20 ～ 30 年代を対象として

1,245 簿冊、51 万コマを超える量の代替化と

なったため、その効果は一層であった。

　なお、後述するように古文書や地図類はマ

イクロフィルム撮影をやめ、直接デジタル化

に移行したが、管理委任行政文書は文書課の

意向により、現在も撮影後のフィルムからの

デジタル変換の方法を維持している。

（２）古文書と地図資料のデジタル化
　重要古文書複本作製事業は、予算の組替え

により 16 年度でなくなったが、その後も文

書館管理運営費の「古文書収集・整理・保存

事業」のなかで、少数ながら利用頻度の高い

収蔵文書の代替化を継続し、令和 2年度には

デジタル撮影に移行した。

　地図資料のマイクロフィルムからデジタ

ルへの移行は 17 年度と比較的早く、順次河

川台帳図の代替化を進めている。なお、最

後まで使われていた地図閲覧室のマイクロ

リーダーも大規模改修工事にともなって廃

棄され、フィルムからの直接閲覧は完全に姿

を消した。

７　整理・閲覧事業とデジタル技術
（１）作成段階への導入と提供での限界
　目録カードの作成から冊子目録の刊行と

いう整理工程も大きく様変わりした。冊子目

録が印刷刊行されたのちの目録カードは、行

政文書は簿冊ごとの編綴順に、古文書は文書

群ごとの年代順に、と刊行目録とは別の編成

で配架することで、アナログ時代も複数の

検索方法を提供していた。しかし電動で回転

する大型のカードケースは 17 年度末に撤去

され、休憩コーナーに設置され続けた木製の

カードケースも利用する人がほとんどいな

くなり、大規模改修工事を機に撤去された。

　業務にパソコンが使われるようになると、

管理委任行政文書は、その引継ぎのための目

録もデジタルで作成されるようになり、古文

書も目録カードを介することなく、直接パソ

コンのデータベースソフトや表計算ソフト

に入力されるようになったが、利用者への提

供はプリントアウトの閲覧室配架に限られ

ていた。一方で来館しないでも各地で検索で

きるよう印刷刊行していた冊子目録は、唯一

古文書を残し、行政文書は 6年度、地図資料

も 11 年度の刊行が最後となっていた。　

（２）検索システムの登場
　この状況を打開してくれたのが、オンライ

ンによる検索システムの開設であった。目録

やカードで蓄積されてきた開館以来の膨大

な目録情報が、緊急雇用対策の委託事業で一

気にデジタルデータ化されていたという条

件整備があったことから、19 年 4 月に稼働

したシステムにより、インターネットを介し

ての検索が可能となった。

文書館の 30 年 part3（太田）
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となっている。⇒文献 24、30、53

５　保存に関する業務の変化
（１）燻蒸とＩＰＭ

1 階消毒室に設けられた燻蒸機は、臭化メ

チルの使用禁止を受け、メチルプロマイド・

エキボン兼用からヨウ化メチル用仕様に改

造されたが、次第に業者による外部での委託

燻蒸が主となり使用されなくなった。

とくに文書課等からの移管に際しては、県

の文庫から燻蒸処理業者での外部燻蒸を経

て搬入されるようにされた。行政文書の燻蒸

は、青図や青焼きコピー溶剤との反応による

異臭が早くから問題になっていたが、多種多

様な新素材を含む現代の文書では化学反応

による資料への影響が検証しきれてはおら

ず、また人体への影響も懸念されるため、外

部委託燻蒸は二酸化炭素燻蒸が主となって

いる。

一方館内設置の燻蒸機は、29 年度からの

大規模改修工事の一環で、人体への影響が少

なく薬剤を必要としない窒素燻蒸仕様に改

修され、室名も消毒室から燻蒸室に改めら

れた。なお、館内の全館燻蒸は５年度以来実

施しておらず、今後の実施も想定されていな

い。

このような燻蒸方法の変化にともない、保

存庫をはじめ館内各所には害虫トラップが

置かれ、月末整理休館日の定期保存庫清掃な

どＩＰＭによる予防保存への注力が進んで

いる。

（２）資料装備の中性紙化
　古文書の装備は長く一般的な酸性紙の封

筒であり、段ボール箱であったものが、9 年

度からの史料劣化防止緊急対策事業により、

中性紙製の封筒及び保存箱に急速に入れ替

えが進み、ほとんどが置き換わった。

　行政文書は開館時に戦前期文書簿冊の洋

製本を一気に行って以来、戦後文書も文書館

への管理委任時に洋製本を施してきた。昭

和 44年度のファイリングシステム導入後も、

文書館へ収蔵される際に洋製本簿冊化され

ているという原形改変には注意を要する。

　その後文書課での製本予算の縮小もあり、

昭和 55 年度完結文書は簿冊にまとめたもの

の洋製本はされていない装備状態にあり、翌

56 年度完結文書からは簿冊化自体をやめた。

個別フォルダーは個別フォルダーのまま受

け入れ、フォルダーと文書に綴じ孔をあけ紐

で固定する措置を施したうえで、市販のファ

イルボックスに数フォルダーを収納して配

架するようになった。フォルダー、ボックス、

いずれも酸性紙である。また、各主務課で市

販のファイルなどで綴じていたものも原則

その形態で収蔵している。「歴史的資料」も

同様である。劣化の要因となるホチキスやセ

ロハンテープなどは除去作業を図っている

が、十分とはいえない時期のものもある。

　これらの簿冊あるいはフォルダーで、中性

紙の保存箱に収納できているものは、重要文

化財指定の戦前期文書、戦後の紙質の悪い時

期のもの、及び歴史的資料の一部にとどまっ

ており、大半はそのまま書架に配架されてい

る。

６　資料の複製代替化事業とデジタル技術
　この 20 年間のデジタル技術の進化・普及

はめざましいものがあり、多くの業務場面で

直接あるいは間接的に導入され、結果として

文書館の業務や風景の様変わりを促してい

るが、最も直接的なものに資料の代替化の方

法、媒体の変化がある。

　開館以来、いずれの資料類も閲覧のための

代替化は、マイクロフィルムで撮影→印画紙

焼付け→製本した複写本（通称ＣＨ本）で提

供、が基本であったが、撮影・焼付け・製本

いずれも業者委託のため多額の予算を要す

ること、複写本が保存庫の狭隘化を倍加させ

ること、が難点であった。

（１）管理委任行政文書の原本保全事業
　管理委任行政文書では、文書課予算の執行

委任により「原本保全事業」の名称で複写本

の作成を進めてきていたが、ほぼ原寸大に

焼き付けていた複写本を 11年度から縮小し、

保存庫狭隘化への対応の第一歩を図った。こ

れは同年に緊急雇用対策事業として突然事

業化された「昭和戦中期文書原本保全事業」

でも採用した。同事業は紙質の悪い昭和 16

～ 20 年の文書を対象として 1,148 冊の複写

本を作成するものであったため、配架スペー
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事業のうち、館外資料の複写収集は、予算の

減少もあり 15年度を最後に行われていない。

　このように文書館が直接に収集保存する

のではなく、市町村等との連携で散逸を防い

でいくためには、第一に所在の確認とその把

握の継続が不可欠である。これに対し、県史

や市町村史編さん事業による調査からも時

日が経過してきていることを鑑み、11 年度

からは文書調査員のうち地区調査員を市町

村の実務担当者に依頼し、昭和 53 年に刊行

した『埼玉県古文書所在確認調査目録』をも

とに、その後の所在異動の調査を開始した。

郡を単位として順次調査を進め、一巡し県域

全体の状況把握を終えた。その後、27 年度

からは広域調査員のみの活動となっており、

文書調査員は寄贈資料の評価や文書館の事

業評価も依頼する存在となっている。

（２）戦後報道写真の整理と公開
　この間の特筆すべき寄贈資料に、埼玉新聞

社撮影の戦後報道写真フィルムがある。昭和

22 年から 59 年までの約 53 万コマにも及ぶ

もので、12 ～ 16 年度に 5 回にわけて寄贈さ

れた。膨大であり、かつ文書とは異なる材質・

性質のため、整理方法や人員・予算面で課題

も多かったが、13 ～ 16 及び 23 ～ 25 年度の

7 年間にわたって予算措置され、整理とデジ

タル化が完了した。公開も 14 年度から順次

進められ、刊行物や web サイト、展覧会等で

多く活用されている。⇒文献 4、48

（３）文書群一括の文化財指定
　埼玉県行政文書以前にも、古文書では中世

文書を主に県指定文化財に指定されるもの

はあったが、数点から数十点規模のものであ

り、それらは貴重文書保存庫に別置され、通

常の閲覧は複写本で行うのが原則であった。

　それが近年では文化財指定の考え方にも

群としての一括性が尊重されるようになり、

小室家文書（指定名称は「小室家資料」）7,622

点が 29 年 3 月に、また日本煉瓦製造株式会

社文書 756 点（深谷市からの寄託文書で、深

谷市自らで管理しているものを合わせた総

指定点数は 1,459 点、指定名称は「旧日本煉

瓦製造株式会社関係資料」）が 31 年 2 月に、

それぞれ「歴史資料」として県の有形文化財

に指定された。これだけの点数の資料群とな

ると必ずしも全点の写真複製は進んでおら

ず、従来の貴重文書保存庫に収納することも

困難であった。29 年からの大規模改修工事

では、これら一括の文化財指定文書を想定し

ての貴重文書保存庫２を新設し、重要文化財

行政文書とともに前述２文書群を収納する

対応をとった。その出納には古文書担当職員

があたり、閲覧席を特定するなど、とくに保

存面での注意を払っている。

４　史料編さんと地図センター
（１）県史編さん資料の公開
　旧県史編さん室が収集した複製資料の公

開は、原資料所蔵者からの許可が必要である

ため移管後もすぐには進まなかったが、16

年度には写真複写本 8,436 冊の閲覧利用を開

始した。

（２）埼玉県史料叢書の計画継続
　県史編さん室時代に立てられた刊行計画

は、全 20 巻を 20 年で刊行するというもので

あった。途中予算の削減等もあり、１巻を上

下２冊に分冊し２年度にわたって刊行する

などもあったため年数は延びたものの、29

年度で計画の 20 巻を完結した。しかし、編

さん刊行を必要とする史料は未だ多く、永続

的な編さん事業が必要とされ、10 年間で 10

巻の刊行、という当面の編さん刊行計画が新

たに立てられた。この計画に基づき 30 年度

も、従来どおりの予算と人員が認められ、第

22 巻を刊行することができた。翌令和元年

度には、初の現代史料となる昭和 20・30 年

代の報道写真をとりあげ、叢書としても異色

の第 21 巻が刊行された。

（３）地図センターの表彰と画像配信
　4 年度に新設された地図センターも活動を

積み重ね、22 年にはその活動が評価され、

日本国際地図学会から教育普及賞を受賞す

るに至った。

　また、その資料的特性もあり、19 年度の

検索システム導入に際し、いち早くネット上

での資料画像の閲覧を可能としたのは地図

センターの埼玉全県航空写真であった。同セ

ンターで最も特徴的な資料である河川台帳

図がそれに続いたが、大型図であるため分割

撮影とならざるを得ないのが閲覧上の難点

文書館の 30 年 part3 （太田）
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同委員会は報告書を作成して１年で活動を

終え、構成員の多くが重なる前述の在り方検

討会議に引き継がれた。前記方策のうち①②

の実現は結果的に 29 ～ 30 年度の大規模改修

工事まで待つことになり、すぐに手の付けら

れたのは③で、保存庫７内の文書課第３文庫

が徐々に縮小された。一方で文書量を減少さ

せる方策として、前述 26 年度の制度改正に

あわせ、管理委任文書の保存継続見直し制度

が導入された。管理委任された文書は保存価

値の見直しをかけることなく保存され続け

てきたものを、完結後 30年目に、法務的価値・

業務的価値を各主務課が、歴史的価値を文書

館が評価し、いずれの価値も認められなかっ

た文書は廃棄するというものであり、毎年一

定数の廃棄を見ている。

なお、現在も在り方検討会議は存続し、新

制度による毎年度の運用状況の検証や情報

交換機能を担っている。

（８）「歴史的資料」の成果
　上述のように 26 年度の改正で新規作成文

書に対しては、有期限文書からの評価選別に

よる移管制度（「歴史的資料」）は廃止された。

同制度では、文書課文庫に引き継がれた限り

の文書には確実な評価選別作用が効いたが、

各主務課で個別に廃棄される文書は、文書館

に連絡が入らなければ、それまでであった。

とくに県内各地に分散する地方機関の有期

限保存文書は文書課に引き継がれることな

く廃棄される制度であるため、ルーティンで

の文書館移管は全くない状況であった。限定

された選別母体からの、それ相応の選別基準

による収集であったといえる。これに対し、

新制度は作成時からのレコードスケジュー

ルで歴史公文書が指定されるため、初めて全

組織・全事業の全文書を選別母体となしえ

た、と制度的にはいえるものとなった。

上述のような限界をもつ「歴史的資料」で

はあったが、特別な契機には多期間にわたる

文書を一括大量に収集することを可能とし

た。この 20 年では、①土木部と住宅都市部

の合併、②地方機関の廃止及び移転、③県庁

舎の耐震化工事などでの大量収集があった。

また、23 年の東日本大震災に際しては、

埼玉県でも直接の被災があったほか、その後

の計画停電や放射能汚染、双葉町からの避難

受入など、東北地方とは異なる形での影響を

長期にわたって受け続けた。このため、震災

関係資料といっても、各主務課で受け取り方

に差異が生じることを懸念し、収集後に選別

をかければいいとの考え方を取り、とにかく

少しでも関わるものは移管してほしいとの

呼びかけをかけて収集にあたった。

とはいえ、すぐに廃棄移管できるものは限

られ、各主務課で一定期間保管後に廃棄に

なることが想定されたので、1 年後の 3 月に

県の各部局全課所室に収集の依頼文書を発

出、以後毎年度、震災関係資料の所蔵調査を

かけ、不要になったものは文書館へ、と声を

かけ続けた。もちろん、文書課文庫でのルー

ティンの評価選別においては、例年では廃棄

しているフォルダーでも震災関係資料のあ

るものは収集する、とするように特別の選別

基準をかけた。

10 年が経過して収集も落ち着いてきてお

り、｢ 取りあえず何でも収集」したものに選

別をかけ、震災関係資料としての識別性を

もった整理をする段階にきたといえる。⇒文

献 49

なお、廃棄決定文書から文書館が評価選別

して受け入れる「歴史的資料」の制度は、25

年度以前に作成・収受した文書には生き続け

ているので、今後も古い文書のまとまった廃

棄やいまだ各主務課にある震災関係資料な

どに有効に働き続けることになる。

３　古文書の保存提供
（１）収集と所在確認調査、文書調査員
　市町村における保存体制の進展もあり、現

地保存の基本を市町村におき、そこでの保存

が困難なケースや一市町村の範囲に収まら

ない資料群を収集の基本としている。このた

め、散逸回避のため収集に奔走した昭和 40

〜 50 年代との比較では、その収集点数は大

幅に減少している。

　種別的にみても、特定の現地性が薄い収集

（コレクション）文書や近代の団体・個人文

書が増えている傾向がある。また、相続等を

機に長年の寄託文書が寄贈される例も多く

なっている。このほか、重要古文書複本作製
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ケージソフトであるインフォコム社のイン

フォリブをカスタマイズしたものである。24

年度には国立公文書館との横断検索にも参

加した。⇒文献 26、43

　一方、県のシステムは 26 年度に大きな更

新を行い、総務事務センターを中心とした前

年度の検討作業には文書館も参加し、システ

ム内で各主務課から文書館に移管された文

書は、システム内で保存を継続するように改

められた。

（６）戦前期文書の重要文化財指定
　文書館のシステムが稼働した翌 20年には、

文化庁文化財部美術学芸課歴史資料部門か

ら重要文化財指定を視野に入れた戦前期行

政文書調査の打診が入った。同文書群 7,971

点はすでに 18 年 3 月に県の指定文化財と

なっていたが、国の重要文化財管理は、現状

変更や所在場所変更など、様々な制約とより

厳格な管理が求められるものでもあり、館内

での意見も分かれた。結果として前向きの姿

勢で調査を受け入れ、文化財保護法と情報公

開条例の両立可能性、そのための文化庁側で

の許容条件等の協議が急ピッチで進められ

た。翌 21 年 3 月の文化審議会文化財分科会

で指定の答申が出され、7 月の官報告示によ

り正式の指定となった。指定対象 11,259 点

は現状の物理的分冊数による計上で、具体的

には県の指定であったものに、社寺堂庵明細

帳及び昭和 22 年 6 月までの埼玉県報を加え

たものである。⇒文献 23、28

（７）22 年度の２つの検討委員会と制度改正
重要文化財指定をＰＲの糧とすべく、記念

普及事業に明け暮れた 21 年度が終わると、

22 年度は２つの検討委員会に明け暮れる年

となった。文書課が中心となった「公文書等

の管理の在り方検討会議」と、文書館が中心

となった「文書館保存庫施設検討委員会」で

ある。

前者は翌年に施行を控えた公文書管理法

第 34 条が規定する、法の趣旨にのっとった

公文書管理の在り方を検討する全庁的な組

織であった。総務部副部長をトップに、各行

政委員会や警察本部、公営企業管理者の文

書主管課、情報公開を所管する県政情報セン

ター、文書管理システムを所管する総務事務

センター、そして文書館とその連絡調整課で

ある生涯学習文化財課で構成された。

　その検討の結果、条例ではなく、まずは規

則・規定の改正での対応をはかることとなっ

た。基本スタンスは、歴史公文書も第 1種文

書として永久保存するという現行制度を維

持した対応である。具体的には、文書管理規

程に「歴史公文書（歴史資料として重要な

文書等をいう。）は、第一種の種別に区分し、

保存するものとする。」の一条を加え、一方

で文書管理規則から歴史的資料の移管条項

を削除するものである。この改正は 24 年度

末になされ、、1 年の周知・準備期間を経て

26 年度当初から、それ以降に作成・取得さ

れた文書を対象に施行された。

　その歴史公文書は、文書作成時に指定さ

れ、文書管理システムの書誌情報に登録さ

れる「レコードスケジュール」の方法を採っ

ている。もちろん、その後の修正も可能であ

り、保存期間満了時には文書館にも意見が求

められるが権限はない、という関与の仕方と

なった。これにより教育機関が担うアーカイ

ブズ体制から、文書管理制度により県全体で

担うアーカイブズ体制に移行したことにな

る。ただ、実際の歴史公文書自体の管理は、

電子媒体の場合は文書管理システムの中で

各主務課が行い続け、一方管理委任された紙

媒体文書は文書館が担い、県民利用には情報

公開制度で応えるという方法は変わってい

ない。⇒文献 44

この管理委任制度の物理的な限界に対応す

るために組織されたのが後者の検討委員会

である。こちらは文書館が事務局となり、各

部局の関係課を構成員として 4月に組織した

もので、1 年間にわたり文書館の保存庫収容

能力の拡充対策を協議した。これは、この時

点で保存庫収容能力の 91% をすでに使用して

いたためであり、とくに管理委任文書の毎年

の増加見込みからは、25 年度で限界となる

という推計であった。現敷地に増築の余地は

ないため館舎内での対応を基本に検討し、①

保存庫 11 の新設、②既存固定書架の集密書

架化による保存量増加、③保存庫を利用して

いた文書課文庫の縮小、という方策が計画さ

れた。

文書館の 30 年 part3（太田）
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なり「時の経過」措置は廃止された。これに

より非公開箇所は格段に増えた一方で、12

年度頃から事前袋掛けの措置がなされなく

なった。結果として閲覧できるのは全部公開

のフォルダー・簿冊に限定されることにな

り、社会教育施設の文書館にとっては、管理

委任制度のメリットは大幅に減退した。

（３）電子媒体公文書の導入
　さらに並行して進んでいたのが、文書の電

子化であった。PC 等で作成されても最終的

な原本はプリントアウトの紙であった状況

に対し、文書管理システムを導入し、起案決

裁等の処理や保存文書の台帳管理、そして文

書本体も電子媒体を原本として保存できる

ようにするものである。12 年の基本計画に

続き、翌 13 年の全体設計から文書館も参加

した。これは「歴史的資料として重要な文書

は文書館に移管することができる」という文

書管理規則の規定を、電子文書でも実現でき

るようシステムを設計する必要があったか

らである。

　このシステムは、15 年に部分運用を開始、

16 年に本稼働した。文書館との関係からは、

結果として、電子媒体の第 1種文書は管理委

任しないとされた。完結後 2年目での文書課

への引継ぎも行われず、各主務課での管理が

続くことになる。システムで各主務課がその

まま管理でき、文書課そして文書館に移管す

る必要がないという考え方であり、これは現

在も変わっていない。一方で、廃棄決定文書

からの収集のためには、システム内での各主

務課から文書館への移管、さらに文書館によ

るシステムからのダウンロード、この一連の

操作が必要であり、実装された。これは、文

書管理規則が規定するところ、すなわち移管

までは文書管理の範疇であるからである。逆

にいえば、その先は文書管理ではなく、教育

機関として用意する必要があった。

（４）文書館でのシステム導入
　その用意のリミットを文書館は、16 年度

完結の 3 年保存文書が廃棄を迎える 19 年度

末と考えた。準備は 15 年度に始まり、結果

として 19 年 4 月に稼働したのが「電子公文

書収集管理システム」である。サーバーを

4 階 IT 管理室に置き、館内を「文書館 LAN」

と名付けたネットワークでつなぎ、利用者は

インターネットを介してアクセスできるも

のとなった。

　このシステムにはもうひとつ、「収蔵資料

検索システム」という別称があった。サー

バーに保存された電子文書は、システムで

の検索結果に紐づけされて公開される仕組

みであったが、この検索の対象に古文書や地

図なども含めることで、結果として利用者に

とっては全収蔵資料の検索システムとなっ

たからである。検索の結果、電子画像の登載

されているものは画像も閲覧できる、という

関係になる。

（５）両システムのその後
　こうして稼働した両システムであったが、

文書原本の電子化自体は大きな成果を挙げ

たとは言い難い。まず県の文書管理システム

では、収受・起案処理及び決裁処理はシステ

ムで行うことが原則とされ、システムでの

管理が進んだ。一方で文書本体はプリントア

ウトして供覧されるのが一般的なスタイル

として残った。そのため、｢ 書誌情報 ｣（メ

タデータ）と ｢決裁情報」が電子媒体でサー

バー内に、文書本体は紙媒体で事務室や書庫

に、というような状況が生じることにもなっ

た。これは歴史的資料として永久保存する文

書館にとっては、より管理に負担の生じる様

態であった。

　ただ、さらに結果としてみれば、重要な

文書ほど紙媒体で作成された。文書本体

も含め「オールデジタル」で作成される

文書は軽易なルーティンのものに限られが

ちで、歴史的資料として保存すべきもの

は、ほとんどなかったといえる状況であっ

た。よって、システム上で移管を求めるの

は、紙媒体の本体で選別した文書の「書

誌情報」と「決裁情報」のみとなり、そ

れも紙媒体の回覧時に添付される「送付

票」で基本情報は押さえることができた。 

　23 年度、文書館側のシステムは更新の時

期を迎えたが、上記のような状況、サーバー

等の管理の負担、予算などの問題から電子公

文書収集管理という機能を落とし、「画像閲

覧も可能な検索システム」に特化することと

した。結果は、ASP/SaaS システムによるパッ
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　7 年度に史料編さん課が設置されて以降、

15 年度に県全体でグループ制が導入された

ことで課が担当に替わり、18 年度の庶務担

当から総務担当、19 年度の行政文書担当か

ら公文書担当への名称変更はあったものの、

基本的な組織編成は変わっていない。

　管理的職員では、グループ制への移行後、

単独または複数の担当を統括するグループ

リーダー（GL）が導入され、総務担当を担当

部長（一般行政職）、古文書担当と史料編さ

ん担当を学芸主幹、そして公文書担当と地図

センター担当を司書主幹あるいは担当部長

が統括するようになっている。正職員数はこ

の期間を通じて 21 名ないし 20 名を維持して

いる。その後、県全体での総務担当職員削減

の一環により定数は 24 年度に 1 名の減員と

なった。また、非常勤嘱託職員は当初の 7名

から 5名に減じた。

　②　史料編さん・地図センター担当の変遷
　変化の大きかったのが史料編さん課（担

当）である。文書館 4階を使用していた旧県

史編さん室の後継であるが、執務室は 3階の

文書館事務室とは別に 4 階でそのままであ

り、同課単独に副館長が置かれるなど「分室」

的な感が続いた。13 年度に 3 階の事務室向

いのスペースに移り、さらに 15 年度に事務

室も統合され、ようやく全担当がひとつの執

務室に顔を揃えた。共通分掌への参画も他担

当と同一となり、一人の副館長が全担当を一

元的に統括する体制となった。

同様に「センター」として独立機関的な観

があり、副館長直属の組織図となっていた地

図センター担当も行政文書担当と同一のＧ

Ｌ指揮下に入り、協業・一体感を強めている。

２　行政文書（公文書）の保存提供
　この間、古文書及び地図の収集方法（寄贈・

寄託）には大きな変化がない一方、関連法の

整備や説明責任の浸透、文書の電子化進展な

ど、その環境を大きく変化させたのが行政文

書（公文書）であった。社会一般で使用され

ていない「行政文書」の用語を開館以来一貫

して使用してきたが、情報公開法や重要文化

財指定名称で「行政文書」の呼称が使用され

るようになったこの時期に「公文書」を併用

するようになった。このこと自体もこの 20

年を特徴づける変化であり、19 年の担当名

改称は象徴的でもある。

（１）地方自治法の改正と文書の「返戻」
　当館の主たる保存行政文書は、11 年以上

保存の第 1種文書、いわゆる永年保存文書で

あり、現用のまま収蔵される。このため、自

治制度の変革は直接的に影響する。この 20

年間の大きな変動は、12 年度の地方分権一

括法による地方自治法等の改正に始まった。

国の機関委任事務制度が廃止され、事務区分

の再構成が行われた。これにより県から国に

移管される事務も発生し、それに伴い現用で

ある管理委任文書の移管も求められ、少なか

らぬ数の文書の管理委任が解かれ、文書課に

返戻された。この後も中核市となった市への

権限移譲により自治事務が移管されるに際

しては、同様の事態が発生している。

（２）情報公開条例の全面改正
この時期は「行政機関の保有する情報の公

開に関する法律」（情報公開法　11 年公布）

の施行も控えていた。県では昭和 58 年度施

行の「埼玉県行政情報公開条例」を全面改正

する準備を進め、12 年 12 月に新たな「埼玉

県情報公開条例」を公布、情報公開法と同じ

13 年 4 月に施行した。

現文書館舎の新築開館と同日に施行された

旧条例では、現用である管理委任文書もすべ

てその対象とした。しかし、非公開個人情報

は「プライバシー型」であり、かつ「時の経過」

の考え方も導入されるという、文書館におけ

る閲覧利用を視野に入れた設計であった。非

公開とされた情報も期間の経過により該当

しなくなったときには公開しなければなら

ないとし、その標準の原則期間を 10 年ない

し 50 年と定めていた（埼玉県行政情報公開

実施要綱 12 条）。その後の公文書管理法に相

当する制度設計であったともいえる。さらに

文書課が管理委任に際して公開判定を行い、

公開を控えるべき箇所を袋掛けする措置を

施したうえで文書館に引き渡すことにより、

閲覧という方法での公開を実現させてきた。

これに対し、全面改正された新条例は、

基本的に国の情報公開法に準拠したものと

なった。すなわち、個人情報は「識別型」と

文書館の 30 年 part3（太田）
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文書館の 30 年 part3  その後の 20 年 / 2000 ～ 2019

太田　富康

１　組織全体の動向
　県における位置づけは、教育委員会に属

する教育機関（社会教育施設）として変わっ

ていない。設置根拠となる「埼玉県立文書館

条例」の改正はこの間においてなく、教育局

の連絡調整課は、文化財保護課から 17 年に

生涯学習文化財課、30 年に文化資源課と変

遷したが、一貫して文化財保護行政の主管課

で、博物館施設とともに担われてきている。

（1）文書館のアーカイブズとしての確認
　このためもあり、教育局内でも博物館と混

同されがちであった文書館だが、16 年度に

策定され 18 年度に実施に移された博物館施

設の再編整備計画において、文書館は文書

館（アーカイブズ）であり博物館（ミュージ

アム）ではないという位置づけが明確にされ

た。それゆえ文書館は「博物館再編」からは

外れ、再編後に設けられた博物館総合調整会

議のメンバーともならず、文書館を含める際

には「博物館等」として区別されている。　　

なお、30 年度に博物館総合調整機能の権

限が歴史と民俗の博物館長から教育局市町

村支援部副部長に移るに伴い、「県立博物館

等経営総合調整会議」に改組され、「等」と

して文書館もメンバーに加わった。と、当時

副館長であった筆者は認識していたし参加

もしていたが、本稿執筆のため令和 3年 3月

に公表された『県立博物館施設再編整備計画　

令和 2 年度　検証報告書』（文化資源課編集

発行）を見たところ、「文書館とさいたま文

学館は、再編整備計画当時、県立博物館施設

の対象となっていなかったが、平成 30 年度

から県立博物館施設に加わった」との記載が

あった。日本で 4番目の文書館といわれ、文

書館運動をリードしてきた当館の、50 年目

での帰結、教育委員会の評価・認識は「博物

館」であった。

（2）文書管理体制のなかでのスタンス
　情報公開法の施行に始まり、公文書管理法

の施行を見たこの 20 年、アーカイブズと公

文書管理の一貫性が強まるなか、管理委任と

いう形で県の永年保存現用文書の保存管理

及び閲覧提供にあたってきた文書館は、全庁

的な文書管理の体制と連携を図り、参画する

機会を増やした。具体的には、情報公開条例

の全面改正、電子文書管理制度（文書管理シ

ステム）の導入、公文書管理法への対応など

においてであり、教育機関でありながら、22

年に組織された「公文書等の管理の在り方検

討会議」の主要メンバーであり続けている。

（3）館内組織体制と職員
　①　全体の組織体制と職員数

　平成11（1999）年度、当館は開館 30周年を迎えたが、記念誌を用意する余裕はなく、本誌13号及び 14号にお

いて「文書館の30年」と題して30年の活動を記録する特集を組んだ。令和元（2019）年度の50周年も同様の事

情であったため、今回も本誌前号で記念事業のうちのパネルディスカッションを記録化し、本号では前回特集以

降の20年の活動を記録することとした。それが本稿で、前回との連続性を意識して「part3」と題した。part1（13号）、

part2（14号）の担当者 3名のうち、たまたま筆者のみが今回も在籍していたことから、個人での執筆・編集とした。

そのため、個人としての認識や評価が表れている部分もあることを承知いただきたい。

　構成も前回をなるべく踏襲し、その後の20年間を対象とした。通史的な記述は、前回は「文書館沿革資料」と

して資料原文を掲載したが、今回は紙幅の余裕もないため、前回でいえば「解説」にあたる叙述のみとした。ま

た後半には「年表」「紹介文献」「統計資料」を前回に続く形で収載したが、ここでも紙幅の関係から年表中の全

国欄を割愛するなど、縮小した部分がある。

　なお、文中での年度等の表記は、20年間のほとんどが平成であるため、これを略して「○年度」などとした。また、

既刊の報告等がある事業等については「⇒文献〇」と、15～ 16頁の「紹介文献」を示したので、より詳しくはそ

れらを参照いただきたい。
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